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序

本書は平成23年度~26年度まで実施した高田城の発掘調査等の総合調査報告

です。

高田城は真庭市を代表する中 ・近世の山城ですが、絵図等の記録資料がほとんど

なく、その全容については不明であることから総合調査を実施しました。

初年度は地形測量を行い、詳細な測量因を作成しました。2年目からは、明和元

年 (1764)に移封してきた三浦氏が幕府に届け出た高田城整備計画図を参考に本丸

への入口と本丸内の建物跡について把握するため、 トレンチと呼ばれる溝を何ヶ所

か掘る、発掘調査を実施しました。

その結果、本丸への入口は、虎口と呼ばれる石積による城門であったことや門の

脇には矢倉を構築していたことなどがわかりました。本丸の中心部分からは建物の

規模や棟数は不明ですが、礎石がいくつか見つかりました。

高田城創建の時期や全体の規模についてはまだ不明な部分も多いですが、今固の

調査によって判明した成果をもとに、今後は市民に親しまれる史跡として活用して

いきたいと考えております。そのために、パンフレットの作成、説明板の改修、樹

木の間伐などの整備をしてまいります。

このたびの総合調査の成果報告書が当地域の歴史研究の資料として、あるいは埋

蔵文化財に対する理解と関心を高めるうえで広く活用されることを期待いたします。

最後になりましたが、調査及び本書の作成に際しましては、関係者並びに地元地

域の皆様から多大なご支援とご協力をいただきました。厚くお礼申し上げます。

平成27年3月

真庭市教育委員会

教育長沼 信之
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本書は、真庭市史跡高田城総合調査に伴い、平成23年度から26年度にかけて実施した発掘調査等に

ついて、その成果をまとめた報告書である。

発掘調査の対象地は、真庭市勝山1-2で、高田城の本丸に該当する。

発掘調査と報告書作成は、真庭市教育委員会生涯学習課が行い、現場実務は坂田崇が担当した。

本店の編集は坂田が行い、本文の執箪は文献絹を森俊弘が行ったほかは坂田が行った。

発掘調爺の実施から報告魯作成にあたり 、 次の各氏より多大なるご指瑞 • ご助言をいただいた。略條な

がらここに記してお礼にかえさせていただく。

石田為成 （岡山県教育庁文化財課）、宇垣匡雅 （岡山県教育庁文化財課）、大橋雅也 （岡山県教育庁文

化財課）、小郷利幸 （津山市教育委員会文化課）、尾島治 （津山郷土博物館）、

備文化財センター）、白石純 （岡山理科大学、衷庭市文化財保設審謡会委員）、難波澄夫 （冥庭市文化財

、乗岡実 （岡山市教育委員会文化財課）、平岡正宏 （津山市歴史まちづくり推進室）、

島崎東（岡山県古代吉

保護審議会委員）

森上知洋 （真庭市文化財保殴審議会委員）、行田裕美 （津山市教育委日会：当時）、横山定 （岡山県教育

庁文化財課） (50音順、敬称略）
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逍構の実測 •写真撮影 ・ 浄写は坂田が行い、 実測の一部は坂元伸吉の補助を受けた。 造物の実測は坂

田のほか、切明友了・が分担し、拓本は三島有利加が行い、浄害は坂田が行った。

追物の写真撮影にあたっては、平岡氏および津u,弥生の里文化財センターのご支援を受けた。

出土造物、 実視I]図 •写真等は、真庭市教育委員会生涯学習課が保管している。
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本報告料に用いた高度値は椋高である。

方位は、第 l・2・3図は座標北で、第4・7・8図は磁北である。

掲載遣物番号については、すべて通しで付している。

掲載した造構図 • 土層断面梱に示した網掛けは以 Fの範囲を示す。

ロ焼土・被熱面

土層および遮物観察表の色調は、農林水産省農林水産技術会談事務局監修 • 財団法人日本色彩研

究所色票監修 「新版標準土色帖」1970によるものである。

第1図は同土地理院発行の 1/25.000地形図 「横部 ・勝山」を複製 ・カll箪したものである：
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第l:f,,: はじめに

第 1章 はじめに

第1節 調査に至る経緯

真庭市教育委員会では、平成 23年度に真庭市総合計画の策定にあたり、「人と文化を育むまちづくり

文化・芸術 ・学術の振興と交流の推進」の中で、古来より（云わる市民共有の歴史迫産の未来への継承を行

うため文化財の調査 ・保存を実施していくことを基本方針として定めた。市内に多数所在する各種文化財・

逍跡等のなかでも、戦国期から江戸時代にかけて美作西部最大の山城であった協田城 （真庭市指定史跡）

に焦点をあて、

・城域の詳細地形図作製

・城郭逍構の造存状況など、将来の保存整備に必要な情報を収集するための発掘調査実施

・調査成果を周知するため解説板の整備、パンフレットの作殷 ・配布

などを行い、勝山町並み保存地区、勝山藩主三浦家遺品等を展示する勝山郷土資料館など周辺の歴史遺産

とリンクさせることによって、高田城を真庭市有数の歴史遥産として将来にわたり保存し利活用を図っていく

こととした。その実現に向け、城域の詳細地形図作製を平成23年度に、発掘調査および関連文因 ・文献

調査を平成24年度から 26年度にかけて実施することとなった。

第2節 地理的 ・歴史的環境

勝山地域は真庭市の概ね中央に位置：し、旧美作国の西端、 1口真嶋 ・大庭両郡のほぼ中央部に相当する。

岡山県の竺大河川のひとつである旭川とその支流である新庄JIIと月田川によって形成された狭小な低地部以

外の85%は山地で占められている。

旧石器・縄文時代

勝山地域において、現在までのところ旧石器時代に相当する追跡 ・辿物は確認されていない。

縄文時代に入ると、前期では刺突文土器が旦地区で出土しているほか、後期の磨消文土器が県立勝山高

等学校の校地内で出土している。

弥生・古墳時代

当地方において弥生時代前期の逍跡は僅少であるが、岡遺跡で木葉文の壺形土器が出土している。中期

以降になると陣山迅跡、太鼓山迫跡、打角追跡、江川遺跡、椎の木迫跡、正吉遺跡、原美尾遺跡、石原

遺跡で造物が出土している。終末期では丹塗りの壷や高杯といった祭祀用造物を出土している月田堀の内

北逍跡がある。

勝山地域では古墳は少なく、 15基を数える程度である。最古の古墳は古呂々尾中にある径 15m、高さ 1.5

mの円墳である中尾神社古墳であり、前期古墳とみられている。原美尾池遺跡からは 5世紀末の須恵器が

出土している。

-1-



第 1疫はじめに

古代

日本書紀の欽明天皇 16年 (555)、吉備五郡に白猪屯倉が囮かれたとあり、大庭郡の一部が比定されて

いる。和銅 6 年 (713) 、 備前国のうち英田 ・勝田 ・苫田・ 久米 •大庭 ・真嶋の 6 郡が割かれて美作国となった。

勝山地域は真嶋郡高田郷 ・ 月田郷 • 井原郷と大庭郡の一部の範囲である。 奈良時代の遺物としては、 柴原

地区のI硲田第 1逍跡で須恵器の骨蔵器が出土している。

中世以降

鎌倉時代には、寿永 3年 (1184年）に梶原景時が土肥実平とともに美作国他4国の守護になり、梶原

景時の失脚後は和田義盛に代わっている。承久3年 (1221)に起こった承久の変で敗北した後烏羽上皇が

隠岐の島に配流される際に、大庭 ・真嶋を通ったといわれている。承久の変の後、公家や上皇方の武士た

ちの所領に新補地頭として御家人が派遣されるようになり、美作においても翡田荘（勝山町、現真庭市）に

は三浦氏が、英l丑河合荘（英田町、現美作市）には渋谷氏等が派遣された、と考えられている。

三浦氏と高田城

三浦氏は現在の神奈川県三浦半島を本貰地とする、鎌倉幕府でも最有力の御家人であった。 しかし北条

氏による専制推進の中で次第にその存在を疎まれるようになり、宝治3年 (1249)、三浦義村らは北条時頼

に滅ぽされてしまう。三浦一族のうち仕きのびた佐原氏が、のちに三浦を名乗るようになったとされている。

建武2年 0335)、後醍醐天皇や新田義貞と対立した足利尊氏が九州で力を蓄えて瀬戸内海を東上する途中、

三浦介（三浦高継）に美作の新田勢を征伐するよう命じた記録が、御教術として残されている。

嵩田城は、高田荘の地頭として関東から来た三浦下野守貞宗の築城とされている。築城の年代について

は諸説があるが、概ね延文～嘉慶年間 (1356~ 1388)の築城とされている。

貞宗以後は、行連一範連ー政盛ー持理一貞明一貞連一貞国と続くとされるが、貞連以前の城主については

ほとんど記録がなく、不明な点が多い。文亀年問 (1501-1504)、貞連は美作守護赤松氏の拠点である篠

荘（篠側）城を攻めていることなど、このころの三浦氏は高田城を拠点にする、作西地方における領国支配

者的性格を有していたと思われる。天文元年 (1532)、出雲の尼子経久が美作へ侵略しはじめ、高田城も

数度にわたる攻期によりその度に落城と復興を繰り返した。その間、貞久一貞勝一貞盛と城主が交替してい

くなか、永禄8年 (1565)、尼子氏にかわって台頭した毛利氏についた備中松山城主三村家親により高133城

は落城、城主貞勝は自害するが、翌永禄 9年には三浦貞盛が裔田城を奪遥し、貞広が城主となる。その後

三村氏の勢力は衰え、毛利氏により滅ぼされることになる。永禄 12年 (1569)、貞広が尼子氏についたため

毛利氏に攻められ落城するが、山中鹿之助の支援を受け元亀元年 (1570)に再興した。その後毛利氏の俣

攻を受け、天正3年 (1575)、宇喜多直家による和議の勧めにより商田城を開城、城主には月田城主楢崎

元兼が入った。

それから美作の地は毛利氏と宇喜多氏の争いの舞台となるが、天正 12年 (1584)から宇喜多氏の美作

領有は関ヶ原の戦いまで続くこととなった。高田城には三浦氏の1日家臣である牧氏が入った。慶長5頷)600)、

関ヶ原の戦いで西箪副大将であった宇喜多秀家が敗北したことにより、美作は小早川秀秋により領有される

こととなった。その秀秋の病死後、慶長8年 (1603)に森忠政が入封することとなり、高田城には各務氏、

大塚氏といった璽臣が城番に入った。元禄 10年 (1697)、森氏の改易に伴い城下は癖府直轄となり瑞府代

官の所管となった。明和元年 (1764)、三河西尾藩主であった三浦明次が当地に転じ、高田城跡に築城、真 嶋

大庭両郡の一部を勝山藩2万3千石として領することとなった。明次は高田の地名を勝山に改め、勝山城の

西麗に屋形を構え、以後三浦氏による統治が明治維新まで続くこととなった。

-2-



第l汽 はじめに

泊i田城に関連した既往の発掘調査としては、 三の丸迫跡！および出丸1 で実施している。三の丸辿跡は

勝I.II町役場（現真庭市勝山支局）駐車場造成工事に伴い調査をし、室町時代前期～江戸時代初期にわた

る建物第の逍構や輸入陶磁器等の逍物を出土しており、三浦氏またはその家臣の館、城番の館跡の一部で

あると推定されている。出丸は太鼓山の地上デジタル放送施設の建設に伴い調査し、建物跡とみられる柱

穴列等を確認している。

註

1)橋本惣司他 「高田城二の丸追跡j 勝山町教育委員会 2005 

2)坂田 崇「高田城 ・田楽城」r真庭市埋蔵文化財調査報告j3 真庭rli教育委員会 2010 
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裕田第 1逍跡

正吉造跡

岡辿跡

椎の木1-3号墳

岡椎の木迫跡

第 1図

11 

12 
13 
14 
15 

舟津屋敷

組造跡

小山古瑣
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第2窟 発掘調資の慨要

第 2章発掘調壺の概要

第1節調査の経過

本調査は高田城に関する総合調査であることから、まず城郭のほぼ全域にわたっての詳細な地形図作製

を平成23年度に行った。高田城は現在その城域のほとんどが公有地であるが、麓の一部には民有地もある

ことから、公有地部分のみを図化の対象とした。受託者はフジテクノ有限会社で、実施期問は平成23年11

月21日から平成24年3月16日である。成果物として1.000分の1および2.500分の1による詳細な地形図を得るこ

とができた（第2図）。

発掘調査については、平成24年度から実施した。まず、本丸主郭の南端部にある斜面を対象として当初

幅2m長さ7mのトレンチを設定(T-1) し着手した。これは、現存する明和元年 (1764)の絵同（巻頭図版

参照）に本丸に出入りする門の一つがこの個所に描かれており、斜面付近や周辺において多くの瓦片が散布

していること、そして埋没した石垣等の構築材とみられる岩や礫の一部が地表面に露呈していることから、

門やそれに関連する迅構の確認を目的としたものである。平成24年度の調査は平成25年2月25日から3月24

日までの間に行い、調査の結果、斜面に石が積まれた状態を検出したが、それがどういっだ性格のもので

あるのか、その精査等については翌年度に持ち越すこととなった。

25年度は、24年度調査で検出した斜面の石積の性格等を明らかにすることと、その上位にある平坦面で

の松跡等の遺構検出を目的として新たに幅lm長さ9mのトレンチを設定 (T-2) した。このトレンチは調査

の過程において石積造構の構造 ・規模追及のため適宜拡張 • 延長の必要が生じ、 T-2に直交する形でT-2

ー②を追加設定した。また、主郭中央部に東西約10m、南北約17mの微高地状の高まりがあり、建物の基

壇跡であることを想定したことから、幅lm長さ14mのトレンチ (T-3)を設定し発掘を行った。そして主郭

北辺の一端に、土塁等の構築物の痕跡を確認する目的により幅lm長さ5mのトレンチを設定 (T-4) し、調

査を行った（第3図）。平成25年度調査は平成25年12月16日から翌年3月31日まで行った。

26年度は、 25年度調査までに検出した遺構の規模 • 構造等をより追求するために行った。 T-2およびT-

2ー②で検出した石和追構の追求のためT-2およびT-2ー②の拡幅 • 延長とT-2―③ ・T-2ー④の追加設定

をし、またT-3・T-4についても精査を行っていった。平成26年度調査は平成26年7月31日から実施し、12

月10日に全トレンチの埋戻しを完了したことで現地調査を終了した。

なお、発掘調査と並行して、高田城に関する既往の文書 ・文献調査を行い、本店に文献編として収録し

ている。

（調査の体制）

調査主体者 真庭市教育委員会

事務局 真庭市教育委員会

教育長 沼 信 之

教育次長 谷口誠一（平成23年7月～平成25年3月）

吉田昇（平成25年4月～平成26年3月）

新幸知典（平成26年4月～）

生涯学習課長切明友子
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第2章発堀調査の概要

調査担当者 主幹 坂田 崇 （発掘調査担当）

主幹 森 俊弘 （文杏 ・文献資料調査担当）

（作業員） 西本榮、堀井清史 （平成25年2-3月）

川勝 始、元島 一、山田勝已、坂元伸吉（平成25年12月～平成26年12月）

（調査経過抄録）

平成24年 12月6日 白石氏と裔田城現地にて、発掘調査候補箇所の選定協議。

平成25年 2月25日 24年度調査開始 (T-1)。

2月26日 斜面部の石積状況を検出。

3月24日 現地説明会開催。参加者数約40人。24年度調査終了。

12月16日 25年度調査開始。T-1東側部を拡張。

平成26年 1月 7日 T-2調査開始。

1月10Fl T-3調査開始。

1月14日 T-1西側部の拡張。

1月23日 T-2にて石積迫構の一部を検出。

2月 6日 T-2で検出した石積追梢の展開状況を確認するため、T-2ー②を設定し調査開始c

2月17日 勝ill小学校5年生、来跡見学。

2月18Fl T-1下位西側部を拡張。

2月27日 T-4調査開始。

4月 5日 現地説明会開催。参加者数約50人。

5月15日 現地指禅者会議開催（出席者 ： 石田 ・ 白石 • 平岡 · 森上）。

6月10日~6月24日 現地指導者会譲での指導事項を受け補足調査（追構実測）実施。

7月31El 26年度調査開始。T-2西恨IJ石積の展開状況を確認。

8月 4日 T-2ー②の一部を拡幅、入口段差部を確認。

8月12日 T-2ー②での入口段差部確認に基づき、 T-2―③、T-2ー④を設定、調査開始c

8片20日 T-2、西側石籾の有無確認のため、西方向へ延長。

8月26日 東西方向の1段石積の状況確認のため、 T-2の北側長辺部を幅20cm拡張。

9月15日 現地説明会開催。参加者数約60人。

9 月 16 日~ 10 月 7 日 造構実測作業。

11月28日~12月3日 遺構実測 （補足）作業。

12月 5日-12月10日 トレンチ埋戻し作業、調査終了。

埋蔵文化財発掘駒 査の報告（法第99条）
文化財保護法に基づく文書一覧

進達n付
ズ芯酢サ

平成25年3月IIP
其教生第316号

平成25年12月10[1
i.!f教生第303月

平成26年7月3J□
真教'k第82サ

文化財認定（法第102条〉

認恥n付
岡山県文ぷ番fl・

政跡の名称 ・所在地

ぶ湘城跡 ・森庭市肪tlll-2外

沿；田城跡 ・文庭市勝山1-2外

尚田城跡 ・y雑罰・；膀Ill1-2外

物件名
発見の場所

平成25年IJJHI 瓦 ・上器 ・鉄器他
i跡の名称

兵r廷市勝11.11-2
益田城跡

面積（面） 原因

20 保a目的鵠梵

:¥0 保(f.目的潤ff

]!I 保存目的凋査

発見n 認定存

平成25年3月wn 岡山媒以 I及
且会点認喜罪日 1翌翌-1,li~~:i 真Jf.,Jj隙山1-2,j!. 成25年】2)116日～岡山県教if否

教文埋第1 1 36~} JI・ 照珂笛8符 ぷUJ城跡 平成26年12月1011 Pl. 会
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調代期間
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第2派発掘瀾査の概要

第2節 遺構 ・遺物

1 T-l・T-2の検出遺構 （第4・5・6図）

T-l・T-2においては、石積をはじめとする追梱を検出している。

石積遺構は概ね北西ー南東を横方向、北東ー南西を縦方向とし、平面形はいわゆる「HJ形を呈している。

左右の両石栢の内法間で約3.7mを測り、概ね二間の規模である。左右の石積は崩落や抜き取り等により高

さを減じている可能性を考慮する必要があるが、 3段ないし4段積みで構築されている。なお、斜面より見て

右側の石積の方が現存高が高く地山面から最大で80cmほどである。右側の方が左側より北東方向へ伸長し

ているが、これについても左側については破却時の抜き取り等の影響があったことを考慮する必要がある。

またT-2ー②の北東方向へ伸長する石積にl.lmほどの間隙があり、抜き取り等の痕跡と考えられる。横軸

方向の石列は1段であり、T-2ー②の土層断面から地山を50cmほど掘削し構築していることがわかる。これ

らのことから、

①南西方向の斜面を入口として進入する。

第 3図調査区配置図 (1/500)
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第2蛮 発 掘 濶査0)概要
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第2-T;c 発掘調査の概要
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第 2章発掘調査の概要

②概ね平坦となった面に一旦立つ。

③横方向の石積にて1段 （ないしそれ以上）の段差が設けられ、それを上がり本丸中心部へ向かう。

という経路をもった入口であったことが推定される。

T-1では、斜面に石が不整形に積み置かれた状況を検出している。T-1の下位にて地山を掘り込んで築か

れた階段（通路）状の遺構を確認したことから、破却時に入口を封じるために行われたものであると考える。

しかしながら斜面に単純に投げ込まれたものではなく、いったん仕切り的な石積を垂直に築き （第4・5図

D-D・)、その背後に石を詰め込むという工法をとっている。

この入口であるが、恩位的なまとまりとして観察した結果、aラインまで炭化物 ・焼土を多く含む土層が堆

積し、その上に瓦や礫を含む土阿が堆積した状態を示している （第5厄IA-A")。このことから最終的に破

却に際し、

① 石租の構築石材を入口斜面に積み上げ、封じる。

② 建物等の焼き払いにより生じた炭化物 ・焼土混じりの土砂で石積の内部を埋める。

③ ②の後、周辺の土砂を敷均し整地した。

という過程をうかがうことができる。

T-2では土塁状遺構の痕跡が土恩断面において確認できる （第5図 A-A・)。これは土屈の色調が土

塁状遣構の部分は暗く、対してその上の整地土恩は明るいことから、明瞭に区別できるものである。この土

塁状遠楕の盛土中からは遺物は出土していない。土荊断面の観察 ・検討から、構築の順序としては石積構

築に先行するものである。

また、柱穴 （または柱穴とみられる）遣構を2ヶ所で検出している。一つは石和の内側 （第4図 M-M') 

にあり、地山面にて確認した。上端で径約60cmを測る。近接して大形の礫が2点あるが、石栢の構築材の

一部が転落したものとみられ、この柱穴状辿構と直接の構成関係はないと考える。門の柱穴であった可能

性を考慮する必要がある。ll

もう1ヶ所は、T-2のほぼ中央で検出している （第4図 L-L・)。石積辿構の裏込めを封じた層を切り込

んでいる状況が土層断面において確認できる。3方を石で囲み、覆土には炭化物を多く含む。用途等につい

ては現時点では保留とせざるをえない。

その他、 T-2東南端部付近において平面 •上下方向ともに不規則な状態の石積状遺構を検出している（第

4図 K-K・)。機能としては土塁状造構の上面を補強するためと想定している。また、溝 （または土堀？）と

みられる痕跡をT-2の南東端部で確認している。

2 T-3の検出遥構 （第7図）

T-3は主郭中央に東西約10m、南北約17mの微高地状の高まりがあることから、建物の基坦跡と想定し

設定した。発掘の結果、表土直下の厚さ15cm程度の真砂の盛土であることが判明した。これはのちに、現

代になってこの場所を造成した際に真砂を搬入し敷き均したものであることが、当時のことを知る人の証言

により判明した。

地山面において、建物の礎石を2個検出している。礎石間で約2.7mの距離がある。調査範囲の都合上一

部のみの検出であり、同一建物のものであるか等については不明である。その他、柱穴や土檄（または落込み）

とみられる追梢の輪郭を確認している。いずれも半裁または検出面での輪郭確認に止めている。土堀 （また

は落込み）状逍構の覆士から多くの炭化物に伴い土師質土器片が出土している。 トレンチの東半部では被
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三

熱によると思われる赤色化した面を地山面にお

いて確認してしヽ る。

なお、

ない。

3
 

このT-3では瓦はほとんど出土してい

T-4の検出遺構（第8図）

T-4においては、石積遺構を検出している。

検出した石栢の並ぴから北西ー南東方向に、概

ね本丸郭の外形輪郭に沿って（胆びる模様であ

ふ現存するのは1段のみであり、炭化物 ・焼

土）界の上に乗る形で築かれている。炭化物 ・焼

士層が破却時のものとすれば、破却後に構築

された施設ということになる。石栢から南側に

ついてのみ地山面を確認し、北の滋方向へ地形

が傾斜している様子である。（頃斜した地形に幾

恩もの盛土を行っているが、上塁であることの

明確な痕跡は十賠断面では確忽できていない。

T-2の東端部付近においても、同様な石積状の

ものを検出しており、それについては土塁の端

部を固める、いわゆる土留め的な役割のもので

あったことを想定しており、 このT-4で検出した

石積についても土塁または盛土による構築物の

端部を固め安定させるためのもの、 と想定して

いるe

このT-4では、表土から多堡の瓦が出上し、

結果的に今回の調査で出土した瓦の半分以上も

の批を占めている。戟中～戦後期に本丸の主郭

でtrn作が行われており、その際に出土した瓦が

寄せ集められたものと考えられる。

註

1)門の屋根が瓦在の場合、通常掘立柱ではなく礎石

往であったと考えられるため、当初門柱の可能性は

低いと考えていたが、津山城本丸五番r'Jで瓦葺の掘

立柱の事例があ以平岡氏のご教示による）。 ただし、

津山城本丸五番門のものは柱穴の底部に礎石を有し

ており、その点において相辿がある。

行田裕美「6.第5次調企 （平成13年度） T-6」
「史筋津山城跡保存整備事業報告害IJ津山市教

育委貝会 2007 
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第2卒発掘閾査の概要
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第 8図 T-4平面・土層断面図 (1/60)

4 出土逍物

I 衣上

2 訳白色12.5Y8t21士．真佑俎土1
3 陪荻貿色!2.S't52'1: 
・I 飩悩色 (2.5Y5,3• t. 
5 にぷい背楼色 • IOYRi-'21 ..t 

6 Iぷ貨侶色OOYRS~21 か炭化粒含）
i I: ぷい貨位色IOYR63).h炭化粒含

8 鯰灰飩色12.S¥'521.h炭化物奴土含

り 灰貧褐色OOYR5,lt土 1た化わ・娩
土含｝

11)灰没褐色lりYR砂 I上 i!l化わ含‘

＂灰貨褐色 l!OY郎、＇かか汲化校含I
12にぷい貨校色<IOYR7131上1地t/11:l!1
13 Iこぶい貸屈屯 •.10YR641粘f土

!I に、；；い褐釦.5¥『R513l帖l'!.b災化忙

娩上含）

15 没貨釦2.5Y7t3• 土｛炭化粒含l
16 Iこぶい況色12.5¥'6'31.1:0xltセ・

蜆j:含I

17陥灰蒋色(2.5¥'5'2i土（袂土塊含l
旦：320m IS灰 色 暉,11:I: 

19 l肘黄褐色(2.5¥'7161砧ti砂れ土！炭

化位・焼序含I

20明黄迅色(2.5百16)帖れ砂H土
21 明 ・I・ 隠lilt<・炭

化粒含I

22褐灰色t!OYRSlJ -t-.1炭化粒含

23 にぶ•-・黄橙邑!OYRli1•1).biえ化せ含！

24にぶい貨釦2.5¥'o31 lbrttiiJllt 
位含I

25灰色し5r'5'1J士I炭!tli含
26哨貨褐色 JOYR7心上風It地1,泣I
27 灰色(5Y6• 1'r~!'t土
2S e色17.5¥'R66) ! 伍1上1111.lt地I~粒

29灰オリ_..,色,5y512,t 
2m 311にぷい貨1雑色10¥'R6-'3).ti炭化粒含I

31 lこぶい貨昆色l!OYRが31+
32にぷい資似色<IOYR631土
33灰貨侶色 IOYR6'2 I: 
34 I~ 色げ、5YR66上9炭化位含9

お灰賞褐色ll0YR52士炭化柁含）

祁浅黄色12.5Y7I• 粘廿土液上位含9

3; にふい貨橙色,.1QYR641 t胡a

今回の調査により整理用コンテナで10箱ほどの遺物が出土しており、うち約9割を瓦が占める。瓦は大猥

に出土しているにも関わらず、造物としての特徴を示す瓦当面を伴うものはごく一部である。遺物の各属性等

については一箆表に委ねることとし、以下各種遺物について概観していく。

軒平瓦 （第9図 1 ~ 16) 

瓦はほとんどのものがT-l・T-2については斜面の堆和土や破却時の整地土暦からの出土、 T-4につい

ては地表面から表土中にかけての出土であり、各遣梢に直接伴う状態で出土したものはない。ここでは平

瓦部の後端までを有する2点を含む、 16点を掲げた。瓦当の全容を示すのは1のみである。1~3は中心飾が

五葉 (2については残存する中心飾から推定）で唐草は2転する。4~7は中心飾が三葉のものである。4のみ

が中心飾から側区までの状態を観察できる質料であり、唐草が3転することが確認できる。5についても残存

状態から唐草については3転と推測するが、その他のものについては不明である。1剌I]区の唐草文端部の状態

から、転を生じないもの (1~ 3・8 ~ 10)と転を生じているもの (4・11~16)とに分類することも可能で

ある。

軒丸瓦 （第9・10膀I17-25) 

9点を掲げるが瓦当の全形を残すものはない。巴文が右巻きのものが6点を占める。正確な珠文数の把握

が不可能なことから時期の比定は困難であるが、総じて巴の尾部が細長く伸びる様相を示している。17・25

ともに丸瓦部内面にコビキA痕を明瞭に遣す。
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第 9図 出土遺物① (1/4) 
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第 10図出土遺物② (1/4) 

丸瓦 （第10図 26 ~ 28) 

特徴的なもの、製作技法のよくわかるもの3点を取り上げた。26は長さ10.7cmと大変短く、片方の側辺の角

を面取りした後に焼成している。通常の平瓦 ・丸瓦のように多くはみられず、妻部など屋根のごく一部に使用

される「役物」のひとつとみられる。

土器・掏磁器類 （第11図 29 ~ 39) 

士師質土器等については、T-l・T-2では斜面堆積土や石積造樅内部の覆土、整地盛土から瓦等ととも

に出土し、 T-3では真砂盛土から地山面までの間の包含陪からの出土、T-4では石積逍梢より下位の恩か

らも多く出土している。出土した土器 ・陶磁器類のほとんどは復元不可な細片である。

29 ~33は土師質土器で、 29~31を小皿、 32・33を皿とした。34~36は16世紀末~17世紀初頭の中国

産染付の椀であるが完形状態を復元できるものはない。37・38は備前焼の播鉢、 39は壷の口縁部である。

37は14世紀後半頃、 38は16世紀後半の所産とみられる。

金属器 （第11図 40 ~ 47) 

出土した金属器はいずれも鉄製品で、ほとんどが釘である。T-1の斜而堆租土およびT-2の石積迫構内

部の覆土 （焼土・炭化物を多く含む）から出土している。掲載したもののうち、 40~45が鉄釘、46は刀子と

みられるが詳細は不明、 47は器種不明である。

-14 -



第2章発掘調査の概要

銅錢 （第11図 48~ 50) 

銅銭は総数で4点あり、すべてT-2の石積辿構肉部の殺土 （焼土 ・炭化物を多く含む）より出土している。

鋳文字の確認ができる3点の拓影を掲げる。

番号祉類 （国 初鋳年璽量）

48 開元通夜 （盾 621年 2g) 

49 政和通賓 （宋 1111年 3g) 

50 判読不可 （不明 2g) 
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第2掌 発掘閾査の概炭
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0 5cm 

第 11図出土遺物③ (29 ~ 47: 1/3、48~ 50: 1/1) 
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第3章まとめ

第 3章まとめ

今回の調査で得られた所見について、若干述べていく。

検出遺構について

今回の発掘調査で、本丸の一部ではあるが従来ほとんど不明であった構造の一部を把握することができ

た。 まずT-l · T-2で検出した石積遺梢について、規模的には南東 • 北西方向で約3.7mを測り、北東 ・南

西方向については破却時の珠の和み込みや樹木があることから完全な追求は控えたため推定ではあるが、

入lコの段とみられる南東 ・北西方向の石列から南西方向へ現存長で約4111、T-2ー②全体で観察される石

和としては約7.6mを測る。入口としての空間を南東・北西方向の石列より前であると定めた場合、約4m四方

の空間、と捉えることができる。なお、北東 ・南西方向の2列の石栢を平而形として観察した場合、東側の

石和は入口石列と直角に築かれているが、西側のものは東側と平行ではなく、若干内 （南）fftljに軸を振った

構造となっている。このことは京側の石和は先端 （南西）方向に廊けて地山而から上に多くの石を用いて高

く積み上げられているのに対し、西側の石積については、第6図 G-G・ では複数段の積み上げが確認でき

るが、それより南 （桧の大木があるため、この間は未発掘）については基本的に1段のみ石を晋き構築して

いる。また東側については石積の背後に裏込めを明確に行っているのに対し、西側は地山の硲頭を直接掘

削することにより段を設け、そこに石を配盗する、といった構築手法についても差異がみられる。このことは、

本来の地形上の制約により生じた工程上の差であると現時点では結論付けたい。この石積逍梢はその様相

等から本丸南側虎口の構造の一部であると認められ、限定された調査範囲内ではあるが概ねの規模 ・構造

について明らかにすることができた。

また、 T-1・T-2で検出した石和造構の周辺から多くの瓦が出土しており、瓦迂き建物逍楷の存在を想

定したが、 ヒ屋に関わる迅構は明確に見出すことはできなかった。T-2の南東半部において土塁状造構の

明瞭な断面を確認することができた。土塁状逍構と虎口を画する石積は一連の施設として同時に構築された

ものなのか、土塁状辿構が先行して築かれていたのかについては結論を保留せざるをえない。石積追構は、

小振りの自然石を垂直に積み上げ、裏込めが不十分という戦国期以来の特徴を有するが、織燐系城郭の虎

口を形成するものである。II

T-4で検出した石積追構は本丸の外縁に沿う土塁の内側を画する構造であった可能性があるが判然とし

ない。T-4で出土した瓦は表土（ほとんどがほぼ地表面）からのもので、石積追構の下の陪からは出土し

ていない。また、 T-2で検出した石積逍構は地山を整形した上に構築し、内側に炭化物 ・焼土層が堆秘し

ているのに対し、 T-4のものは炭化物 ・焼土層の上に完全に乗る形で検出している。T-2とT-4の炭化物・

焼土庖を同時期のものと仮定した場合、双方の石積逍構は全く違う時期のものとして構築され機能していた

ということになる。T-4の調査範囲が狭小であったこともあり具体的な追構の様相も不透朗といわざるをえず、

これについても今後の課題としたい。

出土遺物について

出土遺物のほとんどが瓦であり、ここでは瓦を中心に言及していくc
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第3f;', まとめ

軒平瓦の1~3は岡山城3式（炭長年間前～中葉、小早川秀秋～池田利隆の治世下）に概ね相当し、岡

山城出土の瓦と同箆の可能性がある。唐草文の端部が途切れている点で相遥があるが、箔の損傷等何らか

の理由により箔の一部を切除等し使用した可能性や、瓦の製作時期や使用する城郭間での較差を示すため

に意図的に行った可能性など種々の要因が考えられる。 4~16の軒平瓦も近似する時期のものとみられ、天

正年間まで遡るものではない。 2)丸瓦でコビキ痕を明瞭に観察できるものは限定的であるが、内面にコピキA

痕と吊紐痕を残すものが比較的多く、岡山城では3式で出現するコビキB痕とみられるものも少最ではある

が出土しているc

土器類についてはコンテナケースで1箱ほど出土しているが、完形のものはなく器形を復元できるものもき

わめて限られているため、時期比定については大変固難である。備前焼については今回出土しているのは小

片ばかりであるが、16世紀後半の38の播鉢3¥がある。また16世紀末ないしは17世紀ごく初頭の中国産染付

34 ~36も含まれる。

以上のことを総合的に考え、今回検出した本丸南側虎口の構造は、16世紀末~17世紀ごく初頭の宇喜

多期最終末～小早川期に構築され、その後森氏の治世下において津山城の支城として機能し、破城行為に

よって破却された、と結論付けるにいたった。その破却の時期であるが、元和元年 (1615)の「一同一城

令」の際に行われたものか、または島原の乱の後に発出された寛永15年 (1638)の城跡破却命令によるも

のであるのかについては、記述された文献資料のないことから現在のところ断定は不可能である。また今同

の調査で存在が明らかになった本丸虎口は1ヶ所のみであり、他の様相については依然として不明のままで

ある。しかしながら、 17世紀前半に行われた破却事例として確認できた意義は大きく、今後各地における支

城のあり方を整理していくうえでその過程の一事例を示すものとして大変貴重な資料であるといえる。また、

T-3で確認した各種逍構についても解釈を保留とせざるを得ないものが多く、今後の課題を多く残すことと

なった。

真庭市指定史跡高田城は美作西部における中近世城郭としては、その規模 ・構造において他に比頬のな

い存在であり、本市における中近世城郭遣跡の代表事例として長き将来にわたり保談 ・保存していかねばな

らない。今回の調査はあくまでもその端緒にすぎないが、これを契機として高田城のさらなる内容解明に努

めていく所存である。

註

1)乗岡実氏からの調査現地でのご教示に基づく。

2)乗岡実「瓦について」 「史跡保存整備事業 史跡岡山城跡本丸下の段発掘調査報告」 岡山市教育委員会 2001 

3)類例として、岡山城本丸下の段池櫓郭内VII-3トレンチc面~b面問造成土出土 （遣物番号910)がある （註2書と同じ）。
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1 薔田城遠景 （南西から）

2 本丸近景 （東から）



図版2

3 T-1調査前① （北から）

4 T-1調査前② （南西か ら）



図版3

5 T-1石積検出状況① （北東から）
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6 T-1石積検出状況② （南西から）



図版4

7 T-2全景① （北西から）

8 T-2全景② （南東から）



図版5

9 T-2近景 （南東から）
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10 T-2虎口西側石積検出状況① （南東から）



図版6

11 T -2虎口西側石積検出状況② （南東から）
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12 T-2虎□北側石積検出状況（南西から）



図版7

13 T-2虎口東側石積検出状況① （北西から）

~ 
14 T-2虎口東側石積検出状況② （北から）



図版8

15 T -2虎口北側と東側石積の接続状況（南西から）

16 T-2柱穴（？）状遺構（北西から）



図版9
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r:T' 一17 T-2柱穴検出状況 （北東から）

18 T-2溝 （土壊？ ）状遺構 （南東から）



図版 10

19 T-2士層断面① （土塁）（北から）

20 T-2土層断面② （虎口内部）（北から）



図版 11

21 T-3調歪前 （北から）

22 T-3調査後 （東から）



図版 12

23 T-3礎石検出状況① （南から）

24 T-3礎石検出状況② （南西から）



図版 13

25 T-4調査前（南東から）
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26 T-4調査後 （南から）



図版 14

27 T-4石積遺構検出状況（東から）

28 T-4石積遺構背面土層断面（北東から）
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図版 16
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冗
、
法
名
正

法

月

江

艮

川

尼
子
兵
乗
云
給
が
、
＇

、名
城
捨
叫
宇
山
代
而
守
＇

城
貞
久
子
弟
翡
・
q
盛

店

贔

・備
前
囮
．
日
夜
態
苔
蘭
ト
ゴ
面
国

之

一届

闊

二

展

贅

怨

＋`
・
嬰

薗

溶

応

憮

屈

笙

、
永

禄
．

牟
1二
＂
バ
、

4
、U
ハ
討5下
ふ3- ‘

卜
皿
叩
四
”55利i
b
~
“
a
堕
二心
血i
8金
m
i
m
g
5

於
玉
向
田
川

ロ
即
界
之

一
郎
、
続
荘
峻
―

昼
孫
三
邸
．
居
心
塁
｀
永
保
一
年
龍

之
役
扶
1

一
只
肋
云
"4功
、
其
余
軍
務
頗
多

色
山
貼
寸1 •

I

号
K
↓
野
守
へ

吐
亡
な

F
a中
6
3ヵ

サ
函
砧
立
麿
京
空
翔
簾

g
遠
綽
[、

I
初
芳
孫
次
郎
、
展

蘭

宮

少
脅
守
．
窃
攻
元
向
城
1

、
設
nj名
右
巫
先

i.

永
正
六
年
辛
書
法
名
宝
帷
寺
殿
憑
＂
ゃ
良
杏

g
尋
一
、
居
蒻
捗
｀
天
文
年
中

じ
才
尼
子
罰
久
～阻
戟
、
軍
敗

n殺
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一
従
是
南
化
生
寺
領
肉

十

一
璽

忍

一
従
是
南
化
生
寺
領
内

十
二
番
権
現
杯

一
従
是
西

・
南
化
生
寺
領
内

林
山

・
権
現
林

十
三
番
権
現
角

一
従
是
西
化
生
寺
領
内
東

・
北
ハ
高
田
村
ハ
丑
憚
現
林

十
四
番
権
現
林
神
前
よ
り
西

一
従
是
西
化
生
寺
領
内
東

・
南
ハ
嵩
田
村
分
、
東
ハ

権
現
林
、
南
ハ
田
畠
在

以
上
膀
示
十
四
本

右
元
禄
元
年
冬
、
杉
村
平
次
右
衛
門

・
桜
井
治
右
衛
門

・

平
岡
惣
左
衛
門

•

石
川
左
五
右
衛
門
巡
検
、
立レ榜
、
文

義
一
切
如
二
本
書
へ
十
四
箇
寺
外
苫
西
郡
有
一，
極
楽
山
清

眼
考
、
以
レ
非

-i寺
領
之
地
一
除
レ
之 東

・
北
ハ
高
田
村
分
御

西

・
北
ハ
高
田
村
分
御
林
山

北
ハ
高
田
村
分
御
林
山

（
マ
マ
i
-

作
州
高
田
大
づ
ふ
さ
城
主

文
亀
元
年
よ
り
永
正
六
年
迄
ハ
、

(
n
J
間
．
一
行
説
芯
Y
リ
カ
）

三
浦
貞
国
卜
云
人
、
太
氷
七
年
過

享
禄
二
年
迄
之
城
主
也
、
同
三
年
よ
り

天
文
十
三
年
迄
三
浦
貞
久
城
主
也
、

右
貞
久
ハ
貞
国
之
子
息
也
、
二
男
ハ

テ

（
多
治
如
〉
（
竺

ヲ
キ
国
ト
テ
タ
ジ
メ
殿
ム
コ
―
―
ナ
リ
、
則
タ
ジ
メ
ヲ

御
取
候
、
三
番
目
ハ
貞
尚
ト
テ
岩
屋
ノ

城
王
、
天
文
十
三
年
八
月
、
雲
州
よ
り

(5,lll
久

恢

）

（

三

糾

尾
山
飛
騨
卜
云
人
取
出
貞
久
ヲ
責

大
合
戦
候
処
二
、
貞
久
者
籠
城
之
内
―
―
テ

｛死ヵ）一

病
宛
被
致
候
、
其
時
分
よ
り
尾
山
飛
騨

城
王
也
、
弘
治
二
年
二
化
生
寺
―
―
玉
雲
野

御
エ
イ
ヲ
作
、
三
浦
不
入
、
飛
騨
ヲ
守
候
様
―
―
ト

建
立
―
―
テ
候
へ
共
、
永
禄
二
年
三
月
―
―
三
浦
貞
勝

飛
騨
ヲ
責
、
大
合
戦
候
テ
城
ヲ
渡
シ
退
申
候
、

其
時
よ
り
三
浦
貞
勝
城
主
也
、
牧
右
衛
門
尉
ヲ

河
内
―
―
御
な
し
候
永
禄
八
年
十
二
月
二
金
田
ハ

(

被

官

）

三
浦
ノ
ヒ
ク
ハ
ン
＿
―
-
プ
候
へ
共
、
心
替
り
致
し
備
中

（

三

村

京

代

）

（

三

浦

松
山
ノ
家
チ
カ
ト
ム
ネ
ヲ
合
、
貞
勝
―
―
腹
ヲ
切
ら
せ

（
字
存
多
ヽ
”
吝

申
候
、
其
時
、
備
前
中
納
言
殿
御
代
節
大
方
ハ

貞
勝
御
代
ニ
テ
候
ヲ
、
牧
右
衛
門
尉
引
取
、
其
後

直
家
ノ
御
代
二
御
成
候
、
中
納
言
殿
ハ
其
後
ノ
御
子
也
、

一
作
州
高
田
城
主
覚
書
エ
蒻
羹
文
下
“

『
久
世
町
史
』
賓
料
編
第
ぷ
な
J

参
考
史
料

至

涌

｝

（

き

右
貞
勝
腹
ヲ
御
切
候
時
、
牧
一
と
う
三
浦

貞
守
ヲ
取
立
、
永
禄
九
年
九
月
―
―
高
田

つ
ぶ
さ
山
へ
直
患
候
、
右
貞
雙
も
貞
広
―
―
も

祖
父
ニ
テ
候
、
永
禄
十

一
年
二
月
十
九
日
二
齋

衆
、
長

・
JI
・
志
ん
―
二
人
た
は
か
り
貞
守
―
―
腹
ヲ

き
ら
せ
申
侯
、
然
レ
共
牧
ハ
き
り
ぬ
け
、
備
中
二
居
ル

（
―
-
瀧
1

貞
久
之
御
子
貞
広
、
名
ヲ
オ
五
郎
殿
卜
申
ヲ

取
立
、
元
亀
元
年
七
月
二
先
つ
篠
向
ヲ

切
取
、
同
年
十
月
―
―
高
田
つ
ぶ
さ
山
ヲ
費

大
合
戦
仕
、
取
候
而
則
貞
広
ヲ
入
、
七
年

程
之
城
差
候
処
二
、
芸
州
紅
門
乙
幻
へ
と
直
家

が

塁
成
十
見
な
ら
さ
き
へ
渡
シ
候
て
の
き
、

U
江
臣
力
古
一

太
こ
う
様
尤
此
所
大
ハ
位
5
ジ
申
故
相
知
レ
ス

（
后

m
)

高

松

陳

へ

も

は

り

ま

ノ

林

田

―

―

テ

煩
死
被
成
候
、
其
時
牧
一
と
う
直
家
御
施
二
而

4IJ 

湯
山
な
と
二
も
居
申
候
、
其
後
右
な
ら
さ
き

高
田
畜
申
候
ヲ
、
牧
―
―
渡
シ
候
戸
麟
被

仰
付
、
天
正
士
二
年
―
二
月
二
牧
高
田
―
―
入
候
て

（
字
多
免
吝

居
申
候
処
二
、
中
納
言
殿
御
代
―
―
成
、
人
直
二
付

一霰芭

つ
ふ
さ
山
ハ
八
鳥
勘
助
―
―
被
仰
付
候

一
貞
久

＿
貞
勝

一
貞
守

一
貞
広

右
四
代
之
内

二

丸

牧

官

兵

衛

知

行

千

石

取

二
丸
次
細
田
久
右
衛
門
同
弐
百
石
取
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延
宝
―二
年
（
一
六
七
五
）

大
塚
可
明
、
森
｛
呑
を
退
去
す
る

『
真
臨
郡
邑

全

天
下
泰
平
武
運
長
久
領
分
安
穏
五
穀
成
就

一
奉
修
覆
熊
野
大
権
翌
爵
安
全
満
願
成
就
守
護

明
麿
元
乙
未
年
九
月
吉
日
大
願
主
大
塚
監
物
守
周

旦

五
郎
左
衛
門

木
村
越
中
重
次

森
家
先
代
実
録

巻
第
九

冒
山
県
史
』
津
111滞
文
書

奇
堕

御

年

一
延
害
一
乙
卯
年
正
月
十
一
日
、
大
塚
左
門

・
各
務
兵

川
一

庫
、
永
の
暇
ヲ
願
し
所
、
大
塚
ハ
原
田
半
右
衛
門
ヲ
江
戸

よ
り
差
下
さ
れ
暇
ヲ
給
ひ
、
塚
田
三
郎
兵
衛
ヲ
使
者
と
し

て
時
服
・箱
肴
ヲ
給
ふ
也
、
各
務
ハ
段
々
首
尾
能
被
留
也
、

然
る
所
、
同
三
月
三
日
、
大
塚
奉
公
御
構
と
し
て
、
湯
）

半
右
衛
門

・
目
付
後
藤
安
兵
衛
伏
見
へ
差
登
ら
れ
、
右
之

旨
申
渡
け
れ
ハ
、
大
塚
返
答
に
、
御
使
者
ヲ
以
御
暇
被
下
、

塚
田
ヲ
以
御
時
服
・
御
箱
肴
被
下
、
只
今
御
構
ハ
、
乍
憚

党
悟
―
―
ハ
相
違
仕
候
と
て
、
翌
ヰ
四
月
江
戸
へ
下
り
、
段
々

熊
野
権
現
棟
札
写

高
田
神
社

申

主

ネ

明
暦
元
年
（
＿
六
五
五
）

大
塚
守
周
、
高
田
城
下
の
熊
野
大
権
現
社
吝
修
覆
す
る

に
森
田
城
が
廃
城
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

C

作

陽

誌

附

録
作
＂
誌
十
六
箇

寺
境
内
膀
ホ
至
雲
111化
生
寺

『美
作
略
史
』

大
塚
左
門

・
三
村
伊
織
、
切
諫
長
義
一、
不
レ
納
、
遂
致
禄

山
岡
家
配

森
家
全
盛
詑

去
長
義
嘗
テ
江
戸
二
在
リ
、
横
山
刑
部
左
左
衛
門
ヲ
以
テ
近

侍
卜
為
ス
、
其
家
ヲ
継
グ
ニ
及
デ
、
刑
部
左
衛
門
ノ
資
格

ヲ
進
メ
、
枢
要
ヲ
委
任
ス
、
長
義
乃
チ
之
卜
謀
リ
、
己
ガ

叙
任
ノ
昇
進
テ
希
ヒ
、
数
々
閣
老
ヲ
其
邸
二
請
待
ジ
、
賄

賂
百
方
、
国
用
窮
喝
ス
、
於
レ
是
、
士
禄
及
ビ
社
寺
領
ヲ

讐
□

ロ`i
f
i
[
[
、
延
宝
三
年
五
月
、
国
二
就
キ

聘
馬

・
放
店

・
漁
猟
等
、
奢
修
至
ラ
ザ
ル
ナ
シ
、

士
民
怨

雙
、
重
臣
大
塚
左
門
戸

い

・
三
村
伊
織
i
十

数
々
諫
争

ス
レ
ド
モ
聴
カ
ズ
、
二
人
遂
二
辞
シ
去
ル

貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）

高
田
村
の
免
定
に
古
城
山
番
が
見
え
る

真
島
郡
高
田
村
当
免
定
之
事

松
浦
円
明
氏
文
凸『勝

山
町
史
』
上
編

同
弐
石
五
斗
古
城
山
番
五
郎
左
衛
門
給
米

元
禄
元
年

（
＿
六
八
八
）

化
生
寺
境
内
に
三
之
丸

．
勝
山
本
丸
の
地
名
が
見
え
る

美
作
略
史

利

御
断
申
御
赦
免
也

玉
雲
山
化
生
寺

一
番
門
之
脇

一
従
日翌
孔

・
東
化
生
寺
領
内

市
郎
右
衛
門
薮

二
番
竹
藪

一
従
是
北

・
東
化
生
寺
領
内
南
ハ
高
田
村
分
塚
谷
屋

市
郎
右
衛
門
薮

＿二
番
竹
薮

一
従
是
北

・
東
化
生
寺
領
内
西

・
南
ハ
高
田
村
分
塚

谷

庸

誓

衛

門

薮

四
番
竹
薮

一
従
是
東

・
北
化
生
寺
領
内
西

・
南
ハ
嵩
田
村
分
忠

右
衛
門
薮

五
番
竹
薮

一
従
是
北

・
東
化
生
寺
領
内
西
・
南
ハ
高
田
村
忠
右

衛
門
薮

六
番
古
浄
土
寺
屋
布

一
従
是
東
化
生
寺
領
内
西
ハ
高
田
村
分
安
養
寺
墓
所

七
番
＿二
之
丸

一
従
是
東

・南
化
生
寺
領
内

林
山

八
番
勝
山
本
丸

一
従
是
南
化
生
寺
領
内

九
番
御
林
山

一
従
是
南
化
生
寺
領
内

十
番
御
林
山

北
ハ
高
田
村
分
御
林
山

北
ハ
高
田
村
分
御
林
山

西

・
北
ハ
高
田
村
分
御

南
ハ
高
田
村
分
塚
谷
屋

碕
訂
作
璽
』
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元
和
六
年
（

＿
六
二

0
)

高
田
町
が
焼
失
し
、
街
道
が
付
け
替
え
ら
れ
る

高
田
荘
町
人
面
々
世
代
集

登
木
別
記

真
庭
市
教
百
委
員
＾
茄
木
蔵

ロ
ロ
往
還
道
名
‘
檀
坂
寺
前
通
行
、
元
和
六
申
四
月
大
火
、

町
家
・
寺
院
共
不
残
焼
失
[
〗[
-
H

、

依
之
同
年
十
一
月
三

ゥ‘

日
、
津
山
表
瓜
恒
願
、
岩
瀧
下
夕
片
原
町
之
所
加
瀬
渕
埋
上
、

入
用
銀
半
分
御
公
儀
、
半
分
町
場
出
銀
成
就
之
上
、
町
続

新
町
出
来
、
夫
・往
還
道
卜
成
其
頃
長
役
之
者
新
町
二
致
屋

（
中
略
）

正
保
弐
年
酉
ノ
春
ヨ
リ
慶
安
弐
年
丑
ノ
夏
迄

e
氏
次
）

五

年

大

塚

丹

後

0
大
塚
丹
後

□

[
臼
門

同
丹
後
氏
次□

炉監

同
監
物
氏
重

□

一
郎

△
長
尾
隼
人
共

一□[

岡
山
大
学
付
属
図
古
館
所
蔵
池
田
家
文
叩

倫

主

膳

―二
俊

□

い
衛
門

同

内

農

ジ

-

同
左
門
可
明
臼
[
郎

同
隼
人
勝
明

〗
ロ
・[
r
i

武
家
聞
伝
記

巻
第
ハ
美
作
困
御
代
々
御
執
権
益
兄

岡
山
大
学
付
属
図
害
餌
所
蔵
池

m家
文
即

慶
長
士
二
年
申
ノ
冬
ヨ
リ
同
十
七
年
子
ノ
春
迄

五

年

大

塚

丹

後（
中
略
）

寛
永
元
年
子
ノ
夏
ヨ
リ
同
十
六
年
卯
ノ
冬
迄

亘
堡

士

ハ

年

大

塚

主

膳

（
中
略
）

凡
当
争
奪
之
世
、
作
州
諸
堡
多
為
U
播
備
因
伯
雲
芸
之

兵
所
一
相
屠
而
拠
焉
、
是
故
院
庄
亦
無
粟
葉
之
城
主
ー、

天
正
末
片
山
木
工
允

・
同
左
馬
助
者
居
レ
此
、
慶
長
八
年

本
源
君
領
州
牧
一、
国
府
不
レ
佃

賢

旨
一遂
城
キ
津
山
-‘

其
間
歳
余
以
二
院
庄
玉
竺
仮
居
処
へ

寛
永
十
五
年
壊
二
其

塁
跡
＼
尽
為
田
畝
一、
今
壕
藍
竣
存
而
巳

院
庄
城

作
陽
誌

，
占
西
郡
古
跡
部
神
戸
郷
院
庄
城

需
訂
作
脱
誌
』
七

寛
永
十
五
年

（
一
六
三
八
）

美
作
国
内
の
諸
城
館
が
破
却
さ
れ
る

天
下
泰
平
国
家
安
楽
風
雨
順
探

一
奉
上
葺
熊
野
大
権
現
社
城
内
安
全
如
意
満
願
成
就
条

武
運
長
久
領
ハ
五
評
寧
五
穀
成
就

寛
永
七
年
九
月
吉
日
大
願
‘
干

神
、
モ

山 大

花塚

一
三
俊
）

主

膳

太

夫

熊
野
権
現
棟
札
写

高
困
押
住

『
真
庭
郡
誌
〗
全

敷
取
承
応
二
巳
地
均
帳
有
之
名
前
左
一
一
記
、
此
余
之
長
役

ハ
持
来
屋
敷
―
―
戻
申
卜
相
見
へ
候

寛
永
七
年
（
一
六
三
0
)

大
塚
三
俊
、
高
田
城
下
の
熊
野
大
権
現
社
吝
童
替
す
る

正
保
美
作
国
絵
図

0
元
和
元
年
(
-
ふ
ハ
一
五
）
の

[OO
一
城
令
を
受
け
た
津
山
藩
領
内

の
諸
城
館
に
対
す
る
措
骰
は
未
粍
本
史
科
ぱ
次
掲
史
料
と
併
せ
、

筵
｀
悉
期
の
領
内
に
お
け
る
破
城
を
示
す
数
少
な
い
史
料
と
い
え
る
。

古
事
御
改
書
上
写

束

翡

吉

野

闘

腎

麿

木

村

翡

冒
訂
作
陽
藍
〗
七

当
村
在
家
中
に
構
屋
敷
跡
御
坐
候
、
三
拾
間
四
方
に
み
へ
申

候
、
古
へ
宮
本
武
仁
住
居
仕
候
由
、
石
垣
は
天
草
一
揆
の
時

分
御
公
儀
よ
り
御
意
に
て
取
崩
し
申
候
（
後
略
）

0
「森
家
へ
寄
上
ぎ

と
あ
り
、
内
容
か
ら
元
禄
初
年
、「
作
陽
誌
」

墨
に
あ
た
っ
て
の
滑
喜
え
ら
れ
る
。
裕
四
の
記
事
は
こ
の

杵

L
を
元
に
記
さ
れ
た
も
の
。

東
作
誌

吉
野
郡
讃
廿
庄
呂
木
村
古
跡

宮
本
武
蔵
屋
敷

＿二
十
間
四
方
、
石
垣
は
寛
永
十
五
年
天
草
一
揆
の
節
自
公

儀
命
あ
り
て
取
崩
す
と
云
々
（
後
略
）

正
保
二
年

（
＿
六
四
五
）

正
保
の
国
絵
図
に
古
城
．
勝
山
が
見
え
る

古
城

勝
山0

古
城
山
と
そ
の
前
方
に
肋
111が
並
ぶ
様
千
を
示
す
か
e

こ
れ
以
前

『
江
戸
時
代
の
地
図
つ
く
り
』

冒
訂
作
陽
誌
』
七
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方
相
果
ル

、

細
野
左
兵
衛
〗
ご
是
も
さ
へ
具
足
一
一
被
切
一

所
―
―
死
ス
、
四
郎
兵
衛
屋
敷
ハ
長
沼
郷
只
今
ノ
御
屋
敷
也、

翌
朝
十
五
日
、
四
郎
兵
衛
切
腹
ス
、
各
務
家
来
佐
藤
作
大

拐
、
大
塚
丹
後
為
下
知
、

瀬
左
衛
門

fa
父
也
、
四
郎
兵
衛
‘

芸

行

鑓

ヲ

自

身

取

働

城
内
六
口
之
御
門
々
―
―
物
頭
弐
人
―
―
組
ノ
足
軽
四
拾
人
相

添
、
誰
人
二
て
も
御
門
・内
ヘ
一
人
も
入
申
間
敷
卜
堅
申
付

ル
、
長
沼
太
吉
苓
村
九
蔵
[
.
い
こ
プ
死
ス
両
人
二
階
町

ノ
御
門
二
番
従
大
塚
被
申
渡
候
ヘ
ハ
、
両
人
返
答
二
、
定

嘉
田
之
侍
追
付
共
可
参
、
此
者
共
儀
私
妹
留
申
辿
、
中
々

屑

へ

居

農

見

て

ハ
無
之
、
其
時
ハ
打
果
可
申
哉
と

相
伺
候
ヘ
ハ
、
随
分
差
留
見
可
申
、
其
上
―
―
て
も
留
り
不

申
候
ハ
ヽ
可
通
と
大
塚
被
申
也
、
然
処
へ
同
十
五
日
午
刻

ニ
負
詈
左
衛
門
正
保
一
番
馳
来
、
馬
ヲ
ハ
院
庄
ぬ
め
り

塁
て
息
ヲ
乗
切
、
歩
立
―
―
成
テ
土
俵
空
穂
ヲ
脇
二
付
、

弓
二
手
矢
ヲ
取
添
二
階
町
之
御
門
へ
参
、
妥
ヲ
明
よ
／
＼

と
呼
懸
る
故
、
此
門
ハ
大
塚
堅
申
付
誰
人
―
―
て
も
通
シ
申

な
と
被
申
渡
候
間
外
之
御
門
へ
被
廻
候
へ
と
申
候
ヘ
ハ
、

左
様
申
ハ
今
村

・
長
沼
か
、
同
名
之
喧
唾
．
二
是
に
て
被
指

押
へ
す
こ
／
＼
と
留
る
者
ハ
侍
程
之
者
―
―
ハ
有
間
じ
く
、

実
両
ヲ
不
明
ハ
一
矢
参
そ
う
と
矢
筈
打
ち
か
へ
は
や
射

そ
う
二
仕
候
所
二
、
高
田
侍
追
々
十
騎
計
懸
集
只
門
ヲ

打
破
レ
と
ど
う
づ
き
を
懸
狼
藉
仕
侯
故
、
無
了
簡
門
ヲ
為

明
と
也
、
此
節
忠
政
公
ハ
御
在
江
戸
―
―
候
ヘ
ハ
、
以
飛
脚

言
上
可
仕
辿
御
｛
琢
中
物
頭
、
其
外
諸
役
人
中
、
大
塚
屋
敷

ニ
て
江
戸
へ
之
書
状
相
認
惣
侍
中
へ
大
塚
文
を
読
せ
て

聞
せ
、
此
文
鉢
―
―
て
能
候
や
と
被
申
候
ヘ
ハ
何
れ
も
御
尤

二
奉
存
由
申
候
、
其
文
鉢
二
日
ク

加
増
之
地

一
六
百
九
拾
四
石
六
斗
八
合
高
田
村

一
弐
百
八
十
七
石
一
斗
四
升
七
合
西
分
本
郷

一
弐
士
二
石
八
斗
九
升
三
合
屋
敷
分

一
百
桧
巻
石
八
斗
二
升
六
合
正
吉
村

ー
四
十

一
石

一

斗

五

升

四

合

岡

村

一
九

十

三

石

九

斗

五

升

芝

原

村

之

内

一
拾
参

石

二

斗

四

升

九

合

畑

村

一
七
十
弐
石
七
斗
三
升
八
合
竹
原
村

一
五
十
四
石
九
斗
四
升
八
合
菅
谷
和
気
村

一
九
拾
石
八

斗

七

升

四

合

神

場

谷

森
忠
政
知
行
宛
行
状
写

蹂
箇
復
遥
五
百
々
清
次
郎
蔵

『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
五

森

忠

政

森

（大
塚
）
丹
後
守
に
高
田
村
等
を
加
増
す
る

一
去
ル
十
四
日
午
刻
、
右
―
-
＿人
之
者
喧
唾
仕
、
細
野

・
小
沢

両
人
ハ
則
即
坐
―
―
て
十
四
日
二
相
果
申
候
、
四
郎
兵
衛
―
―

ハ
翌
朝
腹
を
切
セ
申
由
書
状
相
調
、
此
文
能
候
哉
卜
再
三

申
侯
ヘ
ハ
、
小
身
者
名
ハ
玉
木
と
申
仁
末
座
之
推
参
、
乍

恐
四
郎
兵
衛
ハ
公
方
様
へ
御
目
見
へ
申
上
た
る
仁
二
御

座
候
、
其
上
其
身
腹
を
被
切
候
ヘ
ハ
、
腹
を
切
せ
申
と
被

遊
そ
れ
ハ
誰
人
切
ら
せ
申
と
御
尋
候
ハ
ヽ
、
腹
を
切
ら
せ

て
御
座
有
間
布
候
間
、
只
其
身
腹
を
切
り
申
と
被
遊
候
て

ハ
如
何
可
有
御
座
と
申
候
ヘ
ハ
、
大
塚
を
初
何
れ
も
尤
千

万
迪
書
状
認
直
し
た
る
と
也
、
忠
政
公
も
四
郎
兵
衛
儀
ハ

切
腹
不
仕
ハ
介
可
申
も
の
と
御
意
共
承
ル

武
家
聞
伝
記

巻
第
六
御
代
々
御
組
頭
中

一
百
六
十
九
石
弐
斗
弐
升

一
百
三
石
九
斗

一
四
士

＿石
四
斗
九
升
八
合

合
千
八
百
石

右
為
加
増
宛
行
畢
、
全
可
令
知
行
者
也
、

（
後
石
）

慶
長
十
三
年

「森」

十

一

月

朔

日

忠

政

（

花

押

影

）

森
丹
後
守
殿

慶
長
＿
四
年

（
一
六
0
九
）

森
忠
政
、
大
塚
丹
後
守
吝
苦
四
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

美
作
国
中
古
城
之
覚

武
家
問
伝
記
巻
之
一

同
山
の
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
』

1

（
慶
長
）同

十
四
乙
酉
年
春
・大
塚
前
丹
後
息
相
続
五
代
抱
之

慶
長
一
七
年

（
一
六

―
二
）

大
塚
丹
後
守
死
去
し
、
高
田
城
下
に
葬
ら
れ
る

作
陽
誌

具
島
郡
団
伽
部
浄
土
宗
本
然
山
安
接
寺霊

訂
翡
邑
三

寺
内
有
二大
塚
丹
後
墓
一、
法
諦
雲
照
院
花
岳
芳
春
、
是
本

源
君
長
臣
也
、
慶
長
十
七
年
七
月
十
一
日
卒
、
営
領
云
高

田
大
総
山
城
一

大
塚
氏
の
歴
代

横
部
村

星
山
村

(Ill} 

具
見
村
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小
早
川
秀
秋
、
化
生
寺
に
寺
領
を
寄
進
す
る

（唇
E
年
｝

九
月
十
日

宍
廿
四
郎
左
衛
朋
と
の
ヘ

宍
甘
太
郎
兵
衛
と
の
ヘ

川
端
丹
後
守
と
の
ヘ

小
瀬
中
務
正
と
の
ヘ

明
石
四
郎
兵
衛
と
の
ヘ

沼
本
新
右
衛
門
と
の
ヘ

中
吉
平
兵
衛
と
の
ヘ

延
原
六
右
衛
門
と
の
ヘ

宍
甘
太
郎
右
衛
門
と
の
ヘ

牧
藤
左
衛
門
と
の
ヘ

（字
喜
多
祐
粂

"1

御
在
判

慶
長
六
年
（
＿
六
0

I

)
 

小
早
JI秀
秋
、
木
下
斎
之
助
を
高
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

美
作
国
中
古
城
之
覚

武
家
問
伝
記
巻
之
一

同

山
の
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
』

1

慶
長
六
丑
ノ
歳
・
ハ
金
吾
秀
秋
陪
臣
木
下
斎
之
助
抱
之

杉
原
紀
伊
守
・
稲
葉
正
成
連
署
奉
書

羨
炉
拒
焦
寸
文
震

需
山
県
史
』
家
わ
け
中
科

為
社
領
、
美
作
国
真
品
郡
高
田
村
之
内
拾
五
石
之
事
被
成
御

寄
附
侯
屹
、
弥
於
神
前
、
国
｛
墜
女
全

・
武
運
長
久
御
祈
念
不

可
有
悌
怠
之
旨
被
仰
出
候
也
、
伯
状
如
件

慶
長
六
年

一
面
計
作
陽
誌
』—-
l

為
当
寺
領
、
敷
地

・
田
畠
井
手
作
分
合
拾
五
石
以
高
田
領
如

前
々
令
寄
附
候
畢
、
全
可
為
寺
領
状
如
件

慶

長

七

年

西

部

五

左

衛

門

十

一

月

吉

日

判

慶
長
八
年
（
＿
六
0
=
＿）

森
忠
政
各
務
元
峯
歪
品
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

美
作
国
中
古
城
之
覚

武
家
梱
伝
記

G
北｝同

八
癸
如
年
・各
務
四
郎
兵
衛
相
抱

武
家
聞
伝
記

巻
第
六

美
作
国
御
代
々
御
執
権
之
党

岡
山
大
学
付
屈
図
K
袖
g

所
蔵
池
田
家
文
叩

慶
長
八
年
卯
ノ
夏
ヨ
リ
同
十
三
年
申
ノ
冬
迄(

•
K尤｝

六

年

各

務

四

郎

兵

衛

化
生
寺

西
部
五
左
衛
門
寺
領
安
堵
状
写

宗

玉

嗚ボ
111化
生
寺

慶
長
七
年
（
一
六
0
二）

西
部
五
左
衛
門
、
化
生
寺
の
寺
領
を
安
堵
す
る

高
田
大
明
神

六
月
五
日

作
陽
誌

真
島
郡
寺
院
部
禅

登
4
-

需

山
の
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
』
1

0

正
成
）

稲
葉
内
匠
頭
（
花
押
）

（
訊
敦
-

杉
原
紀
伊
守
（
花
押
）

0

片
紙
ウ
ハ
む
）

「

0
g
 忠

政
（
花
押
）

森
忠
政
寺
領
寄
進
状
写

美
作
化
生
寺
文
魯

東
大
史
料
編
纂
所
影
写
本

為
当
寺
領
、
敷
地
田
畠
井
手
作
分
合
拾
五
石
令
寄
附
状
如
件

慶
長
九
年

三
月
十

一
日

化
生
寺

森
忠
政
寺
領
寄
進
状

（折紙）

美
作
化
生
寺
文
袢

東

直

禍

得

影

写

本

化
生
寺

」

為
当
寺
領
、
拾
七
石
余
敷
地
井
山
林
共
令
寄
附
畢
、

領
知
之
状
如
件

慶
長
九
年

十
一
月
二
日

化
生
寺

慶
長
＿

＿二
年
（
一
六
0
八）

高
田
城
番
の
各
務
元
峯
が
闘
死
す
る

全
可
有

武
家
聞
伝
記

巻
第
十
四

岡
山
大
学
付
屈
図
占
館
所
蔵
池
田
家
文
庫

ニ貸^
）

一
同
十
三
申
歳
十
月
十
四
日
午
之
刻
、
久
米
南
郡
之
内
八
伏

全
き

村
ノ
谷
奥
石
見
て
、
各
務
四
郎
兵
衛
で
二
十
ヒ
磁
紐
打
八

石

、

高

田

城

預

り

[
林
叶
相
手
小
沢
彦
八
／
行
戸
石
[
[
は
喧
嘩
‘
ン
テ
双

u”) 忠
政
（
花
押
影
）

慶
長
九
年

(
-
六
0
四
）

森
忠
政
、
化
生
寺
に
寺
領
を
寄
進
す
る
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｛
干
喜
多
秀
｛
登
直
状
写

岩
国
徴
互
阻
所
陸
沼
元
家
文
書

『久
肌
町
史
』
斑
杜
編

右
弐
千
五
百
五
十
石
山
内
半
役
分
引

千
石
慶
五
ヨ
リ
無
役
引

完
グ
四
万
弐
千
五
百
拾
石
五
斗

こ
の
頃
か

｛
士
吾
多
秀
家
、
不
破
内
匠
を
高
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

武
｛
黍
問
伝
記

第
一
巻

深芝一

需
山
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
1

右
之
城
ハ
、
天
正
年
中
・宇
喜
多
家
臣
不
破
内
匠
抱
之

0
年
未
詳
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

慶
長
五
年
（
＿

六
0
0
)

｛
士
号
多
秀
家
、
高
田
城
番
小
瀬
中
務
正
等
に
人
質
の
供
出
を

命
じ
る

慶

申

遣

候

一
此
表
之
事
、
赤
坂
之
敵
陣
へ
諸
口
よ
り
取
寄
候
故
、
敵
う

ろ
た
へ
候
て
は
や
／
＼
敗
軍
可
仕
膵
と
相
見
へ
候
、
五
三

日
中
二
吉
左
右
可
申
遣
候
、
可
御
心
易
候
、
て
ん
の
あ
た

ゆ
る
所
天
下
之
御
弓
箭
此
時
隙
明
事
態
も
入
度
所
へ
敵
参

候
て
有
之
事
候
間
壱
人
も
不
残
可
討
果
事
眼
前
之
事

（臼
堕

[K
杉
）

一
関
東
之
儀
公
靡
領
内
へ
三
日
他
行
申
候
、
景
勝
よ
り
切

(
i

)
 

入
候
て
関
東
諸
所
み
た
れ
候
て
無
正
肱
由
上
々
注
進
候
故
、

中
々
内
府
可
罷
上
党
悟
夢
―
―
無
之
候
、
あ
わ
れ
上
り
候
へ

美
作
国
中
古
城
之
覚

ハ
一
度
―
―
打
果
度
候
事

？
巧
利
）

一
大
津
之
城
輝
元
よ
り
城
を
か
り
可
申
よ
し
被
申
候
ヘ
ハ
、

人
質
遣
申
う
ヘ
ハ
城
を
渡
事
迷
惑
之
由
被
申
候
ヘ
ハ
、
則

大
坂
よ
り
被
取
詰
、
本
丸
一
ツ
ニ
罷
成
候
余
之
儀
ハ
定

（
力
）

可
有
宥
免
や
と
存
候
、
此
段
こ
の
つ
い
て
三
段
可
然
成

行
候
間
、
可
心
易
候
事

｛油
)

一
其
元
番
等
之
儀
、
此
刻
肝
用
之
候
間
、
不
可
有
由
断
、
然

ハ
各
手
前
う
た
か
い
候
て
申
遣
に
て
ハ
な
く
侯
へ
共
、
為

外
聞
候
間
、
其
方
面
々
人
質
之
儀
被
差
越
尤
侯

笑

け
四
的
左
衛
門
・
同
太
郎
兵
芭

一
岡
山
在
番
之
條
ハ
宍
四

・
宍
太
御
座
候
間
此
両
人
人
質

之
儀
早
々
差
上
尤
候
、
四
郎
左
衛
門
事
む
す
子
を
早
々
差

上
可
申
候
、
我
々
そ
は
二
召
遣
へ
＜
候
間
、
一
刻
も
差
急

此
表
へ
差
越
尤
候
、
然
者
河
内
守
二
申
候
て
一
人
案
内
者

こ
い
候
て
差
越
尤
候
、
太
郎
兵
衛
人
質
之
儀
、
お
と
こ
の

子
無
之
候
ハ
ヽ
不
及
是
非
候
、
お
子
之
候
ヘ
ハ
お
と
こ
の

子
差
上
尤
候
事

(111濯
）

一
常
山
在
番
丹
後
事
、
是
又
造
候
人
質
差
上
尤
候
、
自
然
実

子
無
之
候
て
簑
子
成
共
差
の
ぼ
ら
せ
可
申
事

6

沼
一
匹

一
小
串
在
番
新
右
衛
門
事
ハ
、
せ
か
れ
笈
元
―
―
有
之
事
候
へ

共
、
今
一
人
差
の
ほ
せ
尤
事
、

一
小
倉
長
田
右
衛
門
丞
事
、
左
近
、
越
中
守
所
一
ー
有
之
事
候

ヘ
共
、
今

一
人
せ
か
れ
於
有
之
ハ
、
此
方
へ
差
越
可
申
事

（宍
廿
）

（

京

Icl)

～牧）

一
広
瀬
宍
太
郎
右
衛
門
・
牧
藤
左
衛
門
両
人
事
、
七
郎
右
衛

門
外
―
―
せ
か
れ
於
有
之
ハ
早
々
差
上
可
申
事
、

宍
太
郎
右

衛
門
―
―
ハ
む
す
子
有
之
由
侯
間
、
早
々
差
越
尤
候
、
不
可

有
由
断
候

る中
吉

）

｛

延
墜

一
赤
穂
平
兵
衛

・
六
右
衛
門
事
、
是
又
せ
か
れ
於
有
之
ハ

早
々
差
越
可
申
候
、
六
右
衛
門
ハ
せ
か
れ
有
之
由
候
間
、

差
上
、
早
々
可
差
上
候
事

示
屈

――

一
高
田
中
務
事
、
助
六
弟
於
有
之
ハ
早
々
差
越
候
可
申
候
、

+
．成

自
就
人
質
差
上
可
申
候
、
自
然
於
無
之
ハ
右
之
姿
―
―
可
申

贔環
一
倉
敷
四
郎
兵
衛
事
是
者
せ
か
れ
此
方
―
―
居
申
候
問
今

一
人
も
人
質
と
し
て
差
出
尤
候
、
何
誰
所
二
人
奉
公
仕

有
之
様
二
申
候
、
是
ハ
わ
れ
／
＼
一
切
不
知
候
、
此
段
ハ

其
方
よ
り
能
々
入
念
候
て
申
越
候
ハ
ヽ
、
其
上
を
以
我
々

そ
は
へ
可
召
寄
候
事
、

右
之
通
早
々
何
待
及
、
む
す
め
子
な
と
ハ
差
上
事
、
堅

無
用
候
間
可
有
其
心
へ
侯
事

一
各
人
質
取
候
ヘ
ハ
、
｛
墜
米
能
―
―
ハ
不
及
事
二
候
へ
と
も
、

各
内
に
て
知
行
か
た
を
も
取
申
も
の
之
人
質
之
儀
、
是
又

｛
犀
能
を
取
集
、
岡
山
四
郎

・
太
郎
兵
衛
両
人
所
へ
相
渡

尤
候
、
女
房
と
む
す
め
と
ハ
出
事
無
用
候
、
む
す
子
又
ハ

兄
弟
又
親
に
て
も
差
出
尤
候
、
此
通
堅
可
被
申
付
候
、
小

給
之
者
ハ
不
入
事
、
悪
心
を
た
く
み
候
て
も
い
か
A

と
存

候
も
の
を
取
集
候
て
、
岡
山
へ
差
越
尤
候
、
是
又
不
入
事

（
力
）

候
へ
共
、
為
人
寄
侯
間
、
如
此
候
、
久
し
く
留
置
候
事
ニ

あ
ら
す
候
、
先
此
刻
如
此
申
付
候
事
ハ
何
か
と
結
句
わ
き

よ
り
申
侯
ヘ
ハ
悪
候
間
此
上
二
可
被
申
付
侯
、
少
も
不

可
有
由
断
候
、
是
方
へ
差
越
候
共
、
河
内
所
よ
り
人
を
こ

い
候
て
差
越
尤
候
、
各
尤
之
人
質
、
十
二
三
よ
り
し
た
の

子
ハ
於
大
坂
二
か
わ
ち
二
渡
尤
候
、
十
二
三
よ
り
う
へ
の

子
ハ
陣
へ
差
越
尤
候
、
先
岡
山
よ
り
大
坂
迄
相
計
候
ハ
、

以
其
上
又
か
わ
ち
所
よ
り
致
注
進
候
へ
と
申
遣
事
侯
也
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作
州
真
島
郡

高
田
内

六

斗

ハ

屋

敷

定

九

石

四

斗

ハ

田

畠

嘉
胃
之
、
田
畠
之
上
中
下
ヲ
引
合
、
化
生
寺
之
本
願
可

相
渡
然
問
為
替
地
、
於
備
中
国
窪
屋
郡
西
庄
拾
石
差
遣

候
也

文
禄
四
年

十
二
月
吉
日

岡
市
丞
と
の
ヘ

備
前
国
四
十
八
ヶ
寺
領
井
分
国
中
大
社
領
目
録
写

備
前
金
lJJ寺
文
書

需
山
県
古
文
国
集
一
第
二
輯

-
X祇

i

目
録

「備
前
国
四
拾
八
ヶ
寺
領

井

分

国

中

大

社

領

」次
第
不
伺

備
前
国
四
拾
八
箇
寺
書
立
之
事

（
中
略
）

右
肉 化

生
寺
領
之
事

一
高
拾
石
也

〇
印
文
『
登
臣
秀
京
-

（
黒
印
）

｛
喜
多
秀
家
黒
印
状

美
作
化
生
寺
文
害需

山
県
史
』
家
わ
け
史
科

相
渡
、
然
間
為
替
地
、
於
備
中
国
都
窪
郡
西
庄
弐
拾
石
差

潰
埠
也文

禄
四
年

十
二
月
吉
日

岡
市
丞
と
の
ヘ

0
印
文

Ie臣
吝
さ

（
黒
印
ヵ
）

高
田
宮
大
明
神

惣
以
上
三
千
石
也

右
雖
異
神
仏
、
祈
願
念
相
同
、
姦
武
運
長
久
国
家
安
全
懇

丹
不
可
有
怠
慢
者
也

文
禄
四
年
十
二
月
吉
日

慶
長
三
年
(
-
五
九
八
）

｛
工
毎
多
秀
家
｀
戸
川
達
安
に
高
田
周
辺
の
地
を
預
け
置
く

｛
手
号
多
秀
家
所
領
預
状

秋
元
典
朝
所
蔵
文
害

『
久
枇
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

猶
以
至
只
今
荒
地
之
所
、
従
来
年
令
開
発
候
様
二
可
申

付
事
肝
要
候
、
已
上

作
励
山
内
高
田
近
辺
五
千
百
石
之
事

□

叶
別
派
‘
預
ヶ
置
詫
、

遍
照
院
（
黒
印
）

0
以
上
、
高
川
城
関
係
の
も
の
の
み
掲
出
し
た
。

（
七
・
杯
多
”
翌

御
判
在
之

御
分
国
大
社
之
事

（
中
略
）

拾
五
石

以

上

一
化
生
寺

四
十
八
箇
寺
之
外
御
寄
附
寺
領
之
事

（
中
略
）

弐
十
石

略）

拾

略）

一
宝
泉
寺

（中 （中

石

一
岡
市
丞

＿二
千
百
六
拾
石
内

五
百
石
文
―
-
＿
加

千
石
座
二
、
高
田
城
領

彼
地
百
姓
等
相
寛
様
二
加
撫
育
、
田
地
不
荒
様
可
申
付
、
然

間
、
三
ヶ
年
者
先
半
役
可
相
勤
者
也

屡三

（
｛

r
粁
多
）

九

月

九

日

秀

家

（

花

押

）

（
違
安
）

戸
川
肥
後
守
殿

0
こ
の
年
八
月
に
豊
臣
秀
吉
が
没
し
て
い
る
。
秀
家
の
措
爵
は
没
後

の
混
乱
に
備
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
高
田
城
も
戸
川
達
安
に
よ

っ
て
両
国
境
目
を
固
め
る
た
め
の
修
築
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
指

摘
で
き
る
。

｛
士
号
多
秀
家
士
帳

慶
長
初

『
備
作
之
史
料
（
五
）
金
沢
の
宇
喜
多
家
史
科
』

弐
万
五
千
六
百
石

文
―
二
御
加
増

慶
二
御
加
増

慶
三
加
、
山
内
分

慶
四
加

（
遠
安
）

二
戸
JI肥
後
守

此
内
七
千
石

千
石

五
千
百
石

四
千
九
百
七
拾
石

（中略）

（中略）

与
カ
ハ
召
李
刀
弐
千
四
百
六
十
石
五
斗

自
分
弐
万
五
千
六
百
石

雙
酋
万
八
千
六
拾
石
五
斗
内

弐
千
石
城
領
加
無
役

ご
四
万
六
千
六
拾
石
五
斗
肥
後
守
分
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服
部
ヵ
隠
岐
守
社
役
安
堵
状

芙
作
岡
田
家
文
書

天
正
一
七
年
(
-
五
八
九
）
頃
か

｛
士
号
多
秀
家
、
服
部
隠
岐
守
を
高
田
城
に
置
く
と
い
う

作
州
高
田
城
主
覚
書

工
裔
苓
翁『

久
批
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

全

も

多

劣

家

)

（

阪

部

〉

中
納
言
殿
御
代
―
―
成
、
人
直
二
付
つ
ふ
さ
山
ハ
八
鳥
勘
助
―
―

被

仰
付
候

0
主
笛
多
氏
領
国
で
は
天
正
卜
七
年
に
破
城
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
あ

り
、
服
部
氏
の
在
番
も
諸
城
の
破
却
そ
し
て
岡
山
城
を
中
心
と
す

る
支
城
体
制
の
敷
廊
畑
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

岡
山
藩
士
服
部
弥
三
郎
奉
公
書岡

111大
学
附
屈
図
再
館
池
田
家
文
庫

一
高
祖
父
服
部
隠
岐
守
、
大
坂
御
陣
之
時
御
城
方
―
-ffi
同

誓
川
口
討
死
崖
畠
畠

一
算
伍
父
服
部
藤
内
儀
、
隠
岐
守
嫡
子
二
而
御
座
候
、
宇
喜

田
中
納
言
秀
家
卿
之
従
者
二
而
知
行
千
石
給
、
弓
鉄
抱
之

足
軽
四
拾
人
、伊
賀
ノ
者
弐
拾
人
預
、
美
作
国
高
田
城
預
、

城
代
二
居
申
候
、
秀
家
卿
逝
去
巳
後
ハ
浪
人
仕、

備
前
国

上
道
腔
南
間
村
二
住
居
、
同
所
―
―
て
病
死
仕
候

〇
享
保
囮
年
（
一
七

一
九
）
の
凸
上
。
隠
岐
守
の
子
、
藤
内
を
科
田

城
代
と
す
る
が
訛
伝
に
よ
る
事
跡
の
混
同
か
。
検
討
を
要
す
る
。

霜
月
廿
日

信
正
（
花
押
）

整
臭
JI

『
高
野
神
社
の
文
化
財
』

作
州
西
郡
之
社
役
之
儀
、
前
々
其
方
存
知
之
儀
候
哉
、
就
其

被
申
之
通
承
知
侯
、
左
候
間
、
西
郡
之
儀
ハ
注
連
保
等
之
儀
、

雖
可
被
申
付
候
、
方
一
違
乱
之
儀
候
ハ

ヽ
急
々
注
進
可
申
候
、

恐
々
謹
言

（
後
正
）「

永
和
―
二
年
」

（
限
部
ヵ
)

十

一
月
十

五

日

隠

岐

守

（

花

押

）

注
連
大
夫
殿
へ
ま
い
る

〇
付
年
号
は
後
筆
で
、
文
言
や
体
裁
な
ど
か
ら
か
な
り
降
る
と
の
指

摘
が
あ
る
（
湊
哲
夫
氏
の
御
教
示
）
。
服
部
氏
の
発
給
文
害
か
。

『
倉
敷
市
史
』
第
土
冊

一
同
笹
吹
城
下
二
而
は
さ
ま
九
郎
兵
衛
と
申
者
、
牧
修
理
と

申
者
を
切
候
而
ぉ
ち
申
候
、
某
迄
か
け
呼
返
し
切
合
仕
ふ

せ
申
候
、
其
時
兵
庫
介
よ
り
知
行
く
れ
申
候
、
同
国
高
田

城
主
服
部
隠
岐
と
申
仁
脇
指
く
れ
申
候
、
同
宮
ノ
城
主
市

6

牧）

三
郎
兵
衛
と
申
仁
刀
く
れ
、
御
内
池
田
加
右
衛
門
・
左
馬

助
兄
弟
子
供
迄
存
知
、
其
子
細
ハ
其
時
牧
左
馬
助

・
室
六

右
衛
門
と
申
者
、
深
手
負
申
候
、
作
州
之
事
者
不
及
申
、

備
中
国
阿
賀
郡
鈴
木
次
郎
兵
衛

・
同
三
郎
左
衛
門

・
室
左

内

・
津
々
能
存
知
候
、
右
之
手
負
申
候
後
九
郎
兵
衛
と
申

者
ハ
同
砦
部
野
々
上
と
申
所
ノ
者
二
而
御
座
候
、
此
時
某

名
中
島
与
右
衛
門
と
申
候
事

0
年
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
し
ば
ら
く

中
島
本
政
覚
書

第
五
条
西
島
氏
文
富

高
田
城
主
服
部
隠
岐
、
中
島
本
政
に
脇
指
を
与
え
る

宝
泉
寺
領
之
事

作
州
真
島
郡
内

一
高
弐
拾
石
也

高
田
牧
原

壱

石

弐

斗

ハ

屋

敷

右
内

拾
八
石
八
斗
ハ
田
畠

右
如
書
付
之
、
田
畠
上
中
下
ヲ
引
合
、
宝
泉
寺
本
願
二
可

｛
喜
多
秀
家
黒
印
状

美
作
化
生
寺
文
牢
ぃ

『
久
世
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

東
京
大
学
史
料
編
墓
功
架
蔵

翡
高
田
一
養
事
、
岡
山
在
城
可
仕
喜
申
承
候
、
無
邑
戚

相
越
候
や
う
可
申
付
候
也

G̀
マ
)

文
録
―二

云
＇
喜
多
労
家
〉

十
一
月
十
五

日

（

花

押

影

）

角
南
太
郎
右
衛
門
と
の
ヘ

0
「
右
作
性
岡
田
青
木

一投
ハ
小
松
展
宝
次
郎
先
祖
ナ
リ
」
と
記
す
。

文
禄
四
年
(
-
五
九
五
）

｛
工
蔓
多
秀
家
、
高
田
村
の
給
人
岡
市
丞
に
替
地
を
与
弓
る

宇
喜
多
秀
家
直
状
写

備
滞
古
文
心
巻

宝
次
郎
所
蔵

こ
こ
に
収
め
る

C

二
日
市
町
小
松
犀

文
禄
三
年
(
-
五
九
四
）

主
吾
多
秀
家
、
高
田
商
人
の
岡
山
城
下
移
住
に
あ
た
り
措
置

度
叩
じ
る
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宇
野
主
水
日
記

作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
高
田
庄
大
総
山
城

三
浦
氏
十
三
憔

家
系

三
浦
貞
勝
子
桃
寿
丸

器
蒻
闘
』
一＿一

桃
寿
丸
（
中
略
）
天
正
十
年
桃
寿
同
｝一
秀
家
l

謁
二
秀
吉
公

一、
同
士
辱
詣
涵
盪
熊
尼
圧
死
、

0
「
作
州
励
田
城
主
党
翌
に
桃
寿
丸
の
こ
と
は
見
え
な
い
。
あ
る

い
は
次
掲
の
事
件
と
閑
係
あ
る
か
。

天
正
卜
四
年
二
月
条

百
山
本
甕

Fl「
止
贔
」

一
廿

一
日
、
此
比
千
人
ギ
リ
ト
号
シ
テ
、
大
坂
ノ
町
中
ニ
テ

人
夫
風
情
ノ
モ
ノ
あ
ま
た
う
ち
こ
ろ
す
由
種
々
風
聞
ア
リ
、

大
谷
紀
ノ
介
卜
云
小
姓
衆
悪
瘍
気
ニ
ツ
キ
テ
、
千
人
コ
ロ

シ
テ
其
血
ヲ
ネ
ブ
レ
バ
彼
病
平
愈
ス
ル
ト
テ
此
儀
申
付

云
々
、

世
上
違
霞
臼

今
廿
一
日
、
関
白
殿
ノ
御
耳
へ
入
テ
、
如
此
之
儀
今
迄
申

さ
ぬ
曲
事
二
候
間
、
町
奉
行
衆
ヲ
生
害
さ
せ
ら
る
べ
き
事

（
ど

b
)

な
れ
バ
、
命
を
バ
御
免
な
さ
る
A
ト
テ
、
町
奉
行
三
人
被

追
籠
畢
、
此
咎
人
申
上
二
お
き
て
ハ
、
御
襄
美
ト
シ
テ
金

十
枚
可
被
下
之
由
、
高
札
ヲ
タ
テ
ラ
ル
ヽ
也
、
此
儀
被
仰

付
、
関
白
殿
ハ
御
上
洛
也
、
午
刻
終
ヨ
リ

盗
人
事
、
人
ヲ
キ
ル
事
、
博
突
事
、
酔
狂
人
事
、
徒
者

事
此
五
ヶ
粂
ヲ
高
札
ニ
セ
ラ
レ
テ
、
金
十
枚
ヅ
ヽ
其
高
札
二

打
ッ
ケ
ラ
レ
テ
ア
リ
、
金
ハ
ニ
枚
ノ
札
二
廿
枚
ア
リ

三
浦
貞
勝
の
子
桃
寿
丸
、
京
都
で
圧
死
す
る
と
い
う

（墨引）

以
上

-
i
田
愕
捻
月
ッ
ハ
占
）

「

牧
家
信
書
状

（
緊
惑

多
聞
院
日
記

多
聞
院
日
記

右
之
千
人
ギ
リ
ノ
族
ア
ラ
ハ
レ
テ
、
数
多
被
召
篭
云
々
、

十
一
月
廿
七
日
廿
八
日
之
比
現
候
、
三
月
三
日
四
日
ノ
比

五
人
生
害
、
大
谷
紀
介
所
行
之
由
風
聞
一
円
雑
説
也
、
宇

喜
多
次
郎
九
郎
牛
宙
ノ
衆
也

．

二
十
二
天
平

翡

三
月
―
―

•

F
l条

醤

慧

料

大

成

4
1
`
F
l喜

一
近
般
於
大
坂
井
京
辺
千
人
切
興
行
、
五
六
十
人
モ
既
被
切
、

金
子
廿
枚
ノ
高
札
二
被
打
置
、
町
奉
行
曲
事
ト
テ
被
追
失

e} 

之
処
、
令
才
学
処
、
大
名
衆
究
克
ノ
仁
共
七
人
溺
取
、
今

日
於
住
吉
表
生
害
、
依
之
塩
干
ノ
神
事
モ
無
之
云
々
、
人

数
二
万
計
ノ
ヲ
ク
レ
也
卜
、
内
輪
衰
反
也
、
実
否
ハ
不
知

i.-+―― 

天
i
E
ト
四
年

l

"

i

月
八
日
条

増
袖
続
史
料
大
成
れ

『多
佃
院
日
記
』
四

大
坂
ニ
テ
千
人
切
悪
行
衆
、
大
名
衆
ノ
息
タ
チ
四
五
人
生

害
了
云
々

癸
作
勇
111寺
文
咲
り

同
山
県
古
文
杵
集
』
第
三
輯

牧
藤
左
衛
門
尉

大
寺
様
参
御
同
宿
中

天
正
＿
四
年

（
＿
五
八
六
）

牧
家
信
、
勇
山
寺
領
を
安
堵
す
る

家
信

当
地
領
知
仕
候
―
―
付
Im、
先
規
之
筋
目
を
以
、
御
寺
領
相
立

申
候
様
に
と
尤
無
余
儀
御
理
候
、
乍
去
少
身
之
儀
ー
一
候
条
、

御
存
分
之
侭
二
難
致
分
別
候
、
雖
然
子
細
有
御
寺
之
事
二
候

｛
力
〉

間
、
高
弐
拾
石
之
所
令
同
心
候
、
可
有
其
御
心
得
候
、
委
細

同
名
菅
介
可
申
候
、
恐
憧
謹
言

天
正
十
四

a) 

七

月

士

一

日

家

信

（

花

押

）

0
次
掲
史
料
は
年
未
詳
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

牧
家
信
書
状

（モ
ト
折紙）

美
翡
嬰
畜

『
高
野
神
社
の
文
化
財
』

御
折
脊
令
拝
見
侯
、
初
而
此
間
野
原
―
―
神
楽
仕
候
哉
、
一
円

不
存
候
て
不
及
是
非
候
、
又
明
日
ひ
の
上
―
―
仕
之
由
、
こ
れ

も
至
今
日
ゆ
め
／
＼
不
存
儀
候
間
則
只
今
人
ヲ
遣
指
留
可

申
候
条
、
可
御
心
安
候
／
＼
、
恐
々
謹
―
―
-
U

牧
藤家

信
（
花
押
）

牧
信
正
書
状

（
モ
ト
折
紙
）

美
作
岡
田
家
文
書

『
高
野
神
社
の
文
化
財
―
]

御
懇
添
拝
上
申
候
、
然
者
野
原
＿
一
神
楽
御
座
候
へ
共
、
此
方

へ
無
其
理
仕
候
間
、
少
茂
其
儀
不
存
候
、
定
而
我
等
如
在
之

様
―
―
思
召
之
段
迷
惑
申
候
、
次
、
日
之
上
―
―
神
楽
仕
之
儀
、

な
5

)

し
め
之
大
夫
呼
不
甲
候
ハ

ヽ
先
々
相
延
候
へ
之
由
、
家
信
被

申
事
候
、
於
向
後
0
疎
意
有
間
敷
候
、
恐
樫
謹
言

十
一
月
廿
日

市
又
次ま

い
る
御
返
報
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（恵
項
）

（

舵

Jl)

談
専
二
存
候
、
自
最
前
、
安
国
・
林
木
、
使
な
と
不
届

候
間
、
此
両
人
を
言
つ
め
に
も
さ
せ
ら
れ
、
蜂
彦

・
黒
官

分
別
候
へ
は
成
事
と
思
召
候
、
一
円
之
御
不
覚
悟
二
て
候
、

et111) 

大
な
る
事
ハ
、
近
年
信
長
之
下
二
て
も
、
羽
柴
ー
＼
と
申

候
て
、
世
上
操
を
も
又
弓
矢
を
も
手
ー
一
取
候
て
、
鑓
を

も
つ
き
、
城
を
も
責
候
て
被
存
候
、
又
少
事
之
儀
ハ
、
小

者
一
ヶ
ニ
て
も
、
又
乞
食
を
も
仕
候
て
被
存
候
仁
か
、
申

成
な
と
に
て
ハ
成
間
敷
候
、
日
本
を
手
之
内
一
一
ま
わ
し
候
、

今
日
ま
て
ハ
名
人
二
て
候
、
明
日
之
不
慮
ハ
不
存
候
、
今

程
御
相
手
＿
一
御
成
候
て
ハ
如
何
と
存
侯
て
、
誠
夜
も
日
も

不
明
や
う
に
我
等
ハ
存
候
、
定
而
座
敷
之
内
に
て
、
是
程

（柴）

な
ら
は
、
芝
田
時
引
切
御
弓
矢
二
さ
せ
ら
れ
候
か
、
さ
ま

り
、
今
も
さ
せ
ら
る
れ
は
成
事
な
と
A

被
仰
仁
も
、
＋
人

二
七
八
人
ハ
可
有
御
座
候
、
そ
れ
も
尤
候
、
乍
去
、
今
之

御
操
―
―
て
ハ
破
可
申
候
、
左
候
時
、
五
日
十
日
之
内
―
-
‘

大
分
限
小
分
限
二
よ
ら
す
、
境
目
江
打
出
、
短
束
を
も
被

申
仁
ハ
御
座
有
間
敷
候
、
秀
吉
ハ
弓
矢
と
被
存
候
ハ
ヽ
、

十
日
之
内
―
―
可
被
出
候
、
左
な
く
候
共
、
来
廿
日
比
―
―
ハ

可
被
下
候
、
早
々
分
別
行
候
様
二
、
境
目
御
調
簡
要
云
仔

候
、
其
御
調
之
趣
者

一
備
中
内
郡
御
残
候
て
、
作
州
之
事
速
二
御
渡
之
事

一
伯
州
八
橋
三
頭
御
残
し
候
て
、
諾
城
御
渡
之
事

一
右
分
御
渡
候
て
も
、
露
塵
ほ
と
も
被
申
懸
候
所
成
候
す
る

全
P

)

8

i

)

と
ハ
不
存
候
、
備
中
新
見
か
ら
松
辺
被
仰
さ
ま
に
よ
っ

て
可
有
分
別
候
哉
、
最
前
・林
木
工

・我
等
ハ
此
申
分
二
て

候
其
段
申
候
へ
は
、
言
は
つ
め
に
さ
せ
ら
れ
候
て
、
ち

と
芸
州
之
贔
負
を
も
仕
候
へ
な
と
ぎ
被
仰、

安
国
寺
分
別

（
天
正
十
二
を

正
月
十

一
日

｛
児
王
元
良
）

児―
二
右

（
児
苫

x
g

児

市

（
井
上
名
忠
）

井
又
右

御
申
之

仕
候
へ
は
成
事
と
思
召
候
間
、
無
申
事
候
て
ハ
及
晩
、
喧

嘩
か
ま
へ
に
て
、
何
之
御
座
敷
よ
り
も
毎
度
罷
立
候

一
作
伯
不
澄
内
―
―
可
有
御
理
と
思
召
候
者
、
従
両
人
使
者
可

相
副
候
之
条
、
前
後
不
存
可
然
仁
一
人
つ
A
、
従
御
三
家

様
御
上
せ
可
然
之
由
、
被
申
候
事南

二

一
作
伯
無
残
相
澄
、
何
之
所
成
共
、

一
所
、
北
二
八
橋
計
ニ

て
候
者
、
蜂
彦
可
罷
上
候
、
是
も
前
後
不
存
ロ
オ
な
る
分

別
者
同
道
可
仕
之
由
被
申
候
、
林
杢

・
一
任
、
両
人
間
一

人
可
召
具
由
候
事

一高
田
・
岩
屋
•
宮
山・
高
仙
礼
目
是
申
遣
候
儀
、
曾
以
不

成
候
条
、
従
其
方
可
被
仰
遣
候
、
遠
国
二
て
候
問
継
夜

於
日
不
被
仰
遣
候
者
、
秀
吉
下
向
之
内
す
ミ
か
ね
可
申
候
、

此
上
―
―て
も
、
下
々
御
弓
矢
―
―
さ
せ
ら
れ
候
て
可
然
と
思

召
候
者
、
無
申
事
候
、
以
大
赫
之
御
分
別
可
被
見
合
事
、

専

二

存

候
、
毎
時
長
文
進
上
申
候
間
、
例
之
事
と
思
召

候
ハ
て
、
被
入
御
精
、
此
状
御
覧
候
て
御
分
別
専
要
存
候
、

其
故
、
秀
吉
下
向
可
為
近
々
候
、
二
月
ハ
雑
賀
立
と
陳
触

候
、
其
内
―
―
此
方
被
見
廻
之
由
候
、
む
さ
／
＼
と
さ
せ
ら

れ
候
て
腹
を
立
さ
せ
ら
れ
候
て
ハ
如
何
―
―
存
候
、
御
侮
候

て
ハ
可
為
大
曲
事
候
、
能
々
御
遠
慮
此
時
候
、
正
月
御
礼

儀
等
、
先
上
風
―
―
め
さ
れ
候
て
可
然
存
候
、
大
酒
上
句
の

御
相
談
ハ
す
ミ
申
ま
し
く
侯
、
恐
愧
謹
言

安
国
寺恵

瑣
（
花
押
）

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
苔『

久
憔
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

へ
と
直

ヵ

其
後
石
な
ら
さ
き
高
田
―
―
居
申
候
ヲ
、
牧
―
―
渡
シ
候
へ
と
直

家
被
仰
付
、
天
正
十
三
年
＿二
月
孟
衣
高
田
二
入
候
て
居
申
候

処
二
（
下
略
）

小松お三次 二

゜嘉i士．此 土屋ケく 丸丸丸閃

寸
[段段び

＾以間不 李
愈下：も 残牧牧妹牧 直彦

の少
は諸々

〗馬式尾惣暮贔家
新 且 之 部縫馬助左

届 ~I 損
左ぱ

庄 丞左之

り〗旦二 ~ 丞 胃
、の 知 地ススワマ

翡鳳ジ 塁塁畠ィ

Ii >国
と
う

行
と
う

さ
た
も
り

さ
た
と
う

つ
ね
と
う

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
凸『

久
川
町
史
』
浴
料
編
第
一
巻

｛
士
号
多
氏
、
楢
崎
元
兼
が
退
去
し
た
高
田
城
に
牧
一
党
吝
置

＜
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羽
柴
秀
吉
書
状

（
折
趣
小
早
JIl
琢
文
書

『大
H
本
古
文
園
』
家
分
け
第
十

小
早
川
分
署
之

大
願
成
就
柄
崎
弾
正
忠
元
兼

婆
多
悧
臣
彦
四
郎

〇
柚
札
は
神
主
木
村
絨
甲
に
よ
り
本
殿
扉
へ
彫
刻
さ
れ
た
写。

楢
崎
元
兼
、
高
田
城
下
の
熊
野
大
権
現
社
吝
造
修
す
る

寄
琴庭
郡
誌
』
全

夭
下
泰
平
武
匝
艮
栄
国
下
安
全
百
姓
出
生
五
穀
翌
年

一
水
造
修
熊
野
大
権
現
御
宝
殿
如
意
円
満
祈
孵
成
就

城
女
＾
キ
人
願
成
就

天
正
ト
一
年
未
十
二
月
吉
祥
Fl

作
陽
誌

具
島
郡
神
社
部
高
田
庄

熊
野
三
所
権
現
社

窟
訂
作
陽
誌
』
―

-

i

天
正
十
一
年
十
二
月
楢
崎
弾
正
忠
元
兼
修
幸
生
壬
棟
札

尚
存
焉

天
正
＿
二
年
(
-
五
八
四
）

羽
柴
秀
吉
、
高
田
城
の
毛
利
氏
保
有
を
許
容
せ
ず

熊
野
権
現
棟
札
写
高
川
神
注

(It世
元
嘉
）

佐
与
三
左
御
申
之

（
天
正
十
一

g

十
二
月
十
八
日

林
木
工就

長
（
花
押
）

一
任
斎恵

瑾
（
花
押
）

旧
冬
廿
六
日
、
同
廿
八
日
書
状
両
通
、
令
披
見
候

一
虎
倉

・
升
形
城
請
取
由
、
尤
候
事

全久）

一
伊
賀
与
三
郎
城
事
、
入
念
可
請
取
事

奇北）

一
草
苅
坤
省
疋
又
可
被
入
今
宙
争
・

一
城
々
何
角
申
候
て
、
自
然
不
相
渡
所
を
ハ
、
其
許
之
人
数

を
以
取
巻
、
帰
鹿
垣
を
結
候
て
、
干
殺
候
之
様
可
被
申
付

候
事

一
高
田

・
松
山

・
児
島

・
八
橋
等
事
、
只
今
又
可
佗
言
由
、

沙
汰
限
事
候
、
重
々
相
究
儀
候
を
、
右
様
二
申
候
者
成
次

第
一
一
仕
候
て
、
安
国
寺
二
佗
言
可
被
作
侯
、
然
者
本
へ
立

帰
候
て
、
最
前
従
彼
方
仕
出
候
任
誓
紙
旨
、
国
五
共
―
―
此

方
可
召
箇
候
条
、
只
今
兎
角
申
候
段
、
却
而
祝
着
候
事

一
永
々
逗
留
、
苦
労
令
察
候
、
上
洛
候
者
茶
を
可
振
舞
候
、

寒
天
時
分
さ
そ
と
存
候
、
小
袖

一
重
宛
遣
侯
、
尚
々
其
許

儀
無
油
断
可
被
申
付
候
、
恐
々
謹
言

g
笠
t
)筑

前
守秀

吉
（
花
押
）

0
＾
正
十
二
年
）

正
月
二
日

全肋）

蜂
須
賀
彦
右
衛
門
尉
殿

（
名
ぶ
）

黒
田
官
兵
衛
尉
殿

安
国
寺
恵
瑣
書
状

薪
紙
）
毛
利
家
文
淋

『大

n本
占
文
因
』
家
わ
け
第
八
毛
利
家
文
内
＇
乙

r
-

去
十
四
日
之
御
書
、
致
頂
戴
候
、
先
度
遂
注
進
様
、
外
郡

諸
城
之
儀
引
渡
申
候
、
乍
勿
論
、
至
川
西
聯
無
其
煩
候
、

請
取
候
所
も
少
人
数
入
替
肱
候
条
、
錯
乱
之
趣
少
も
無
御

座
候

（
伊
双
宜
色

E
,
H机
芭

一
虎
倉
・
岩
屋
、
其
外
作
州
衆
之
儀
引
付
之
段
、
種
々
雖
申

操
候
、
曾
以
無
分
別
候
、
先
虎
倉
之
事
、
急
度
請
取
候
て

作
州
且
円
打
越
之
由
候
、
先
書
一
一
如
申
上
候
、
早
々
作
州

城
々
の
儀
、
高
田

一
城
被
相
残
、
被
成
御
渡
候
事
専
一
ニ

翡

‘

環

可

虐

言

表

王
誓

頓

贔

腐

候

、

此

条
元
俊

・
春
良

・
渡
石

・
児
―二
右
へ
も
重
畳
雖
申
候
、

吉
田
之
御
意
し
か
l
＼
不
承
之
由
候
、
此
上
―
―
て
不
被
仰

届
、
片
崩
二
仕
候
者
、
罷
退
衆
も
可
致
述
懐
候
、
為
御
心

得
候

一
高
田

・
松
山

・
児
島
、
其
外
奥
郡
之
儀
、
川
東
之
内
過
分

(
U召
双
正
肋
・
爪
田
年
邑

之
儀
候
、
今

一
往
御
佗
言
と
ハ
被
仰
候
、
今
度
之
両
人
底

意
ハ
澄
申
間
敷
之
由
、
内
々
被
申
候
、
此
儀
又
重
而
被
申

切
者
、
ケ
条
之
内
二
て
候
へ
共
、
公
私
事
新
や
う
に
俄

で
」
H鰈
元

・
占
JIJi匹
5

：
小
？
川
性
も

可
被
思
召
候
間
、
御
三
殿
御
間
之
御
談
合
内
々
可
被

靡

澄

候

扇
染
方
占
）

一
筑
州
来
正
月
廿
日
ニ
ハ
必
下
向
と
被
申
下
侯
、
少
も
虚
言

二
て
御
厘
伺
間
敷
侯
、
自
然
侯
人
な
と
我
等
お
と
し
候
て
、

当
座
申
候
な
と
A

申
候
共
、
不
可
有
御
許
容
候
、
境
目
之

儀
も
、
川
切
之
内
分
別
有
間
敷
候
、
筑
州
も
罷
下
候
て
司

被
相
澄
と
被
思
召
、
其
時
之
無
御
仰
天
事
、
乍
恐
肝
心
ニ

存
侯

a須
買
正

")-n田
苓
芭

一
就
夫
、
蜂
彦

・
黒
官
も
、
御
渡
候
処
を
ハ
多
分
請
取
申
、

｛ャ扁
fli苫
・
小
阜

lll元
"a}

至
中
途
罷
下
、
御
礼
儀
相
調
、
御
料
人
様
請
取
候
て
可
罷

上
之
由
候
、
筑
州
被
下
候
て
、
外
郡
は
か
り
請
取
申
、
内

郡

翡

・
児
島
江
か
け
候
て
む
さ
／
＼
と
仕
く
さ
し
、

御
礼
を
も
不
申
、
御
料
人
を
も
請
取
申
候
ハ
て
被
下
候
上

ニ
て
ふ
た
l
＼
と
候
て
、
い
か
A

と
申
事
候

一
正
月
も
何
も
入
不
申
候
、
御
三
殿
様
御
打
合
候
て
、
御
相
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安
国
寺恵

瑣
（
花
押
）

林
杢
允就

長
（
虚
尼

で
“III元
芭

（

小

品

川
仕
帳
）

呉
々
此

一
通
之
儀、

早
々
新
庄
様
・

沼
田
様
•

福
原
殿
な

（
間
脱
）

と
へ
被
遂
御
談
合
専

二

奉
存
候
、
無
届
と
被
思
召
敷
候
、

返
々
、
重
而
上
之
返
答
到
来
之
上
―
―
て
無
御
仰
天
事
、
正

月
朔
日
よ
り
可
有
御
相
談
候
、
只
今
世
上
ハ
、
人
の
短
束

非
大
形
候
、
不
可
有
御
油
断
候
、
人
の
姿
を
不
甲
候
、
人

の
正
念
を
用
候
時
代
侯
、
為
御
心
得
候
／
＼
芙

（
佐
肱
元
品
）

佐
与
三
左

福
原
殿

霊

御
申
之

交
正
ト
一
年
）

十
二
月
十
五
日

之
正
慶
小
僧
か
如
此
申
候
事
、
口
広
申
事
二
て
候
へ
共
、

け
に
と
は
京
都
五
畿
内
之
儀
ハ
不
及
申
、
日
本
半
国
者
見

廻
申
候
条
、
世
上
不
被
御
覧
衆
之
御
目
と
ハ
ち
と
違
可
申

候
然
共
、
芸
州
の
御
妾
ハ
底
慢
心
御
座
候
て
、
世
上
之

者
を
御
見
こ
な
し
候
、
是
も
飯
田
殿
道
か
た
の
御
恩
一
＿て

候
、
唯
今
之
世
上
ハ
、
男
も
衣
装
も
言
便
さ
ハ
や
か
な
る

ニ
如
何
墜

も
入
不
甲
候
、
い
か
や
う
な
る
分
限
者
も
、
か
け
馬

一
疋

ニ
て
公
用
を
か
な
へ
申
候
、
出
陣
之
時
者
、
分
限
辻
之
人

数
召
具
候
、
不
入
事
を
の
け
候
と
相
見
え
侯
、
仏
の
前
之

説
経
＿
一
て
候
へ
共
、
余
公
私
当
時
之
御
分
別
相
違
と
相

見
え
候
之
間
く
り
言
な
か
ら
申
上
候

G
．
駐
JII
元

沿

）

（

広

繁

一
自
藤
四
郎
殿
殿
様
、
以
ヶ
条
被
仰
下
候
儀
、
桂
民
太
被
申

下
さ
ま
、
能
々
可
被
聞
召
候
、
此
由
可
有
御
披
露
候
、
恐

憧
謹
言

安
国
寺
恵
瑣

・
林
就
長
連
署
書
状

爵
紙
）

毛
利
家
文
嗚

『大
日
本
古
文
記』

家
わ
け
第
八
毛
利
家
文↑
Id
之
三

尚
々
、
今
之
分
―
―所
々
澄
不
申
候
者
、
両
人
共
二
可
罷

上
之
由
候
、
非
虚
言
候
、
か
し
く

（羽き

急
度
申
上
候
、
追
々
従
秀
吉
、
境
目
請
取
渡
延
引
曲
事
之

由
、
如
此
被
申
下
候
、
先
書
両
度
致
進
上
候
、
昨
日

至
林
木
所
以

一
書
如
申
候
、
秀
吉
分
別
と
御
国
上
下
之
御

分
別
と
、
天
地
相
違
仕
候

一
秀
吉
者
、
於
岩
崎
陣
互
以
誓
紙
申
定
候
之
辻
、
今
以
可
為

同
前
之
由
被
存
候
、
雖
然
、
秀
吉
諸
所
気
遣
之
硼
、

一
度

兄
弟
契
約
を
仕
候
間
、
被
副
御
力
、
御
入
魂
候
者
、
可
為

（出
111)

本
意
候
、
信
長
御
果
候
後
、
更
以
血
判
申
談
候
辻
相
見
え

不
申
候
、
秀
吉
よ
り
ハ
五
ヶ
国
[
”依
・円
は
と
申
定
候
へ
共
、

態
不
載
神
文
、
其
時
備
後

・
雲
州
之
事
者
放
手
可
申
之

ロぉ
F
)

由
申
出
候
キ
、
又
其
後
及
三
ヶ
度
、
安
国
寺
被
指
上
侯
間
、

備
中
外
郡
切
取
候
城
下
二
郡
、
備
前

・
作
州
之
内
無
残
、

伯
州
三
郡
充
と
申
定
候
、
其
段
を
も
種
々
被
仰
、
秀
吉
手

前
被
見
懸
、
今
月
来
月
と
被
作
候
間
、
去
年
正
月
五
日
以

安
国
寺
申
放
候
処
、
重
而
林
木
工
被
指
上
候
間
、
手
前
隙

を
明
候
間
留
置
申
候
、
は
や
天
下
存
知
候
之
条
、
内
々
の

ど
う
た
ま
り
一
廉
申
懸
度
候
へ
共
、
重
而
安
国
寺
被
指
上
、

御
佗
言
候
之
条
、
備
中
河
切
二
申
定
侯
、
其
時
之
条
数
大

形
一
備
中
川
切
内
郡
未
相
澄
候

一
伯
萱
二
郡
充
未
済
候

翡
四

付
、
児
島
之
事
、
末
済
候

一
御
一
人
御
指
上
之
事

付
、
人
質
之
事

一
来
島
之
事
巷
覆

一
御
縁
辺
之
事
未
箇
朕

以
上
、
此
坦
ぞ
候

一
芸
州
各
様
御
ハ
蘭
ハ
、
於
岩
崎
陳
被
仰
定
候
者
、
信
長
被

出
と
申
一一
付
候
て
こ
そ
被
作
た
る
御
神
文
に
て
候
、
国
切

之
事
も
右
之
分
に
候
、
今
又
対
秀
吉
候
て
ハ
御
約
束
も
さ

ま
て
無
之
事
、
国
切
川
切
之
事
ハ
、
自
彼
方
こ
そ
申
懸
侯

へ
、
こ
な
た
に
ハ
終
無
御
請
付
と
上
下
思
召
、殊

更

自

毛

利
家
人
質
共
出
し
候
て
、
御
懇
望
共
ハ
無
是
非
事
と
思
召
、

可
成
程
之
儀
を
ハ
被
仰
理
候
て
、
可
有
御
覧
候
と
思
召

一
今
度
外
郡
諸
城
引
渡
候
付
而
‘
公
私
之
御
分
別
事
之
外
相

妥

久

）

（

頻

芭

違
候
、
去
年
二
郡
―
―
て
備
中
相
澄
、
伊
賀
・
中
村
引
付
候

時
者
御
澄
候
ハ
て
、
只
今
御
行
あ
た
り
の
や
う
に
見
え
申

候
、
去
夏
林
下
之
節
者
備
中

・
作
州

・
伯
州
三
ヶ
国
無
抜

ニ
渡
給
候
ハ
ヽ
和
平
可
仕
候
、
其
段
無
御
分
別
、
八
月
朔

日
出
勢
候
て
、
一
弓
矢
可
仕
之
由
被
申
候
、
其
後
安
国
上

で苫
川
径
百
・
小
早
Ill
＿元包

候
て
種
々
申
理
、
御
両
所
御
上
之
上
――
備
中
川
き
り
、
伯

州
三
郡
・
備
前
・
作
州
無
抜
に
と
被
申
定
候
、
其
時
ハ
各

御
悦
―
―
て
、
御
両
所
上
を
被
申
候
、
御
あ
い
し
ら
ひ
共
よ

＜
候
付
而
‘
又
々
其
内
を
も
と
、
御
欲
出
来
申
候
、
毛
頭

上
よ
り
事
新
申
に
て
無
之
候
、
高
田
も
松
山
も
児
島
も
御

約
束
之
内
―
―て
侯
、

此
段
を
上
さ
ま
に
能
々
御
納
得
候
て
、

所
々
へ
の
御
触
、
御
心
持
専

二

存
候
、
可
預
御
披
露
候
、

恐
憧
謹
言
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安
国
寺
恵
瑳
・

林
就
長
連
署
書
状

（折紙）

『
大
日
本
古
文
占
』
家
わ
け
第
八

靡

上

候

一
備
中
外
郡
諸
城
之
事
、
悉
引
渡
甲
候
、
無
是
非
存
候
、
雖

然
、
如
此
さ
せ
ら
れ
、
向
後
堅
固
之
御
調
一
儀
―
―
相
極

候

a斎
買
正
堕

s悩
平
謀
）

一
作
州
竺

両
日
中
―
―
蜂
彦
右

・
黒
官
可
罷
越
之
由
候
、
片

時
茂
被
差
急
案
内
可
被
仰
遣
事
、
簡
要
―
―
存
侯
、
今
ま

て
も
被
仰
渡
さ
る
事
御
延
引
、
御
無
届
に
て
候
、
被
指
急

候
者
、
片
崩
―
―
可
仕
候
、
高
田
一
城
被
相
残
、
早
々
御
渡

専

二

存

候

(
i
p
a家
久
｝

一
虎
倉
之
儀
尽
善
美
佗
言
雖
甲
候
、
一
円
無
分
別
候
‘
於

口

出

＂

罰

宗

）

（

字

万

多

氏

）

虎
倉

・
岩
屋
之
儀
者
、
第
一
岡
山
相
障
候
、
自
然
上
衆
両

（
宇
“
名
月
家
）

人
当
座
分
別
侯
て
も
、
八
郎
母
所
よ
り
直
文
―
―
て
申
上
せ

候
へ
者
、
両
人
失
面
目
之
由
侯
、
退
城
日
限
相
延
候
や
う

に
と
雖
申
候
、
是
も
無
分
別
候
、
や
う
／
＼
来
廿
ニ
―
二
日

委
田
芋
恵
内
）

ニ
し
か
と
可
有
退
城
之
由
申
懸
候
、

一
任
無
面
目
事
、
可

苓
Ill)藝

向
進
之
候

翡
密
肴

毛
利
家
文
占
之
三

7“
川
｝元

春
御
判

駿
河
守元

春

八
橋

・
尾
高
之
間
へ
只
今
差
出
儀
い
か
A

に
候
条
、
諸
城
荷

靡
取
越
候
ハ
ん
間
之
儀
、
先
々
新
見
之
下
市
一
一
当
座
之
宿

居
被
申
付
、
何
篇
対
馬
守
付
心
候
へ
と
可
被
仰
付
候
、
應
面

彼
表
へ
可
差
出
候
、
暫
時
之
儀
候
、
猶
重
々
可
申
述
候
、
恐
々

謹
言

名
＾
正
＋
を

極
月
十
一
日

（
墨
引
）

申
様
無
之
候
、
賓
而
十
七
八
日
之
比
罷
越
、
其
身
之
恙
、

喜
以
下
無
相
違
之
様
岳
引
退
存
候

一
児
島

・
松
山

・
高
田
之
事
、
ち
と
多
過
た
る
御
愁
訴
―
―
て

候
、
中
に
も
児
島
之
儀
共
ハ
、
曾
分
引
仕
間
敷
由
―
―
て
候
、

雖
然
、
此
一
所
ぶ
馨
祓
縮
候
て
、
可
有
御
佗
言
候
哉

一

つ
、
一
高
田

・
新
見
汀
か
け
候
て
可
被
仰
理
候
哉
一
っ
、
松

山
城
領
所
共
―
―
可
被
仰
理
候
哉

一
っ
、
此
三
つ
―
―
て
候
、

左
候
処
ヲ
、
大
服
―
―
被
仰
懸
、
一
度
―
―
不
相
澄
返
答
被
申

切
候
時
、
重
而
御
佗
言
候
共
、
見
苦
敷
御
仕
合
た
る
へ
＜

侯
、
以
書
立
被
申
懸
た
る
所
者
、
多
分
可
請
取
と
相
聞
え

名
J

目
輝
元
，3川
元
む

・
小
1
川
8
逹

G
a
包

候
、
内
々
此
御
塵
疋
御
三
殿
様

・
貞
俊
御
間
之
御
相
談

乍
恐
専
二
存
候
、
年
改
候
者
、
御
公
事
も
新
罷
成
、
上

辺
之
弓
矢
も
、
二
月
ハ
四
国
◆
雑
賀
両
口
へ
可
被
仕
懸
と

相
聞
え
候
、
自
然
又
今
之
分
之
ね
り
公
事
二
さ
せ
ら
れ
候

て
、
弓
矢
之
ふ
り
替
二
御
あ
ひ
候
は
ぬ
や
う
に
と
存
候
、

左
候
て
ハ
、
重
而
之
御
操
ハ
成
申
間
敷
候

一
来
島
之
儀
、
最
前
書
立
二
載
被
申
入
候
条
、
何
之
道
二
て

も
本
渡
さ
せ
可
申
之
由
候
、
無
御
分
別
候
時
者
、
来
島

一

儀
ハ
御
破
―
―
て
候
、
従
士
州
申
分
一
ズ
、
阿
讃
之
像
放
手

可
申
之
条
、
与
州
を
ハ
土
佐
江
可
被
付
之
由
、
佗
言
半
候
、

先
度
書
立
ニ
ハ
不
載
候
へ
共
、
言
渡
し
に
芸
州
様
へ
付
可

申
之
由
被
申
候
之
条
、
土
州
へ
之
返
答
、
今
ま
て
ハ
被
申

切
候
、
然
共
、
来
島
無
御
分
別
と
墨
付
被
下
候
者
、
其
分

可
申
上
之
由
、
黒
官
申
事
侯

祠

佳

）

莉

＄

一
御
次
御
縁
辺
之
儀
、
秀
吉
書
状
被
指
下
候
之
間
、
進
上
申

天
友
名
に
D
)

候
、
是
ハ
さ
れ
言
な
か
ら
、
此
方
之
を
被
打
置
、
豊
州
と
被

申
合
候
か
、
不
然
者
、
宇
喜
多
兄
弟
共
之
内
数
多
候
条
、

被
申
合
候
者
、
弥
世
上
六
ヶ
敷
可
罷
成
候
、
殊
更
御
造
作

不
入
之
や
う
に
請
取
、
御
次
ヘ
ハ
筑
州
し
た
て
候
て
可
渡

之
由
被
申
候
時
者
、
さ
の
ミ
御
手
間
も
不
入
御
事
候
か

一
当
時
此
方
公
私
之
御
心
中
見
懸
申
候
に
、
去
年
以
来
数

度
之
出
入
ハ
御
忘
却
候
て
、
於
干
今
者
、
無
故
境
目
御
渡

候
と
思
召
、
上
下
御
朦
気
候
、
雖
尤
之
儀
候
、
さ
り
と
て

ハ
鳥
執
取
詰
候
時
、
北
口
之
衆
御
後
巻
も
不
成
申
候
、
又

去
年
南
表
、
冠
山

・
宮
路
山
費
落
、
高
松
二
重
三
重
―
―
取

巻
候
後
、
や
？
l
＼
猿
懸
・河
辺
あ
た
り
ま
て
御
打
出
候
、

P

日
力
｝

又
当
年
来
年
と
候
て
も
、
上
衆
ハ
十
月
十
五
日
之
間
―
―
可

罷
出
候
、
芸
州
之
儀
ハ
、
御
三
殿
様
中
途
ま
て
御
打
出
候

共

五

十

日
ーニ
十
日
之
内
―
―
ハ
著
陣
御
座
有
間
敷
候
、
又

南
北
一
口
に
も
互
―
―
成
申
間
敷
候
、
此
以
後
も
児
島

・
松

山

・
高
田
辺
之
儀
無
分
別
之
由
申
候
者
、
書
立
之
内
と
乍

（ば邑

御
存
知
、
又
可
有
御
仰
天
候
、
御
三
殿
様
・貞
俊
・
元
俊
御

内
談
、
乍
恐
此
時
候
、
正
月
も
何
も
入
不
申
候
、
大
内
家

-EH-Rel-

崩
候
時
分
の
御
ま
ね
を
ハ
先
々
御
止
候
て
、
日
頼
様
弓
矢

云
経
久
）

御
取
出
、
尼
子
与
州
之
被
取
出
候
時
之
御
ま
ね
、
乍
恐
当

謬
上
風
ば
ひ
可
申
候
、
目
出
度
事
―
―
て
も
無
御
座
候
、

義
隆
之
儀
被
思
召
出
候
事
、
無
是
非
存
候
、
山
名
・赤
松

・

土
紀

・
細
川

・
朝
倉
な
と
の
や
う
な
る
衆
、
大
名
た
て
に

て
跡
も
な
く
被
失
候
、
眼
前
二
、
河
野
殿
―
―
長
曾
我
部
毎

事
仕
勝
侯
、
大
友
殿
―
―
百
性
の
や
う
な
る
龍
造
寺
仕
詰
候
、

又
只
今
の
天
下
を
見
こ
な
し
候
て
、
甲
斐
武
田
殿
、
当

（柴）

年
芝
田

・
滝
川
気
持
た
て
に
て
即
時
＿
一
打
負
候
、
芸
州
之

御
事
も
、
い
ま
た
六
七
ヶ
国
御
た
も
ち
候
間
、
各
御
丈
夫

a5) 

ニ
て
、
可
為
御
長
久
候
、
誠
鉢
ひ
ら
き
の
や
う
な
る
此
間
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『
久
世
町
史
』
資
杜
編
第
一巻

(Iiig元
葦）

一
作
州
高
田
神
代
二
而
朝
待
仕
、
奈
良
崎
家
頼
を
酎
取
申
候

事
牧
左
馬
助
覚
書

第
十
四
条
美
作
国
感
状
記
大
庭
郡
仕
村
牧
几

郎
左
衛
門
所
持

『
久
世
町
史
』
賓
杜
編
第
一巻

一
作
州
高
田
―
―
毛
利
衆
被
居
候
を
路
次
を
留
候
而
、
岡
本

（秀
広
｝

権
之
丞

．
某
を
被
遣
候
刻
朝
待
仕
候
処
二
、
岩
見
之
銀
山

鷲
見
源
之
丞
と
申
者
通
候
を
某
と
名
乗
合
太
刀
打
仕
、
則

源
之
丞
首
討
取
、
某
も
弐
ヶ
所
手
負
申
候

云
~喜
多
｝

一
毛
利
衆
寺
畑
を
責
詰
、
陣
を
居
候
時
、
直
家
よ
り
毛
利
陳

麦
慟
仕
候
得
と
市
三
郎
兵
衛
紅
被
申
付
候
処
、
何
哉
覧

相
延
候
と
て
牧
源
之
丞
丑
竺
被
仰
付、

則
弐
人
夜
働
仕

散
々
切
乱
手
負

・
死
人
三
拾
四
人
有
之
、
其
時
為
褒
美
太

刀
一
腰
・
所
領
目
木
村
二
而
給
候
事

0
年
末
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

牧
左
馬
助
、
高
田
神
代
で
楢
崎
元
兼
の
家
臣
を
討
ち
取
る

牧
左
馬
助
覚
書

第
ャ
ェ十
二
条

社
村
牧
几
郎
左
衛
門
所
持

大
庭
郡

天
正
九
年

(
-
五
八
＿
）

岡
本
秀
広
・
牧
左
馬
助
、
高
田
近
辺
の
通
路
で
鷲
見
氏
キ
討

ち
取
る
。
ま
た
｛
士
号
多
直
家
、
左
馬
助
と
市
三
郎
兵
衛
に
命

じ
寺
畑
城
を
夜
討
さ
せ
る

0
年
末
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
『

し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

天
正
一

0
年

(
-
五
八
二
）

高
田
表
で
羽
柴
秀
吉
の
使
者
が
媒
と
な
る

福
岡
（
草
苅
）
重
継
書
状

毛
利
家
文
凸

『
大
日
本
史
科
』
家
わ
け
第
八
毛
利
家
文
苫
之
四

（国
）

一
其
後
又
従
大
閤
様
、
智
行
之
御
書
立

・
御
神
文
両
通
被

御
使
を

持
せ
下
候
、
即
0
相
据
、
御
墨
付
等
添
候
団
、
御
検
使
二
被

（元

a
)

召
置
候
蔵
田
与
三
右
衛
門
一
一
黒
岩
土
佐
守
を
相
添
渡
進
上

全
芭

申
侯
処
、
作
州
高
田
へ
被
引
上
せ
、
楢
崎
弾
正
二
被
仰
付
、

は
た
も
の
二
被
成
御
上
候
、
大
閤
様
御
神
文
を
ハ
私
―
―
被

返
下
候
間
、
二
今
所
持
仕
侯
事

0
本
文
書
に
見
え
る
羽
柴
秀
吉
の
使
者
下
向
は
、
天
王
卜
年
初
頭
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

天
正
＿
一
年

(
-
五
八
三
）

福
原
元
俊
、
草
苅
氏
へ
の
対
応
の
た
め
高
田
表
に
赴
く

児
玉
元
良
書
状
写

閥
脚
録
巻
二十
四
伍
刈
太
郎
右
衛
門

『
萩
藩
閥
脚
録
』
第
一
巻

去
十
八
日
之
御
状
到
来
令
拝
見
候
、
其
表
様
子
御
紙
面
之
趣

具
遂
披
露
候
、
去
六
日
備
前
衆
罷
出
、
両
城
取
付
之
人
数
指

8
"山
城
）

籠
付
而
御
難
堪
之
由
、
無
余
儀
被
存
候
、
然
者
貴
城
程
近

0

マ
マ
）

相
絡
之
処
、
御
人
数
被
差
下
、
宗
徒
之
敵
数
輩
被
討
捕
候
、

同
十
八
日
河
端
居
城
於
山
下
防
戦
、
軍
忠
状
一
見
被
仕
之
、

封
喜
進
候
、
両
度
御
勝
利
之
段
誠
無
比
類
被
喜
、
将

又
福
原
元
俊
、
至
高
田
被
指
上
候
間
、
万
事
被
仰
談
候
、
弥

御
賢
整
専
要
之
由
被
里
畢
侯
、
委
細
直
被
申
入
候
間
不
能

重
筆
候
、
恐
々
謹
言

t

尺
正
ャ
ー
＄

九

月

二

日

元

良

判

盆盈
)

草
苅
殿
参
御
返
報

「

児

玉

三

郎

右

衛

門

尉

草

苅

殿

参

御

返

報

元

良

羽
柴
秀
吉
と
毛
利
氏
の
和
睦
交
渉
の
過
程
で
、
高
田
城
な
ど

美
作
国
内
諸
城
の
引
渡
し
が
話
し
合
わ
れ
る

吉
川
元
春
書
状
写

者
川
家
中
井
寺
社
文
芯
ト

『
久
世
町
史
』
資
料
釦
第
一巻

急
度
令
申
候
、
今
度
京
芸
和
談
之
像
―
―
付
而
‘
南
北
分
目
之

歪
堕

（

学

芭

儀
為
可
申
談
、
至
岡
山
蜂
須
賀

・
黒
田
被
差
下
候
条
、

名

利
輝
．
元
｝

｛

渡

m-g

一児
玉

tk
g

G

.ILIll)

五井
上
伝
翌

従
吉
田
、
渡
石
見

・
児
三
、
従
隆
景

・
我
等
、

井
又
右

・
児
市
差
出
候
、
重
畳
此
間
中
申
談
之
由
候
、
然
者
於
南
表

ハ
、
児
島
之
常
山
・
松
山

・
高
田
之
儀
、
何
と
被
申
候
共
相

渡
間
敷
と
の
儀
候
、
自
余
之
城
之
儀
者
可
被
渡
と
の
儀
―
―
て

候
、
備
中
外
郡之
儀
茂
‘
庭
妹・松
島
・
幸
山
•
宮
山
・
妹

尾
之
儀
、
早
被
相
渡
之
由
候
、
伯
州
之
儀
茂
両
城
之
儀
者
残

置
、
其
外
ハ
可
相
渡
之
由
申
遣
候
、
乍
去
荷
物
等
悉
取
越
候

て
、
其
後
可
渡
置
と
の
申
＾
品
〖
、
就
夫
、
至
八
橋
国
衆
に
ハ

完
治
・
天
少
五

・
湯
民
、
従
妥
元
森
越

・
粟
彦

・
山
形

日
向
・

ニ
内
蔵
•

井
木
工
差
出
候
、
然
者
伯
州
諸
城
為
請
取

手
蜂
須
賀

一
所
之
者
一
人
差
下
候
、
左
候
ヘ
ハ
、
彼
者
之
儀
、
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判
懇
二
枚
遣
之
候

兵
根
追
々
至
山
内
差
出
候
由
肝
心
候
、
祝
山
之
儀
、
殊
外
相

弱
之
由
候
、
愛
許

一
両
日
に
至
高
田
陣
替
侯
、
隆
景
は
昨
日

被
打
立
候
、
愈
其
許
不
可
有
油
断
候
、
其
方
短
息
心
遣
之
段

中
々
令
察
候
／
＼
、
謹
言

｛
天
正
八
を
ヒ

t
十
月
十
九
日

兌
吾
元

g

児

市

一屯利．）輝
元
御
判

毛
利
耀
元
書
状
写

閥
閲
録
八
十
JL

臼
井
勘
ん
衛
Iul

『

＇
閥
閲
緑
』
第
二
巻

毛
利
輝
元
、
一
両
日
中
の
高
田
陣
替
を
報
じ
る

＝
天
正
八
年
｝

九
月
十
七
日

苓
m
-）経

高
進
之
候

元
春
御
判

｛
吉
川
）駿

河

吉
川
元
春
書
状
写

吉
川
家
中
井
寺
社
文
比
"
+

『
久
世
町
史
』
斑
料
福
第
．
巻

で
酋
m-R)

一
筆
令
申
候
、
仇
御
本
陣
之
儀
、
近
日
至
高
田
表
可
被
成
御

着
之
由
候
、
然
者
我
等
之
事
茂
急
度
可
打
廻
内
意
候
、
左
候

苓
＆
｝

f

き

間
、
口
部
万
計
可
有
出
陣
之
由
申
遣
候
、
内
々
支
度
候
て
、

従
高
田
一
左
右
次
第
二
可
被
罷
出
之
通
御
助
言
可
為
本
望

候
、
為
其
申
進
候
、
謹
言

｛
内
栢
も
凸
）

湯

豊

G

塩
厖
ー
子
“
)

塩

豊

《小
川
元
政

)-g

参

小

与

門

兵

る
閏
）

寺

備

近
日
者
不
申
承
候

で
ピ
利
一

一
此
表
之
儀
、
去
四
日
自
高
田
、

二
山
近
辺
迄
輝
元
被
成
御

山
陣
、
所
々
山
見
等
被
仰
付
、
先
以
岩
屋
尾
頸
高
仙
一
城

被
取
付
侯
、
普
請
悉
相
調
侯
、
一
段
之
在
所
山
柄
と
申
、

岩
屋
之
向
城
慈
下
へ
の
此
方
伝
、
其
外
当
国
西
郡
之
事
共
、

多
分
敷
付
た
る
趣
に
て
候
、
城
督
之
事
三
沢
方
可
有
馳
走

由
、
被
申
付
rfi被
成
御
頼
可
有
在
番
旨
相
澄
候
、
手
強
可

（
宇
喜
名

ft}

被
相
抱
条
是
又
肝
要
候
、
祝
山
之
儀
敵
数
ヶ
所
相
城
重
々

雖
取
付
候
、
城
中
之
儀
今
日
迄
ハ
堅
固
候
、
雖
然
一
入
雪

深
在
所
と
申
、
無
勢
に
て
此
方
行
等
難
相
計
候
、
就
夫
最

こ屈）

前
以
来
之
首
尾
候
粂
、
元
春
是
非

一
と
を
り
於
御
打
廻
者
、

可
成
程
之
可
被
及
御
行
段
、
至
伯
州
重
畳
相
談
候
彼
打
廻

り
之
有
無
一
＿よ
り
候
て
、
祝
山
之
儀
者
善
に
も
悪
に
も
年

eえ
虹
）

内
可
相
澄
侯
、
左
候
共
草
苅
其
外
成
其
覚
悟
候
条
、
可
御

心
安
候
、
乍
去
上
一
一
此
境
迄
御
打
出
之
事
候
条
、
前
後
―
―

て
社
候
す
れ
、
急
度
一
行
被
仰
付
候
ハ
て
不
叶
儀
候
、
其

段
可
有
御
推
蘊
候

一
北
口
之
儀
、
鳥
取
堅
固
被
持
堅
候
、
羽
衣
石

・
岩
倉
数
ヶ

所
相
城
被
取
付
之
由
候
、
何
篇
彼
表
之
儀
者
、
定
而
従
元

春
可
被
申
下
候
条
、
こ
ま
l
¥`
不
及
申
候

一
豊
筑
表
之
儀
、
先
度
甲
田
被
差
上
彼
是
承
候
、
又
申
候
つ
、

其
以
後
之
趣
無
相
易
儀
候
哉
‘某
元
年
内
可
有
御
逗
留
段
、

自
上
被
仰
出
之
由
候
、
寒
中
弥
御
辛
労
之
程
致
推
量
侯
、

小
早
川
隆
景
書
状
写

閥

一
百

児
玉
惣
兵
衛

『萩
藩
り
ー
録
』
第
二
巻

毛
利
輝
元
、
高
田
城
か
ら
山
見
に
出
陣
、
高
仙
築
城
を
命
ず

芦
＾
正
ハ
年

l

極
月
廿
七
日

吉
田
源
四
郎
殿

T
u
ど

森
脇
飛
騨
守
殿

-tlll) 
右
馬
頭
公

輝
元
公
御
判

去
年
不
能
面
談
候
条
、

一
入
御
床
敷
候
、
可
為
御
同
意
候
、

此
境
如
形
被
明
御
隙
候
、
外
郡
打
出
又
御
方
も
於
御
上
者
、

i

児
王
牝
笞

必
於
途
中
可
懸
御
目
候
、
内
蔵
太
妥
元
在
陣
之
事
候
条
毎

事
相
談
候
、
於
様
眈
者
万
々
従
彼
方
可
被
申
候
、
猶
期
後

音
候
、
恐
々
謹
―
―
-
0

？

＾

正

入

を

下

早

川

）

十

一

月

廿

三

日

隆

景

御

判

「

左

衛

s
t
"
g
 

児

周

ま

い

る

申

給

へ

隆

景

」

毛
利
輝
元
、
要
時
に
は
高
田
へ
連
絡
す
る
よ
う
枡
形
城
将
に

指
示
す
る

毛
利
輝
元
書
状
写

藩
中
菰
季
口
文
お
願
十
五

『
久
川
町
史
』
資
科
編
第
一
巻

（
盛
藷
]
-

急
度
企
使
者
侯
、
祝
山
之
儀
、
福
田
其
外
被
退
候
、
然
上
者

其
面
弥
堅
固
之
御
心
遣
相
極
此
節
候
、
敵
及
行
候
者
即
加
勢

之
儀
可
申
付
候
、
随
而
妥
況
之
儀
宮
山
付
城
相
調
候
条
、
来

至

途

口
行
為
可
差
急
先
以
置
申
達
令
陣
替
候
、
其
境

□

左
右
可

承
之
、
此
方
在
陣
所
中
間
ニ
ー
勢
残
置
候
、
何
篇
之
趣
至
高

田
於
御
注
進
者
即
出
張
不
可
有
遅
々
候
、
猶
志
道
左
馬
助
可

申
達
候
、
恐
々
謹
言

-58 -



吉
川
元
春
書
状
写

囮
閲
録
五
十

小
川
右
衛
門
兵
衛

『
萩
藩
閥
晨
第
二
巻

中
間
三
郎
兵
衛
被
差
越
候
、
去
二
日
之
紙
面
井
口
上
具
承
知

候
、
何
ヶ
度
申
候
而
茂
今
度
之
儀
、
各
無
比
類
粉
骨
申
茂
疎

P
"汝）

候
、
青
彦
事
頓
上
着
之
由
尤
可
然
候
、
於
加
勢
之
儀
者
一

切
無
緩
候
、
既
輝
元
御
事
去
三
日
吉
田
御
打
立
候
、
頃
漸
新

（
小
序
JIl)

見

・
高
田
之
間
可
為
御
着
陳
候
、
隆
景
事
者
急
度
高
田
被
罷

着
由
候
、
我
等
事
茂
山
内
通
彼
表
可
打
越
覚
悟
候
、
何
茂
諸

行
示
合
儀
迄
候
、
兵
核
等
之
儀
是
又
追
々
差
上
候
条
可
心
安

候
、
呉
々
其
表
江
加
勢
之
儀
者
、
南
北
共
二
少
茂
無
油
断
候

冦）

条
雖
不
及
申
候
其
内
弥
堅
固
覚
語
専
一
迄
候
、
万
吉
、

恐
々
謹
言

令
＾
正
八
年
）

九
月
八
日

(Ill範
和

邑

湯

豊

（
塩
＆
元

g

塩

豊

（
小
川
元
政
）

小

右

兵

小
川
右
衛
門
兵
衛

『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
二
巻

如
此
申
候
処
、
従
某
元
之
両
使
只
今
下
着
候
、
趣
具
承

知
候
、
弥
行
不
可
有
緩
候
／
＼
．、
兵
検

・
銀
子
等
之
事

是
又
心
得
候
、
差
上
申
候
／
＼

急
度
申
候
、
何
ヶ
度
申
候
而
茂
某
許
之
儀
、
各
以
無
二
之
覚

悟
被
指
堅
候
段
、
誠
無
比
類
次
第
候
、
就
夫
加
勢
之
儀
無
緩

吉
川
元
春
書
状
写

閥
困
蹄
五
十

戻
正
八
年
）

九
月
七

E

合
蔽
元
絹
）

湯

弾

御

宿

所

q

吉
川
）元

春
御
判

元
春
御
判

小
切
紙

哀

・

存

多

）

辛

喜

多

氏

）

今
度
直
家
其
口
差
詰
種
々
申
曖
付
而
‘
為
始
猪
俣
備
前
へ
申

合
撒
逆
意
候
、
既
当
城
及
落
去
候
処
、
各
以
無
二
之
覚
悟
、

（
福
ill)

彼
謀
叛
人
悉
立
出
し
、
盛
雅
井
此
方
番
衆
被
仰
談
差
堅
、
千

今
相
堪
候
段
、
｛
是
無
比
類
御
粉
骨
申
茂
疎
候
、
併
対
当
方
御

入
魂
之
至
、

一
切
不
可
有
忘
却
候
、
急
度
至
高
田
打
廻
令
加

勢
、
御
本
意
眼
前
候
、
弥
芳
被
仰
談
御
馳
走
肝
要
候
、
万
々

（
桧
•
)

従
中
途
可
申
之
条
間
、
拙
筆
侯
、
恐
々
謹
言

茨
正
八
年
)

S

l

l

l

)

九

月

十

一

日

元

春

花

押

矢
野
孫
六
殿

同
九
郎
三
郎
殿

進
之

篇
訂
作
陽
誌
』
四

吉
川
元
春
書
状
写

求
任
誌
東
囲
粂
冊
占
田
郷
東
一宮
村
東
山
方

牒

喜

衛

門

詔

整

覧

(t111) 

候
、
醤
碑
元
御
事
去
＿
二
日
吉
田
を
被
成
御
打
立
、
至
備
後
山

中
御
着
陳
候
、
追
々
御
陳
易
之
由
候
条
、
不
且
晶
田
可
為
御

着
候
、
隆
景
事
者
不
及
申
候
、
我
等
茂
来
十
六
日
山
内
迄
し

か
と
打
立
侯
十
七
日
―
―
者
涵
田
可
打
廻
候
条
、
輝
元

・
隆

景
申
談
行
之
儀
不
可
有
油
断
候
条
、
芳
々
本
意
眼
前
候
、

雖
不
及
申
侯
其
内
之
儀
弥
堅
固
之
御
行
肝
心
候
、
具
雖
可

申
候
、
連
右
日
限
陳
易
之
事
候
間
無
別
条
候
、
万
吉
、
恐
々

璽――〇
そ
＾
正
八
年
）

九
月
十
日

母
閤
邑

湯

豊

函
屎
一
元
さ

塩

豊

進

之

候

（
小
川
―
X
政）

小

右

兵

0

古
川
》元

春
御
判

蔵
田
元
貞
書
状
写

閥
閲
緑
五
十

U

涵
田
）元

貞
判

小
川
右
衛
門
兵
衛

『
萩
離
爛
閲
録
』
第
二
巻

少
も
／
＼
不
可
有
御
短
心
候
／
＼
、
御
待
付
肝
要
候
ー

＼
 

今
日
益
形
罷
帰
候
、
某
許
儀
御
堅
固
段
、
更
以
無
申
計
候

（

小

早

川

）

～

吉

川

）

一
隆
景
様
頓
可
有
御
打
出
候
処
、
元
春
様
高
田
御
打
越
被
聞

召
合
付
而
、
成
羽
御
逗
留
候
、
然
者
元
春
様
十
八
日
二
し

か
と
山
内
江
御
陳
替
候
而
‘
十
九
旦
高
田
可
有
御
着
由
被

仰
越
候
、
少
も
／
＼
日
限
不
可
有
相
違
候
、
勿
論
隆
景
様

御
同
前
可
有
御
着
候

l
¥、
可
御
心
安
候

l
¥

（騎

g

函
正
元
慧

一
備
中
庄

・
多
治
部
、
楢
弾
頓
愛
許
可
罷
出
由
被
仰
渡
、

高
田
着
候
、
此
表
江
之
儀
楢
弾
被
申
分
在
之
付
而
延
引

（
は
包

候
、
乍
去
貞
俊
昨
日
高
田
御
着
候
条
堅
可
被
仰
渡
候
、

一
両
日
中
可
有
上
着
候
／
＼
、
申
談
何
と
そ
可
及
行
候
ー

＼
、
乍
去
沖
悉
此
表
御
上
着
之
儀
候
之
条
、
あ
ふ
な
き
事

ハ
大
事
存
候

l
¥

一
籾
も
／
＼
可
被
開
御
運
候
条
、
目
出
度
侯
／
＼
、
随
ハ
品
胆

下
相
催
候
、
廿
日
内
嵩
田
御
着
た
る
へ
く
候
、
御
着
侯
ハ

ヽ

可
申
入
候
、
恐
々
謹
言

（
天
正
八
年
）

九
月
十
五
日

吉
川
元
春
、
九
月
十
九
日
に
高
田
着
陣
と
い
う

上
書

表
に
矢
野
孫
六
殿

同
九
郎
三
郎
殿

裏
に
（
墨
引
）

駿
河

元
春
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小
Jil右
衛
門
兵
衛

『
萩
藩
閥
固
録
』
第
二
巻

猶
々
於
千
今
者
は
や
悉
被
打
立
候
儀
候
間
、
外
儀
内
儀
之
申

分
茂
無
之
候
、
堅
固
―
―
行
可
被
待
届
事
肝
要
候
、
さ
て

l
¥

会
度
之
被
抱
様
、
無
比
類
申
岱
味
候
、
於
此
上
行
肝
要
迄
候
、

従
高
田
追
々
可
申
談
候
、
恐
々
謹
言

癸
正
八
を

八
月
廿
四
日

怠
限

f
g

湯

豊

示
111元
政
｝

小
右
ま
い
る藩

中
諸
家
古
文
屯
伍
宅
七
止

『
久
世
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

祝
山
衆
於
党
悟
者
、
更
無
残
所
迄
候
、
然
間
、
兵
検
之
儀
比

小
早
Jll隆
景
書
状
写

小
早
川
隆
景
書
状
写

小
早
川
隆
景
書
状
写

屑
五
卜

閥

五
卜

（小
"lll)

隆
景
御
判

小
川
右
衛
門
兵
紺

『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
二
巻

妥
許
出
張
延
引
―
―
付
而
‘
児
玉
善
右
衛
門
方
被
差
出
候
、
誠

（
祝
山
城
）

至
千
今
当
城
堅
固
被
相
抱
之
段
更
無
比
類
迄
候
、
例
明
後

？
て
利
）

且
輝
元
出
張
候
、
其
外
追
々
二
高
田
可
令
着
陳
侯
条
、
於
干

6aJll) 

今
者
事
多
不
及
申
候
、
万
々
彼
方
・可
申
談
候
、
殊
元
春
伯
州

隙
明
、
其
口
被
打
廻
候
条
、
打
ま
る
ミ
可
及
行
侯
間
、
勝
利

兌
£
-

眼
前
候
、
猶
児
善
口
上
―
―
申
侯
条
、
不
能
―
二
候
、
恐
々

謹
言

天
正
八
を

八
月
廿
四
日

品
説
F
“
)

湯

豊

6

塩
駄
元
只
｝

塩

豊

G.Jll
＿元政）右

一

{
4
早
川
）

隆
景
御
判

天
正
八
年
）

九
月
二
日

(r"ffl
沢
四
郎
）

吉
源

6
m脇
在
力
）

森
飛
御
番
所

？^
正
11年｝

九
月
二
日

松
源

{li脇
む
方
一

森
飛

p"田
杵
四
郎
）

吉
源
御
番
所

～
小
阜
Ijl)

左
衛
門
佐
公

隆
景
公
御
判

[

]
少
成
共
属
可
口
籠

□

従
至
高
田

・
升
形

□

所
之
置
兵

根
[

]
弐
百
三
百
之
間
是
非
可
被
差
籠
候
、
熊
而
於
商
田
過

分
二
相
調
儀
候
条
、
少
口
妾
御
手
前
相
違
之
儀
有
間
敷
候
、

御
｛
見
悟
た
て
二
て
此
条
被
召
左
候
ハ
ヽ
／
＼
に
て
候
、
不

可
有
曲
候
、
随
分
／
＼
御
分
別
候
て
、
御
短
束
専

一
候
、
恐
々

謹
言

小
早
川
隆
景
書
状
写

滞
中
諸
家
古
文
料
嘉
卜
荘

『久
llt町
史
』
資
料
編
第
一
巻

就
祝
山
之
儀
、
至
高
田
被
仰
越
候
通
、
追
々
到
来
悔
令
承
知

品
n
吐
懇

候
、
福
三
井
番
衆
中
重
畳
無
比
類
覚
悟
之
段
、
更
不
能
言
悟

（
轟
）

候
、
去
廿
八
日
輝
元
途
中
出
張
候
間
、
弥
路
次
等
無
滞
着
陣

一
古
川
）

之
儀
追
々
申
下
候
間
、
熊
以
不
可
有
緩
侯
、
吾
等
事
元
春
申

合

候

間

同

註

噌
[

]

着

陣

候

間

乳

叶
[
其
内
為

可
□

□

口
五
日
貞
俊
打
立
候
、
松
源
其
外
彼
方
在
陣
衆
中
、

至
其
許
片
時
B
口
被
罷
出
、
労
被
申
談
可
有
短
束
之
由
、
昨

日
重
畳
申
遣
候
、
何
と
様
二
茂
行
之
待
付
候
様
、
弥
御
才
覚
、

併
其
国
弓
矢
之
可
為
太
利
迄
候
、
恐
々
謹
言

（
小
早
川
）

左
衛
公

隆
景
公
御
判

閥

百
十
五
之
二
湯
原
文
左
衛
門

『
萩
湘
閥
閲
録
』
第
二
巻

又

一
入
之
一
種
到
来
候
、
則
賞
翫
候
、
猶
桂
左
可
申
候

C
gも

g

対
左
馬
助
被
申
越
侯
趣
承
知
候
、
初
祝
山
之
儀
幾
度
申
侯
而

茂
、
今
度
堅
固
之
段
太
慶
迄
候
、
其
以
後
打
続
之
、
昨
夕
茂

我
等
籠
置
候
鉄
抱
放
為
使
罷
越
候
、
殊
外
手
堅
趣
之
由
侯
、

示
臥
Ill-

左
候
面
加
勢
井
兵
検
之
儀
急
度
可
差
能
之
催
半
候
、
隆
景
事

(＂2
原
〉

頓
高
田
着
之
由
候
、
貞
俊
ハ

ー
昨
日
五
高
田
江
被
罷
越
た
る

-
t
M輝
一
匹

由
候
、
勿
論
御
本
陣
之
儀
乃
不
日
彼
表
被
成
御
着
之
由
候
、

従
此
口
枚
令
加
勢
候
条
、
彼
城
衆
弥
本
意
迄
候
、
猶
重
々
可

申
候
、
恐
々
謹
言

吉
J
元
春
書
状
写

0“JII) 
駿
河
守

小
川
右
衛
門
兵
衛

『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
二
巻

去
二
日
之
御
状
、
昨
日
五
日
到
来
令
披
見
候
、
何
ヶ
度
申
侯

而
も
某
許
芳
御
覚
悟
之
段
無
比
類
候
、
先
書
二
如
申
、
備
中

面
幻
―
冗
兼
〉

内
郡
之
衆
中
悉
到
舛
形
、
楢
弾
相
添
差
出
候
、
於
趣
者
可

申
談
候
、
吾
等
事
熊
且
高
田
可
令
着
陳
候
条
、
其
内
之
御
党

悟
肝
心
候
、
連
も
各
打
立
候
儀
候
間

・
其
内
不
慮
候
て
ハ
不

（
編
田

k
g

可
有
曲
侯
、
委
細
従
蔵
与
所
可
申
候
、
恐
々
謹
言

（

天

正

八

を

示

江

川

」

九

月

六

日

隆

景

御

判

(
}
ば
田
盛

g
ま
い
る

福
―
二

G

小
J
l
I
元
政
）
｛
古
〉

小

与

門

兵

函
採
元

g

塩

豊

F
ぼ
屯
に
痢

湯

豊

小
早
川
隆
景
書
状
写

閥
槻
踪
五
十
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癸
正
八
年
）

五
月
廿
八
日

頓
差
下
候
、
小
田
草
之
城
取
付
隙
明
候
者
、
至
富
田
打
廻

候
て
、
羽
衣
石
へ
の
行
之
儀
、
重
畳
談
合
申
、
一
行
可
申

付
候
、
其
段
者
追
々
可
申
下
候
間
、
不
能
申
候

兌

炉
室
熊
谷
氏

i
-

一
内
吝
養
性
之
儀
付
mi、
一
段
日
夜
辛
労
に
て
伽
候
之
由
、

-
g川）

乍
勿
論
於
我
等
祝
着
無
申
計
候
、
元
長

・
元
棟
被
仰
談
、

一
日
も
早
々
被
取
直
快
気
候
様
、
御
短
息
干
要
候
、
お
こ

り
ハ
お
ち
申
候
の
よ
し
侯
へ
共
、
春
以
来
之
気
相
む
さ
／

＼
の
上
も
、
か
様
―
―
被
相
煩
事
、
何
共
無
心
許
さ
、
申
疎

候
、
於
御
養
性
者
不
可
有
緩
候
へ
共
、
猶
以
可
被
付
御
心

候
事
、
頼
入
候
／
＼
、
元
長

・
元
棟
へ
も
以
書
状
可
申
侯

ヘ
共
、
態
竺
人
可
差
下
候
間
、
此
之
由
を
被
相
心
得
候

て
可
給
候

l
¥、
恐
々
謹
言

。
＾
正
八
年
）

五
月
十
日

（
嬬
裏

5
F
t
ウ
ハ
翌

「
（
墨
引
）

経
言
ま
い
る

申
給
ヘ

閥
閲
録
百
十
五
之
一

湯
原
文
左
衛
門

『
萩
藩
閥
暑
第
三
巻

（
む
川

雙
F
申
候
、
元
春
陣
替
以
来
其
境
同
篇
候
哉
承
度
侯
、
毎
事

全
・
＂
多
氏）

堅
固
御
才
覚
干
要
一
一
候
、
岡
山
衆
東
郡
蔵
敷
口
打
出
之
由
侯

間
、
為
押
諸
替
固
今
日
乗
浮
候
之
条
、
甲
斐
敷
人
数
難
打
出

候
、
定
匝
畢
々
敷
申
響
、
所
々
可
及
武
略
候
、
被
得
其
心
、

何
篇
手
堅
御
覚
悟
専
一
候
、
高
田
口
急
度
一
塾
祓
指
出
候
、

於
時
儀
者
可
被
仰
談
候
、
猶
追
々
可
申
承
候
、
恐
々
謹
言

小
早
JII隆

景
御
判

小
早
川
隆
景
書
状
写

G
B
g
-元

春

（花
押
）

駿
河

元
春

閥

百
十
五
之
一

湯
原
文
左
衛
門

『
萩
藩
閥
鳳
』
第
三
巻

（
字
訂
名
氏）

今
度
因
州
表
為
手
合
備
前
之
者
共
其
境
与
風
打
越
、
ニ
ケ

所
之
不
慮
不
及
是
非
候
、
灘
手
切
之
相
動
、
於
干
今
者
為
始

予
＃
多
ー

直
家
多
分
打
入
候
条
、
不
可
有
珍
儀
候
、
両
度
雖
申
候
、

通
路
不
輯
候
哉
、
曾
無
御
左
右
候
条
、
無
心
元
候
、
至
高
田

先
一
勢
被
差
出
候
、
此
節
各
被
指
堅
、
無
異
儀
被
相
拘
様
『

御
短
束
肝
心
候
、
臆
而
可
罷
出
候
条
、
勝
利
眼
前
候
、
幾
度

申
候
而
茂
日
夜
之
軍
労
更
無
申
計
候
、
猶
追
々
可
申
候
、
恐
々

璽―
-n

癸
正
八
年
｝

六
月
九
日

名
糾
｝

湯
原
右
京
進
殿
ま
い
る

小
川
右
衛
門
兵
衛

『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
二
巻

予
喜
多
氏
）

今
度
因
州
表
為
手
合
、
備
前
之
者
共
其
境
与
風
打
越
、
ニ
ヶ

所
之
不
慮
不
及
是
非
候
、
灘
手
切
被
相
動
、
於
干
今
者
為

始
直
家
、
多
ハ
五
m
入
候
之
条
不
可
有
珍
儀
候
、
両
度
雖
申

候
、
通
路
不
輛
候
哉
、
曾
無
御
左
右
候
条
、
無
心
元
候
、
至

高
田
先
一
勢
被
差
出
候
、
此
節
各
被
指
堅
、
無
異
儀
被
相
抱

候
様
一
一
御
短
束
肝
心
候
、
熊
而
可
取
出
之
条
、
勝
利
眼
前
候
、

幾
度
申
候
而
茂
日
夜
之
軍
労
無
申
尽
侯
、
猶
追
々
可
申
述
候
、

恐
々
謹
言

。

＾

正

八

を

示

爪

包

六

月

九

日

隆

景

御

判

尻
敗
）

小
河
右
衛
門
兵
衛
肘
殿
進
之
候

小
早
川
隆
景
書
状
写

小
早
川
隆
景
書
状
写

閥
閲
録
五
十

令
堡

湯
原
右
京
進
殿

｛
小
阜

111)

隆
景
御
判

閥
閲
録
百
十
五
之
二

褐
原
文
左
衛
門

『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
二巻

李
＃
多
き

豊
製
其
表
江
就
打
出
二
、
追
々
御
注
進
到
来
披
見
候
、
先

書
―
―
如
申
、
諸
誓
固
之
儀
浦
辺
差
廻
及
行
候
、
妥
許
之
儀
悉

（也

打
立
候
間
熊
亜
高
田
可
上
着
候
、
何
ヶ
度
候
而
茂
無
不
慮

g認
Ul元

g

様
、
妾
御
才
覚
肝
要
候
委
細
蔵
与
申
含
、
舛
形
差
上
候

間
、
可
有
演
説
候
、
吉
事
追
々
可
申
候
、
恐
々
謹
言

（

天

正

八

年

）

（

小

早

JJI)

八

月

廿

日

隆

景

御

判

（
ふ
肛
在
堕

湯

豊

（ギ巴
寺

備

小
早
川
隆
景
書
状
写

小
早
川
隆
景
、
ま
も
な
く
の
高
田
着
陣
を
報
じ
る

毛
利
輝
元
書
状
写

股
閲
録
巻
百
|
五
之
四
湯
原
文
左
衛
門

『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
三
巻

先
度
者
乍
御
返
事
、
其
表
之
様
鉢
具
申
下
得
其
意
候
、
先
以

当
分
堅
匝
之
由
候
間
肝
要
候
、
兵
粗
之
儀
以
銀
子
差
籠
候
、

k

口
羽
作
良
）

則
此
者
遣
之
候
、
趣
可
申
候
、
至
高
田
者
頓
口
中
指
出
候
、

g
,JIII) 

妥
元
之
僑
茂
隆
景
被
被
越
候
間
令
相
談
、
其
口
心
付
之
儀
不

可
有
油
断
候
、
城
内
彼
是
之
様
肱
具
可
申
越
候
、
不
及
申
候

ヘ
共
、
此
時
之
気
遣
千
万
／
＼
肝
心
候
、
通
路
不
輛
候
条
節
々

不
申
遣
候
、
例
銀
子
三
枚
進
之
候
、
音
信
計
候
、
猶
重
々
可

申
候
、
恐
々
謹
言

全
＾
正
八
年
｝

六
月
十
五
日

0
>
堕

湯
原
豊
前
守
殿

-毛
利）輝

元
御
判
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E
・阜
111)

3

1

1

1

)

伯
者
騒
動
シ
ケ
ル
間
備
中
ロ
ハ
隆
景
様
、
伯
州
ロ
ハ
元
春
様
、

-
t利
耀
―
k
)

美
作
ロ
ハ
直
二
被
成
御
発
向
ケ
ル
、
作
州
高
田
ノ
付
城
ト
シ

テ
、
備
前
ヨ
リ
宮
山

・
篠
葺
・
寺
畑

・
岩
屋
卜
云
山
ヲ
向
城

ニ
シ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
一
々
二
衷
崩
シ
、敵
共
数
人
打
取
ケ
ル
、

（
マ
＞
）

吾
等
モ
野
口
先
一
兵
衛
卜
云
者
ヲ
打
取
タ
リ
ケ
ル

安
西
軍
策

咎
第
五

芙
作
国
所
々
ノ
城
没
洛
事

『
改
定
史
藉
集
箕
』
第
七
冊
辿
記
類

る
湛

rn}

天
正
七
年
、
宇
喜
田
直
家
、
信
長
ニ
―
味
セ
シ
カ
ハ
、
渠
カ

そ
＾
正
八
年
）

一毛
利

5
前
）

領
国
ヲ
攻
取
ン
ト
、
二
月
初
旬
輝
元
・
元
春

・
元
長

・
広
家

・
隆
景
其
勢
―
-
＿万
余
騎
作
州
へ
発
向
シ
、
宇
喜
田
力
所
々
二

勢
ヲ
入
置
城
々
ヲ
取
囲
マ
ル
、
同
九
日
大
寺
畑

・
小
寺
畑
ヘ

仕
寄
ヲ
付
攻
近
付
ケ
レ
ハ
、
敵
不
叶
ト
ヤ
思
ケ
ン
小
寺
畑
脱

レ
田
畝
呼
人
二
出
ル
、
廿
六
日
大
寺
畑
ヲ
ハ
仕
寄
ヲ
付
テ
攻
ケ

レ
ハ
、
此
由
ヲ
聞
テ
砥
石
山
ノ
城
ハ
不
レ
攻
明
退
ヲ
、
吉
川

勢
早
懸
付
数
十
人
酎
取
ケ
リ
カ
ヽ
リ
シ
処
二
、
大
寺
畑
ノ
城

-`
広陀）

中
二
反
逆
人
出
来
、
高
田
ノ
城
二
居
ケ
ル
楢
崎
弾
正
二
相
図

ヲ
シ
テ
城
中
ノ
固
屋
二
火
ヲ
懸
レ
ハ
、
楢
崎
一
番
二
懸
付
切

岸
へ
著
、
是
ヲ
見
テ
吉
川
勢
モ
急
切
岸
マ
テ
寄
タ
リ
、
城
中

ノ
兵
ト
モ
梱
射
立
防
ケ
ル
カ
、
皆
落
ン
ト
ヤ
思
ケ
ン
門
外
へ

出
タ
ル
ヲ
、
宇
喜
田
力
加
勢
富
山
半
右
衛
門
制
留
ケ
レ
ハ
、

城
中
ヘ
―
―
-
＋
人
計
入
ケ
ル
者
跡
ヲ
顧
招
ケ
ル
、
吉
川
衆
味
方

人
カ
ト
思
弥
攻
寄
レ
ハ
、
城
兵
是
ヲ
見
テ
矢
先
ヲ
揃
散
々
二

射
味
方
モ
手
負
多
カ
リ
ケ
レ
ハ
、
当
城
ヲ
攻
落
コ
ト
ナ
リ

カ
タ
ク
先
引
退
其
後
仕
寄
ヲ
間
近
付
ケ
レ
ハ
江
原
兵
庫
助

城
ヲ
明
テ
篠
吹
へ
落
ケ
ル
ヤ
（
下
略
）

窟
訂
作
コ
伽
誌
』

―ご

陣

山

在

二
久
世
原
方
村
、
伝
言
、
寺
畑
之
戦
敵
屯
レ
此、

防
条
陣
山
一、
高
田
村
界
杉
河
原
至
i

生
健
神
社
一、
長
十

六
町
、
安
世
比
蝶
為
本
陣

武
家
間
伝
汀
心
巻
第
七

『久
lIt町
史
』
臼
料
編
第
}
笠

当
寺
御
富
貴
之
由
申
候
得
共
、
備
前
衆
永
々
御
在
陳
二
付
、

悉
及
大
破
候
段
、
中
々
不
及
是
非
次
第
侯
、
当
寺
無
事
之
姿

五
年
拾
年
者
成
ま
し
く
候
、
芸
州
衆
近
日
至
院
庄
表
陳
替
之

旨
、
其
沙
汰
候
、
左
様
二
候
者
及
一
戦
実
否
可
仕
覚
悟
候
、

愈
々
能
敵
と
渡
相
太
刀
打
を
仕
分
捕
申
度
事
無
申
限
候
、

日
々
の
送
り
無
油
断
候
、
若
又
此
本
堂
誰
人
か
御
陳
所
可
被

仰
候
共
、
御
本
堂
の
御
心
持
可
然
御
狼
籍
共
ハ
御
無
用
―
―
て

候
、
ケ
様
二
書
を
く
も
の
ハ
五
畿
内
近
所
之
者
候

抑
此
弓
箭
之
成
行
、
芸
州
当
国
至
高
田
表
被
成
御
打
出
、
寺

畑
籠
城
二
罷
成
依
難
儀
御
現
形
候
へ
共
、
難
相
続
候
之
処
、

?

i

)

{

n
さ

云

心

”
下
ヵ｝

出
喰
原
又
四
郎
殿
・真
木
菅
兵
衛
殿
御
退
候
、
急
度
上
虫
喰

国
候
ハ
ヽ
高
田
表
ー
一
押
寄
芸
州
衆
悉
討
捕
高
名
可
仕
候
、
於

｛弼
9
)

（
↓
『
マ
）

先
陳
者
宮
山
小
瀬
修
理
衝

・
市
三
郎
兵
衛

・新
身
平
内
丞
被

a
g
 

差
籠
候
、
岩
屋
之
儀
長
船
又
左
衛
門
殿
堅
固
―
―被
相
践
候
、

そ
"
)

（

↑

＂

き

於
後
陳
者
岡
平
肉
殿

・
富
川
平
右
衛
門
殿
御
在
陳
候
、
作
州

0”
占～

表
之
儀
者
可
御
心
安
候
、
近
日
二
羽
柴
筑
前
守
御
出
勢
候
、

各
至
備
中

・
備
後
御
在
陳
之
御
用
意
可
然
存
候
、
左
様
二
候

へ
ハ
於
石
州
金
山

一
所
可
被
仰
付
由
肉
存
二
て
候
、
い
か
に

{
9
)
 

も
l
＼
こ
く
ち
御
た
し
な
ミ
専
要
―
―
て
候
、
虎
ロ
―
―
て
ハ
分

慈
恩
寺
内
陣
書
付

作
陽
誌

大
庭
郡
山
川
部
久
肌
保
陣
山

フ
房
顕
覚
書

吉
川
家
文
甚

第
四
士
二
条

限
ハ
少
身
之
者
も
同
前
に
て
侯
、
乍
恐
可
仕
覚
悟
無
極
候
お

か
し
く
候
／
＼

天
正
八
年
三
月
下
旬

播
州
之
住
、
十
日
之
番
手
＿
一
当
寺
＿
一
在
陳
候
、
岩
屋
南
口
へ

之
送
番
―
―
候

当
寺
一
段
見
事
二
て
承
及
虫
喰
松
見
物
仕
は
や
l
＼
あ
き

申
候
、
十
日
之
虫
喰
留
仕
候
得
ハ
可
致
帰
陳
候

『広
島
県
史
』
古
代
中
憔
資
科
編
Ul

R
n
家
-

一
浮
田
依
二
心
、
備
前
・美
作
至
被
取
懸
、
度
々
合
戦
是
在
、

扇

)

-

g

大
寺
畑
又
小
寺
畑
切
ク
ッ
ス
、
敵
味
方
手
ヲ
イ
死
人
数
人

在
、
宮
山
事
可
被
切
落
相
定
ル
、
然
所
二
上
勢
五
六
千
至

（
明
ロ
一

上
月
下
向
ス
、
美
作
口
ヘ
モ
ア
ケ
チ
手
ノ
衆
下
向
風
聞
ス
、

然
者
作
励
高
田
ヲ
帰
陣
在
、
備
中
水
田
卜
云
所
陣
取
タ
マ

吉
川
元
春
書
状

『犬
日
本
古
文
害
』
家
わ
け
第
九
古
川
家
文
苦
之
ご

返
々
、
此
間
中
追
々
申
下
候
へ
共
、
一
度
も
返
事
無
到

来
候
間
何
共
不
審
心
も
と
な
く
存
候
之
処
、
初
度
―
―

差
下
候
弥
左
衛
門
尉
昨
晩
上
着
、
某
元
御
実
左
右
承
候

ril、
目
出
候
、
能
々
御
養
性
干
要
候

l
¥

今
度
我
等
賀
茂
罷
出
候
付
而
‘
人
数
余
短
息
之
故
、
自
御

方
十
人
程
先
走
之
者
被
仰
付
被
差
上
候
者
可
為
祝
着
之
由

申
候
処
、
則
被
仰
付
、
御
出
誠
御
造
作
之
至
候
、
高
田
打

帰
候
之
間
先
帰
申
候
、
重
而
御
打
出
之
可
被
召
連
候
条
、
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。
＾
正
七
年
～

九
月
八
日

（
吉
川
-元

春
御
返
報

往
不
及
御
届
如
此
候
段
、
更
以
不
能
分
別
儀
迄
候
、
先
人

鳳
之
儀
を
被
仰
遣
候
て
、
弥
彼
表
之
趣
被
聞
召
切
可
被

仰
越
候
通
尤
―
―
存
候
、
何
篇
御
思
惟
肝
要
候
、
鹿
野

・
鬼

冠

登

ヵ

）

（

仰

ヵ

｝

城
之
儀
も
ロ
ロ

□

差
籠
堅
固
被

□

付
候
由
、
可
然
候
、
因

州
之
儀
者
至
今
日
不
相
替
趣
候
由
、
是
又
専
要
候

一
備
前
表
之
儀
境
目
―
ニ
ヶ
所
要
害
取
付
之
由
候
、
月
田

之
儀
申
付
候
由
候
哉
、
自
高
田
も
其
分
―
―
申
越
候
、
宮
山

（江）

之
儀
を
も
諸
牢
人
取
付
候
由
候
条
、
左
候
ヘ
ハ
嵩
田
口
之

（
笹
ヵ
-
窃
;
”
)

通
路
相
□

□

口
然
間
、
従
是
元
彼
伝
之
一
城
可
被
仰
付
候

gぷ
m)

由
、
尤
肝
心
候
、
盛
重
之
罷
出
可
取
付
候
由
被
申
候
哉
、

塞
短
束
之
段
不
浅
侯
、
自
此
方
も
彼
伝
之

一
城
可
取
誘
と

石
羽
通
良
）

の
儀
候
、
下
野
守
国
吉
表
罷
居
候
て
、
右
之
一
城
之
短
束

（共ヵ）一

仕
半
候
、
追
々
自

□

元
も
人
数
等
遣
之
、
於
様
紘
者
重
畳

被
仰
越
可
申
入
候
、
猶
期
万
吉
候
、
恐
々
謹
言

一
毛
利
）右

馬
頭輝

元
御
判

天
正
八
年
(
-
五
八
0
)

吉
川
元
春
、

一
両
日
中
に
高
田
表
へ
陣
替
と
報
じ
る

吉
川
元
春
書
状
写

閥
閲
録
百
十
五
之
三

褐
原
文
左
衛
門

『
萩
藩
牒
閲
録
』
第
三
巻

去
五
日
之
御
状
到
来
披
見
候
、
例
某
許
無
相
替
儀
之
由
、
尤

品
山
硲
）

肝
要
候
、
当
城
傑
乍
勿
論
堅
固
段
、
一
入
太
慶
候
、
弥
無
御

（
溢
田
必
毬

油
断
福
三
被
仰
談
、
無
異
儀
様
御
才
覚
専
一
迄
候
、
此
表

四
畝

一
着
儀
者
先
状
申
候
、

一
両
日
中
高
田
表
令
陳
易
、
寺

吉
川
元
春
、
近
日
中
に
高
田
陣
替
と
報
じ
る

文
正
八
年

i-

正
月
九
日

6

場
税
子
紺
）

湯
右
ま
い
る

畑
•
宮
山
儀
則
時
可
肘
果
候

、

御
吉
左
右
熊
而
可
申
入
候
、

弥
無
緩
作
州
表
可
及
行
条
、
其
城
本
意
不
可
有
程
候
、
吉
事

追
々
可
申
入
候
、
恐
々
謹
言

全
＾
正
八
年
）

正
月
九
日

｛
凸
脱
が
綱
）

湯
右
ま
い
る

蔵
田
元
貞
書
状
写
閥
閲
録
百
十
五
之
一
湯
卯
文
左
衛
門

『
萩
藩
閥
開
録
』
第
三
巻

（
逼
田
）

此
表
四
畝
一
着
之
儀
者
、
頓
盛
雅
申
入
侯
条
、
可
被
仰
入
候
、

一
両
日
中
高
田
表
被
成
御
陳
替
、
寺
畑
•
宮
山
儀
可
被
討
果

儀
定
侯
、
初
御
申
儀
随
分
申
侯
而
相
調
進
之
候
、
於
伯
州
ニ

荏
"i-

百
五
十
石
被
遣
候
、
在
所
坪
着
儀
者
、
彼
表
落
着
之
上
二
祁

可
被
進
之
由
候
、
可
御
心
安
候
、
弥
又
重
而
可
被
仰
越
候
、

披
露
可
申
候
、
御
使
如
御
存
知
涯
分
入
魂
申
候
、
御
吉
事
重

畳
可
申
入
候
、
恐
々
謹
言

Q

役
エ
カ
）

「
蔵
田
与
二
右
衛
門
事
也
」

元
貞
判

吉
川
元
春
書
状

閥
閲
録
百
児
玉
惣
共
衛

『
萩
藩
閥
閲
録
-
第
二巻

（
児
王
就
方
）

呉
々
児
周
至
笠
岡
上
着
候
て
、
気
遣
之
段
可
有
御
推

量
候
、
綿
貫
宗
右
衛
門
尉
差
遣
申
談
突

一
筆
令
申
候
、
其
表
長
々
御
在
番
申
伐
疎
候
、
殊
諸
警
固
井

尼
崎
番
衆
中
悉
被
罷
下
候
処
二
、
御
方
之
儀
岩
屋
堅
固
―
―
依

（
苫
川
）元

春
御
判

霜
』
第
六
卜
九
号

（
正
家
）

廿
三
ノ
歳
ハ
、
例
ノ
宇
喜
田
め
亦
敵
二
成
、
備
中

・
作
州

・

身
自
鏡 天

正
八
年
）

二
月
四
日

只
涼

i

今
田
上
野
介
殿
進
之
候

吉
川
元
春
書
状
写

吉
川
家
中
井
寺
社
文
掛
十

『
久
祉
町
史
』
資
料
編
第

i

巻

急
度
申
入
候
、
昨
日
妥
元
至
高
田
陣
替
候
、
然
者
兵
粗
朋
如

之
儀
候
、
就
其
用
段
之
儀
申
候
て
、
此
者
進
之
侯
、
万
両
人

申
聞
候
、
委
細
可
申
入
候
、
猶
任
口
上
候
、
恐
々
謹
言

（吉
川
）駿

河
元
春
御
判

吉
川
元
春
、
二
月―

l

＿日
に
高
田
へ
陣
替
し
た
と
報
じ
る

癸
正
八
任

正
月
十
七
日U

笠
英

児
王
内
蔵
大
夫
殿
進
之
候

HaIll) 
駿
河

元
春
御
判

在
番
、
大
坂
・
尼
崎

・
花
熊
之
儀
、
無
違
儀
大
坂
衆
被
相
抱

之
由
、
其
方
当
城
被
踏
堪
候
故
侯
、
誠
忠
儀
之
至
候
、
無
比

全
牛
湛
）

類
候
、
弥
堅
固
其
表
御
短
束
肝
要
候
、
為
始
冷
泉
院
方
、
各

被
差
上
之
由
候
条
、
御
易
候
て
可
有
下
向
哉
と
可
然
候
、
此

表
之
儀
四
畝
之
事
者
頓
落
去
候
て
、
至
備
前
内
賀
茂
御
陣
易

q

泥｝

候
而
、
伊
賀
城
廻
・
作
州
苅
田
悉
酎
果
放
火
候
‘
―
ニ
ケ

｛
叛
山

．
tu森
被
）

所
要
害
被
申
付
、
近
日
至
高
田
陣
易
候
而
‘
寺
畑
と
申
敵
城
、

芦
5

)

可
被
及
御
行
之
由
候
、
吉
さ
右
追
々
可
申
述
候
、
差
急
候
間

令
省
略
候
、
恐
々
謹
言
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『
久
世
町
史
』
毀
杜
珈
第
一
巻

鈴
木
名
字
一
類
中
井
庄
官
衆
、
此
方
有
一
味
、
松
山

・
高
田

｛
圭
喜
多
直
家
書
状
写

九
右
衛
門
所
持

天
正
七
年
(
-
五
七
九
）

鈴
木
氏
が
｛
士
号
多
方
に
属
し
、
高
田
•
松
山
間
を
封
鎖
す
る

美
作
困
諸
家
成
荻
記
真
島
郡
関
村
鈴
木

交
正
人
年
力
）

正
月
十
八
日

容
＂
丑
芭

今
上

進
之
候

吉
川
元
春
書
状
写

吉
川
家
中
片
寺
社
文
ぃ
い
十

『
久
世
町
史
]
資
料
編
第

i

巻

追
申
候
、
御
折
紙
披
見
候
、
上
口
無
異
儀
趣
、
自
高
田
股
被

申
越
候
、
可
然
候
、
三
星
之
儀
堅
固
之
通
信
瀬
源
二
郎
申
候

て
肝
要
候
此
表
出
張
之
儀
、
来
廿
六
日
必
定
候
、
弥
儀
定

之
趣
自
是
重
畳
可
令
申
候
、
年
内
承
候
趣
｀
是
又
承
知
候
、

妥
許
各
出
張
之
事
候
条
諸
口
同
断
之
儀
、
不
可
有
油
断
候
、

喜
事
も
廿
六
日
可
打
出
候
者
、
五
日
吉
田
へ
出
候
て
子
今

で

3

逗
留
候
、

一
両
日
中
帰
城
候
す
る
条
、
自
新
庄
追
々
可
申
遣
侯

間
先
以
不
能
巨
細
候
、
恐
々
謹
言

0

吉
III-駿

河
元
春
御
判

u,111在
邑

上
野
介
殿
御
返
事

上
書
（
墨
引
）

上
野
介
殿
御
返
事

つ
入
正
石
竺

士

一月
士
二
日

駿
河

治
部 ～

石
川
｝元

春
御
判

=EIll) 元
長
御
判

之
間
通
道
可
被
指
切
之
由
、
然
者
水
田
七
百
貫
之
事
一
円
可

相
計
候
、
此
由
可
被
相
達
候
、
恐
々
謹
―
―
―
Ill

（
天
正
Ic
年

力

）

全

・

“

芝

九

月

五

日

直

家

-a
g
 

花
房
助
兵
衛
殿

市
三
郎
兵
衛
殿

吉
川
元
春
と
小
早
川
隆
景
、
高
田
表
の
儀
に
つ
き
連
絡
左
受

け
る

小
早
川
家
文
害

『
大
日
木
古
文
杵
』
家
わ
け
第
十一

云沿
項

IJinゥ
ハ
を

「

（

墨

引

）

駿

河

守

示
早
Jll)

隆

最

ま

、

る

御

返

報

元

春

」

r
烈

｝

冠

戒

個
々
、
蔵
田
事、

羽
衣
石
•

山
田
事
を
妥
元
二
て
被
聞

登

-g唸
箭
）

候
て
被
申
候
、
自
此
方
も
一
人
、
自
尾
高
も

一
人
相
副

差
上
申
候
、
誠
無
比
類
、
能
被
上
候
と
申
事
候

屈

g

高
田
表
之
儀
付
而

一
々
被
仰
越
侯
処
従
安
国
寺
内
状
被

差
下
候
哉
、
其
趣
具
承
知
申
候
、
其
御
事
候
、
妥
許
に
も

{IIJIllajfl) 

其
取
沙
汰
迄
候
、
羽
衣
石
儀
先
日
如
申
候
、
山
出
可
酎
果

行
侯
処
、
彼
仁
堅
固
之
以
党
悟
切
抜
至
鹿
野
罷
退
候
、

此
儀
肝
要
候

一
対
此
方
無
別
儀
由
、
血
判
之
以
神
文
、
広
瀬
若
狭
守
与
申

者
差
越
、
重
畳
申
分
候
、
雖
然
、
彼
申
様
更
不
及
ハ
品
加
候
、

内
証
ハ
相
澄
候
面
、
申
組
候
衆
中
調
相
待
候
敗
、
又
ハ
手

（

搾

）

前
之
覚
悟
為
可
仕
候
哉
、
此
方
を
あ
や
つ
り
候
と
聞
候
、

此
方
に
も
山
内

一
城
為
可
申
付
候
間
、
先
以
東
之
儀
を
請

rエ
絃
）

引
候
て
彼
使
指
返
候
、
南
条
人
質
歴
々
之
者
芸
州
に
も
罷

吉
川
元
春
書
状

（折紙）

御
返
報

居
候
、
彼
者
共
捨
置
候
て
、
如
此
儀
不
及
是
非
候

一
御
人
数
上
へ
悉
被
差
上
、
某
元
御
小
者

一
人
之
仕
合
――て

；
 

（
と
利
輝
元）

御
気
遣
之
由
、
察
申
候
、
従
吉
田
1̀
‘

干
今
者
、
御
調
可

為
御
出
張
侯
、
追
々
御
催
促
肝
要
候
、
吉
田
御
出
張
御
延

被

引
故
、
惣
／
＼
の
衆
も
不
罷
出
候
、
御
油
断
之
儀
候
l
¥
`

一
彼
両
所
之
事
、
被
仰
越
候
様
―
―
可
為
必
定
と
存
侯
、
自
某

(E) 

許
能
々
輝
元
へ
御
申
肝
要
候

一
此
靡
談
之
趣
、
其
分
目
を
も
不
申
入
様
被
仰
越
候
、
尤

候
、
乍
去
、
彼
御
両
所
―
―
頓
御
返
事
申
該
候
て
、
差
返
申

候
間
、
不
及
申
候
、
此
方
儀
者
、
従
某
元
蒙
仰
旨
二
何
茂

（
山
名
氏
-

任
候
て
、
丹
々
之
儀
ハ
不
能
申
候
、
但
州
之
儀
も
捨
置
候
、

右
両
人
さ
へ
如
此
候
時
ハ
、
因
州
儀
も
如
何
可
在
之
候
哉
、

其
気
遣
可
有
御
察
候
、
猶
様
鉢
追
々
可
申
述
候
、
恐
々
謹

言
哀
正
ヒ
年
）

九
月
七
日

(
4阜
JII)

隆
景
ま
い
る

毛
利
輝
元
書
状
写

藩
中
諸
家
古
文
幸緑
平

『
久
枇
町
史
』
質
科
編
第
一巻

0
とな）

去
五
日
之
御
折
紙
到
来
、
今
朝
拝
見
候
、
先
以
南
条
家
中

＝直
虫）

之
趣
具
被
仰
越
令
承
知
候
、
｛
是
山
田
事
、
対
此
方
別
而
従

前
々
馳
走
之
段
淵
底
致
存
知
侯
‘
然
者
今
度
重
人
質
之
儀
、

（
山
名
）

以
山
田
、
豊
続
被
仰
遣
候
処
、
不
能
許
容
、
結
句
者
朔
日

山
田
至
宅
所
南
条
目
身
押
懸
之
腹
を
可
切
遣
之
行
候
処
、

山
田
以
手
柄
父
子
共
切
抜
、
至
鹿
野
罷
退
之
由
—

[誠
肝
要

存
候
、左
侯
ヘ
ハ
、
自
豊
続
至
其
許
只
今
被
申
様
―
-0
ハ、

(
3
 

此
方
無
別
儀
候
由
理
等
申
越
候
て
、
如
仰
御
方
様
江
も
一

6
蘭）元

春
（
花
押
）

-52 -



よ
、
条
々
申
越
し
た
れ
ど
も
、
国
中
の
輩
の
手
に
余
る
溢
者

を
、
御
辺
一
人
行
向
ひ
て
、
退
治
は
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
事
な
り
、

是
非
決
し
難
し
と
い
ふ
、
秀
長
い
ふ
は
、
い
や
と
よ
美
作
国

中
の
手
に
余
る
者
を
某
一
人
参
り
退
治
せ
ば
一
家
の
面
目
た

り
、
又
仕
損
じ
て
某
討
た
れ
候
と
て
も
一
家
の
恥
辱
に
は
侍

ら
ず
、
第
一
御
辺
の
外
祖
父
の
災
難
を
頼
み
来
る
を
、
い
や

と
申
さ
ば
是
こ
そ
誠
に
一
家
の
恥
辱
な
り
、
主
君
に
弓
を
引

く
曲
者
い
か
で
遁
し
候
べ
き
、
明
後
日
は
参
着
す
べ
し
と
、

返
事
せ
ら
れ
よ
と
い
ふ
、
秀
長
は
斎
田
の
城
へ
帰
り
人
数
を

集
め
て
出
馬
す
、
舎
弟
―
二
尾
寺
の
宥
善
法
印
へ
使
を
立
て
け

る
は
、
御
辺
は
武
勇
を
好
み
、
い
つ
も
某
が
跡
を
追
う
て
来

る
条
、
法
師
に
は
似
合
は
ず
、
殊
に
今
南
丘
大
事
の
軍
な
れ

ば
、
必
す
追
ひ
来
る
べ
か
ら
ず
と
な
り
．
法
印
、
其
意
を
得

侯
と
い
ふ
、
則
ち
用
意
し
て
美
作
指
し
て
行
き
、
先
に
て
出

合
ひ
、
秀
長
に
向
つ
て
い
ひ
け
る
は
、
追
ひ
来
る
な
と
仰
せ

ら
れ
候
故
、
先
へ
参
り
て
候
と
て
笑
ひ
け
り
、

此
法
印
、
長

刀
を
以
て
数
度
誉
あ
り
、
高
田
に
着
き
け
れ
ば
、
二
の
丸
の

門
前
に
人
数
を
立
て
、
蔵
人
門
櫓
へ
上
り
扇
を
以
て
招
く
、

侍
一
人
乗
寄
せ
け
れ
ば
い
ひ
け
る
は
、
是
へ
向
ひ
給
ふ
は
、

備
中
の
植
木
殿
と
見
え
た
り
、
中
黒
に
橘
の
紋
の
旗
靡
＜
条
、

疑
な
し
、
某
生
前
の
大
慶
な
り
、
願
は
く
は
、
唯

一
騎
来
り

給
へ
、
某
も
一
人
出
で
て
、
相
手
組
の
勝
負
を
せ
ん
と
い
ふ
、.9r

、4
-｛

使
者
還
り
て
秀
長
に
告
ぐ
、
秀
長
い
ふ
は
、
汝
等
は
是
に
掟

つ
て
見
物
せ
よ
、
必
す
弓
鉄
抱
停
止
す
べ
し
と
、
い
ひ
拾
て
A

馳
せ
出
す
、
弟
の
法
印
は
長
刀
を
以
て
脇
に
添
ひ
た
り
、
蔵

人
門
を
開
か
せ
て

一
人
歩
み
寄
る
、
弟
の
般
若
坊
、
脇
に
添

ひ
た
り
、
勇
を
振
ひ
鑓
を
靡
か
せ
て
暫
く
戦
ひ
け
り
、
敵
味

天
正
五
年
(
-
五
七
七
）

高
田
城
に
忍
び
が
付
く
と
い
う

方
の
見
物
、迭
に
汗
を
流
し
拳
を
握
つ
て
気
遣
し
心
を
労
ず
、

彼
安
保

・
秋
山
が
京
都
に
て
力
戦
せ
し
に
は
、
弥
益
つ
て
覚

え
た
り
、
終
に
蔵
人
討
た
れ
ぬ
れ
ば
、
般
若
坊
を
ば
法
印
突

伏
せ
、
両
人
な
が
ら
頭
を
も
捕
ら
ず
引
入
り
け
り
、
天
晴
都

方
に
て
斯
様
の
働
侍
ら
ば
、
京
童
、
扇
の
ば
さ
ら
絵
に
も
書

か
ん
ず
ら
ん
と
人
々
謂
ひ
た
り
、
元
兼
は
秀
長
が
手
を
取
り

て
本
丸
へ
請
じ
入
れ
、
嬰
応
引
出
物
し
て
帰
し
け
り
、
同
国

さ
ヽ
ふ
さ

大
場
郡
に
篠
吹
の
城
主
江
原
兵
庫
と
い
ふ
人
あ
り
、
元
兼
と

肩
を
双
ぶ
る
大
名
な
り
、
勇
士
に
は
兼
田
六
郎
左
衛
門
・
真

木
左
馬
助

・

同
源
丞
•

福
島
玄
蕃
．
桶
山
新
助
な
ど
い
ふ
者

共
、
数
十
度
の
場
を
踏
ん
で
他
の
勇
を
誹
る
輩
な
る
が
、
今

度
秀
長
が
力
戦
を
聞
き
て
称
美
し
け
れ
ば
、
江
原
兵
庫
よ
り

も
使
を
馳
せ
て
、
向
後
は
書
音
せ
し
む
べ
き
由
言
通
じ
け
り
、

拐
蔵
人
が
一
族
を
ば
迫
懸
け
く
誅
伐
し
、
元
兼
は
福
島
右
近

と
い
ふ
者
を
｛
墜
宅
と
す

0
「
作
陽
誌
」
は
、

三
浦
氏
と
団
じ
く
高
田
城
キ
で
あ
っ
た
楢
椅
冗

兼
か
と
す
る
。
今
は
こ
れ
に
従
う
。

吉
爪
元
長

・
元
春
連
署
書
状
写

吉
川
家
中
井
寺
社
文
魯
十

『
久
川
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

去
八
日
之
御
状
今
日
十
二
到
来
披
見
候

下

分

一
上
勢
下
0

打
下
、
但
州
表
之
儀
、
大
田
殿
舎
弟
逆
意

付
而
‘
不
慮
之
仕
合
、
不
及
是
非
候
、
就
其
、
屋
形
其
外

っ”
U
}

余
弱
々
敷
、
羽
柴
被
申
談
侯
、
無
曲
次
第
候
、
然
処
垣
屋

(g 

駿
河
守
方
之
儀
者
、

此
方
別
而
被
申
談
候
、
筋
目
無
相
違

被
踏
堪
、
既
二
男
弥
七
郎
方
為
人
質
被
差
下
候
、
無
二
之

覚
悟
之
談
、
無
比
類
候
、
左
侯
間
、
但
州
之
事
可
成
ほ
と

（
カ
-

ハ
引
成
候
者
、
当
時
大
雪
と
申
、
斯
儀
者
不
成
之
候
、
至

播
州
打
入
作
州
表
可
及
行
、
短
息
―
―
候
哉
、
播
州
佐
用
郡

事
ハ
羽
柴
一
味
之
由
候
、
於
干
今
者
後
藤
方
之
儀
肝
要
迄

（

勺

）

候
、
如
先
年
馳
走
走
者
三
星
表
相
支
可
有
安
否
と
存
候
ー

＼
 

な
生
家）

-
｛
土
呂
多
事
、
至
作
州
被
向
之
由
候
、
其
段
如
何
候
哉
、
無

心
元
候
、
弥
被
聞
合
可
被
申
越
侯
、
直
｛
墜
衆
於
何
之
境
目

合
戦
共
候
つ
る
哉
直
家
人
数
少
々
越
度
之
由
、
無
心
許

候
、
定
為
指
饂
そ
ハ
有
間
敷
候

一
其
表
衆
中
、
多
治
部
な
と
者
去
五
日
中
途
迄
出
張
候
哉
、

於
珍
儀
者
追
々
某
許
江
可
被
申
越
条
、
注
進
肝
要
候
／
＼

一
石
蟹

・
伊
達
両
人
事
、
淡
州
岩
屋
二
在
番
候
哉
、
彼
表
無

事
之
由
、
可
然
候
、
石
螢
方
毎
事
某
許
被
付
心
入
魂
之
由
、

於
我
等
祝
着
候
、
以
使
者
礼
可
申
候
、
先
乍
次
書
状
認
進

侯
間
御
方
可
然
被
存
候
者
、
可
被
相
着
候

（井
上
F
翌

一
井
又
右
、
自
松
山
之
折
紙
披
見
候
／
＼

一
去
比
作
州
高
田
へ
忍
共
付
候
哉
、
城
内
ち
と
油
断
之
様
候

つ
る
か
、
相
替
儀
候
ハ

ヽ
、
可
被
申
越
候

一
羽
柴
事
、
播
州
表
之
儀
為
志
候
哉
、
彼
表
―
―
て
為
在
番
之

由
風
聞
侯
之
通
、
可
有
如
何
候
哉
、
於
事
実
者
弥
可
為
到

来
候
、
雲
伯
諸
牢
人
、
今
度
羽
柴
二
随
逐
候
か
、
左
様
可

有
之
事
候
、
就
其
、
所
々
可
付
心
之
由
承
候
、
得
其
意
候
、

因
州
表
之
儀
、
其
短
息
気
遣
迄
候
、
猶
以
可
付
心
候
、
何

も
自
是
態
可
申
候
間
、
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
―
―
-
U
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下
岩
牧
文
苫『

久
肌
町
史
一
浴
科
珈
第
一
巻

（

三

浦

）

氏

時
詳
助
卜
"t.

則
貞
広
ヲ
入
、
七
年
程
之
城
主
二
候
処
二
、
芸
州
衆
渡
｀
ソ
候
へ

函）

力

全＇冥

多
）

と
直
家
扱
被
成
、
十
月
―
―
な
ら
さ
き
へ
渡
シ
候
て
の
き
、

太
こ
う
様
尤
此
所
大
袋
汎
ン
巾
故
祖
却
レ
ス
高
松
陳
へ
も

は
り
ま
ノ
林
田
ニ
テ
煩
死
被
成
候
、
其

時
牧
一
と
う
直
｛
恩
御
施
二
而
湯
山
な
と
―
―
も
居
申
侯

0
「作
胆
誌
」
は
破
狽
の
多
い
こ
の
記
半
生
受
け
て
、
貞
広
は
備
中

で
戦
死
あ
る
い
は
播
癌
の
林
田
で
病
死
と
す
る
が
、
羽
柴
秀
吉
に

屈
し
備
中
店
松
陣
に
出
陣
し
た
の
ち
林
Illで
病
死
し
た
と
諒
む
べ

作
州
高
田
城
主
覚
書

突
正
三
年
）

九
月
十
四
日

云
見
）正

頼
参
御
宿
所

毛
利
輝
元
書
状
写

三
浦
貞
広
｀
｛
士
吾
多
直
家
の
仲
裁
で
高
田
城
を
毛
利
氏
に
明

け
渡
す

ー
マ
マ
）

隣
舌
希
、
小
早
川
隆
景
以

-i其自
レ
少
荘
著
l

一武
名
l

、

宥
恕
帰
乏
三
浦
陣
ー、
衆
徳
J

―小
早
川
一

閥
閲
熟
ハ
毛
利
俄
勢『

萩
藩
閥
肩
第
一
巻

p
8見）

態
可
申
入
存
候
処
、
広
頼
ヨ
リ
預
御
飛
脚
候
間
令
申
候
、
天

神
山
之
儀
ハ
委
細
申
候
キ
、
作
州
高
田
之
事
、
去
十

一
日
令

落
去
候
、
於
干
今
者
無
残
所
申
付
候
間
、
可
御
心
安
候
、
因

（
仕
取
”
)

州
之
儀
、
私
部
ニ

・
三
之
丸
迄
什
口
之
由
候
、
は
や
可
為

一

化
項
文
friii註
分

途
候
、
吉
左
右
追
々
申
述
候
、
尚
期
万
炭
候
、
恐
々
謹
言

（
毛
利
）小

丘
輔
太
郎輝

元
（
花
押
）

虎
倉
記

贋
虎
息
―

こ
の
頃
か

備
前
伊
賀
氏
の
侵
攻
し
た
地
に
高
田
が
見
え
る

き
で
あ
ろ
う
。

天
正
四
年
（
＿
五
七
六
）

三
浦
貞
広
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
高
田
下
城
時
の
気
遣
い
を
謝
す

三
浦
貞
広
書
状
写

下
河
内
牧
家
文
国

『
久
見
町
史
一
衰
杜
編
第
一
巻

迂
呪
氏
紘
迎

去
年
高
田
下
城
之
刻
、
其
方
機
遣
之
故
、
江
兵
父
子
被
遂
入

魂
、
公
私
無
恙
被
退
之
段
、
本
望
雌
忘
子
細
候
、
必
以
本
意

（
礼
毬

之
上
者
、
久
清
芳
恩
之
儀
可
存
進
候
、
於
向
後
も
機
遣
可
為

祝
着
候
、
恐
々
謹
言

0
x正
四
ビ
（
廿
カ
一

王
月
十
八
日

牧
菅
兵
衛
尉
殿

『占
備
群
t
口
染
邑
第
二輯

一
采
地
、
備
前
ノ
内
長
田
ノ
庄
三
拾
八
村
、
建
部
ノ
郷

・
宇

甘
郷
弐
拾
ヶ
村
、
勝
尾

・
日
応
寺

・菅
野
・栢
谷
・吉
尾

・

-
t
•マ
ー

野
々
ロ

・
小
山

・
宇
垣

・
赤
阪
郡
ノ
内
吉
田

・
土
田

・
伊

田
・
尾
谷
・

矢
原
•

平
岡
、
備
中
ノ
内
吉
川•
田
土
・
竹

ノ
庄
八
ヶ
村
・

有
漢
郷

・

水
田
郷
・

中
津
井

•

宮
地
・
砦

部
郷(pg 

久
隆
責
取
分

作
品
ノ
内
上
山
・

栗
原
・

一
色
•
関
・

大
井
手
・
鹿
田
・

-～浦貞
広
判

西
国
太
平
記

巻
之
三

植
木
秀
長
、

三
捕
蔵
人
を
討
つ
事

麗
唇
『
喜

I

太
平
記
・毛
利
秀
元
邑

天
文
廿
一
年
の
頃
か
と
よ
、
美
作
国
高
田
の
城
主
三
浦
元
兼

よ
り
、
備
中
松
山
の
城
主
庄
高
資
ヘ
一
封
の
書
を
馳
せ
た
り
、

彼
家
老
三
浦
蔵
人
、
剛
強
に
し
て
武
男
人
に
勝
れ
た
れ
ど
も
、

主
君
元
兼
に
恨
あ
ら
て
高
田
の
ニ
ノ
丸
へ
引
籠
る
、
元
兼
、

手
勢
を
以
て
攻
む
と
雖
も
利
な
か
り
け
り
、

一
族
の
中
も
同

じ
く
取
籠
を
、
其
中
に
蔵
人
が
舎
弟
華
荘
寺
の
般
若
坊
、
強

カ
の
悪
僧
な
り
、
御
辺
よ
り
頼
み
遣
し
、
植
木
下
総
守
秀
長

馳
せ
来
り
て
退
治
を
翼
ふ
所
に
侯
、
某
は
老
衰
な
れ
ば
制
止

力
及
ば
す
と
い
ふ
、
滴
資
の
母
は
元
兼
が
娘
な
り
、
如
何
あ

ら
ん
と
案
じ
煩
ふ
所
に
、
秀
長
潜
に
此
事
を
聞
き
松
山
へ
行

ほ
の
か

き
て
、
元
兼
殿
よ
り
頼
み
来
る
条
、
風
聞
に
侯
故
、
真
偽
を

定
め
ん
為
め
に
是
へ
参
り
た
り
と
い
ふ
、
高
資
、
さ
れ
ば
と

『
靡
且

一
作
州
嵩
田
三
浦
本
兼
方
へ
植
木
下
総
や
と
わ
れ
、
同
蔵
人

と
申
者
下
総
討
敢
申
覚

別

祖

覚

第
几
条
植
木
唯
助
所
蔵

楢
崎
ヵ
元
兼
、
備
中
植
木
氏
を
頼
み
同
名
蔵
人
吝
討
つ
と
い

l

つ 真
島
・

久
瀬

・

高
田
•

井
原
・

月
田

・

目
木

•

田
原
山
ノ

上

・
旦
土

・
吉
村
・
絣
和

・
シ
ロ
ノ
シ
マ
の
辺
迄
不
残
、

此
外
処
々
有
之
候
得
共
、
分
二
覚
不
申
候
、
造
―
―
存
面
ノ

手
形
覚
也
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く
と
甲
を
脱
て
彼
所
に
捨
て
、
詭
て
申
け
る
は
、
某
年
考
い

候
へ
ば
遠
路
の
御
供
成
が
た
し
、
是
迄
こ
そ
と
云
ふ
ま
A

に、

鎧
の
袖
を
押
し
ま
く
り
、
已
に
脇
指
を
抜
か
ん
と
す
、
元
親

屹
と
見
て
弥
介
が
右
の
腕
を
ひ
し
と
取
り
、
我
遠
路
を
凌
が

ん
こ
と
は
期
し
が
た
し
、
先
途
は
此
時
ぞ
、
し
ば
し
止
れ
と

有
り
け
れ
ば
、
無
憂
非
一仰
に
随
へ
り
、
久
式
塀
に
手
を
懸

け
る
と
、
元
親
取
て
返
し
本
丸
へ
上
ら
ん
と
す
、
久
式
抜
か

さ
れ
じ
と
引
返
す
、
家
人
共
は
両
将
の
縣
噛
を
取
て
押
出
し
、

二
十
余
人
取
次
に
な
っ
て
、
五
月
二
十
二
日
閤
を
返
路
の
幸

と
数
百
尋
の
岩
石
片
時
の
間
に
つ
く
、
元
親
は
細
道
よ
り
す

べ
り
落
て
、
大
石
に
当
て
右
の
＿
屑
を
つ
き
正
気
巳
に
絶
ん
と

す
、
一
族
付
慕
ふ
者
共
も
、
跡
よ
り
敵
の
進
み
来
る
と
心
は

急
ぐ
落
路
の
闇
に
、
元
親
は
早
息
絶
え
ぬ
と
見
捨
て
、
散
々

に
こ
そ
は
成
り
に
け
り
、
年
頃
召
使
ひ
け
る
同
朋
児
阿
弥

・

中
間
加
介
は
元
親
退
出
あ
れ
ど
も
不
レ
知
由
に
て
夜
廻
り
せ

し
が
、
い
つ
の
間
に
か
追
付
き
け
ん
、
つ
A

と
寄
て
元
親
の

手
を
引
立
て
肩
に
か
け
、
児
阿
弥
・

加
介
・

弥
A
J
I
•

石
田
・

内
田
主
従
六
人
、
商
橋
川
を
打
渡
り
阿
部
山
差
し
て
入
り
に

け
り
、
二
町
計
を
行
く
所
に
又
太
刀
の
鞘
走
て
、
右
の
膝
の

口
深
く
切
り
か
た
け
り
、
又
素
足
に
て
有
り
け
れ
ば
、
左
の

踵
を
一
文
字
に
踏
切
り
一
・
み
も
不
レ
叶
、
元
親
・
を
流
し
、

天
道
吾
を
す
つ
る
か
、
汝
等
四
五
人
は
従
ひ
た
り
と
て
何
の

奇
特
も
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、
松
山
へ
還
て
各
一
身
を
も
立
て

よ
と
て
、
加
介
に
国
光
の
長
刀
を
賜
は
る
、
石
田
が
親
は
敵

方
に
あ
り
、
頼
寄
る
方
も
有
る
べ
し
と
て
暇
を
給
り
ぬ
、
掠

内
田
は
数
多
の
妻
子
を
打
捨
て
、
是
迄
の
比
類
な
き
働
也
、

降
人
に
出
て
妻
や
子
供
を
尋
ね
よ
と
兼
光
の
刀
を
遣
せ
ば
、

い
つ

三
人

一
同
に
涙
に
咽
び
御
返
事
申
さ
ゞ
り
し
が
、
何
と
な
く

還
行
く
、
今
は
児
阿
弥

・
弥
介
両
人
残
り
、
元
親
の
手
を
取

て
弥
深
藪
中
へ
引
入
れ
、
膝
を
枕
に
さ
せ
ま
ゐ
ら
せ
、
胸
よ

り
足
へ
磨
で
さ
す
れ
共
、
人
の
心
地
も
な
け
れ
ば
只
さ
め

f

＼
と
泣
居
た
り
、
児
阿
弥
つ
く
↑
＼
と
案
ず
る
に
、
気
色
正

く
ま
し
／
＼
て
、
吾
等
最
後
の
働
を
も
御
覧
ず
る
に
あ
ら
ざ

れ
ば
、
犬
死
し
て
何
か
せ
ん
、
落
行
か
ば
や
と
思
ひ
、

二
十

二
日
の
戌
の
刻
に
側
な
る
小
山
に
か
け
上
り
、
四
方
を
見
廻

す
由
に
て
終
に
捨
て
A

ぞ
返
り
け
る
、
舞
の
弥
介
は
是
を
見

て
無
レ
便
思
へ
共
、
心
弱
く
て
叶
ふ
ま
じ
、
よ
し
／
＼
妥
に

て
自
害
す
べ
し
、
比
興
成
る
哉
御
家
人
等
、
死
出
の
山
ま
で

付
慕
は
ん
と
、
誓
ひ
し
事
も
虚
ら
言
に
て
、
阿
部
山
迄
も
不

レ
来
と
独
言
し
て
徘
徊
せ
し
が
、
又
思
ふ
様
、
昔
越
後
の
忠

太
光
家
が
木
曾
義
仲
に
先
達
て
自
害
せ
し
事
、
詮
な
き
や
う

に
語
り
伝
は
れ
ば
，
元
親
存
命
の
間
は
団
脊
慕
ーと
思
定
む
、

明
れ
ば
二
士
二
日
辰
の
刻
に
、
元
親
気
色
少
し
快
く
な
り
、

如
何
に
弥
介
、
拐
児
阿
弥
は
と
御
尋
あ
れ
ば
、
昨
日
戌
の
刻

に
欠
落
仕
る
由
申
す
、
元
親
心
細
く
思
ひ
、
我
世
に
有
ん
時

二
世
ま
で
と
慕
ひ
し
者
共
も
、却
て
比
典
の
魁
し
け
る
所
に
、

汝
一
人
残
り
居
た
る
覚
悟
の
程
こ
そ
浅
か
ら
ぬ
、
弥
介
承
り
、

我
二
代
の
御
厚
恩
を
蒙
る
事
誠
に
以
て
不
レ
軽
、
報
謝
し
が

た
し
と
存
ず
る
故
、
更
に
命
を
不
レ
惜
、
妥
に
存
じ
出
せ
る

事
の
候
、
某
は
松
山
の
岸
根
に
上
り
、
元
親
と
名
乗
て
腹
切

る
べ
し
、
其
間
に
中
津
井
口
を
目
に
か
け
て
商
田
の
方
へ
忍

び
給
へ
と
云
へ
ば
、
元
親
聞
て
、
昔
前
漢
の
高
祖
の
城
を
楚

の
項
羽
が
責
し
時
、
紀
信
が
諫
に
相
似
た
り
と
感
喜
更
に
不

レ
斜
、
我
身
の
疵
多
く
露
命
続
き
難
し
、
斯
＜
云
ふ
間
に
も

霊
訂
罰
喜

三

牧
兵
庫
営
保
二寺
畑
城
ー、
後
為
一一
芸
兵
＿被
レ虜
‘
此
時
歯

作
陽
誌

真
島
郡
111川
部
高
田
庄
大
総
山
城

牧
兵
庫

牧
尚
春
、
小
早
川
隆
景
の
捕
虜
と
な
る
も
許
さ
れ
る
と
い
う

如
何
な
る
下
輩
の
手
に
可
レ
懸
も
不
レ
知
、
汝
は
急
ぎ
松
山
へ

上
り
検
使
を
乞
へ
、
腹
切
る
べ
し
と
あ
れ
ば
、
正
き
主
君
を

殺
す
敵
を
迎
に
行
く
事
候
ま
じ
、
た
と
へ
罷
上
り
候
共
、
身

命
助
ら
ん
為
に
た
ば
か
る
様
に
心
得
、
言
の
下
に
可
レ誅
と

申
す
、
尤
也
、
其
印
に
は
袂
を
切
り
可
レ遣
、
又
老
母
の
方

へ
は
饗
の
髪
を
可
レ遣

若

亦

不
二
帰
来
ーば
供
仏
施
僧
の
営

を
頼
む
ぞ
と
再
三
進
む
れ
ど
も
、
兎
角
の
返
事
も
不
レ
申、

明
れ
ば
二
十
四
日
の
早
旦
に
又
弥
介
を
召
寄
せ
、
只
疾
く
登

城
せ
よ
、
消
え
か
A

る
露
の
身
の
置
所
な
き
に
付
て
も
、
益

な
き
日
を
送
る
ぞ
と
て
、
理
を
ハ
召
り
て
ぞ
口
説
き
給
へ
ば
、

弥
介
承
り
、
誠
に
敬
は
陥
へ
と
こ
そ
申
候
へ
と
て
、
御
印
の

物
御
形
見
の
緊
の
髪
を
と
り
そ
へ
、
高
橋
川
を
渡
り
し
が
、

幾
度
思
返
し
て
も
君
を
殺
害
の
使
難
心
得
＿、
所
詮
敵
の
中

ヘ
馳
入
り
討
死
す
べ
し
と
志
し
、
敵
陣
数
百
人
の
待
懸
け
た

る
真
中
へ
行
き
向
へ
ば
、
即
時
に
据
取
て
彼
の
印
と
製
の
髪

の
由
来
を
尋
ね
た
れ
共
、
本
よ
り
思
ひ
定
ゆ
た
る
事
な
れ
ば
、

子
細
に
不
レ
及
唯
疾
く
殺
せ
と
云
ひ
、

二
十
六
日
の
辰
の
刻

に
終
に
空
敷
成
に
け
り
、
松
柏
は
彰
於
歳
寒
ー、
貞
臣
は
見

-i於
国
危
「
と
云
へ
ば
、
心
の
操
正
き
下
臆
か
な
と
感
ぜ
ぬ
人

は
無
か
り
け
り

三
湘
氏
家
臣
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去
十
六
日
至
真
木
城
被
及
道
、
以
妾
粉
骨
則
時
彼
山
被
切
崩
、

貧
3

宗
槽
裏
輩
被
腔
捕
侯
、
三
ヶ
国
去
年
以
来
之
干
芯
一
如
此

（釘

も
）

之
＿
二
合
力
、
自
他
以
無
之
候
、
併
当
｛
黍
得
名
誉
候
、
殊
―
―
加

茂
家
対
当
方
累
年
悪
心
奴
原
被
討
果
候
、
恰
云
袷
本
望
非
一

候
、
必
本
音
節
一
廉
可
達
其
賞
候
、
今
度
忠
心
輩

・
郎
徒
・

僕
従
以
下
神
妙
之
通
能
々
可
有
褒
言
候
、
感
悦
之
余
太
刀
一

腰
進
之
候
、
弥
此
節
可
被
励
武
勇
忠
略
者
也
、
初
而
感
状
如

件作
陽
誌

大
庭
郡
山
川
部
久
批
保
寺
畑
侶

需
汀
作
脆
誌
』

＝

寺

畑

堡

在
1

一久
世
山
方
村
一、
高
八
町
、
又
三
坂
村
有
二
小

寺
畑
一、
高
四
町
余
、
両
山
相
対
、
天
文
頃
牧
兵
庫

・
牧

菅
兵
衛
父
子
相
継
居
レ
此
、
属
三
浦
下
野
守
貞
久
ー、
数

立
二
軍
功
一、
天
文
十
六
年
貞
久
事
キ
備
中
砦
部
へ
菅
兵

衛
匹
之
、
其
子
幸
松
丸
又
称
l

菅
兵
衛
一、
与
二毛
利

・
草

刈
等
兵
一、
初
戦
有
レ功
、高
田
・真
木
城
等
下
可
二併
見
-‘

曾
孫
在
一久
世
村
一

小
早
川
隆
景
、
三
村
元
親
の
高
田
方
へ
の
逃
走
に
備
え
る

應
荘
家
文
書

需
山
県
古
文
内
贔
と
第
一
輯

る
預
庄
）

三
村
勝
法
師
之
事
、
於
其
表
被
懸
留
三
村
孫
兵
衛
尉
手
之

小
早
川
隆
景
書
状

（折紙）

天
正
―
二

三
月
十
八
日

牧
菅
兵
衛
尉
殿

F-
浦
)貞

広
判

小
早
川隆

景
（
花
押
）

品
々
加

R
守〉

者
江
被
渡
置
之
由
、
早
々
預
御
注
進
之
侯
、
賀
州
速
之
御
覚

悟
、
更
不
及
言
語
候
、
後
入
魂
之
段
、
徳
而
以
使
者
可
申
述

含

g

候
、
至
干
三
孫
兵
所
、
即
時
相
尋
遣
候
、
元
親
事
茂
定
高
田

被
心
懸
可
蕗
洛
行
之
条
是
非
於
其
境
被
討
留
候
様
、
御
オ

覚
千
万
頼
存
候
、
恐
々
謹
言

6

天
正
一
二
年
）

五
月
廿
三
日

-ai口）

津
々
加
賀
守
殿

土
師
新
右
衛
門
殿御

返
報

備
中
兵
乱
記

巻
之
中

．森
梃
洛
阿
部
山
市『

占
屑
μ
喜
第

1

輯

五
月
二
十
一
日
の
暮
方
に
、
馬
酔
木
勢
籠
ヶ
檀
の
兵
麟
る
を

聞
て
、
渡
辺
市
郎
兵
衛
尉
、
其
外
南
江

・
山
川
両
家
の
者
共

も
、
懸
落
す
る
者
共
を
留
る
由
に
て
‘
是
も
同
く
落
失
に
け

り
、
残
り
留
る
人
と
て
は
、
吉
良
常
陸
守
・
同
七
郎
左
衛
門
・

軽
部
・
布
施
・
三
村
・大
蔵
右
京
亮
・
石
川
久
式

・雄
西
堂
、

其
外
八
田
·

木
村
・
楽
々
尾
•
山
ロ
・
内
田
・
八
木

・
上
田
・

塵

織

部

・
舞
の
弥
介

・
同
甚
六

・
児
阿
弥
、
総
べ
て
勇
共

五
十
騎
計
な
り
、
中
に
も
二
十
四
人
は

一
間
所
に
集
り
、
今

生
の
事
は
申
に
不
レ
及
、
死
出
の
山
迄
御
供
申
す
べ
し
と
誓

ひ
し
か
ば
、
元
親
笑
を
含
み
て
、
君
臣
の
道
、
忠
義
の
誠
、

哀）

日
月
末
レ
落
レ
地
と
喜
悦
の
色
を
顕
せ
り
、
籾
新
席
井
衣
裳
迄

寄
せ
、
腹
切
ら
ん
と
座
敷
を
作
り
盃
を
廻
し
、
如
何
に
各
辞

世
は
な
き
か
と
宣
へ
ば
、
芦
雪
と
云
ふ
盲
人
計
り
懐
中
よ
り

短
冊

＿
つ
取
出
す
、
元
親
一
覧
有
所
に
、
早
馬
酔
木
よ
り
鼻

の
丸
へ
火
を
懸
け
、
大
手
よ
り
障
子
ヶ
瀧
へ
焼
上
り
、
折
節

辰
巳
よ
り
吹
き
け
る
風
即
時
に
吹
き
か
け
、
麓
一
里
四
方
は

如
レ
昼
成
り
に
け
り
、
元
親
は
只
疾
く
敵
近
づ
け
か
し
、
腹

切
ら
ん
と
計
云
ひ
け
る
所
に
、
久
式
押
留
め
、

一
先
遠
島
へ

も
落
行
き
給
へ
、
天
神

・
高
田
堅
固
に
あ
れ
ば
落
処
の
頼
み

も
候
也
、
先
一
身
を
保
ち
給
ひ
て
、
信
長
の
兼
約
、
豊
後
の

誓
紙
を
も
御
守
り
候
へ
か
し
と
強
て
申
し
け
れ
ば
、
元
親
あ

ざ
笑
て
、
遠
き
味
方
の
頼
み
も
此
時
節
は
無
レ
之
、
縦
へ
明

日
は
天
下
の
主
と
成
る
と
て
も
、
流
石
清
和
の
始
を
汚
す
事
、

返
す
／
＼
も
口
惜
し
か
る
べ
し
と
宜
へ
ば
、
久
式
、
仰
尤
也
、

乍
レ
去
名
を
万
代
に
残
す
と
も
、
屍
の
鬱
憤
を
散
じ
た
る
た

め
し
は
あ
ら
じ
、
是
よ
り
船
際
迄
は
御
供
申
す
べ
し
、
自
然

の
時
を
存
じ
、
飛
渡
り
の
使
を
も
求
置
候
へ
と
云
へ
ば
、
元

親
聞
て
、
左
も
あ
り
ぬ
べ
し
、
乍
レ去
某
に
お
い
て
は
其
儀

な
し
、御
辺
は

一
先
讃
岐
の
方
へ
忍
び
落
ち
て
、
阿
州
の
役
、

因
丹
を
催
し
、
重
て
本
懐
を
遂
げ
ら
れ
ば
草
葉
の
影
に
て
も

憤
り
を
散
ぜ
ん
と
、
心
強
く
辞
す
れ
ど
も
、
久
式
色
を
か
へ

て
、
御
為
を
存
る
故
‘
某
居
城
を
も
捨
退
き
一
所
に
籠
城
す
、

為
レ
誰
に
か
命
を
惜
む
べ
き
、
八
幡
も
御
照
覧
あ
れ
、
一
足

も
引
ま
じ
く
候
と
高
声
に
諫
む
れ
ば
、
元
親
の
家
人
ど
も
A

、

主
君
の
腹
切
ら
ん
時
見
捨
て
ん
も
口
惜
か
る
べ
し
、
義
思
へ

ば
忽
ち
命
を
失
ふ
、
所
詮

一
先
引
落
し
、
山
下
に
見
失
ひ
た

る
様
に
し
て
散
々
に
可
レ
成
と
心
底
に
思
入
れ
、
久
式
と

一

同
に
口
を
揃
て
諫
言
す
、
元
親
偕
々
思
案
し
て
、

一
人
の
覚

悟
に
て
数
人
の
命
を
失
は
ん
事
も
不
便
也
、
一
先
久
式
を
落

し
置
き
、
岸
よ
り
立
帰
り
腹
可
レ
切
と
決
定
し
て
、
去
ら
ば

と
て
上
下
一
度
に
座
敷
を
立
つ
、
中
に
も
舞
の
弥
介
は
、
暫
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浦
上
宗
善
釜
捏
仏
写

下
河
内
整
愁
命
]

山
中
幸
盛
、
美
作
境
出
勢
に
つ
い
て
三
浦
氏
に
誓
紙
を
送
る

岡
本
氏
秀
書
状
写

下
河
内
牧
家
文
n』

『
久
世
町
史
』
衰
粧
編
第
一
巻

猶
々
先
度
ハ
岩
屋
衆
被
成
御
行
、
数
人
被
打
取
之
段
心

地
能
存
候
、
弓
削
衆
ハ
罷
帰
り
候
て
も
一
両
人
打
果
候

由
申
候

年
甫
之
御
慶
申
納
候
、
近
日
者
御
方
表
相
替
儀
無
御
座
候
哉
、

G
F出）

G

安
名
氏
h
)

無
心
元
、
例
信
長
妥
元
加
勢
之
事
依
令
醗
定
、
神
太
郎
為
迎

至
堺
去
晦
日
二
被
罷
上
候
、
然
時
ハ
彼
出
勢
弥
可
為
火
急
と

喜

、
日
限
誓
々
可
有
其
外
聞
之
条
、
自
是
翡
者
四
欧

申
入
候
、
因
州
衆
被
仰
談
筈
相
候
様
―
―御
行
御
計
策
肝
心
侯

阿
州
衆
之
事
も
長
閑
―
―
成
候
条
、
至
児
島
可
有
渡
海
候
由
被

申
越
候
、
為
催
促
馬
場
右
近
太
夫
被
付
置
候
、
次
ー
一
松
山
表

之
事
此
表
へ
通
路
就
不
目
由
、
比
頃
之
趣
不
問
申
候
、
御
方

ヘし

ヘ
公
是
可
相
聞
候
、
此
御
返
事
―
―
委
可
預
示
候
、
難
路
之
儀
乍

恐

一
紙
令
申
候
、
恐
々
謹
言

苓
釜
三
年
｝

二
月
七
日

e"安
喜
三
郎
ヵ
）

有
庭

｛祇

n平
次
缶
）

浜
平

？
江
川
大
炊
助
）

江
大

（牧
菅
兵
衛
Ill)

牧
菅

苔
井
与
兵
衛）

石
与

ま
い
る

ぞ
＂井
与
兵
毬

石
与
進
之
候

御
宿
所

（
岡
＊
）氏

秀
判

『
久
世
町
史
』
賓
料
編
第
一
巻

（山
中
＃
盛
-

内
々
被
仰
越
山
鹿
至
其
堺
取
出
候
事
、既
以
神
文
候
申
之
条
、

運
不
可
有
緩
と
大
慶
侯
併
各
御
堅
慮
故
侯
、
猶
以
方
々
御

智
略
此
節
候
、
当
表
之
儀
も
子
細
候
条
、
彼
動
筈
ー
一
相
候
様

＝況
Ill)

二
随
分
可
申
付
侯
、
次
二
信
長
此
方
加
勢
之
事
申
調
候
、
以

委
宅
氏
ヵ
）

其
首
尾
神
太
郎
事
去
晦
日
二
差
上
候
条
、
弥
不
可
有
油
断
候
、

（浦
上
）

今
少
之
御
辛
身
候
間
、
各
被
仰
進
御
粉
骨
、
於
宗
景
も
可
為

（
牧
間
が
）

喜
悦
候
、
委
細
猶
御
同
兵
衛
令
申
之
条
不
能
多
筆
候
恐
々

謹
言

癸
正
三
年
）

二
月
十
七
日

（
牧
菅
兵
術
尉
）

牧
菅

0

て
井
与
兵
衛

石
与
進
之
候

岡
本
秀
広
書
状
写

主
四
協
拾
字
齊『久

世
町
史
』
歿
料
編
第
一
巻

就
通
路
不
輛
其
後
不
申
承
誠
一一
相
似
疎
略
侯
、
初
其
表
無
恙

愈
堅
固
之
趣
、
珍
重
―
―
存
候
、
猶
万
方
御
行
等
無
御
緩
被
仰

付
、
度
々
勝
利
之
旨
重
々
被
聞
候
、
因
絃
為
始
貴
所
被
擢
御

(IU中
幸
盛

手
柄
、
御
辛
身
故
候
、
更
無
其
隠
候
、
尤
簡
心
之
刻
、
山
鹿
因

州
表
江
明
隙
、
至
其
表
急
度
可
被
打
出
之
旨
、
様
子
段
々
被

仰
越
候
是
又
簡
要
存
侯
、
然
時
ハ
諸
始
末
相
汰
候
条
、
望

二
御
本
意
不
可
有
程
候
、
上
辺
調
候
儀
も
首
尾
無
変
化
候
条
、

C

牧
曲
和
）

御
疑
心
有
問
敷
、
貴
殿
井
兵
庫
殿
へ
以

一
書
可
申
入
候
得
共
、

克
様
一
一
御
心
得
所
希
候
、
咄
頓
而
可
遂
御
見
参
候
条
、
万
々

期
其
節
候
、
恐
々
謹
言

（
天
正
三
を

二
月
十
七
日

｛
岡
本
）
広

秀
庫
判

浦
上宗

景
判

二
浦
貞
広
感
状
写

F
河
内
牧
家
文
密

『
久
軋
町
史
』
衰
杜
編
第
一
巻

下
河
内
牧
家
文
苫

『
久
枇
町
史
』
資
料
紬
第
一巻

今
夜
各
真
木
城
相
動
iin切
取
候
由
、
寺
畑
よ
り
申
越
候
事
実

候
者
、
満
足
不
過
之
侯
、
辛
身
粉
骨
無
申
方
候
、
若
衆
中
何

茂
此
由
可
申
達
候
、
未
注
進
侯
得
共
余
不
審
候
間
、
此
方
よ

り
申
遣
候
、
於
実
儀
者
趣
具
可
申
越
候
、
恐
々
謹
言

癸

iE-ー
一
年
）
↑

'
3

[

三
浦
）

三

月

廿

六

日

貞

広

判

薮
瓜
窟
）

璧国へ

三
浦
貞
広
書
状
写

牧
氏
等
、
真
木
山
城
吝
夜
討
ち
し
て
伊
賀
勢
を
逐
う

岡
本
秀
広
書
状
写

下
河
内
整
登
盗
I

『久
世
町
史
』
毀
料

編

第

一
巻

久
敷
被
致
無
沙
汰
之
条
、
為
御
音
信
井
次
被
進
候
、
可
然
様

Gru中
姦
盛
）

二
御
取
成
簡
要
侯
、
初
以
御
約
諾
首
尾
山
鹿
至
境
目
出
張
之

由
誠
ー一
珍
重
存
侯
、
弥
御
行
等
不
可
有
御
行
候
条
、
御
本
意

6
暉
上
）

眼
前
候
、
宗
景
満
足
不
過
之
候
、
此
面
之
儀
無
相
替
儀
候
条
、

可
御
心
安
候
、
御
方
杯
御
道
敵
猶
以
矢
手
候
、
費
殿
氾
も
可

然
様
可
預
御
披
露
候
、
万
々
任
御
上
々
候
条
、
不
能
多
意
候
、

恐
々
璽
―
Ill

。
＾
正
一
＿一年）

三
月
朔
日

石
お
＂兵
が
出
）

塁
呂
御
宿
所

（
岡
本
）秀

広
判

（
惹
沿
松
店

整
官
ま
い
る
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て
も
即
時
に
四
人
射
ふ
せ
た
り
、
拐
元
範
の
前
に
脆
き
、
御

暇
乞
候
と
て
、
腹
か
き
切
て
失
に
け
り
、
根
古
屋
千
番
以
下

は
切
て
出
て
、
或
は
敵
と
引
組
て
差
違
て
死
す
る
も
あ
り
、

或
は
太
刀
を
打
折
て
引
も
あ
り
、
然
所
に
伊
勢
の
入
道
は
進

み
出
、
大
昔
に
て
云
け
る
は
、
元
範
此
岩
の
中
に
寵
り
給
ふ

と
思
ひ
、
斯
く
手
痛
く
は
責
る
か
、
元
範
は
松
山
を
心
懸
て

疾
く
石
蟹
口
へ
退
き
し
か
共
、
落
延
び
給
は
ん
間
、
踏
堪
ゆ

べ
し
と
て
、
我
々
四
五
人
残
居
て
候
也
と
云
へ
ば
、
各
と
て

も
可
レ
遁
か
、
早
く
参
候
は
ん
と
寄
手
我
先
に
と
差
向
ふ
、

伊
勢
の
入
道
走
り
向
ふ
敵
の
弓
手
の
腕
を
切
て
落
し
、
無
手

と
組
け
る
所
に
、
後
よ
り
安
原
顔
左
衛
門
に
組
伏
ら
れ
、
伊

勢
の
入
道
は
果
に
け
り
、
籾
元
範
は
太
刀
を
抜
き
か
ら
／
＼

と
打
笑
ひ
、
只
今
伊
勢
の
坊
が
事
を
ち
ん
じ
、
松
山
へ
退
く

と
云
へ
共
妥
に
残
て
候
也
、
我
と
思
は
ん
人
々
は
最
後
の

働
き
見
よ
や
と
云
へ
ば
、
吾
先
に
と
進
み
寄
る
、
手
本
に
進

む
兵
を
一
人
切
伏
せ
、
三
人
に
手
を
負
は
せ
、
其
透
間
に
腹

切
ら
ん
と
見
廻
す
所
を
、
遠
矢
に
射
け
る
鋒
矢
、
咽
輪
の
外

れ
に
箆
深
に
立
て
臥
す
所
を
、
備
後
の
住
人
東
江
平
内
首
を

掻
落
す
、
痛
ま
し
き
哉
、
落
城
前
の
日
中
余
り
克
束
な
く
思

ひ
、
女
子
童
迄
集
め
養
食
を
与
へ
、
人
々
言
ひ
様
な
ど
問
ひ

給
へ
共
、
本
よ
り
不
レ
知
事
な
れ
ば
、
左
右
答
へ
る
事
も
な

し
、
誠
に
負
薪
の
言
廊
産
の
語
と
、
黄
石
公
が
書
に
も
有
と

ぞ
思
ひ
合
せ
け
る
、
翌
日
八
日
の
早
旦
に
は
、
近
習
の
者
共

に
夢
物
語
り
を
ぞ
せ
ら
れ
け
る
、
今
聰
の
夢
に
、
某
が
頸
を

某
実
検
す
と
見
つ
る
事
こ
そ
不
思
識
な
れ
、
聖
人
に
夢
な
し

と
云
へ
共
、
某
は
聖
人
に
非
ず
と
、
少
し
心
に
も
や
懸
ら
ん

と
覚
ゆ
る
所
に
、
流
石
洞
済
両
家
の
禅
意
を
も
問
尋
あ
れ
ば
、

『
久
川
町
中
d

裕
因
紬
第
一
巻

去
廿
二
日
、
高
田
衆
夜
酎
仕
候
処
、
手
前
粉
骨
之
段
、
中
苺
即

無
比
類
候
、
弥
忠
儀
肝
要
侯
、
恐
々
謹
言

浜
口
家
職
書
状
写

美
作
国
諸
家
感
状
記
久
米
南
粂
郡
下
神
目

村
仔
納
‘

三
郎
所
持

下
河
内
牧
家
文
北
ぃ

『
久
批
町
史
』
賓
料
編
第
．
巻

今
度
岩
屋
衆
至
多
田
山
取
出
候
付
而
‘
去
廿
二
日
二
夜
討
申

付
候
、
其
方
以
心
遣
若
者
共
引
卒
被
罷
出
、
即
時
彼
陳
被
切

崩
、
数
人
手
負

・
死
人
被
仕
成
被
勝
利
候
事
、
誠
粉
骨
不
浅

候
、
懇
兵
方
家
密
有
共
、
敵
数
十
人
討
伏
、
或
ハ
太
刀
討

各
無
比
類
、
此
節
之
儀
二
候
間
弥
気
遣
頼
入
侯
何
様
以

本
意
之
上
可
宛
行
其
賞
者
也
、
初
而
感
状
如
件

天
正
三

正
月
廿
七
日

牧
菅
兵
衛
尉
殿

二
浦
貞
広
感
状
写

三

貞
広
判

牧
菅
兵
衛
尉
等
、
｛
孟
勢
多
勢
の
陣
所
多
田
山
を
夜
討
す
る

戯
れ
に
取
な
し
て
大
笑
な
し
て
云
く
、
如
何
様
存
命
の
程
久

し
か
ら
じ
と
、
女
中
へ
も
暇
乞
と
て
重
代
の
太
刀
な
ど
を
送

り
、
其
外
近
習
の
者
共
ま
で
、
馴
染
た
る
言
葉
の
末
も
今
日

ま
で
と
こ
そ
覚
ゆ
れ
と
て
、
盃
二
三
返
巡
し
け
る
、
折
節
敵

の
火
矢
鉄
抱
雨
の
如
し
、
去
れ
ば
三
日
の
内
に
、
元
範
の
首

を
則
輝
元
の
陣
に
送
り
け
る
。
夢
の
前
表
こ
そ
は
不
思
議
な

れ
（
後
略
）

天
正
一
ー
芝

二
月
七
日

こ
屯
．＂兵石

尉）

牧
菅

『
久
仇
町
史
』
夜
料
編
第
一
巻

(U
広
）

ー
作
州
高
田
之
城
主
三
浦
被
居
候
を
備
前
浮
田
直
家
責
被
申
、

-aき

先
手
花
房
助
兵
衛

・
沼
本
新
右
衛
門
両
人
罷
出
、
久
世
多

田
山
一
＿
居
候
を

、

高
田
よ
り
牧
源
之
丞
•

石
井
源
太
・

某

三
人
其
外
侍
と
も
夜
中
ー
一
働
仕
、
鑓
下
二
而
首
壱
討
取
侯
、

為
褒
美
太
刀

一
腰
給
候
事
、
花
房
助
兵
衛

・
沼
本
新
右
衛

門
能
存
候

ド
河
内
牧
家
文
鵞

『
久
世
町
史
』
賓
杜
珈
第
一
巻

一
筆
令
啓
候
、
近
日
其
表
如
何
被
仰
付
候
哉
、
承
度
候
、
最

細
々
可
申
入
之
処
依
通
道
不
輛
罷
過
候
、
非
疎
略
候
、
於
当

｛頃
田
）

表
之
儀
者
仰
無
異
儀
堅
固
―
―
申
付
候
、
可
御
心
易
候
、
信
長

急
度
可
被
相
救
侯
由
―
―
て
早
上
洛
之
由
―
―
候
間
、
可
得
本
意

之
事
眼
前
候
、
今
少
之
儀
候
条
、
少
々
御
行
専
要
候
、
諸
方

（
渕
在
）

之
趣
委
曲
牧
兵
衛
申
候
、
恐
々
謹
言

浦
上宗

景
判

浦
上
宗
景
書
状
写

6
 

4
 

浦
上
宗
景
、
織
田
信
長
の
上
洛
と
備
前
表
へ
の
加
勢
を
報
じ

る 牧
左
馬
助
覚
書

第
四
条

几
郎
左
衛
門
所
持

芙
作
菌
諸
家
感
状
記
人
庭
郡
社
村
牧

＝
天
下
―-
l

年
）

二
月
二
日

神
納
三
郎
右
衛
門
殿

h
ぶ

n-―家

職



申
付
之
由
承
候
、
尤
之
儀
候
、
何
様
無
油
断
、
被
相
催
侯
之

趣
、
可
令
顕
然
之
条
可
御
心
安
候
、
猶
御
使
僧
祖
申
候
間

拗
書
細
候
、
恐
々
謹
言

＝
天
正
三
年
）

二
月
七
日

G
"在〉

牧
兵
庫
助
殿
御
報

志
賀
鑑
信
書
状

（
男
む
石
見
牧
家
又
慰

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

尚
々
、
至
公
私
、
拙
者
其
取
合
、
無
疎
意
侯
、
於
向
後

も
相
応
之
御
用
等
候
者
、
可
蒙
仰
事
、
所
仰
候

当
年
之
御
吉
嘉
、
幸
甚
々
々
、
猶
以
不
可
有
際
限
候

一
去
年
閏
十

一
月
之
御
状
、
当
年
正
月
中
旬
到
着
‘
令
拝
見

候
一
御
手
前
方
々
御
堅
固
被
仰
付
之
由
、
尤
珍
重
候

一
三
村
元
親
、
以
御
武
略
、
被
成
執
御
一
味
中
之
由
、
可
然

御
事
候
、
就
夫

一
国
之
儀
同
意
之
由
、
御
賢
應
之
故
候

（
恨
宏
ん
以
ざ

一
防
長
両
国
御
調
略
之
儀
、
当
春
相
調
候
、
為
始
両
田
原
、
其

外
豊
筑
之
諸
勢
、
至
赤
間
関
口
、
被
差
向
侯
条
、
以
其
響
、

貴
辺
御
本
意
眼
前
候
、
御
道
も
此
節
候
、
於
旨
趣
者
、
御

使
可
有
演
説
候

一
因
州
之
儀
、
手
堅
被
申
付
由
、
妥
元
二
茂
其
聞
候
、
弥
可

被
仰
談
事
、
肝
要
存
候

0”
ヵ｝

一
彼
御
使
僧
、
能
折
節
口
差
下
候
而
‘
御
返
事
等
早
速
相
調

候
、
殊
更
笈
許
御
行
等
、
具
被
仰
聞
、
被
差
上
候
間
、
珍

喜
、
細
砕
東
順
可
有
演
説
候
、
恐
々
謹
言

（
天

i!ll
二

年

）

〈

志

双

｝

二

月

七

日

鑑

信

（

花

押

）

禽
E
}

牧
兵
庫
助
殿
ま
い
る
御
報

（
佐
伯
）惟

教
（
花
押
）

天
正
三
年
(
-
五
七
五
）

備
中
譲
葉
城
主
三
村
元
範
、
落
城
に
際
し
三
浦
貞
広
を
頼
ら

ん
と
す
る

備
中
兵
乱
記
巻
之
上
新
見
譲
築
城
絡
ヰ
事
附
流
刑
‘
生
巾

『
吉
備
群
忠
集
成
』
第
三
輯

明
れ
ば
天
正
三
年
の
元
三
七
ヶ
日
も
打
過
ぐ
れ
ば
、
去
ら
ば

年
始
に
新
見
の
城
を
責
て
、
新
年
の
慶
賀
せ
ん
と
押
寄
た
り
、

此
譲
葉
の
城
主
三
村
元
範
は
元
親
の
弟
也
、
樅
へ
松
山
は
落

す
と
云
へ
共
、
此
城
は
不
レ
危
、
其
地
理
は
天
よ
り
釣
た
る

Ŵ
iE
三
年ー

二
月
七
日

祠

g

牧
兵
庫
助
殿
御
報

牧
兵
庫
助
殿ま

い
る
御
報

0
次
の
封
紙
は
本
密
状
の
も
の
か

C

一
月
紙
ウ
ハ
き

「

｛も

g親
度
（
花
押
）

志
賀
親
度
書
状
（
切
紙
）

石
兄
牧
家
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
-
第
五
五
巻
特
輯
号
二

百
対
訳
ウ
ハ
ャ
"
)

「

志
賀
安
房
守

牧

兵

庫

殿

御

報

親

度

」

其
表
之
立
柄
、
以
御
口
能
、
御
入
魂
之
趣
、
各
申
合
具
申
聞

候
、
如
仰
、
宗
景

・当
方
之
儀
、
別
而
被
申
談
首
尾
候
之
条
、

此
節
一
稜
可
被
申
付
之
通
被
用
直
書
侯
之
間
不
及
口
能

候
、
細
砕
衆
儀
同
前
申
入
候
之
条
書
面
不
詳
候
、
恐
々
謹

言

志
賀
丹
波
守

鑑
信

L— 

に
不
レ
異
、
人
の
登
る
便
り
な
け
れ
ば
、
無
数
の
名
城
也
、

然
る
に
元
範
、
一
人
当
千
と
頼
み
思
は
れ
け
る
富
屋
大
炊
之

助
・
曾
爾
・
八
田
以
下
忽
に
酸
て
、
正
月
八
日
の
巴
の
刻
ば

か
り
、
敵
を
諸
丸
に
引
入
れ
、
端
丸
に
火
を
か
け
、
一
同
本

丸
に
詰
め
し
か
ば
、
元
範
少
も
不
レ
屈
、
各
々
我
に
忠
義
を

存
ぜ
ん
者
は
今
此
時
ぞ
と
云
へ
ば
、
勇
士
七
十
騎
ば
か
り
物

具
ひ
し
／
＼
と
堅
め
て
、
元
範
と
一
所
に
死
を
決
す
る
覚
悟

に
て
出
立
た
り
、
元
範
弥
々
心
強
く
思
ひ
、
扉
を
開
き
討
て

出
、
鑓
を
合
し
突
崩
す
事
両
―
―
一
度
、
漸
く
其
日
の
戌
の
刻
に

成
に
け
り
、
元
範
の
郎
徒
或
は
手
負
或
は
疲
れ
、
大
半
死
失

せ
た
り
、
中
に
は
甲
を
脱
て
降
人
に
出
る
者
も
有
り
、
漸
く

残
る
兵
十
人
計
に
討
成
さ
れ
、
元
範
も
終
日
の
戦
ひ
に
精
力

尽
て
息
を
継
て
居
ら
る
上
所
に
、
伊
勢
の
入
道
と
云
ふ
古
老

の
義
を
存
す
る
者
立
寄
て
、
腹
を
切
給
ふ
共
、
打
込
の
人
数

と
云
ひ
、
夜
中
と
云
ひ
、
分
明
に
人
の
知
る
事
有
る
べ
か
ら

ず
、
又
夜
明
る
迄
は
難
レ
堪
、

一
先
落
給
は
ゞ
、
定
て
三
浦

貞
広
は
年
来
の
御
知
音
な
れ
ば
、
此
火
さ
き
を
見
て
途
中
迄

御
迎
に
不
レ
出
事
は
あ
ら
じ
と
、
気
色
を
背
て
諫
め
、
石
指

と
云
在
所
ヘ
一
里
計
引
退
き
休
ら
ふ
所
に
、
芸
州
の
武
士
多

治
部
雅
楽
頭
五
十
余
騎
に
て
押
寄
た
り
、
上
は
雲
に
登
え

峨
々
た
る
岩
な
れ
ば
、
可
1

押
入
1

様
な
く
し
て
、
鎗
長
刀
を

ひ
ら
め
か
し
喚
き
叫
べ
共
、
静
り
返
て
居
け
る
所
に
、
太
田

と
名
乗
て
荒
武
者
一
騎
進
み
け
る
を
、
三
村
左
馬
助
は
平
生

弓
を
得
た
れ
ば
、
火
急
の
退
口
な
れ
共
、
塗
器
~
の
弓
の
曲

ノ
・
ガ
リ

高
な
る
に
、
当
国
に
逸
る
国
重
が
鍛
へ
た
る
鋒
矢
五
つ
簾
に

指
て
持
た
れ
ば
、
打
番
ひ
好
曳
て
兵
と
放
ち
、
真
先
に
進
み

た
る
石
州
の
住
人
大
田
源
八
が
太
股
を
射
通
す
、
残
る
矢
に

-45 -



大
友
宗
麟
書
状

上
利
文
占

大
分
旧
焦
釈
紛
蒋
『
大
友
宗
麟
』
貿
料
集
第
四
巻

閏
十

一
月
十
三
日
之
御
音
問
今
月
卜
六
下
着
、
具
遂
被
閲
候
、

｛滋さ

其
堺
之
儀
、
宇
喜
多
依
逆
意
所
々
令
違
変
、
浦
上
宗
景
籠

(

1

二
涌
一

城
之
由
、
無
是
非
候
、
雖
然
貞
広
対
宗
景
、
累
年
甚
深
之
契

諾
、
弥
無
別
儀
之
通
承
候
、
｛
是
御
頼
敷
存
候
、
仇
連
々
｛
否
京

任
申
談
首
尾
、
防
長
行
無
余
儀
存
候
靭
、
芸
州
之
者
至
備
中

表
取
出
之
由
候
条
、
此
方
出
勢
急
速
申
付
候
、
然
者
―
二
村
元

親
被
仰
合
、
敵
不
抜
足
様
御
オ
兌
此
時
候
、
元
親
兄
弟
江
F

書
音
候
之
条
向
後
別
而
入
魂
可
為
祝
着
之
趣
、
能
々
御
伝

雨
き

達
肝
要
候
、
猶
田
原
近
江
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言

（
天
正
三
年
）

正

月

舟

日

宗

麟

（

花

押

）

っ＂止）

三
浦
次
郎
殿

大
友
義
統
書
状

（
切
感
石
見
牧
家
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号

一

5
5訊
ウ
ハ
ぶ

「

牧

兵

庫

助

殿

義

統

」

其
表
立
柄
示
給
侯
之
趣
、
具
令
承
知
候
、
防
長
行
無
油
断
申

付
候
条
浦
上
｛
＿
蛮
思

・
三
村
元
親
其
外
諸
堺
目
被
申
合
、
備

中
表
且
取
出
候
芸
州
之
者
、
可
被
討
果
御
才
覚
肝
要
候
、
例

矢
根
十
国
原
送
給
侯
、
祝
着
候
、
自
是
及
鈍
金
壱
端
進
之
候

な^
＂）

之
旨
候
、
猶
田
原
近
江
守
可
申
侯
、
恐
々
謹
言

突
匝
二
巴

0
次^）

正

月

舟

日

義

統

（

花

押

）

6

閏
在
）

牧
兵
庫
助
殿

二
浦
貞
広
等
、
豊
後
大
友
氏
に
備
作
情
勢
を
報
じ
る

吉
弘
鎮
信
書
状

（
切
紙
）
石
見
牧
家
文
IJI

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
災
』
第
五
li殊
括
拙
腐

i

-

月
訳
ウ
ハ

g

「

吉

弘

加

兵

衛

尉

牧

兵

庫

助

殿

御

報

鎮

信

J

依
遠
路
、
相
過
不
通
心
外
候
之
処
、
去
年
閏
十

一
月
士
―
-

（貞
↓

日
御
音
書
、
近
日
到
来
、
令
披
見
、
本
望
此
事
候
、
自
宗
景
茂

御
同
意
示
預
候
キ
、
此
節
為
当
方
、
於
関
表
一
行
之
儀
、
不

可
有
緩
候
也
、
併
衆
談
之
続
、
細
砕
各
可
有
入
魂
候
間
、
不

及
委
筆
候
、
妥
元
相
応
之
儀
、
連
々
不
可
有
疎
略
候
、
猶
期

来
喜
之
時
候
、
恐
々
謹
言

で
＾
正
三
年
）

二
月
二
日

両
色

牧
兵
庫
助
殿
御
報

吉
岡
鑑
興
書
状

（
切
紙
）
石
17翡
炭
文
苫

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
二
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

其
表
立
柄
、
以
御
口
能
示
給
候
趣
、
具
令
承
知
候
、
従
妥
元

芯
行
等
無
緩
被
申
付
侯
之
条
、
可
御
心
安
候
、
雖
無
申
迄
候
、

鎮
信
（
花
押
）

（天
L
＝二を

正
月
舟
日

牧
彦
十
郎
殿

0
封
紙
は
福
岡
市
立
博
物
館
所
隊
の
原
本
で
補
っ
ぢ

合

璽

喜

石
見
牧
家
文
苦屑

山
県
火
l

家
わ
け
史
料

c”lllウ
ハ

11)

「

牧

彦

十

郎

殿

義

統

」

矢
根

一
手
国
嬰
芯
給
候
、
遠
方
御
懇
志
之
儀
、
祝
着
候
、
自

祠
ぎ

是
が
鈍
金
壱
端
進
之
候
、
猶
田
原
近
江
守
可
申
候
、
恐
々
謹

言 大
友
義
統
書
状

（切紙）

毎
事
堅
固
之
御
才
覚
肝
要
存
候
、
於
様
肱
者
、
田
原
親
賢
可

被
申
之
条
、
不
能
書
載
候
、
恐
々
謹
言

癸正―
,11,,)

,
 
.
.
 邑

二

月

四

日

鑑

興

（

花

押

）

G
g
C
}
 

牧
兵
庫
助
殿
御
報

田
北
鎮
周
書
状

（
切
祇
）
石
Fl紺
豪
文
苫

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
在
柄
品
宜
2

-

8
"祇
ウ
ハ
＆

田
北
新
介

牧

兵

庫

助

殿

御

報

鎮

周

」

毎
度
御
音
札
恐
悦
之
至
候
、
然
者
、
其
表
立
柄
之
儀
、
就

玩

家

）

祠

ヒ

〉

宇
喜
多
逆
心
増
長
、
無
正
儀
候
哉
、
当
時
之
事
者
、

宗
景
及

難
儀
之
由
承
候
、
｛
是
無
曲
候
、
雖
然
、
無
油
断
於
賢
慮
者
、

不
可
有
異
儀
候
哉
、
妥
元
聯
不
被
存
心
疎
候
、
於
巨
細
者
、

直
被
申
入
候
之
条
、
不
及
口
能
候
、
事
々
期
後
喜
候
、
恐
々

謹
言

（
天
正
三
平
）

弐
月
六
日

禽
在
）

牧
兵
庫
助
殿
御
報

佐
伯
惟
教
書
状

（
切
紙
）
石
見
牧
家
文
布

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
――

こ
”
祇
ウ
ハ
せ

「

佐

伯牧

兵

庫

助

殿

御

報

惟

教

J

其
表
立
柄
為
可
被
仰
越
、
預
使
札
、
得
其
意
候
、
浦
上
宗
景

｛直
京
）

事
、
依
宇
喜
田
和
泉
守
逆
心
、
被
及
気
遣
之
由
、
無
是
非
次

第
候
、
併
五
六
ヶ
城
堅
固
被
仰
付
之
由
候
之
条
‘
尤
珍
重
候
、

（牧）
尚
春
御
事
、
代
々
宗
景
被
仰
段
首
尾
、
千
今
無
相
違
、
御
同

意
之
通
承
候
、
誠
御
頼
敷
存
候
、
然
者
、
従
此
表
行
等
可
被

面化）鎮
周
（
花
押
）
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浦
上
宗
鉄
書
状

（
切
紙
）
石
見
牧
｛
登
益
盲

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

（
＊
友
）

至
宗
麟

・
義
統
、
御
音
問
之
段
、
具
申
聞
候
、
祝
着
之
段
、

銘
々
以
状
被
申
候
、
珍
重
候、

随
ffi其
境
堅
固
之
御
才
党
之

由
候
、
為
宗
麟
茂
満
足
被
存
候
、
仇
塩
硝
一
壺
申
聞
被
進
候
、

猶
以
彼
一
種
之
儀
者
、
節
々
可
差
上
申
之
由
候
之
条
、
不
可

6

浦
上
）

有
緩
之
儀
候
、
宗
景
別
而
被
仰
談
間
之
事
候
間
、
無
御
隔
心
、

｛
伶
媒
）

毎
事
御
入
魂
可
目
出
候
、
随
而
山
中
鹿
介
方
、
如
其
意
、
越

山
侯
、
誠
之
無
比
類
[
晶
悟
不
忍
亘
語
候
‘
妥
元
公
私
之
悦

過
野
察
候
、
何
様
従
当
方
、

一
稜
可
被
加
力
事
、
不
可
有
別

儀
侯
間
寄
々
相
応
之
儀
者
、
非
疎
略
候
、
自
然
之
時
ハ
憑

存
候
、
直
以
状
申
入
候
、
初
硯
一
面
令
拝
受
候
、
近
々
出
頭

之
事
候
間
陣
中
諸
方
之
調
、
御
芳
情
珍
重
候
、
猶
湯
浅
方

紅
申
候
、
恐
々
謹
言

癸

正

元

年

）

（

浦

上

）

十

一

月

十

八

日

宗

鉄

（

花

押

）

函
包

牧
兵
庫
助
殿
御
報

0
次
の
封
紙
は
本
内
状
の
も
の
か
。

a"訊
ウ
ハ
古
)

「

浦
上
左
京
入
道

牧

兵

庫

助

殿

御

報

宗

鉄

大
友
宗
麟
書
状

（
切
懇
石
見
牧
家
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
二

S
H訳
ウ
ハ
翌

「

牧

兵

庫

助

殿

宗

麟

」

（
京
公
）

其
表
立
柄
銘
々
示
給
候
、
得
其
意
候
、浦
上
遠
江
守
被
申
談
、

'--

牧
尚
春
、
豊
後
大
友
氏
に
硯
吝
瞳
甘
'‘
煙
硝
．
鈍
金
の
進
呈

吝
受
け
る

堅
固
之
覚
悟
案
中
存
候
、
弥
無
油
断
才
覚
専
一
候
、
殊
亀

（
寺
磁
)

井
鹿
介
至
其
堺
在
陣
之
由
候
、
是
又
肝
要
候
、
毎
事
可
被
申

合
事
専
要
候
、
初
硯
一
面
送
給
侯
、
祝
着
候
、
従
是
茂
塩
硝

歪

鉄
）

一
壺
進
之
候
、
補
寸
計
候
、
猶
浦
上
左
京
入
道
可
申
候
、
恐
々

謹
言

（
天
正
元
年
）

十

一
月
十
九
日

（向
炉）

牧
兵
庫
助
殿

大
友
義
統
書
状

（
開
訳
）
石
見
牧
家
文
芯

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
て
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

8
5111ウ
ハ

g

「

牧

兵

庫

助

殿

義

統

」

預
音
問
候
、
祝
着
候
、
向
後
可
申
談
之
条
、
本
望
候
、
初
硯

盃
g

送
給
候
、
喜
悦
候
、
従
是
枯
鈍
金

一
端
進
之
候
、
猶
浦

（
京
鉄
）

上
左
京
入
道
可
申
候
、
恐
々
謹
言

二

正^
元
年
）

十

一
月
十
九
日

盆
守
｝

牧
兵
庫
助
殿

原
田
可
真
書
状

（
切
紙
）
石
見
牧
家
文
苫

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
券
柄
輯
号
ニ

（
針
紙
ウ
ハ
苔

原
田
隠
岐
入
道

牧

兵

庫

助

殿

御

宿

所

可

真

」

（
浦
上
）

追
而
至
宗
景
被
進
候
之
条
、
今
五
三
日
ハ
可
致
滞
在
候

間
、
重
々
可
申
通
候

（大
友ー

依
湯
浅
七
郎
右
衛
門
尉
方
下
音
問
、
従
宗
麟
塩
硝
壺
壱

で
＾
友
）

従
義
統
純
金
壱
端
被
進
候
、
一
丘
状
湯
浅
方
被
請
取
候
之
条
、

委
細
彼
方
可
被
申
達
候
、
毎
事
重
畳
可
被
申
承
候
、
恐
々
謹

言

ェ
大
友
）義

統
（
花
押
）

こ
＾
友
）宗

麟
（
花
押
）

芦
釜
二
年
）

卯
月
五
日

牧
菅
兵
衛
殿

浦
上宗

景
判

追
而

作
州
高
田
城
弥
堅
固
之
由
、
尤
肝
要
候
、
俯
塩
硝
之
事
承
侯

条
、
壺
沿
翌
候
、
委
細
此
使
可
申
候
、
恐
々
謹
言

突

正

―

在

平

ヵ

）

（

＊

友

）

十

一

月

十

九

日

宗

麟

（

花

押

）

（
幸
盛
）

亀
井
鹿
介
殿

天
正
二
年
（
＿
五
七
四
）

浦
上
宗
景
と
｛
孟
号
多
直
家
の
対
立
に
あ
た
り
、
三
浦
貞
広
は

宗
景
に
与
同
し
所
領
を
宛
行
わ
れ
る

浦
上
宗
景
書
状
写

下
河
内
牧
岳
全
戸

『
久
世
町
史
』
資
料
編
第
一巻

（三
浦
｝

今
度
備
作
雖
無
正
儀
候
貞
広
無
二
之
御
冤
悟
誠
以
無
比
類

恰
悦
候
、
併
妾
前
々
無
御
別
儀
故
候
、
然
両
村
上
跡
職
之
事

進
置
候
詑
、
段
銭
共
御
領
知
不
可
有
相
違
候
、
向
後
弥
御
入

眼
専
翠
候
、
恐
々
謹
言

大
友
宗
麟
書
状

橋
本
文
車
1

大
分
県
先
哲
叢
丼

『大
友
宗
麟
』
賓
料
梨
第
四
巻

山
中
幸
盛

豊
後
大
友
氏
に
高
田
城
の
堅
固
を
報
じ
、
煙
硝

を
乞
う 全

＾
£
-
森
）

士
一
月
士
二
日

露
t-

牧
兵
庫
助
殿
御
宿
所

G

ば
IU}可

真
（
花
押
）
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田
原
親
賢
書
状

（切紙）

石
Fl紡
涙
文
杏

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
紺
号
二

至
備
作
、
芸
州
衆
及
行
候
哉
、
就
夫
防
長
表
計
略
之
段
示
給

侯
、
得
其
意
候
、
何
様
無
緩
候
、
可
御
心
安
候
、
殊
其
堺
堅

固
之
御
覚
悟
之
由
、
尤
干
要
候
、
弥
不
可
有
御
油
断
候
、
次

硯
一
面
送
賜
候
、
芳
情
之
至
不
知
所
謝
候
、
依
遠
方
御
報
延

引
候
、
猶
期
来
信
候
、

恐
々
謹
――-＝

（元
飢
二正＇力｝

七
月
廿
八
日

忘
EF)

牧
兵
庫
助
殿
殿
御
報

元
亀
四
年
・
天
正
元
年
(
-
五
七
―
―
-）

山
中
幸
盛
尼
子
勝
久
を
奉
じ
因
幡
で
毛
利
方
の
城
を
攻
略
、

日
野
衆
・
牧
尚
春
等
は
こ
れ
に
協
力
す
る
と
い
う

大
友
義
統
書
状

（切紙）

石
見
牧
家
文
占

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
券
愁
輯
号
ニ

嬰
冊
侯
、
祝
摺
候
、
於
向
後
者
節
々
可
申
談
候
、
仇
太
刀

一
腰

・
馬

一
疋

・
鳥
子
百
枚
送
給
候
‘
令
悦
喜
候
、
自
是
茂

[―冗
危
三
年
）

六
月
廿
七
日

牧
彦
十
郎
殿
御
報

田
呵
一親

賓
（
花
押
）

｛
涌
上
-宗

鉄
（
花
押
）

牧

彦

十

郎

殿

御

報

宗

鉄

」

1

さ^
至
宗
麟
、
被
仰
入
候
之
趣
、
具
申
聞
候
、
祝
着
之
段
直
被
申

候
之
粂
珍
重
候
、
於
向
後
者
、
節
々
可
被
申
談
之
条
、
毎

g
 

事
相
応
之
儀
、
信
可
預
御
入
魂
事
所
希
候
、
尚
春
別
而
申
承

侯
条
、
御
同
前
可
目
出
候
、
事
々
期
来
音
之
時
候
、
恐
々
謹

言

q

え
閃
ウ
ハ
p
"]-

「

（
宗
B
)

太
刀
一
腰
・純
金
二
端
進
之
候
、
猶
浦
上
左
京
入
道
可
申
候
、

恐
々
謹
言

戻
正
元
年
）

八
月
十

一
日

（
尚
F
)

牧
兵
庫
助
殿
殿

立
原
久
綱
書
状

（切紙）

美
作
米
井
家
文
因

需
111県
山
文
帯
集
』
第
三
輯

一
旧
帖

l

い
な
は
わ
けよ

り
名包

原

一

ま

い

る

原

太

」

な
を
／
＼
女
房
衆
へ
も
心
得
[

]

其
後
者
久
敷
候
、

一
其
元
干
今
在
身
候
て
仕
合
共
能
候
而
可

石
竺

cllJ中）

然
届
一
我
等
事
去
六
月
二
至
因
番
罷
渡
、
幸
盛
得
救
持

候
て
在
居
仕
候
、
如
形
仕
合
候
間
可
心
安
侯
、
日
野
衆

窃

面

秤

）

そ

が

・
牧
兵
な
と
不
相
易
馳
走
候
間
本
望
候
一
女
房
共
其

（
ル
ポ
頃
）

外
楊
藤
無
何
事
候
、
我
等
同
前
二
妥
元
逗
留
候
一
従
隠

｛尼ど
州
勝
久
様
御
渡
海
候
、
弥
当
国
如
御
本
意
可
成
行
候
一
其

之
儀
此
方
へ
於
被
越
者
可
然
候
、
我
等
事
ハ
は
た
は
り
も
な

-g 

＜
侯
聞
、
幸
盛
可
有
御
抱
由
候
、
然
者
又
太
郎
事
ハ
、
我
等

所
に
不
弁
候
共
堪
忍
仕
、
向
後
愁
詔
等
被
相
達
候
者
、
我
等

も
外
聞
能
候
へ
く
候
、
家
来
事
委
細
存
知
前
候
へ
＜
候
、
い

つ
れ
な
り
共
、
先
年
之
老
者
共
跡
職

一
人
前
可
申
付
候
、
当

座
か
ん
に
ん
の
所
も
涯
分
可
心
付
候
、
只
今
＋
も
廿
も
召
遣

候
者
共
、
た
ふ
ん
新
参
者
に
て
事
を
か
き
候
、
菟
角
先
早
々

か
り
そ
め
に
叉
太
郎
を
此
方
へ
可
給
候
、
様
鉢
直
―
―
談
合
仕
、

｛笞

t”)

俊
元
之
趣
を
も
見
せ
候
て
、
其
上
に
て
思
安
を
す
A

め
候
て
、

其
時
そ
れ
の
事
ハ
左
有
次
第
―
―
可
被
罷
越
侯
、
如
此
申
候
へ

で
＾
友
i義

統
（
花
押
）

=
＾
正
元
年
）

九
月
廿
七
日

荘
肉
を牧

兵
御
返
報

岡
太

氏
秀
（
花
押
）

岡
本
氏
秀
書
状

（
モ
ト
折
紙
）

石
見
整
禿
粂
]

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

（
山
中
幸
盛
）

返
々
、
伯
州
面
御
動
之
由
、
山
鹿
所
よ
り
被
申
越
候
、

其
分
候
敗
、
無
御
心
元
候
、
彼
是
新
免
任
口
上
候
キ

云演）

三
ヶ
条
之
御
存
分
事
、
不
及
口
仰
越
、
節
々
致
気
遣
無
油
断

神
妙
候
、
我
等
非
油
断
候
、
反
銭
儀
ハ
置
塩
へ
進
納
候
間

一
応
理
被
申
候
ハ
て
ハ
と
被
申
ハ
盈
朕
、
久
田
事
ハ
西
屋
被
作

r、)

持
候
ヘ
ハ
、
当
時
彼
城
其
下
代
を
も
仕
事
候
間
、
無
事
二
被

相
放
事
も
不
成
候
而
遅
々
候
、
何
篇
拙
身
事
右
如
申
候
、
聯

以
無
緩
心
遣
仕
候
、
成
候
共
不
成
候
共
、
自
是
返
事
可
申
候
、

面
悶
盛
）

次
鹿
介
方
事
、
先
日
新
免
進
之
候
時
、
委
細
申
候
つ
る
、
将

e"上
武
芭

亦
自
能
島
之
折
紙
両
通
進
之
候
、
此
分
孟
朕
ヘ
ハ
、
隆
景
此

量
罷
出
事
ハ
不
可
有
之
候
、
追
々
吉
事
可
有
之
為
肱
候
、

恐
々
謹
言

岡
本
氏
秀
、
牧
尚
春
の
質
問
に
答
え
る

（
ヤ
廂
）久

綱
（
花
押
）

共
、
其
方
に
て
仕
合
共
一
段
能
候
者
、
此
方
之
儀
ハ
不
苦
敷

候
、
先
々
手
前
相
つ
か
れ
候
て
可
然
候
、
其
方
も
弓
矢
前
に

て
候
へ
共
此
表
之
像
、
た
A

い
ま
の
時
分
か
ん
用
之
折
節

に
て
候
間
、
又
太
郎
事
早
々
可
被
越
候
、
我
等
当
国
に
て
の

知
行
之
儀
も
随
分
相
定
鉢
候
、
何
も
／
＼
向
後
之
思
安
分
別

此
時
侯
哉
、
恐
々
謹
言

癸
正

1

元
年
｝

八
月
廿
二
日
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候
趣
、
具
申
聞
候
、
被
添
御
心
候
次
第
、
祝
着
之
由
、
直
被

申
候
、
当
方
之
事
、
赤
間
関
ロ
・
同
与
州
表
行
之
儀
、
取
痣
5

申
付
候
、
此
節
宗
景
被
遂
御
熟
談
、
弥
堅
固
之
御
才
覚
、
無

申
迄
候
、
初
硯
一
伽
被
懸
御
意
候
、
御
T
寧
之
至
畏
存
候
、

猶
御
使
江
甲
候
之
条
、
省
略
候
、
恐
々
謹
言

兌
屯
二
年
）

六
月
廿
＿二

日

宗

歓

（

花

押

）

禽
It}

牧
兵
庫
助
殿
御
報

大
友
宗
麟
書
状
（
切
懇

石
見
牧
家
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

（
針
訊
ウ
ハ
逹

「

牧

兵

庫

助

殿

宗

麟

」

重
々
示
給
候
、
祝
着
候
、
殊
太
刀

一
腰
・
馬
一
疋
送
給
候
、

喜
悦
候
、
然
者
其
表
之
儀
、
浦
上
宗
景
被
申
談
、
堅
固
之
オ

覚
無
油
断
之
由
、
預
入
魂
候
、
就
中
尼
子
勝
久
隠
州
rJ滞
在

無
異
儀
之
由
、
尤
肝
要
候
、
弥
被
申
合
、
其
堺
調
達
不
可
有

緩
之
儀
候
、
此
方
行
之
儀
、
門
司
ロ
・
与
州
表
同
前
申
付
候

条
勝
利
之
趣
従
是
可
令
注
進
候
、
例
鈍
金
壱
端
進
之
候
、

0

宗
飲
｝

委
細
猶
浦
上
左
京
入
道
可
申
候
、
恐
々
謹
言

元

息

―

―

年

〉

了

＾

友

｝

六

月

廿

七

日

宗

麟

（

花

押

）

箇
在
）

牧
兵
庫
助
殿

大
友
宗
麟
書
状
（
切
紙
）
石
見
牧
家
文
苫

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

牧

兵

庫

助

殿

宗

麟

G

糾
紙
ウ
ハ
笹

「

追
而

太
刀
一
腰

・
馬
一
疋
井
内
曇
百
枚
送
給
候
、
祝
着
候
、
従
是

茂
太
刀
一
振
・
鈍
金
二
端
進
之
候
、
猶
浦
上
左
京
入
道
可
申

冒
訂
作
罹
』――
―

月
田
紙
井
原
・
月
田
郷
、
別
所
・
佐
引
庄
砦
製
二
月
田
紙
一、

本
村
最
多
出
レ
之
、
昔
別
宮
山
八
幡
寺
僧
初
造
レ
之
、
以
レ

故
一
名
二
八
幡
紙
ー、
為
レ
用
甚
広
、
又
鹿
田
郷
出
二鹿
田
紙

一、
大
抵
似
二
月
田
紙
ー、
亦
好
紙
也
、
其
余
若
代
紙
・
神

代
紙
・
下
田
紙
等
数
品
随
レ処
出
レ之
、
此
皆
小
幅
造
者
亦

少
芙

浦
上
宗
鉄
書
状
（
切
紙
）
石
見
牧
・
琢
文
苫

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

（
大
友
）

重
々
至
宗
麟
御
懇
之
段
、
被
申
聞
候
、
祝
着
之
段
、
直
被
申

候
条
、
不
及
書
載
候
、
例
其
表
立
柄
、
銘
々
御
入
魂
之
続
、

乍
案
中
、
御
頼
敷
被
存
候
、
当
方
行
之
儀
、
門
司
ロ

・
与
州

表
同
前
被
申
付
、
既
兵
船
出
津
之
催
、
一
両
日
謡
定
侯
、
彼

喜
即
御
存
翌
前
候
条
、
不
及
口
能
候
、
弥
其
表
之
事
、

（
洲
上
）

宗
景
被
申
談
、
堅
固
之
御
調
専
一
之
由
、
相
心
得
可
申
旨
候
、

切
従
此
方
茂
一
種
被
進
之
候
、
銘
々
被
用
直
書
候
之
条
、
不

能
重
言
候
、
事
々
期
来
音
之
時
候
、
恐
々
謹
言

（元
危
"
'
"＇）

な

匹

｝

六

月

廿

七

日

宗

鉄

（

花

押

）

面
芭

牧
兵
庫
助
殿
殿
御
報

0
次
の
封
紙
は
本
必
状
の
も
の
か
。

（
針
祇
ウ
ハ
む）

浦
上
左
京
入
道

作
陽
誌

爽
島
郡
附
録
月
田
紙

候
、
恐
々
謹
言

-元
俎
三
年
）

六
月
廿
七
日

（尚

g

牧
兵
庫
助
殿

（
大
友
）宗

麟
（
花
押
）

浦
上
宗
鉄
書
状
（
切
紙
）
石
見
整
岳
森

『広
島
大
学
文
学
部
紀
咽
第
五
五
巻
特
輯
号
―

浦
上
左
京
入
道

8
E祇
ウ
ハ
さ

「

浦
上
宗
鉄
書
状
（
男
武
）

石
見
悠
恋
念

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
次
森
輯
号
ニ

（
封
紙
ウ
ハ
＆）

「

牧
兵
庫
助
殿

。

友^）宗
麟
（
花
押
）

浦
上
左
京
入
道宗

鉄

追
而

簾
中
方
江
硯
一
面

・
内
曇
紙
百
枚
進
上
之
趣
、
令
披
露
候
、

御
嬉
之
由
相
心
得
可
申
旨
候
、
是
此
茂
鈍
金
弐
端
被
進
候
、

為
御
存
知
候
、
委
細
猶
重
々
可
申
承
侯
、
恐
々
謹
言

0

浦
上
）

六

月

廿

七

日

宗

鉄

（

花

押

）

H
"存
）

牧
兵
庫
助
殿
殿

大
友
宗
麟
書
状
（
切
惑
石
見
整
悉
令
芦

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
殊
蒋
輯
号
ニ

｛
討
紙
ウ
ハ
占
）

「

牧

彦

十

郎

殿

宗

麟

」

亘面）

如
音
問
、
未
申
通
候
之
処
示
給
候
、
祝
着
候
、
貞
広
事
別
頂

冦
侃
芭

御
入
魂
之
条
、
珍
重
候
、
弥
兵
庫
助
被
申
談
、
向
後
可
預
馳

走
事
可
為
喜
悦
候
、
初
硯
一
面
送
給
候
、
自
愛
此
事
侯
、
従

荼
芭

鸞

鈍

金

一
端
進
之
候
、
猶
浦
上
左
京
入
道
可
申
侯
、
恐
々

璽―
O

（元
亀
1

二
年
〉

六
月
廿
七
日

牧
彦
十
郎
殿

牧
兵
庫
助
殿
御
報

宗
鉄

'- し―-
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松
心
軒
＿
楽
書
状

（
抄
祗
）
脅
綬
家
文
書

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
二

雖
未
申
通
候
、
預
御
札
候
、
本
望
之
至
候
、
其
表
御
行
等
之

（
浦
上
）

儀
、
宗
景
被
仰
談
之
由
侯
、
尤
肝
要
存
候
、
示
給
候
之
趣
、

令
披
露
候
、
従
妥
元
茂
‘
至
海
上
警
固
船
数
百
艘
、
至
陸
地

諸
軍
出
勢
之
儀
、
被
申
付
候
之
条
、
出
張
半
候
、
定
而
可
有

其
聞
候
随
而
硯
一
面
被
懸
御
意
候
、
遠
方
之
御
志
御
丁

寧
之
緞
畏
入
候
、
秘
蔵
異
干
他
候
、
向
後
毎
事
可
申
承
事

所
仰
侯
恐
々
謹
言

哀
色
―
こ
T
)

六
月
十
日

{IAI作
）

牧
兵
庫
助
殿
殿
御
報

牧
兵
庫
助
殿
御
報

一
元
亀
一
↑
一
年
）

六
月
五
日

祠

g

牧
兵
庫
助
殿
御
報

（
松
心
軒
）一

楽
（
轟
）

田
北
鎮
周
書
状

（
切
懇
石
見
整
登
入
れ
』

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
〗
第
五
五
巻
特
輯
易二

不
存
寄
侯
之
処
、
御
札
畏
入
候
、
初
就
雲
伯
立
柄
之
儀
、
示

{f 

襲

之

処

、
各
申
談
具
申
聞
候
、
弥
宗
景
以
御
一
致
、
堅

固
之
御
才
覚
専
要
之
通
、
被
申
候
、
妥
元
於
寄
々
之
儀
者
、

向
後
不
可
有
油
断
之
由
候
、
随
而
硯
一
面
被
懸
御
意
侯
、
御

丁
寧
之
儀
恐
悦
候
、
猶
期
来
信
候
、
恐
々
謹
言

{Ill北）

六

月

五

日

鎮

周

（

花

押

）

裔
患

牧
兵
庫
助
殿
御
報

0
次
の
封
紙
は
本
朴
状
の
も
の
か。

C”
術
ウ
ハ
占
）

「

田
北
新
介鎮

周
{ft伯）惟

教
（
花
押
）

吉
岡
鑑
興
書
状
（
切
祇
）
石
見
牧
家
文
淋

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
二

tti飯
ウ
ハ
き

「

吉

岡

掃

部

助

《戦

牧

兵

庫

殿

御

報

鑑

口

」

浦
上
｛
委
京
被
仰
合
其
表
御
行
等
無
御
油
断
之
通
御
状
之

趣
、
各
申
談
具
令
披
露
候
、
別
而
御
入
魂
祝
珀
之
由
、
直

被
申
候
、
此
方
之
事
、
赤
間
関
ロ

・
与
州
表
、
何
茂
堅
固
被

申
付
候
、
可
御
心
安
候
勿
硯
一
面
被
懸
御
意
候
、
御
丁
寧

之
至
畏
存
候
、
猶
御
使
汀
甲
候
之
条
、
省
略
候
、
恐
々
謹
言

六

月

十

一

日

鑑

興

（

花

押

）

(liiを

牧
兵
庫
助
殿
殿
御
報

志
賀
親
度
書
状
（切
紙
）

石
H
欣
袷
支
れ
〗

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
糸
経
柑
砂

一

u"紙
ウ
ハ

L"3

志
賀
安
房
守

牧

兵

庫

助

殿

御

報

親

度

」

就
其
表
立
柄
之
儀
、
示
預
候
之
趣
、
各
申
談
、
令
披
露
候
、

妥
元
於
行
者
、
堅
被
申
付
、
赤
間
関
口
井
至
与
州
目
へ
伐
兵

船
渡
海
之
儀
、
急
速
被
申
催
候
之
条
、
其
境
之
儀
、
浦
上
宗

最
被
仰
合
火
急
御
調
略
肝
要
候
、
委
細
直
被
申
候
之
条
、

不
置
口
能
候
、
初
硯
蓋
四
得
御
意
候
、
御
丁
寧
之
至
畏
存
候
、

猶
重
々
可
申
承
之
開
、
閣
筆
候
、
恐
々
謹
言

3
公

翌

年

）

（

ぉ

g

六
月
十
六

日

親

度

（

花

押

）

牧
兵
庫
助
殿
御
報

0
次
の
封
紙
は
本
必
状
の
も
の
か。

(rt祇
ウ
ハ
占
i
-

「

松
心
軒一

楽

'-

志
賀
鑑
信
書
状

（切紙）

石
見
貨
蒙
文
芯

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
ニ
第
五
万
巻
特
輯
号
ニ

（
埠
襄
S
片
）

「（墨引）
」

雲
伯
立
柄
無
是
非
候
、
雖
御
城
彼
境
目
候
、
御
賢
慮
之
故
、

（
足
ユ
'
)

無
異
漉
之
由
、
其
聞
候
、
千
秋
万
歳
候
、
初
勝
久
・
同
諸
勢
、

U

旬
井
幸
袋
｝

隠
茄
ij
無
恙
之
由
候
、
亀
鹿
但
州
il
居
住
之
通
候
之
条
、

0”し）

添
□

0
被
仰
合
、
早
速
可
被
遂
御
本
意
事
、
可
目
出
侯
、
然

-g 
者
尚
春
御
入
魂
之
趣
、
内
々
令
披
露
候
、
丁
寧
之
儀
、
御
祝

{g 

着
之
由
候
、
至
各
も
其
取
合
無
疎
口
候
、
殊
与
州
表
二
兵
船

数
百
艘
被
差
渡
候
為
防
長
御
行
、
如
門
司

・
赤
間
関
口
、

諸
軍
勢
被
差
立
候
、
淵
底
湯
七

・
御
使
僧
存
知
之
前
候
‘
其

表
之
儀
、
弥
堅
固
之
御
才
覚
、
尤
肝
要
存
候
、
於
旨
趣
者
、

～
宇
甘
多
）

従
老
中
被
申
之
段
、
直
家
可
有
伝
達
之
条
、
令
省
略
候
、
恐
々

謹
言

妄

a-―
-

年

)

（

吉

g

六

月

廿

日

鑑

信

（

花

押

）

H
a
5
)
 

牧
兵
庫
助
殿
御
報

0
次
の
封
紙
は
本
袢
h
い
の
も
の
か
c

R”
姐
ウ
ハ
邑

「

志
賀
左
京
亮

牧

兵

庫

助

殿

御

報

鑑

信

吉
岡
宗
歓
書
状

（切紙）

石
見
整
禿
食
Lt

『
広
島
大学
文
学
部
紀
要
〗
第五
五
巻
特
輯
＂万
二

｛
討
紙
ウ
ハ

Iii――

「

吉
岡
越
前
入
道

牧

兵

庫

助

殿

御

報

宗

歓

」

浦
上
宗
景
以
御
同
意
、
其
表
御
調
儀
無
御
油
断
之
通
、
示
給

（
約
芭

牧
兵
庫
助
殿
御
報
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村
上
武
吉
書
状

（
靭
紙
）
石
見
氏
飯
文
芯

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
券
特
輯
号
―

届
喜
逆
麿
島
文
苫

霊
戸
内
海
地
域
史
研
究
』
第
二
輯

｛
瀾
上
）

雙
善
上
候
、
当
時
宗
景
被
仰
談
之
候
者
、
我
等
式
迄
大
慶

此
事
候
、
当
表
之
儀
者
堅
固
之
覚
期
、
伯
備
中
境
目
無
異
儀

（
幸
竪

申
付
候
粂
、
可
御
心
安
候
、
就
中
亀
井
鹿
介
去
秋
此
表
被
取

兌
＋
覇
久
）

退
候
、
隠
州
為
卜
祗
今
者
但
州
在
身
侯
、

此
節
自
豊
州
至
防

長
御
進
発
候
者
以
其
響
雲
伯
之
儀
可
及
道
候
分
二
候
、
為
其

重
而
是
使
者
之
同
前
―
―
御
助
言
専
用
存
候
、
例
硯
一
面
令
進

入
候
、
誠
表
軽
志
計
候
、
尚
永
々
可
申
述
候
、
恐
々
謹
言

應”-「
封
紙
牧
兵
服
助
ト
ア
リ
」

念^

Ill-ー
巨

｀

）

（

牧

｝

三

月

十

一

日

尚

春

（

花

押

影

）

（
古
閲
）

村
上
中
務
小
輔
殿ま

い
る
御
宿
所

牧
尚
春
書
状
写

元
亀
三
年
（
＿
五
七
二
）

昨
年
よ
り
美
作
国
に
滞
在
の
亀
井
（
山
中
）
幸
盛
、
今
は
但

馬
国
に
あ
り
と
い
う

天
爪
二
年
｝

十
二
訊
囁
八
日

牧
兵
庫
助
殿
ま
い
る
御
宿
所

候
、
大
事
之
御

一
行
之
間
、
父
モ
ニ
人
持
参
可
申
侯
へ
共

月
廻
与
申
、
昨
夕
帰
宅
仕
候
間
、
為
其
二
大
町
与
二
郎
ぷ
進

之
候
、
委
曲
口
上
―
―
令
申
候
条
、
不
能
具
候
、
恐
々
謹
言

原
田
蔵
人

豊
佐
（
花
押
）

牧
兵
庫
助
殿ま

い
る
御
報

」

連
々
雖
承
及
候
、
未
申
通
故
、
罷
過
候
之
処
、
只
今
預
御
札

披
閲
珍
重
侯
、
其
表
御
行
無
御
油
断
之
由
侯
、
当
国
出
勢
之

儀
、
無
緩
被
申
付
候
条
可
御
心
安
候
、
妥
元
相
応
之
儀

於
向
後
聯
不
可
存
心
疎
侯
、
仇
硯
壱
面
大
被
懸
御
意
候
、
遠

葛
西
宗
答
奎
昇
ご
切
慇
石
見
牧
家
文
苔

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
帷
号
―

葛
西
掃
部
入
道

宗
答

{11汲
ウ
ハ

g

「

牧
尚
春
、
豊
後
大
友
氏
へ
太
刀
・
馬
・
硯
吝
送
り
近
況
を
報

じ
る

牧
兵
庫
助
殿
御
返
報

村
上武

吉

g

淋
上
〉

三
月
十
一
日
之
貴
札
到
着
、
令
拝
見
候
、
如
仰
近
年
宗
景
別

而
申
談
候
、
然
処
、
芸
州
不
慮
之
存
分
共
侯
而
‘
及
鉾
楯
候
、

其
表
堅
固
之
御
覚
悟
之
故
、備
作
無
異
條
之
由
侯
、
本
望
候
、

此
口
之
儀
も
随
分
相
支
侯
、
乍
恐
可
御
心
安
候
、
就
中
亀

｛
幸
盛
）

井
鹿
介
方
、
頃
但
州
御
在
身
之
由
候
、
専
要
―
―
存
候
、
豊
州

御
行
御
延
緩
故
、
諸
国
之
行
不
相
応
候
、
雖
然
、
妾
御
覚
悟

無
二
之
首
尾
候
者
、
各
可
為
勝
利
事
、
覚
前
之
儀
候
、
仇
硯

一
面
送
給
候
遼
遠
之
御
懇
志
云
、
妥
元
之
珍
器
云
、
自
愛

不
一
候
、
猶
期
万
吉
令
省
略
候
、
恐
々
謹
言

哀
氣
三
年
）

n占

卯

月

八

日

武

吉

（

花

押

）

C
円
ャ
5
)

牧
兵
庫
助
殿
御
返
報

0
次
の
封
紙
は
本
晶
状
の
も
の
か

c

G”
訊
ウ
ハ
占
）

「

方
御
懇
志
之
至
畏
入
候
、
何
様
自
是
可
遂
御
礼
之
趣
、
猶
御

使
者
江
申
述
候
、
恐
々
謹
言

（
元
亀
三
年
）

五
月
廿
四
日

応閤）

牧
兵
庫
助
殿
ま
い
る
御
報

原
田
可
真
書
状
（
切
懇
石
見
牧
家
文
占

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
一
第
五
五
巻
特
輯
号
―
-

0
m県
ウ
ハ
占
）

「

原
田
隠
岐
入
道

牧

兵

庫

助

殿

御

返

報

可

真

」

先
年
者
、
備
前
表
迄
罷
登
候
付
而
甲
通
候
、
本
望
存
候
之
処
、

重
々
預
御
札
候
、
殊
妥
許
大
切
候
硯

一
面
送
給
候
、
塞
之
御

芳
情
欣
悦
之
至
候
、
仇
諸
口
行
之
事
、
千
今
延
引
之
儀
、
非

御
油
断
之
儀
候
、
被
申
調
之
儀
候
、
弥
宗
景
可
被
仰
談
事
、

御
肝
要
候
、
委
細
彼
方
可
被
相
達
之
間
不
能
書
載
候
、
恐
々

謹――-＝（
元
世
二
平
）

五
月
廿
五
日

（
曲
じ
）

牧
兵
庫
助
殿
御
返
報

佐
伯
惟
教
書
状
（
切
紙
）
石
見
整
岳
令
〗

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

a誌
ウ
ハ
占

佐
伯

牧

兵

庫

助

殿

御

報

惟

教

」

未
申
通
候
処
、
御
懇
札
畏
入
存
候
、
例
御
内
i

蕊
畷
各
申
談

達
上
聞
候
、
被
仰
出
候
趣
、
従
方
分
定
可
被
申
入
候
、
殊
更

硯
一
面
被
懸
御
意
侯
、
不
寄
存
之
儀
候
、
一
段
快
然
候
、
於

向
後
者
、
弥
可
申
承
候
事
候
、
猶
彼
方
へ
令
申
候
、
恐
々
謹

言

a”IH) 可
真
（
花
押
）

8

窮

宗
笞
（
花
押
）
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浦
上
左
京
入
道

牧

兵

庫

助

殿

御

報

宗

鉄

」

t^
友）

去
春
従
宗
麟
被
用
直
書
候
之
処
、
今
度
尼
子
勝
久
、
以
使
者

被
仰
越
候
、
就
其
御
伝
書
之
趣
具
申
聞
候
、
祝
着
之
段
直
被

申
候
、
初
於
私
以
硯
一
面
被
懸
御
意
候
、
遠
方
之
御
懇
情
畏

存
候
、

一
入
競
目
候
、
秘
蔵
此
事
候
、
猶
態
可
申
入
候
、
可

得
御
意
候
、
恐
々
謹
言

(-IraJCi 

八
月
二
日

H
屯
t
]
-

牧
兵
庫
助
殿
御
報

扉
iff作
腸
誌
l
-
―

高
田
硯
普
以
作
州
産
物
馳
二
名
天
下
．無
和
出
於
高
田
硯
一、

王
侯
箱
紳
而
下
造
翰
人
・
墨
客
一、
争
翫
一ー索
之
一、
古
硯

名
製
珍
l

蔵
干
良
翠
者
多
、
是
斯
石
堂
非
二
我
邦
端
猷
一

邪
怒
具
偽
相
斯
硯
エ
琢
ご
他
産
、
多
高
田
硯
一、

雖

承

州
之
匡
、
尚
取
こ
備
中
石
へ

贋
レ
之
、
比
レ真
甚
殊
、
真

者
石
色
夕
名
倉
黒
螢
沢
、
堅
密
、
相
，J

之
声
清
越
和
以
二
好
墨

ー、
倍
発
二
其
良
一、
与
下
彼
猷
石
鋒
苦
多
尽
墨
無
レ
声
者
上

固
不
同
本
神
庭
山
出
，J

之
、
石
脈
既
盤
尽
、
竹
原
村
卒

波
多
山
尚
多
、
有
司
封
固
石
坑
一、
随
レ用
取
レ之
、
又
見

神
庭
瀑
澤
中
l

有
．ソ
石
、
頗
魁
良
質
、
但
瀑
勢
奮
撃
不
レ

得
拷
レ
之

元
亀
二
年
(
-
五
七
＿
）

牧
尚
春
｀
豊
後
大
友
氏
か
ら
書
状
を
受
け
る

作
陽
誌

其
島
郡
附
録
高
旧
硯

{＂
祇
ウ
ハ
占
）

「

{IIト
t
}宗

鉄
（
花
押
）

大
友
宗
麟
書
状

（切紙）

f
f
l称
裟
文
停

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
万
五
巻
特
輯
＂
ヴ

一q

-11す
ゥ
”
丸
）

「

牧

兵

庫

助

殿

宗

麟

」

去
秋
染
一
翰
候
之
処
、
懇
示
給
候
、
令
喜
悦
候
、
分
国
中
無

残
所
任
案
中
、
防
長
之
行
相
催
半
候
之
条
、
其
表
之
儀
、
弥

馳
走
肝
要
候
、
恐
々
謹
言

0”
爪
二
と

三
月
八
日

E
咆
む
）

牧
兵
庫
助
殿

浦
上
宗
鉄
書
状

（
切
紙
）
石
n称
涙
文
占

『広
島
大
学
文
学
部
紀
災
』
第
五
五
巻
特
輯
号
．

一

{U祇
ウ
ハ
お
｝

「

浦
上
左
京
入
道

牧
兵
庫
助
殿
御
報
{
-示鉄

」

去
秋
以
直
書
被
申
入
候
、
其
後
無
音
心
外
之
段
被
申
候
、
併

面
ヒ）

其
表
無
別
儀
御
座
候
之
由
候
、
珍
重
候
、
宗
景
毎
事
可
被
仰

談
事
可
目
出
候
、
於
妥
元
相
応
之
儀
、
不
可
存
心
疎
候
、
委

細
勝
久
御
使
者
可
被
申
達
候
、
恐
々
謹
言

(•KIll=-g 

三

月

八

日

宗

鉄

（

花

押

）

西

g

牧
兵
庫
助
殿
御
報

志
賀
鑑
信
書
状

（
切
紙
）
石
11約
蒙
苓
心

『
広
島
大
学
文
学
部
届
q
第
舟

巻

籠

号
二

志
賀
左
京
亮鑑

信

牧
兵
庫
助
殿

参

御

宿

所

」

罷
下
候
翻
、
種
々
御
懇
之
段
、
畏
入
存
候
、
被
仰
下
候
趣
、

具
令
披
露
[
]
殿
様
へ
以
直
書
被
申
入
候
、
拙
者
防
長
へ
之

こ
”
ぷ
ウ
ハ

r-

「

（
大
友
》宗

麟
（
花
押
）

浦
上宗

景
（
花
押
）

出
勢
為
案
内
者
、
差
留
候
条
、
湯
浅
方
計
被
罷
上
候
、
定
而

彼
仁
可
申
候
、
恐
恨
謹
言

歪
れ
二
年

2
三
月
廿
日

↑"£ 

牧
兵
庫
助
殿
参
御
宿
所

浦
上
宗
景
、
三
浦
貞
広
の
知
行
所
段
銭
に
つ
き
牧
尚
春
の
裁

判
に
よ
る
進
納
を
定
め
る

浦
上
宗
景
書
状

（切紙）

石
n紡
妥
文
岱

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
一
第
五
打
巻
特
輯
竺

一

自
避

一牧
J

貞
広
御
当
知
分
所
々
段
銭
之
事
、
有
尚
春
裁
判
、
為
公
用
百

貫
文
毎
年
可
有
進
納
候
、
自
然
於
無
沙
汰
者
、
不
可
有
其
曲

候
、
恐
々
璽
―
―
O

元
亀
弐

拾
弐
月
廿
六
日

祠
E

牧
兵
庫
助
殿

原
田
豊
佐
書
状

（
モ
ト
折
紙
）

石
見
牧
家
文
国

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
＂
芍

．

資
殿
可
捧
書
状
候
へ
共
、
定
可
御
事
茂
之
粂
、
可
預
御

心
得
候
、
か
し
く

n中上｝

歳
暮
之
御
慶
、
重
畳
申
113候
、
仇
御
知
行
分
｛
菅
京

一
筆
之
事

巨
fi”)

調
、
被
進
之
候
、
文
鉢
等
之
儀
者
、
岡
本
如
何
候
て
可
然
候

ハ
ん
呻
詞
噂
て
認
被
申
候
間
定
可
応
貴
意
候
哉
、
従
宗
景
、

両
太
郎
左
衛
門
尉
書
状
令
進
覧
候
、
然
者
御
反
銭
方
之
儀
者
、

賽

二
十
貫
御
進
納
候
て
、
残
所
之
儀
、
秋
早
速
＿
一
御
収
納
肝

要
之
由
、
能
々
自
我
等
可
申
達
之
由
候
、
可
被
成
其
御
心
得

U
心

ii-鑑
信
（
花
押
）
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知
行
千
石
取

同
弐
百
石
取

同
弐
千
石
取

同
弐
百
石
取

同―二
百
石
取

（中
略
）

二
浦
貞
広
、
高
田
城
に
入
る
と
い
う

継
卜
戦
フ
、
敵
追
払
、
討
取
首
十
五
六、

直
二
入
城
ス
、

其
後
敵
将
玉
串
監
物

・
真
木
勘
兵
衛
城
ヲ
攻
、
戦
数
刻

二
及
フ
、
春
継
遂
二
王
串
卜
鎗
ヲ
合
セ
討
取
申
候
処
、

敵
勢
弱
リ
颯
卜
引
、
又
引
返
ス
敵
討
取
コ
ト
数
々
、
春

継
力
玉
串
ヲ
討
シ
所
、
無
双
ノ
鎗
場
ト
テ
一
町
四
方
黍

稜
ヲ
植
ス
、
草
茫
々
ト
シ
テ
香
川
ノ
鎗
場
卜
称
セ
シ
ョ

シ

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
北
I『

久
世
町
史
』
狩
粧
編
第
一
巻

（
三
浦
-

然
レ
共
牧
ハ
き
り
ぬ
け
、
備
中
―
―
居
ル
貞
久
之
御
子
貞
広
、

（

マ

｝

一

名
ヲ
オ
五
郎
殿
卜
申
ヲ
取
立
、
元
亀
元
年
七
月
―
―
先
つ
篠
向

ヲ
切
取
、
同
年
十
月
二
高
田
つ
ぶ
さ
山
ヲ
責
大
合
戦
仕
、
取

候
而
則
貞
広
ヲ
入

一
貞
久

一
貞
勝

一
貞
守

一
貞
広

右
四
代
之
内

二

丸

牧

官

兵

衛

二
丸
次
細
田
久
右
衛
門

本
段
出
張
牧
河
内

三
丸
草
加
部
平
内

(
＊
駁
ヵ
）

お
く
び
江
川
炊
助

永
禄
＿
三
年
・
元
亀
元
年
(
-
五
七
0
)

豊
後
の
大
友
宗
麟
｀
牧
尚
春
に
尼
子
・
浦
上
両
氏
と
の
談
合

が
重
要
と
す
る

大
友
宗
麟
書
状

（
切
懇
石
Fl討
塚
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

｛
付
祇
ウ
ハ

g

[

牧

兵

庫

助

殿

宗

麟

」

厄子）

其
表
之
堅
固
之
才
覚
無
緩
之
趣
示
給
候
、
喜
悦
候
、
勝
久

・

｛
宋
桑
）

浦
上
遠
江
守
被
申
談
、
弥
可
被
励
馳
走
事
肝
要
候
、
猶
浦
上

（一ホ鉄）

左
京
入
道
可
申
候
、
恐
々
謹
言

菜
社
十
三
年
）

卯
月
四
日

念
セ
か
）

牧
兵
庫
助
殿

同

下
＾
た
）宗

麟
（
花
押
）

松

之

段

上

牧

道

市

同

弐

百

石

取

松
ヶ
段
牧
藤
左
衛
門
同
五
百
石
取

西

下

丸

牧

大

膳

同

弐

百

石

取

水
ノ
手
福
富
久
右
衛
門
同
弐
百
石
取

（
マ
マ
）

同

下

笠

原

帯

膳

同

百

石

取

同

向

石

井

与

平

同

百

石

取

小
屋
ノ
段

牧

兵

庫

弐

千

石

取

上
町
浜
口
平
次
郎

―二
百
石
取

同

江

川

小
四

郎

百

石

取

同

船

津

杢

之

丞

五

十

石

取

同

牧

惣

兵

衛

五

百

石

取

同
此
弐
行
損
シ
申
相
不
訳
ス

浦
上
宗
鉄
書
状

（
切
懇
石
見
整
悉
入
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
玉
下
巻
特
輯
号
―

牧
尚
春
、
豊
後
大
友
氏
に
硯
を
送
る

面
上
)宗

鉄
（
花
押
）

浦
上
宗
鉄
書
状

（切紙）

8”
祇
ウ
ハ
占
）

「

石
見
牧
家
文
忠

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

浦
上
左
京
入
道

宗

鉄

」

（牧）

牧
兵
庫
助
殿
御
報

（
三
湘
）
（
大
友
）

従
貞
広
、
宗
麟
江
御
音
問
之
趣
申
聞
候
、
殊
尚
春
御
懇
書
、

是
又
祝
着
之
段
、
直
被
申
候
之
条
、
珍
重
侯
、
其
表
之
事
、

厄＋）
勝
久

・
宗
景
被
仰
談
弥
堅
固
之
御
オ
{
兄
肝
要
之
段
能
々

可
申
旨
候
、
下
目
渡
口
之
事
者
、
可
御
心
安
候
、
防
長
之
行

等
之
儀
不
可
有
余
儀
候
由
、
相
心
得
可
申
由
候
、
猶
期
来

音
之
時
候
、
恐
々
謹
言

｛永

ltt-「年――

卯
月
五
日

砿
芭

牧
兵
庫
助
殿
御
報

大
友
宗
麟
書
状

（
切
塾
石
見
整
令
入
害

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

（
”
飢
ウ
ハ
ャ
y-

「

牧

兵

庫

助

殿

宗

麟

」

（尼を

先
書
如
申
候
其
表
之
儀
、
勝
久
一
意
之
由
候
、
尤
肝
要
候
、

毎
事
此
節
可
被
励
馳
走
事
専

一
候
、
必
以
飛
脚
重
々
可
申
候
、

例
硯
一
廊
走
給
候
、
遼
遠
之
懇
志
祝
着
候
、
自
是
可
遂
礼
儀

蕊
包

之
趣
、
猶
浦
上
左
京
入
道
可
申
候
、
恐
々
謹
言

哀
應
K
年

）

（

＊

よ

）

八
月
二
日

宗

麟

（

花

押

）

(rol在
一

牧
兵
庫
助
殿
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止

t

^

C

)

G

粒
毬

シ
当
国
高
田
ノ
城
二
香
川
美
作
守

・
長
左
衛
門
大
夫

【
水
社
十
一
年
）

ヲ
去
年
ヨ
リ
入
置
タ
リ
シ
ヲ
攻
ン
ト
テ
取
囲
ミ
日
々
迫
合
無

安
西
軍
策

巻
第
四
芙
作
高
田
城
攻
事

『
改
定
史
藉
集
冥
』
第
七
冊
通
祀
類

-
＊
れ
十
こ
邑

同
年
七
月
、
美
作
ノ
国
高
田
城
ニ
ハ
牛
尾
太
郎
左
衛
門

・
足

日

を

（

店
き

立
十
兵
衛

•

国
街
隠
岐
守
先
年
ヨ
リ
被
置
ケ
レ
共

、

当
国
三

浦
ノ
一
族
動
レ
ハ
城
ヲ
落
サ
ン
ト
ス
、
然
間
城
中
小
勢
ニ
シ

テ
難
守
、
大
将
一
人
被
箭
宜
カ
ラ
ン
ト
テ
、
去
年
七
月
香
川

字
1

炊｝

左
衛
門
尉
ヲ
美
作
守
二
成
、
嫡
子
ヲ
左
衛
門
尉
二
被
成
、
高

田
ノ
城
二
被
差
籠
、
去
程
二
当
国
ノ
住
人
三
浦

・
芦
田

・
市

等
、

宇
喜
田
二
加
勢
ヲ
乞
ハ
長
船
紀
伊
守•岡
信
猿
守
・

6

本
）

沼
木
新
右
衛
門
四
千
余
騎
差
添
テ
当
国
へ
出
張
ス
、
芦
田
五

歪

京

ヵ

｝

（

償

）

郎
太
郎
ハ
幼
少
ノ
故
叔
父
同
民
部
大
輔
二
五
百
騎
、
植
野
勘

兵
衛
二
五
百
騎
、
玉
串
監
物
二
八
百
差
副
備
前
勢
ヲ
後
詰
卜

シ
テ
日
々
城
下
二
働
ケ
ル
、
城
中
ニ
ハ
熊
野
入
道
等
尼
子
二

志
ア
リ
ケ
レ
ハ
兵
根
蔵
ヲ
放
火
シ
敵
陣
へ
逃
入
程
二
城
中
難

6
"祖）

堪
ソ
見
ケ
ル
、
香
川
兵
部
大
輔
九
州
ヨ
リ
上
リ
芸
州
ヨ
リ
家

人
八
十
余
人
ヲ
引
率
シ
兵
椋
ヲ
入
ケ
ル
ニ
敵
打
留
ン
ト
シ
ケ

レ
共
追
払
々
々
無
難
城
ヘ
ソ
入
ニ
ケ
ル
、
又
佐
伯
七
郎
次
郎

ト
云
大
剛
ノ
者
心
変
リ
シ
ケ
ル
ヲ
討
手
ノ
者
ト
モ
見
余
｀
ソ
テ

程
経
ケ
ル
ヲ
兵
部
自
身
肘
果
ス
、
敵
是
ヲ
聞
テ
同
十
月
五
日

高
田
ノ
麓
へ
押
寄
放
火
ジ
城
兵
懸
レ
ト
待
カ
ケ
タ
ル
ヲ
、
牛

尾

・
足
立
打
出
敵
六
人
討
取
ケ
リ
、
香
川
郎
等
大
乃
美

・・
材

間

・
同
名
宗
右
衛
門
モ
鑓
下
二
討
死
ス
、
城
中
ヨ
リ
入
江
与

三
兵
衛

・
遠
藤
左
京

・
香
川
左
衛
門
尉

・
同
兵
部
大
輔
続
テ

懸
出
レ
ト
モ
、
鰍
早
引
退
、
香
川
郎
等
三
宅
追
懸
敵
一
人
切

伏
、
頸
ヲ
捕
、
同
六
日
互
二
伏
兵
ヲ
置
敵
ヲ
欺
ン
ト
シ
ケ
ル

カ
、
寄
手
、
城
兵
ノ
伏
を
知
伏
兵
ノ
真
中
へ
切
懸
ル
、
牛
尾

・

足
立
等
綾
ノ
勢
ニ
テ
起
シ
合
切
結
ケ
レ
共
、
猛
勢
二
突
立
ラ

レ
ケ
ル
ヲ
見
テ
、
城
中
ヨ
リ
吾
モ
我
モ
ト
馳
下
ス
、
玉
串

・

植
野
兼
テ
エ
ミ
シ
事
ナ
レ
ハ
弱
々
卜
引
退
ヲ
、
城
兵
追
懸
ケ

レ
ハ
相
因
ノ
太
鼓
ヲ
打
三
所
ノ
伏
兵
ヲ
起
｀
ゾ
テ
一
度
二
四
方

ヨ
リ
突
攻
ケ
レ
ハ
城
兵
散
々
二
敗
軍
ス
、
敵
頻
追
懸
レ
ハ
牛

尾

・
足
立
幾
度
モ
引
返
ト
モ
三
千
余
騎
ノ
大
敵
ナ
レ
ハ
無
力

引
退
香
川
右
衛
門
大
夫
ハ
討
死
シ
テ
味
方
ヲ
助
ケ
ン
ト
踏
留

多
ノ
敵
ヲ
突
伏
終
其
ニ
テ
討
死
ス
、
其
外
返
シ
合
セ
防
ケ
レ

共
既
二
城
へ
乗
入
ン
ト
見
ケ
レ
ハ
大
将
美
作
門
ヲ
開
キ
討
出

レ
ハ
嫡
子
左
衛
門
尉
ハ
早
山
八
分
二
下
シ
タ
リ
、
二
男
兵
部

大
輔
ハ
宗
像
三
郎
左
衛
門
卜
云
郎
等
相
具
シ
郷
中
二
打
出
ケ

ル
カ
多
勢
二
突
立
レ
テ
引
退
妥
ニ
―
村
薄
ノ
堕
斗
前
二
迫

田
ノ
有
ケ
ル
ヲ
究
党
ノ
処
ナ
リ
ト
追
来
敵
ヲ
待
カ
ケ
タ
リ
、

玉
串
味
方
二
五
六
段
許
進
テ
馳
来
ル
香
川
薄
推
分
出
ル
ヲ
見

テ
敵
誰
卜
問
、
香
川
兵
部
大
輔
卜
名
乗
レ
ハ
敵
玉
串
監
物
ト

名
乗
懸
互
二
鑓
ニ
テ
渡
合
、
玉
串
力
舛
摺
ヲ
カ
ケ
テ
細
腰
後

へ
突
貫
ハ
小
膝
ヲ
折
テ
倒
タ
リ
、
跡
ヨ
リ
大
勢
続
テ
頸
取
間

F”
ヵ｝

モ
ナ
ケ
レ
ハ
兵
部
突
伏
タ
ル
識
ニ
サ
ス
カ
ヲ
抜
テ
玉
串
二
刺

慨
鑓
提
テ
立
タ
リ
、
香
川
力
郎
等
猿
渡
走
来
敵
二
人
来
ケ
ル

ヲ
一
人
ハ
猿
渡
、

一
人
ハ
宗
像
突
倒
ス
、
香
川
佐
、
守

・
同

石
見
守
ハ
向
ノ
尾
ニ
テ
植
野
力
勢
二
渡
合
二
人
ナ
カ
ラ
敵
ヲ

突
立
兵
部
二
声
ヲ
懸
タ
リ
ケ
リ
、
籾
玉
串
打
レ
ケ
レ
ハ
敵
不

堪
敗
軍
ス
、
先
陣
ノ
大
将
討
レ
ケ
レ
ハ
後
陣
ノ
備
前
勢
モ
不

協
径
進
引
退
ケ
リ
、
又
モ
ヤ
寄
ン
ト
待
処
二
品
川
市
右
衛
門

山
上
二
走
リ
上
リ
見
ケ
ル
カ
弥
敵
ハ
引
タ
リ
ト
云
ニ
コ
ゾ
城

中
ノ
兵
安
堵
ノ
思
ヲ
成
ニ
ケ
リ
、
其
后
敵
モ
ヨ
セ
サ
リ
ケ
リ
、

終
ニ
ハ
牛
尾
豊
前
卜
牒
シ
合
三
浦
ノ
一
族
悉
打
果
ケ
リ
、
又

玉
串
力
討
レ
タ
ル
所
ヲ
ハ
里
人
香
川
力
鑓
場
ト
テ
畠
ニ
モ
セ

ス
薄
生
茂
、
今
二
在
ト
ソ
聞
エ
シ

美
作
守

（
中
略
）

（
ぢ

k

久

は

（

信

ぶ

）

一
尼
子
降
参
ノ
後
、
牛
尾
大
郎
左
衛
門

・
安
達
十
兵
衛

・

国
街
隠
岐
守
、
美
作
ノ
高
田
城
二
候
処
、
芦
田
五
郎
太
郎

其
外
三
浦
ノ
一
族
共
責
侯
二
付
、
堪
忍
ナ
リ
難
ク
ヨ
シ

頻
二
申
二
付
、
光
景
井
二
世
倅
広
景
ヲ
指
向
ワ
レ
、
敵

数
多
打
取
、
三
浦
ノ
一
族
ヲ
責
亡
シ
、
御
利
運
二
相
成

候
一
其
後
高
田
ノ
城
二
、
光
景
父
子
其
外

一
族
数
多
差
置
レ

（牧）

候
、
玉
串
監
物

・真
木
勘
兵
衛
等
攻
メ
、
伏
勢
ヲ
置

城
外
二
欺
出
シ
戦
ヒ
、
大
崩
二
相
成
ヲ
、
城
中
ヨ
リ
光

景
父
子
大
門
ヲ
出
テ
、
敵
ヲ
討
取
追
払
ヒ
、
利
運
二
相

成
候

春
継
兵
部
太
輔

（
中
略
）

一
其
後
父
光
景
、
作
私
高
田
ノ
城
ニ
テ
難
儀
二
及
ヒ
、
涙

滅
既
二
逼
ヌ
ト
聞
へ
、
急
二
春
継
モ
赴
ク
ヘ
シ
ト
、

元
春
公
ヨ
リ
下
知
ヲ
蒙
リ
、
八
木
・
仁
保
島
ノ
残
兵
百

（赳）

八
十
騎
ヲ
具
シ
テ
高
田
二
趣
ク
、
路
ニ
テ
伏
兵
出
、
春

光
景

香
川
家
軍
功
略
記

吉
川
家
中
井
寺
社
文
占．

―

『大
日
本
史
料
』
第
卜
編
之
―

-36 -



篇
御
馳
走
之
由
候
、
誠
御
入
魂
之
段
、
更
不
及
言
語
候
、

其
表
任
存
分
候
者
、
一
廉
可
申
談
候
、
委
細
先
書
申
侯
、
以

其
儀
御
内
衆
被
相
勇
、
堅
固
御
覚
悟
肝
要
候
、
頼
入
侯
、
猶

重
畳
期
吉
事
候
、
恐
々
謹
言

-
K様
ト
ニ
年
）

七
月
廿
一
日

（
伝
染
）

安
立
十
兵
衛
尉
殿進

之
候

0
「
占
川
家
中
井
寺
社
文
内
で
は
料
紙
を
「
半
切
」
と
す
る
。

蔵
田
元
貞
・
香
川
光
景
連
署
起
請
文
写

香
川
家
文
害

『
111口
県
史
』
史
科
編
中
祉
2

今
度
俊
許
御
籠
城
、
別
而
御
馳
走
被
抽
御
粉
骨
之
段
無
比
類
、

殊
更
御
息
御
女
中
之
儀
俄
不
慮
之
儀
付
而
‘
雲
州
牢
人
雖
取

寵
、
一
篇
被
差
切
無
二
之
雙
邑
悟
不
浅
、
然
上
者
乍
勿
論

於
此
方
少
茂
疑
申
儀
有
間
敷
候
、
若
於
偽
者
、

日
本
国
中
大
小
神
祗

・
八
幡
大
菩
薩

・
天
満
大
自
在
天
神
、

殊
厳
島
大
明
神
可
蒙
御
罰
者
也
、
初
神
文
如
件

（
十
脱
）

永

禄

弐

年

香

川

美

作

守

七

月

廿

一

日

光

景

（

花

押

影

）

蔵
田
与
三
右
衛
門
距

元
貞
（
花
押
影
）

-m辺
)

安
立
十
兵
衛
尉
殿

0
「
吉
川
家
中
井
寺
社
文
祁」

は
廿
八
日
付
け
で
、
料
紙
を
「
竪

白
紙
熊
野
牛
玉
継
合
」
と
し
、
花
押
部
分
に
「
血
判
」
と
あ
る
。

毛
利
元
就

・
同
輝
元
連
署
書
状

佃
中
原
家
文
書

(tり
）輝

元
（
花
押
影
）

で
」利）元

就
（
花
押
影
）

「
礼
紙
ノ
頭
折
紙
ノ
上
書

」

ニ
朱
印
ノ
形
チ
見

へ
全

安
達
十
兵
衛
尉
殿
此
紙
表

牛
王
ニ
ャ見

へ
難
ゾ`

今
度
至
下
口
雇
申
差
下
候
、
乍
憚
使
者
一
篇
之
儀
候
間
、
應

而
可
有
御
上
国
候
、
於
御
進
退
族
ヶ
間
敷
取
沙
汰
侯
間
、
連
々

無
御
等
閑
印
―
―
存
知
当
適
申
談
、
乍
勿
論
、
無
弐
之
御
覚
悟

之
趣
、
互
晴
胸
中
候
て
本
望
候
、
自
然
此
儀
下
陣
な
と
へ
可

申
候
哉
と
思
召
候
而
者
、
口
惜
候
、
毛
頭
致
取
沙
汰
間
敷
候
、

向
後
之
儀
、
御
愁
訴
等
、
彼
是
以
無
疎
心
可
申
八
盈
見
悟
候
、

若
此
旨
於
偽
者
、
可
蒙

日
本
国
大
小
之
神
祗
、
八
幡
大
菩
薩
、
祇
園
牛
頭
天
王
、
厳

島
大
明
神
、
天
満
大
自
在
天
神
御
罰
者
也
、
例
神
文
如
件

永

禄

十

弐

年

香

川

美

作

守

八

月

廿

一

日

光

景

（

花

押

影

）

『
山
日
県
史
』
轟
編
中
世
2

長
就
連
・
国
弘
高
実
・
香
川
光
景
連
署
起
請
文
写

井

進
之
候

慶
郎
左
衛
門
尉
殿

香
川
家
文

霊
山
県
古
文
芥
集
』
第
二
輯

今
度
作
州
表
諸
牢
人
乱
入
付
而
‘
貴
殿
預
御
入
魂
候
、
祝
着

候
、
殊
御
方
事
、
高
田
在
城
候
而
‘
別
而
馳
走
之
由
、
御
粉

骨
不
浅
段
、
太
慶
候
、
仇
於
其
表
一
所
可
進
置
之
候
、

（多
泊
茄
＂岱`
3

．
染

治

ヵ

）

（

光

殺

）

弥
景
忠
父
子
へ
可
被
相
心
得
事
、
可
為
本
望
候
、
猶
香
川

・

（
貌
遵

0

士"-

長

・
蔵
田
与
三
右
衛
門
尉
可
申
候
、
恐
々
謹
言

寂
比
士
元
')

-

t

利）

八

月

廿

日

輝

元

（

花

押

）-t利）元
就
（
花
押
）

『
戦
国
期
中
国
史
料
撰
』

全
を
連
-

ー
作
州
高
田
之
城
―
―
ハ
香
川
左
衛
門
尉
光
景

•

長
左
衛
門
太

夫
、
其
外
加
番
被
置
候
、
加
番
之
肉
、
雲
伯
衆
熊
野
を
初
而

面
中
竺

鹿
介
申
談
、
番
乾
火
を
懸
、
二
丸
兵
椋
前
悉
焼
は
砂
匹
罷

退
候
付
而
‘
香
川
兵
部
を
被
遣
候
、
備
前
岡
本
・長
船
・
赤

・

斉
藤
頭
二
而
取
懸
候
、
十
月
五
日
、
山
下
二
而

一
戦
候
、
其
時
、

大
乃
美
修
理

・
香
川
宗
右
衛
門

・
財
間
新
左
衛
門
討
死
候
、

敵
六
人
討
取
候
、
翌
日
戦
二
香
河
右
衛
門
大
夫

・
門
田
弥
二

郎
打
死
候
、
玉
越
監
物
物
頭
二
而
参
侯
を
、
香
川
兵
部
鑓
下

に
て
つ
き
ふ
せ
討
取
候
、
又
佐
伯
と
申
、
鹿
介
あ
ね
む
こ
に

て
候
、
是
も
高
田
城
番
仕
候
が
、
鹿
介
よ
り
内
通
候
て
、
心

替
仕
候
、
討
手
の
も
の
仕
損
候
を
、
香
川
兵
部
討
果
候

安
西
軍
策

巻
第
四
雲
伯
近
国
侍
屈
尼
子
事
付
雲
石
兵
多
帰
因
市

『
改
定
史
莉
集
院
』
第
七
冊
通
記
類

尼
子
勝
久
雲
州
二
入
シ
ョ
リ
以
来
、
城
ヲ
掠
取
事
十
五
城
、

其
勢
六
千
余
騎
二
及
タ
リ
、
赤
松
力
牢
人
馳
集
テ
伯
者
国
岩

倉
ノ
城
攻
取
、
又
美
作
ノ
芦
田

・
三
浦

・
市
カ
一
族
モ
一
味

森
脇
覚
書

九
州
御
陳
之
事

（旧
f
"｝

安
達
十
兵
衛
尉
殿
ま
い
る

0
「古
川
家
中
井
寺
社
文
翌
で
は
料
紙
を
「
昭
祐
＇王
＇
土
級
」
と
し
、

忍
封
ニ
シ
テ
上
書
」

に
「
安
迄
ヤ
兵
衛
尉
殿
l

と
あ
る
と
す
る
。

国
弘
隠
岐
守

高
実
（
花
押
影
）

長
左
衛
門
樹

就
連
（
花
押
影
）
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毛
利
元
就
・
同
輝
元
連
署
書
状
写

（
切
紙
）
香
川
家
文
苫

『
山
口
県
邑
史
杜
編
中
世
2

就
今
度
高
田
表
之
儀
申
付
、
各
被
申
談
悉
被
討
果
候
‘
殊
御

方
分
捕
一
所
衆
等
粉
骨
之
次
第
、
祝
着
千
万
候
、
何
様
追
々

k

た“-

可
令
申
候
、
先
聞
懸
＿
一
申
計
候
、
此
由
宇
山
方
へ
も
可
被
相

心
得
候
、
謹
言

-
K
R十
て
ま

二
月
廿
六
日

『
萩
，
・
咽
園
緑
』
第
巻

就
今
度
高
田
表
之
事
申
付
儀
、
別
而
令
心
遣
‘
悉
酎
果
之
候
、

宴
以
悦
入
候
、
殊
其
方
手
ft数
益
討
捕
之
由
、
感
悦
之
至
候
、

一
所
衆
中
歴
々
被
疵
之
由
候
、
粉
骨
之
段
祝
着
候
、
能
々
可

申
聞
事
肝
要
候
、
謹
言

菜
U
+
1
年）

二
月
廿
六
日

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
代
い『

久
枇
町
史
』
究
科
編
第

i

巻

百

脱

ヵ

一

函

竺

永
禄
十
一
年
二
月
十
九
日
土
去
州
衆
、
長

・
川
・
志
ん
＿二
人

た
は
か
り
貞
守
二
腹
ヲ
き
ら
せ
申
候

。^氏）

小
川
右
衛
門
兵
衛
尉
殿

-
t包輝

元
（
花
押
影
）

っ
f
J
印｝元

就
（
花
押
影
）

小
川
右
衛
門

｛
ほ
苓
｝

安
達
十
兵
衛
尉
殿

0
「吉
川
家
中
井
寺
社
文
許
」
で
は
料
紙
を
「
半
切
」
と
す
る

C

二
油
-貞

広

三
浦
貞
広
感
状
写

芙
作
旧
諸
家
感
状
記
大
庭
郡
久
枇
村
牧
家

所
持

直＂墨
u

『
屈
野
神
社
の
文
化
財
』

作
州
西
郡
之
社
役
、
自
前
々
其
方
存
知
之
儀
候
哉
、
就
其
被

申
之
通
承
知
候
、
左
候
間
、
高
田
領
之
内
当
座
ノ
我
等
裁
判

之
在
所
之
儀
、
於
両
人
者
不
可
有
余
漉
候
、
恐
々
謹
言

香
川光

景
（
花
押
）

長
就
連
（
花
押
）

永
禄
＿
二
年
(
-
五
六
九
）

牧
菅
兵
衛
尉
、
金
田
氏
等
の
敵
対
に
随
身
せ
ず
。
三
浦
貞
広
、

こ
れ
キ
賞
し
所
領
を
宛
行
う
と
す
る

『
久
轟
史
』
狡
料
糾
第
一
巻

今
度
金
田
源
左
衛
門
尉
敵
心
之
処
、
不
組
彼
衆
中
、
到
此
方

罷
退
之
段
誠
神
妙
候
、
為
其
忠
儀
月
田
惣
領
分
之
内
、

諸
給
人
別
相
除
之
、
百
貫
前
之
事
宛
行
候
、
弥
可
抽
忠
心
者

也
、
防
状
如
件

永
禄
士

一

六
月
八
E

毛
利
元
就
・
輝
元
連
署
書
状
写

兵
衛

注
連
大
夫
殿

9上
ト

-
4と
社
↓
~
年
ッ
-

十
月
廿
三
日

つにい｝輝
元
（
花
押
影
）

{tH) 元
就
（
花
押
影
）

長
就
連
・
香
川
光
景
連
署
書
状

長
就
連

・
香
川
光
景
、
注
連
大
夫
に
高
田
領
の
社
役
を
安
堵

す
る

作
州
高
田
城
主
覚
書

-tM) 
輝
元
（
花
押
影
）

｛
モ
利
）元

就
（
花
押
影
）

ド
岩
牧
文
ャ
げ『

久
枇
町
史
』
寅
粧
編
第
一
巻

（

n
-
迎

然
レ
共
牧
ハ
き
り
ぬ
げ
、
備
中
―
―
居
ル
貞
久
之
御
子
貞
広
、

（

マ

マ

）

名
ヲ
才
五
郎
殿
卜
申
ヲ
取
立
、
元
亀
元
年
七
月
―
―
先
つ
篠
向

ヲ
切
取

美
作
牢
人
衆
、
尼
子
氏
を
支
援
し
て
蜂
起
、
浦
上
宗
景
の
合

カ
で
高
田
城
を
攻
め
る

毛
利
元
就

・
同
輝
R
連
署
書
状

（
切
紙
）
香
川
家
・
又
凸

『
山
口
県
史
』
史
料
編
中
枇
2

態
申
候
、
某
元
之
事
、
各
堅
固
之
覚
悟
誠
大
慶
之
至
候
、
粉

骨
之
段
無
申
計
侯
、
包
雲
伯
念
劇
付
而
在
所
辺
相
破
之
由
朦

気
口
惜
候
、
此
節
其
表
之
儀
以
馳
走
相
拘
候
者
、
静
謡
之
上

一忙髪一

ニ
て
一
所
可
進
之
侯
、
弥
忠
儀
肝
要
候
、
尚
香
川
美
作
守
可

申
候
、
恐
々
謹
言

工よc

代

1
-年
)

七
月
廿
一
日

-
L
r
S
 

安
達
十
兵
衛
尉
殿進

之
候

0
「L
E
川
家
中
井
舒
江
文
K
I」
で
は
料
紙
を
「
半
切
」
と
す
る

）^

毛
利
元
就
・
同
輝
元
連
署
書
状
写

（
切
紙
）
香
川
家
文
心

『
山
口
県
史
』
史
料
編
巾
枇
2

追
而
申
候
、
其
表
之
儀
御
人
数
普
請
已
下
、
不
準
自
余
別
而

璧
具
衛
尉
殿
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『
久
批
町
史
』
賓
料
編
第
一巻

今
度
神
森
合
戦
之
硼
、
入
江
主
計
頭
被
討
捕
候
事
、
高
名
就

無
比
類
、
太
刀
一
腰
送
屹
、
弥
可
被
抽
軍
忠
者
也
、
例
感
状

如
件

二
浦
貞
広
感
状
写

美
作
国
諸
家
感
状
記
大
庭
郡
久
川
村
中
山

家
所
持

高
田
衆
が
目
木
村
の
神
森
、
次
い
で
篠
向
城
下
で
岩
屋
衆
と

戦
う

-＿濯）貞
広
判

為
替
知
と
有
岡
弥
兵
衛
分
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
、
於
此
儀

[

]

出
入
有
間
鋪
候
、
弥
二
而
奉
公
肝
要
候
、
恐
々
瞳
言

a加
伽
平
内

草
平

貞
吉
判

河
元宗

左
衛
門
尉

貞
秀
判

松
井
又
左
衛
門
殿

〇
次
掲
史
料
は
年
未
詳
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

三
浦
貞
広
書
状
写

船
津
家
文
凸

『
久
枇
町
史
-
資
料
編
第
一巻

有
岡
弥
兵
衛
分
之
儀
、
田
壱
町
無
之
候
ハ

ヽ
、
牧
原
か
又
者

（れ
加
部

u吉a

何
れ
―
―
て
成
共
見
合
候
而
可
遣
候
、
委
ハ
草
平
甲
渡
候
、
恐
々

謹
言

ーニ
月
十
五
日

松
井
又
左
衛
門
殿

六
月
廿
六
日

で
＾
河
原
）

貞
尚
（
花
押
）

（
前
欠
ヵ
）

太
河
原
貞
尚
・
牧
尚
春
所
領
書
立

（
竪
懇
美
甘
又
丼

同
111県
史
一
家
わ
け
史
科

牧
尚
春
、
太
河
原
貞
尚
の
所
領
書
立
に
加
判
し
美
甘
氏
に
与

え
る

『
久
世
町
史
』
資
料
紺
第
一
巻

一
明
年
大
庭
郡
篠
向
城
｀
ば
右
屋
衆
取
懸
侯
時
、
岩
佐
勘
ケ
由

与
申
者
与
某
罷
出
、
山
下
二
而
首
弐
ツ
討
取
申
候
段
、

（
三
痛

q
広）

同
人
よ
り
感
状
給
候
事

一
重
延
名

一
家
重
名

一
馬
渡
名

一
中
尾
名

一
松
本
名

一
鞍
懸
名

一
於
路
名以

上
永

禄

十

年

牧

兵

庫

助

八

月

吉

日

尚

春

（

花

押

）

美
甘
助
右
衛
門
尉
進
之
候

牧
左
馬
助
覚
書

第
三
条
災
作
国
諸
家
感
状
記
大
庭
郡
社
村

牧
几
郎
左
衛
凹
所
持

永
禄
十
年
七
月
廿
六
日

中
山
三
郎
兵
衛
尉
殿

二
浦）貞

広

U
2牙
）

安
立
十
兵
衛
尉
殿進

之
候

小
早
川
隆
景
書
状
写

吉
川
家
中
井
寺
社
文
苫
四

『
大
日
本
史
料
-
第
十
編
_
/
J-

大
庭
郡
社
村
美
廿
平
十
郎

牧
尚
春
書
状
写

矢
作
因
諸
家
感
状
記

井
従
弟
密
兵
衛•
長
五
郎
二人
所
持

『JA批
町
史
』
賓
料
編
第
一巻

御
っ
と
／
＼
敷
折
節
、
御
左
右
承
本
望
候
、
殊
一
一
樽
代
拾
疋

送
給
祝
着
申
候
、
例
而
存
分
之
事
承
候
、
我
等
事
少
も
不
可

（牧

3

有
等
閑
候
、
委
曲
宗
蔵
へ
申
候
間
、
具
ー
一
可
有
御
物
語
候
、

恐
々
謹
言

G
E
E
 

八

月

三

日

牧

兵

尚

判

美
甘
御
宿
所

0
年
赤
詳
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

永
禄
＿
一
年

(
-
五
六
八
）

三
浦
衆
等
、
小
早
川
勢
に
討
た
れ
る
。
三
浦
貞
広
の
祖
父
貞

守

（盛
）
も
自
刃
す
る
と
い
う

横今
度
三
浦
衆
、
其
外
逆
意
之
輩
、
被
討
果
侯
、
御
心
仕
推
察

候
頓
相
調
者
本
望
候
、
時
儀
弥
可
承
候
、
恐
々
謹
言

全
社
十
一
年
）

二
月
廿
六
日

小
早
川隆

景
公
御
判

0
本
文
苔
は
検
吋
を
要
す
る
。
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斎
藤
親
実
起
請
文

（
竪
紙
）
石
見
牧
家
文
占

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
ニ
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

P

濱
上
)

高
田
御
家
之
儀
、
宗
景
被
得
御
意
、
御
調
之
由
可
然
存
候
、

就
夫
吾
等
式
事
、
貴
殿
御
近
之
儀
候
条
、
彼
御
進
退
之
儀
、

随
分
無
如
在
分
オ
之
可
致
気
遣
候
、
若
此
旨
於
偽
者
、
日
本

国
中
大
小
之
神
祇
、
殊
二
石
当
国
三
社
、
八
幡
大
菩
薩

・
天

満
天
神
愛
宕
大
仙
可
蒙
御
罰
存
候
、
例
神
文
如
件

霰
R
九
年
）

閏
八
月
廿
五

日

親

実

（

花

押

）

念
巴
C
)

牧
兵
庫
助
畏
参

ーニ
i,
iL訊
切
到
ウ
ハ
ぎ

（
墨
引
）

a四―
l

牧
兵

□

助
殿
参

三
浦
貞
広
ヵ
感
状
写

美
作
国
語
琢
感
状
記
大
庭
郡
社
村
美

廿
平
1
郎
井
従
弟
再
兵
衛
•
長
石
郎
―
―
一
人
所
持

『
久
世
町
史
』
衷
杜
枷
第
一
巻

妥
許
就
逗
留
、
種
々
懇
之
段
神
妙
二
侯
、
然
者
境
目
取
出
候

付
而

fl分
忠
儀
可
仕
之
由
申
候
間
、
為
給
知
、
社
村
之
内

寺
社
領
諸
給
除
候
て
、
相
残
而
四
分

一
分
可
当
行
候
、
弥
忠

儀
可
致
者
也
、
例
如
件

三
浦
貞
広
、
山
内
表
な
ど
諸
境
目
に
出
陣
す
る

斎
藤
玄
蕃
允

親
実

'---

之
翠
、
郡
郷
共
発
撃
壌
之
歌
ー、
例
短
札
如
レ件

団
時
永
禄
九
年
丙
寅
五
月
十
八
日
沙
門
宝
月
房
謹
書

三
浦
貞
広
、
浦
上
宗
景
の
計
ら
い
で
所
領
支
配
を
継
続
し
、

斎
藤
親
実
か
ら
配
慮
の
誓
約
を
受
け
る

牧
左
馬
助
覚
書

第
一
‘
]
条

村
牧
几
郎
左
衛
門
所
持

三
浦
貞
広
感
状

（
切
懇

美
作
旧
絡
家
感
状
記

美
作
美
It文
心筒

IJ県
史
』
家
わ
け
史
料

今
度
山
内
表
両
度
動
申
付
侯
処
、
案
内
者
仕
、
如
存
分
之
申

付
、
神
妙
候
、
弥
致
気
遣
所
々
無
異
儀
可
申
付
事
肝
要
候

也
、
例
感
状
如
件

(ktJIL年
土
）

拾
月
廿
四
日

美
廿
助
右
衛
門
尉
殿

芙
作
廿
文
将同

山
県
史
』
家
わ
け
史
料

去
七
日
―
―
久
田
表
朝
懸
申
付
候
処
坂
手
藤
次
郎
二
鑓
付
仕

之
由
、
毎
度
心
懸
神
妙
候
、
弥
可
袖
忠
儀
者
也
、
例
而
感
状

如
件

菜
社
11年
ヵ
）

十
一
月
九
日

美
甘
助
右
衛
門
尉
殿

『久
肌
町
史
』
臼
料
釦
第
．
巻

一
某
十
六
歳
之
時
、
真
島
郡
有
為
山
之
城
主
由
井
宗
四
郎
と

申
仁
与
及
合
戦
、
太
刀
打
仕
、
則
三
浦
貞
広
よ
り
感
状
給

候
事

一
同
歳
、
作
州
岩
屋

・
高
田
敢
合
之
時
、
大
庭
郡
樫
村
嵩
の

二
浦
貞
広
感
状

（切祇）

永
禄
九
年

九
月
七
日

＿二
鴨
助
右
胃
〗
尉
殿

人
庭
郡
仕

一乳広）
貞
（
花
押
）

ニ
場

“aし）
貞
（
花
押
）

二
場
内
広
力
｝

貞
判

永
禄
一

0
年
（
＿
五
六
七
）

三
浦
貞
広
、
開
所
と
し
た
金
田
・
舟
津
氏
等
の
所
領
を
松
井

氏
等
に
宛
行
う

三
浦
貞
広
書
状

（
竪
懇
石
見
牧
家
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号

一

長
田
之
内
金
田
与
兵
衛
分
笠
原
扶
持
仕
候
、
然
ハ
長
田
衆
土

之
内
に
て

居
分
之
由
侯
而
、
干
今
遅
々
候
、
金
田
蔵
介
分
0
為
替
地
可
遣

候
、
此
由
山
補

・
入
沢
所
可
申
遣
候
、
何
か
と
申
候
共
、
堅

可
令
異
見
候
、
恐
々
謹
言

応
lj
十
年
"
-

五
月
十
日

名

吋

ッ

ハ

至

名

扁

t}

「

（
墨
引
）
牧
兵
進
之
候

三
浦
貞
広
知
行
宛
行
状
写

船
津
家
文
苫

『
久
柑
町
史
l
資
料
編
第
一
巻

舟
津
与
三
兵
衛
分
之
儀
内
々
望
之
由
候
条
、
我
等
本
意
以
上
、

其
方
身
体
二
可
分
仕
候
、
少
茂
不
可
有
相
違
者
也

（

＊

往

卜

竿

ヵ

）

（

三

浦

｝

六

月

十

九

日

貞

広

判

b
い̂
エ
応
門
円
）

松
井
[

]

河
元
貞
秀
・
草
加
部
貞
吉
連
署
書
状
写

船
餅
森
文
苫

『
久
世
町
史
』
密
杜
欄
第
一
巻

（
儀

今
度
舟
津
与
三
兵
衛
分
之
[

]進
之
候
、
山
内
、
又
さ

と
に
て
ハ
一
色
少
も
ふ
け
な
し
二
相
調
申
候
、
廿
五
名
之
内
、

-
H直
）貞

広
（
花
押
）

貞
広
」

上
之
城
下
二
而
、
首
弐
ツ
酎
取
申
、
右
同
人
よ
り
感
状
給

候
事
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浦
上
宗
景
書
状
写

美
作
国
諸
家
感
状
記

村
二
郎
左
衛
門
所
持

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
心『

久
枇
町
史
-
買
料
編
第
一
巻

含

庸

｝

｛

貌

）

右
貞
勝
腹
ヲ
御
切
候
時
、
牧
一
と
う
三
浦
貞
守
ヲ
取
立
、
永

0

マ
マ
）

禄
九
年
九
月
―
―高
田
つ
ぶ
さ
山
へ
直
申
候
、
右
貞
勝
―
―

（三
浦）―

も
貞
広
二
も
祖
父
―
―
テ
候

三
浦
氏
、
浦
上
宗
景
に
よ
る
三
星
表
攻
撃
の
軍
勢
催
促
に
応

じ
る

『
久
世
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

御
哲
紙
拝
見
本
望
之
至
候
、
如
仰
此
度
惹
啓
二
星
表
働
之
儀
、

御
人
数
之
儀
申
入
候
処
、
歴
々
被
指
出
喜
悦
候
、
年
内
ハ
無

余
日
之
条
至
明
春
ハ
早
々
可
章
行
覚
悟
二
候
、
其
節
猶
以

(•) 

被
合
情
者
可
為
祝
着
候
、
委
細
岡
本
所
・可
申
候
条
不
具

候
、
恐
々
謹
言

呆
禄
八
年
力）

十
二
月
十
二
日

(
U広
ヵ）

三
浦
殿
御
返
報

二
浦
貞
広
、
高
田
城
を
回
復
す
る
と
い
う

（尚
F
)

牧
兵
庫
助
殿
御
宿
所

（
漏
上
)宗

景
久
米
慶
本
郡
下
神
目

号）義
久
（
轟
）

尼
子
義
久
、
高
田
衆
の
寺
社
建
立
に
私
領
内
の
段
銭
を
免
除

す
る

牧
尚
春
書
状

屋
紙
）

永
禄
九
年

(
-
五
六
六
）

牧
尚
春
、
合
戦
に
先
立
ち
美
甘
氏
よ
り
異
心
な
き
旨
の
誓
紙

を
受
け
る

美
作
美
甘
文
苫

需
山
県
史
』
家
わ
け
史
科

芳
身
向
後
迄
、
別
心
有
間
敷
之
由
候
て
、
宝
印
穏
、
血
判
被

（間｝

申
事
可
然
候
、

此
上
以
弥
御
取
合
不
被
油
口
存
候
間
、
可
御

=n 

心
安
候
、
為
後
之
口
筆
、
如
件

霰
R
几

年

ヵ

ご

ヒ

カ

～

分

牧

）

二
月

□

日

尚

春

（

花

押

）

ts-

美
□

助
右
衛
門
尉
殿

〇
当
時
の
状
況
か
ら
考
え
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
悩
く
◇

尼
子
義
久
書
状

（
切
紙
）
石
見
牧
家
文
苫

『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
券
特
輯
号
ニ

（
引
紙
ウ
ハ
ヤ
）
）

「

牧

兵

庫

助

殿

義

久

」

g
名
な
ゥ

g

「
（
墨
引
）
」

其
江
契
約
之
地
之
内
、
寺
社
可
有
建
立
之
由
、
得
其
意
候
、

井
私
領
分
反
銭
之
事
、
承
候
条
、
令
免
許
候
、
何
茂
於
向
後

聯
不
可
有
相
違
候
、
恐
々
謹
言

菜
抹
10
年）

二
月
廿
日｛榊を

牧
兵
庫
助
殿

宝
月
房
勧
進
帳
写

作
陽
誌

真
島
郡
寺
院
部
直
〈
言
宗

神
村

勧
進
沙
門

麟

令
下蒙

l

十
方
檀
那
助
成
造
笠
美
作
国
真
島
郡
神
林
寺

本
堂
上
状

当
山
開
闘
和
銅
二
年
之
比
、
里
民
弥
次

・
弥
―二
兄
弟
者
入
ニ

此
山
涵
豆
獣
、
忽
有
ー一
金
色
光
へ
怪
而
見
レ
之
、
千
手
尊
像

懺
然
兄
弟
感
涙
銘
レ
肝
立
、
発
i

一菩
提
心
ー、
其
法
名
日
ニ

日
山
・
日
心
一、
然
建
二
宇
草
堂
一、
安
二
大
慈
大
悲
尊
像
＿‘

其
後
経
面
百
八
十
余
星
霧
、
入
唐
沙
門
円
誉
、
以
下
従
二

大
鷹
所
諏
得
一之
仏
舎
利
上
、
為
～一
当
寺
開
山
一、
恭
達
．ー
後

白
河
法
皇
叡
凹
、
御
志
甚
重
、
剰
寄
1

一田
代
ー、
今
神
毛
是

也
□

託

、
従
レ
爾
四
御
祈
願
所
一、
仏
閣
・
僧
坊
笈
甍

盆
前
右
大
将
源
頼
朝
、
仰
此
尊
霊
験
一而
当
国
西
六
郡
十
七

郷
之
人
民
等
捧
二
公
物
一、
毎
年
不
易
之
舎
利
会
令
二
執
行
一

畢
、
応
仁
丁
亥
歳
、
郡
内
凶
悪
之
族
、
於
l

i

仏
閣
i

有
-

i

干
文

之
色
、
其
後
衆
僧
微
力
、
難
芦
呂
二修
造
ー、
然
処
文
亀
之
比
、

高
田
城
主
平
朝
臣
三
浦
駿
河
守
貞
連
付
二
沙
門
一、
投
財
産
-‘

御
堂
造
営
速
成
也
、
永
禄
七
年
甲
子
七
月
十
九
日
不
レ
図
火

災
、
又
起
而
一
時
成
二
灰
饂
、
愛
隣
山
普
善
寺
新
発
意
宝
月

rリ
サ
マ

房
紐
嚢
萱
欝
墜
、
警
拝

i

大
慈
悲
尊
顧
、
其
時
分
野
言

語
道
断
也
、
故
馳
追
東
西
一、
覚
――
修
功
一、
往
＿i

還
南
北
-‘

勧

奉

加

、
凡
諸
仏
悲
願
雖
レ
無
勝
劣
一、
誰
不
レ
致
―ー＿
誠
於

韮
塵
、
耶
鉄
木
不
レ節

一大
少
、
絹
布
不
レ嫌
二
尺
寸
＿‘

微
善
成
一一
仏
道
ー、
小
因
感
天
果
、
菰
以
二
巨
細
奉
加
一、
将
レ

遂
I

一周
備
荘
巌
、
若
レ然
者
結
縁
道
俗
開
覗
世
安
穏
之
栄
花

一、
合
力
貴
賎
登
一一
後
生
善
所
之
宝
蓮
i

、
国
家
久
伝
二
平
均

山
神
林
寺

醤
訂
作
陽
誌
』
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舟
津
先
祖
之
系
図

舟
農
祖
之
系
図

玄

蕃

貞

政

屡
貞
供

左

近

貞

次

玄

蕃

貞

吉

源

太

貞

家

弾
正
左
衛
門
貞
政

u"佐
城
｝
l

作
州
真
島
郡
高
田
大
津

□

口
□

主
、
従

三

浦

貞
宗
公
、
貞
国
公
御
代
迄
代
々
家
老
、
知
行
五

十
名
之
内
、
下
屋
鋪
組
村
、
長
六
十
間
、
横
三

十
七
八
間
、
東・
南

•

西
之
三
方
二
拾
弐
間
、

古
四
サ
四
五
尺
ノ
築
地
、
北
ハ
嵩
岸
、
南
向
之
門
、

-g 

半
分
よ
り
西
へ
よ
り
石
之
雁
木
口
、
丑
寅
之

方
に
お
方
屋
鋪
あ
り
、
弾
正
左
衛
門
母
ハ
遠
江

守
公
之
妹
、
享
禄
元
年
六
月
十
五
日
七
十
八
―
―

面
死
去
、
則
下
屋
敷
組
村
に
舟
津
八
幡
と
祝
、

六
月
十
五
日
、
九
月
十
五
日
村
中
祭
礼
仕
候

舟
津
与
ーニ
兵
衛
貞
家

享
禄
元
年
よ
り
永
禄
八
年
迄
、
右
本
知
之
内
廿

五
名
為
跡
目
卜
被
下
之
、
永
禄
八
年
七
月
九
日

二
唆
言
―
―
付
切
腹
、
五
十
歳
二
4
死
、
法
名
紅

凰
又
K
I

『
久
世
町
史
』
肉
料
編
第
一
巻

永
禄
八
年
(
-
五
六
五
）

三
浦
氏
の
家
臣
、
舟
津
与
三
兵
衛
が
譲
言
に
よ
り
自
刃
す
る

と
い
う

月
宗
円
、
内
方
法
名
ハ
春
岸
妙
心
、
三
月
廿
一

日

舟
津
与
惣
次
郎
貞
平

永
禄
八
年
弐
歳
之
時
母
家
来
藤
井
孫
平
ヲ
召

（
小

m)

連
、
伯
励
お
か
も
膝
井
弥
三
郎
方
へ
立
の
き
申

候
、
父
与
三
兵
衛
跡
式
ハ
、
従
三
浦
次
郎
貞

広
公
松
井
又
左
衛
門
へ
被
遣
候
由
承
候
、
お
か

も
二
而
類
火
＿一
逢
感
状

・
折
紙
数
通
焼
失
申

候
、
夫
よ
り
天
正
十
年
二
作
州
久
世
村
へ
帰
参

致
住
居
ス
、
寛
永
元
年
十
月
十
三
日
、
五
十
九

オ―
-rfi
死
ス
、
法
名
窓
嶽
道
休
与
号
、
内
方
同

十
四
年
九
月
廿
五
日
七
十
四
オ
ニ
而
死
ス
、
法

名
薫
誉
妙
逼
与
申
候

（後略）

作
陽
誌

貞
島
郡
い
川
部
邸
田
庄

家
系

三
油
貞
久
女
子

作
陽
誌

哀
島
郡
古
跡
部
古
1
田
庄

大
総
山
城

三
浦
氏
ト
――

-ut

窟
訂
作
腸
誌
』

三

女
子
腕
家
臣
舟
津
弾
正
、
弾
IE
永
禄
初
、
依
レ證
誅
死
、

其
霊
為
レ
妖
、
貞
勝
復

1

1

其
家
i

、
立
レ
祠
奉
レ
邑
、
組
村
舟

津
社
是
也
、
祖
舟
津
玄
蕃
至
二
弾
IE
一五
代
、
世
三
浦
長
臣

也
、
弾
正
子
曰
ー一
与
三
兵
衛
一

舟
津
屋
敷

扉
訂
作
膨
話
』

一―-

um) 

舟
津
屋
敷
在
二
同
村
一、
有
二
小
胴
ー、
三
浦
臣
舟
津
弾
正

（
マ
マ
）

左
衛
門
旧
宅
也
、
永
録
初
遭
レ識
奔
，缶市
、
後
人
憐
而
立
レ

正
＇竺幸

清
（
花
押
）

[↑＂脇）久
貞
（
花
押
）

｛立思久
綱
（
花
押
）

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
-
第
五
冗
巻
特
輯
号
ニ

（
尼
干
｝

ム
産
被
任
本
意
候
者
‘
先
年
睛
久
契
約
之
地
、
必
可
進
之
旨

候
、
若
相
違
之
儀
候
者
、
東
郡
之
内
大
原

・
新
野
、
為
替
地

北
賀
茂
可
宛
行
之
由
候
、
以
此
上
、
両
所
―
―

一
方
者
‘
是
非

可
有
御
知
行
候
、
委
細
福
久
江
甲
渡
候
、
恐
々
謹
言

永
禄
八

八
月
廿
日

立
原
久
綱
・
森
脇
久
貞
・
牛
尾
幸
清
連
署
奉
書

（切紙）

見
牧
家
文
北
い

石

｛
討
祇
ウ
ハ

r"}

「

牧

兵

庫

助

殿

義

久

」

干
今
此
方
為
届
、
原
田
在
身
之
由
、
無
比
類
候
、
就
其
先

一
紀
子
）

年
睛
久
契
約
之
地
、
不
可
有
相
違
候
、
若
於
差
合
儀
者
‘
雖

不
足
候
、
北
賀
茂
可
宛
行
候
、
以
此
旨
、
其
堺
目
知
略
肝
心

候
、
恐
々
謹
言

っ
＾
社
八
年
-

八
月
廿
日

（
尚
在
）

牧
兵
庫
助
殿

S
七
f

ヤ
｝義

久
（
花
押
）

尼
子
義
久
書
状

（
切
紙
）
石
見
牧
家
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
一
第
在
五
深
特
輯

g

牧
尚
春
、
久
米
南
条
郡
原
田
に
あ
り
。
尼
子
義
久
こ
れ
左
園

し
所
領
の
宛
行
を
約
束
す
る

祠
祭
レ
之
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岡山
iL
図
上
臥
叩
架
祓

山
奥
村
岱
躯
畑
111古
城
麻
苧
出
ル

三
浦
定
勝
塚

備
中
地
誌

阿
鉗
郡

（
正
面
）

永
禄
七
111子
天

妙
法
文
翁
院
宗
順
大
居
士

十
二
月
十
五
日

冒
訂
作
陽
誌
』

――-

桃
寿
丸
永
禄
八
年
乱
牧
菅
兵
衛
扶
頁
勝
之
妻
子
ー、
遁
干

二
健
即
国
一、
貞
勝
已
卒
、
宇
喜
多
直
家
以
二
其
妻
新
寡
才

色
絶
倫
、
強
而
納
レ
之
撫
脊
児
一、
為
己
テ
、
歳
余
生

二
男
秀
家
ー、
直
｛
丞
龍
幸
益
甚

0
「
仔
州
高
田
城
店
縣
秤
」
に
桃
寿
丸
の
こ
と
は
見
え
な
い
。

三
浦
貞
勝
菓
碑
銘

新
見
市
千
屋
井
原
字
蓬
所
在

寄
見
市
史
』
通
界
枷
に

（
右
面
）
千
時
享
保
十
九
甲
寅
二
月
造
立
之

作
州
商
田
城
主
三
浦
貞
勝

（
裏
面
）
備
中
阿
袈
郡
井
原
村

本
願
施
王
石
田
佐
五
郎
資
正

井
蓬
草
里
村
井
入
野

同
国
同
郡
新
見
町
近
藤
勘
兵
衛

0
こ
の
臨
碑
は
自
然
石
で
、
固
地
の
薬
師
磁
暴
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

和
歌
森
太
郎
編
著
『
美
作
の
民
俗
』
に
は
商
田
城
を
落
ち
延
ぴ
た

貞
勝
が
同
地
で
自
刃
し
た
と
の
口
碑
を
載
せ
る
。

家
系
三
補
貞
勝
子
桃
寿
丸

『
吉
眉
凸
履
』
第
二
輯

（
宇

F
多）

直
家
の
内
室
ハ
作
州
高
田
の
城
主
三
浦
能
登
守
娘
か
妹
か
の

G

マ
マ
｝

よ
し
、
高
田
落
城
之
節
親
類
江
川
小
四
郎
与
申
者
、
女
姓
を

つ
れ
備
中
之
内
に
か
く
れ
居
申
を
、
何
者
や
ら
ん
直
家
へ
と

り
遣
申
候
、
是
秀
家
公
の
御
母
儀
の
よ
し

0
三
浦
能
登
守
は
、
後
掲
す
る
「
渡
辺
迫
困
奉
公
出
」
に
拠
れ
ば
、

三
補
貞
広
の
受
領
名
と
さ
れ
て
お
り
、
弟
貞
勝
の
室
は
確
か
に
能

登
守
の
義
妹
に
あ
た
る
。

虎
倉
記

頓
培
屁
倉
祀
三

『
吉
備
群
訴
翡
』
第i—
栢

一
福
島
六
郎
右
衛
門
ハ
、
土
井
治
郎
右
衛
門
死
後
跡
式
受
取

下
土
井
村
木
戸
ノ
屋
敷
へ
罷
越
、
則
土
井
卜
改
居
申
候
、

御
尋
ノ
時
分
モ
別
紙
書
付
ハ
書
上
不
申
候
、
土
井

一
所
ノ

書
上
二
仕
候
、
然
共
此
者
本
来
笹
吹
ノ
城
主
福
島
三
郎
兵

衛
二
男
也
、
芸
茄
ヨ
リ
笹
吹
ヲ
切
落
申
時
分
、
二
男
ノ
半

六
ハ
有
漢
ノ
内
ク
ヱ
田
卜
申
一
一
内
縁
有
之
、
ク
ヱ
田
ヲ
頼

罷
越
居
申
候
内
、
土
井
三
郎
右
衛
門
ヨ
リ
虎
倉
伊
賀
殿
へ

虎
倉
聞
書

領
袖
條
紐
―

『
備
中
集
感
と

（
上
房
）

三
浦
貞
勝
墓
同
郡
山
奥
村
―
―
有

0
本
害
は
備
中
国
の
地
誌
で
、
宝
暦
三
年
(

L

七
五
三
）
自
斥
、
同

七
年
序
。

備
中
集
成
志

第
五
之
巻
古
禎
之
部

0
本
掌
り
は
備
里
回
の
地
誌
で
、
亨
保
二
年
(
-
七

一七）

成
立
。

有
付
可
申
卜
申
付
、
下
土
井
村
へ
参
居
侯
処
二
、
無
間
モ

虎
倉
潰
レ
候
故
、
下
士
井
村
ニ
テ
入
聟
仕
百
姓
―
―
成
、
半

六
母
ハ
三
浦
能
登
守
娘
故
、
父
母
先
祖
槌
成
筋
目
書
所
持

仕
、
殊
―
―
母
方
ノ
守
神
玉
藻
明
神
ヲ
尊
行
イ
タ
シ
下
土
井

村
罷
在
候
、
本
名
ハ
福
島
―
―
テ
、
然
共
御
尋
ノ
時
分
土
居

ト

一
所
ノ
書
上
、
福
島
ノ
系
図
ハ
書
上
不
申
候

岡
山
藩
士
渡
辺
道
因
奉
公
書
医
師
家
諮

需
山
藩
家
中
諸
士
家
譜
五
音
寄
』
第
二
巻

扶
持
五
人

蔓
九
西
六
十
ぷ
取

医

師

渡

辺

道

因

一
自
享
禄
年
中
至
天
正
二
年
迄
備
中
上
房
郡
松
山
之
城
王

公
二
村
修
理
進
源
元
親
知
行
一
向
ハ
不
存

一
同
年
代
下
道
郡
鬼
ノ
身
之
城
主
ハ
上
田
近
江
守
家
実
右

同
断

ー
同
年
代
美
作
真
島
郡
高
田
之
城
主
ハ
三
浦
能
登
守
貞
広

庸断

（
中
略
）

一
私
祖
父
渡
部
源
右
衛
門
尚
陳
ハ
和
泉
ニ
ハ
従
弟
、
三
浦
能

a久
ヵ

ー

（

天

文

二

十

三

年

）

翌
寸
親
父
二
奉
公
仕
、
愚
父
二
歳
之
時
病
死
仕
と
祖
母
語

伝
申
候

〇
貞
広
の
通
称
は
オ
五
郎
（
道
祖
五
郎
）
、
次
郎
が
矧
ら
れ
て
い
る
が
、

三
村
元
親
が
尾
張
守
と
改
名
し
た
よ
う
に
、
最
末
期
に
能
登
守
と

称
す
る
か
。
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江
見
久
資
他
五
名
連
署
請
文

（
竪
紙
）
石
見
整
整
令
2

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
．
曲
第
五
Ji次
仔
仙
"fi.

永
禄
七
年
（
＿
五
六
四
）

尼
子
義
久
、
倉
敷
江
見
氏
吝
通
じ
、
高
田
衆
の
慟
き
次
第
で

三
浦
道
祖
五
郎
（
オ
五
郎
、
貞
広
）
の
帰
国
ま
認
め
る
と
す

る尼
子
義
久
書
状

（切紙）

~ti紙
ウ
ハ

E
)

江
見
伊
豆
守
殿

森
田
大
蔵
丞
殿

小
坂
田
但
馬
守
殿

（
江
見
）

追
頂
申
候
、
去
年
以
湯
浅
、
久
盛
被
仰
越
候
キ
高
田
之
儀
、

0"と
)

何
分
ー
ー
伐
計
略
肝
要
候
、
幸
三
浦
人
絆
、
妥
許
在
身
之
儀
候

-
X剛》

間
、
彼
方
於
入
眼
者
‘
即
差
上
可
成
、
則
宇
山
右
墨
売
事
、

起
別
家
可
宛
行
候
条
、
不
可
有
違
儀
候
、
於
旨
趣
§
墾
度
示

給
、
従
是
茂
可
申
候
、
猶
相
含
口
上
候
、
恐
々
謹
言

(
K
a
L年

)

-

g

エ

二

月

九

日

義

久

（花
押）

｛
久
と
）

江
見
伊
豆
守
殿

僻
置
)

森
田
大
蔵
丞
殿

U
F蘊
i

)

小
坂
田
但
馬
守
殿

〇
封
紙
ぱ
求
岱
沿
侶
轡
孫
蒋
羞
冗
仙
っ
た

石
舷
委
11"E

山
県
史
一
家
わ
け
史
料

九
月
三
日

中
尾
四
郎
兵
衛
殿ま

い
る

義
久

誠
明
（
花
押
）

翡
高
田
城
主
覚
書

団
絞
文
淋

R
上

．．
 
贔 -人＂t

年

3

卯
月
五
日

（
三
浦
R
E
)

就
道
祖
五
郎
殿
御
進
紘
之
儀
、
御
懇
状
得
其
意
候
、
涯

1
.，
＆
久
｝

分
雲
へ
申
理
、
被
成
御
上
国
候
様
、
気
遣
可
仕
侯
、
以
相
調

上
、
向
後
互
入
魂
可
被
申
、
此
段
偽
者
、
日
本
国
中
大
小
神

祇
八
幡
大
菩
薩
・天
滴
天
神
、
殊
者
氏
神
可
蒙
御
罰
者
也
、

俯
請
文
状
如
件

田
中
信
濃
守

誠
□

（
轟
）

井
上
右
兵
衛
尉

誠
清
（
花
押
）

森
田
大
蔵
丞

尚
盛
（
花
押
）

野
口
与
一
兵
衛
尉

誠
次
（
花
押
）

小
坂
田
但
馬
守

資
勝
（
花
押
）

江
見
伊
豆
守

久
資

（花押）

h
V
卜

U“mIJJHウ
ハ
贔
～

「

連

署

動

牧
兵
庫
口
殿

御

返

報

久

資

」

0
礼
紙
は
現
状
で
は
所
節
と
な
っ
て
お
り
、
う
ち
差
出
部
分

「
江
見

伊
豆
守
久
浴
（
花
押
）
」
は
本
紙
の
山
に
、
ウ
ハ
K
い洲
叩
＾
バ
は
本
紙

の
前
に
府
か
れ
て
い
る
。

三
浦
貞
勝
、
家
臣
の
離
反
で
自
害
す
る
。
貞
勝
の
室
は
そ
の

後
、
｛
士
晋
多
直
家
に
迎
え
ら
れ
そ
の
室
と
な
る
と
い
う

作
陽
誌

其
・
劫
郡
山
川
部
絲

IHIt
大
総
山
城
．
哺
氏
卜
；
―
枇

『久
枇
町
史
』
質
杜
紺

第

ふパ」

r,'ー
ー

観

富

）

永
禄
八
年
十
二
月
―
―
金
田
ハ
三
浦
ノ
ヒ
ク
ハ
ン
―
ー
テ
候
へ
共
、

（一云
"
i
4
糟

）

｛

三

屯

心
替
り
致
し
備
中
松
山
ノ
家
チ
カ
ト
ム
ネ
ヲ
合
、
貞
勝
―
―
腹

（
宇
こ
多
片
吝

ヲ
切
ら
せ
申
候
、
其
時
備
前
中
納
言
殿
御
代
節
大
方
ハ
貞

（
で
喜
多
》

喜
代
ー
ー
テ
候
ヲ
、
牧
右
衛
門
尉
引
取
、

其
後
直
家
ノ
御
代

ニ
御
成
候
、
中
納
言
殿
ハ
其
後
ノ
御
子
也

〇
貞
勝
の
宅
は
の
ち
ぃ
貼
冬
に
迎
え
ら
れ
そ
の
{tと
な
り
、
秀
家
を
生

む
。
尖
名
は
「
太
万
」
「
鮮
J

一福

・
ふ
く
」
と
さ
れ
る
が
い
ず
れ

も
誤
り

C

円
激
院
の
院
号
の
み
が
伝
わ
る
。

作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
森
田
庄

系
―
-
．浦
貞
勝

大
総
山
城
三
浦
氏
上
二
世
家

窟
訂
作
殷
U
-
―-

貞

勝

号

孫

九

郎
一、
後
改
ーー
遠
江
守
一
（
中
略
）
、
歳
二
十

二
、
法
名
称
名
院
殿
真
月
宗
金

作
陽
誌

真
品
郡
寺
院
部
真
言
宗
神
村
山
神
林
寺霊

汀
作
榊
と
―
―
―

上
人
塚
在
一
本
堂
東
一
、
開
山
円
誉
上
人
墓
也
、
一
説
永
禄

八
年
高
田
城
主
三
浦
貞
勝
家
臣
兼
田
叛
、

神
林
寺
上
人
者

貞
勝
弟
也
、
以
其
負
武
毅
紐
芦
忠
吊
嫉
レ
之
、
至
レ
此
窃
令

二
下
中
山
二
郎
兵
衛
者
縦
中
殺
之
ヒ
、
是
其
募
也
、
末
レ
詳
―

執

是
也、

又
去
一
本
堂
匹
十
二
町
有
首
塚
一
、
寺
僧
嘗

張
浜
於
土
叫
那
女
岐
山
、
与
篠
向
城
兵
相
戦
、
稲
徒

死
者
百
余
級
、
痙
畜
骸
於
社
苗
宕
ヂ
一
首
塚
一
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哀
而

作
陽
誌

奉

廷

立

多
く
も
こ
れ
に
従
う
。

当
社
宮
衰
武
遮
長
久
安
穏
諸
人
快
楽

弘
治
三
年
（
＿
五
五
七
）

宇
山
誠
明
、
西
美
作
の
諸
社
で
造
立
等
を
行
う寄

訂
作
勘
邑

三

八
幡
宮
在
羹
甘
村
一、
鳥
井
膀
云
、
八
幡
｛
邑
唇
店
大
檀
那

（
マ
マ
）

聾
宇
山
右
墨
売
真
明
代
官
一
衣
助
兵
衛
井
内
郡
十
郎

右
衛
門
時
弘
治
三
年
二
月
九
日

草
加
部
八
幡
宮
棟
札
黒
奎
謬
g

真
庭
郡
久
批
町
大
字
草
加
部
郷
社
八
幡
神
社
所
在

需
山
県
〈
血
石
史
』
続

0
左
に
掲
帳
全
長
三
尺
二
寸
六
分
、
幅
三
寸
八
分
、
厄
五
分
、
剣

先
窃
五
匁
現
在
は
所
在
不
明
で
あ
る
。

弘
治
四
年

・
永
禄
元
年
(
-
五
五
八
）
か

牧
右
衛
門
尉
等
、
三
浦
貞
勝
キ
泣
笞

1

上
品
田
城
＃
坂
め
奪
回

す
る
。
ま
た
こ
の
時
金
田
弘
久
が
戦
死
す
る
と
い
う

真
島
郡
押
餅
郡
美
廿
庄
八
幡
宮

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
半
9

第
一
巻

『
久
世
町
史
』
資
料
編

（

プ

マ

｝

（

字

IU
久
芭

永
禄
二
年
三
月
一
一
三
浦
貞
勝
飛
騨
ヲ
責
、
大
合
戦
候
テ
城
ヲ

渡
シ
退
申
候
、
其
時
よ
り
三
浦
貞
勝
城
王
也
、
牧
右
衛
門
尉

ヲ
河
内
一
一
御
な
し
候

0
「作
馳
芭
の
「
二
浦
氏
士
屈
系
匝
に
は
、
貞
勝
は

「号
孫

九
郎
、
後
改
遠
江
守
」
と
あ
る
。

作
陽
誌

真
嵩
郡
川
川
部
高
田
庄

家
系
三
浦
貞
久

大
総
山
城

一二浦
氏
十
三
世

冒
訂
作
陽
誌
』

ニ

貞
久
（
中
略
）
永
禄
二
年
三
月
起
レ
兵
、
討
云
千
山
一、
大

勝
得
レ
利
宇
山
出
走
此
時
―
二
浦
臣
金
田
加
賀
於
高
田

川
ロ
ー
戦
死
レ
之

真
島
郡
山
川
部
涵
旧
庄
麻
IIIJI

冒
訂
作
勘
邑
三

城
下
有
云
聾
佃
、
高
田
村
横
部
村
界
也
、
其
下
寺
淵
、
古

直

禅

刹
一、
因
名
、
其
下
有
l

土
橋
、
長
四
十
二
間
、
其

下
一
町
許
有
一金
田
噸
、
金
田
加
賀
戦
死
地
也
、
本
江
村

大
奈
留
川
会
二
干
此
、
其
下
名

i

一下
尻
一、
神
代
川
会
――
干

i

、
翌
｛
贔
家
元
忌
光
速
人
地
旦
那
＇
困
巾
右
京
助
勝
部
誠
明
虚
平
木
奉
行
中
門
四
郎
衛
之
特
弘
治

三
年

屠）｛ぇ

岱
悶
沢
柔
唸
閏
醤
り
も
＄
g
塁

一
多彦

墨癸在神
H
供
四
洵
水
禅
光
院
鍛
冶
火
上
油
水
翌
尉
闘
噂

作
陽
誌

-＿-H三
H
上
封

永
禄
四
年
(
-
五
六
一
）

三
村
家
親
、
西
美
作
へ
侵
入
し
真
島
郡
月
田
口
で
交
戦
す
る

東
古
尖
党
員
慮
裔
然
廠

尚
以
、
為
褒
美
と
銀
子
一
枚
遣
之
候
、
以
上

今
品
作
励
州
月
田
於
御
頸
之
合
戦
、
別
而
之
手
砕
、
於
鎗
下

大
谷
久
助
被
討
捕
、
剰
左
足
之
被
太
刀
疵
候
、
重
々
粉
骨
之

至
、
無
比
類
候
、
例
太
カ
一
腰
進
之
候
向
後
尚
以
、
可
被

励
戦
功
事
肝
要
候
、
猶
竹
井
宗
左
衛
門
可
申
述
侯
、
恐
々
謹

言永
禄
六
年
(
-
五
六
三
）

宇
山
誠
明
、
中
尾
四
郎
兵
衛
へ
美
作
西
六
郡
の
商
人
問
に
命

じ
る
こ
と
を
約
束
し
、
通
路
の
確
保
キ
命
じ
る

宇
山
誠
明
書
状

（折紙）

美

嵐

文

心

『
久
間
町
史
』
臼
料
編
第
一
巻

作
州
西
六
郡
商
人
問
之
儀
、
御
弓
箭
以
御
本
意
上
可
被
仰
付

旨
御
意
候
、
然
者
通
路
等
之
儀
馳
走
肝
要
候
、
恐
々
謹
言

永

禄

六

年

宇

山

右

京

亮

永
禄
四
年

六
月
七
日

菱
JI右
京
亮
殿

-E
E
)
 

家
親
（
花
押
影
）

二
村
家
親
書
状
写

備
藩
古
又
内
巻
之
三

塑

袖
郡
小
森
村
又

次
郎
所
蔵

雌

、
其
下
日
二奈
久
止
淵
一、
備
前
往
還
之
舟
着
次
焉
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尼
子
誠
久
・
牛
尾
幸
清
連
署
書
状

（
竪
紙
）
石
見
牧
家
文
凸

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

尼
子
晴
久
、
三
浦
才
五
郎
（
貞
広
）
の
知
行
を
安
堵
す
る

『
久
世
町
史
』
資
料
編
第

i

巻

＿
二
番
目
ハ
貞
尚
ト
テ
岩
屋
ノ
城
主

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
5

餃
文
苫

天
文
二
0
年
(
-
五
五

一
）

太
河
原
貞
尚
、
美
作
に
出
勢
し
た
尼
子
晴
久
の
先
駆
け
を
務

め
る

天
文
ニ
ト
年
(
-
五
五
ー
）

十
月
条

『
石
山
本
願
寺
日
記
』
下
巻

云
閃
＾
）

十
五
日
尼
子
民
部
少
輔
至
美
作
令
出
張
之
間
、
以
直

札
・

太
孔
r心
炉
・
馬
代
□〗遣
之
、
為
使
僧
対
馬
内
兵

部
卿
号
芳
春
野
越
之
、
△
尼
子
式
籠
戸
冒

□

い
[□

lll
以
直

書

・
太
刀
恒
慶
、
上
下
五
貫
計

・
馬
代
金
十
両

、
△

つ
氏
久
）

同
子
孫
四
郎
へ
、
太
刀

・
馬
代

・
梅
染
三
端
遣
之
、
△
大
河

a両）

原
孫
三
郎
へ
、
太
刀

・
馬
代
[
^
・
い
い
べ
り
t
i
l
‘
△
屋
葺
七

郎
兵
衛
へ
、
太
カ

・
馬
代
、
△
大
石
―
二
郎
衛
門
へ
、
太
刀

・

馬
代
、
△
立
原
二
郎
衛
門
へ
、
太
刀
・
馬
代
、
△
深
田
四
郎

左
衛
門
へ
~□

い
-
太
刀

・
馬
代
、
△
此
奥
六
人
へ
為
馬
代
・

金
十
弐
両
且
之

□

丘ン
nlfl
又
自
然
之
用
心
―
―
金
五
両
朱
半
持
之
、

太
刀
に
も
余
鹿
持
之
、
使
僧
明
朝
可
立
分
也
、
此
次
二
（
下

文
中
断
）

証
如
上
人
日
記

尼
子
晴
久
袖
判
尼
子
誠
久

・
牛
尾
幸
清
連
署
知
行
書
立

（竪

紙
）
石
見
牧
家
文
れ
ll

『
広
島
人
学
文
学
部
紀
要
』
第
上
五
珠
特
輯
号
二

｛
尼
干
｝睛

久
（
花
押
）

一
高
田
荘
井
草
賀
部
村

一
久
世
保

一
大
庭
保
惣
領
分

一
真
島
荘

一
古
見
•

田
原
製
憐
嶺

＿
赤
野
郷
除
上
原
分

一
垂
水
郷
闘
領

一
関

・
一
色

一
月
EB
薗

領

一
井
原
郷
薗
領

一
美
甘
新
荘•
本
荘
除
国
領

一
た
紙
ウ
ハ
苔

「

L_  

至
油
＂
広
｝

才
五
郎
殿
｛
竪
忘
霰
、
今
度
取
扱
之
姿
弓
矢
八
幡
茂
照
覧
候

荻
問
炉
｝

へ
、
不
可
有
相
違
候
、
然
上
者
‘
牧
兵
彼
題
目
急
度
其
行
肝

u5
．エ

要
候
、
最
前
神
文
牧
兵
望
之
由
候
つ
れ
共
、
弥
晴
久
前
為
可

申
縮
、
延
引
候
キ
、
諸
知
行
出
入
、
既
二
加
袖
判
、
如
所
望

調
候
、
此
上
＿
一
牧
兵
於
難
渋
者
‘
悉
不
可
有
其
曲
候
、
此
等

之
趣
可
被
仰
達
候
、
恐
々
謹
言

=
天
文
ー

ート
年

"i-

十
二
月
十
六
日

H
よ
凡
｝幸

清
（
花
押
）

m

尼
f
9)誠

久
（
花
押
）

尼
子
式
部
少
輔

牛
尾
遠
江
守

aU伽）

象
51)
大
河
原
孫
三
郎
殿
御
陣
所
誠
久

『
久
世
町
史
』
密
杜
福
第
一巻

G

影～

弘
治
二
年
二
化
生
寺
―
―
玉
雲
野
御
エ
イ
ヲ
作
、
三
浦
不
入
、

飛
騨
ヲ
守
候
様
―
―
卜
建
立
ニ
テ
候
へ
共

o
lnl巽
布
の
年
次
の
多
く
は
、
他
史
料
と
の
比
較
か
ら
一
年
の
ず
れ

が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
収
め
、
以
F
の

作
州
高
田
城
主
覚
書

靡
）
牧
兵
庫
助
殿
御
宿
所
§
~
)
貞
尚
」

兌
fr)

就
御
家
之
儀
、
晴
久
前
之
申
縮
、
既
誠
久
以
神
文
被
申
候
上

含
浦
貞
広
）

名
、
我
々
事
、
対
オ
五
郎
殿
申
、

八
幡
も
照
覧
候
へ
、

＝
天
文
二
十
年
9
)

十
二
月
廿

一
日

天
文
一

＿四
年
・
弘
治
元
年
(
-
五
五
五
）
か

宇
山
久
兼
、
化
生
寺
に
玉
雲
権
現
の
像
立
を
行
う
と
い
う

七

J,52"gク
ハ
8
ヵ1

[
 

下
霰
文k戸

不
可
有
別
心
候
、
恐
々
謹
言

0̂
liJ祝）貞

尚

（花
押
）

太
河
原
貞
尚
書
状

（竪紙）

石
見
牧
家
文
害

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号

一

ま
い
る

{a問
i
-

大
河
原
孫
三
郎
殿

｛天
文
二
十
年

3

十
二
月
十
六
日

太
河
原

日
本
国
大
小
神
祇

・
弓
矢

牛
尾
遠
江
守幸

清
（
花
押
）

尼
子
式
部
少
輔

誠
久
（
花
押
）

右
此
旨
高
田
衆
へ
可
被
仰
渡
候
、
為
向
後
、
晴
久
袖
判
被

仕
候
也
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作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
高
田
庄
大
総
山
慇
二
浦
氏
十
三
世
家

系

三
浦
貞
久

下
河
内
牧
家
文
也

『
久
世
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

（き

今
度
砦
部

□

菅
兵
衛
尉
抽
粉
骨
致
討
死
候
事
、
忠
節
無
比
類

一
焦
餃
ヵ
｝

候
然
者
当
知
行
井
代
官
所
与
力
等
候
儀
聯
以
想
遥
如
前
々

可
申
付
候
、
当
弓
矢
於
開
運
者
別
而
可
加
褒
美
者
也
、
初
而

下
知
如
件

天
文
十
六

十
月
廿
日

牧
幸
松
殿

天
文

一
七
年
(
-
五
四
八
）

三
浦
貞
久
、
尼
子
氏
と
の
対
峙
中
に
病
死
し
、
高
田
城
も
落

去
す
る
と
い
う

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
書『

久
世
町
史
』
賓
料
紺
紺
年
資
料

（

マ

マ

ー

一

宇

iU
久

僚

）

（

一

品

）

天
文
士
二
年
八
月
、
雲
州
よ
り
尾
山
飛
騨
卜
云
人
取
出
貞
久

兌
ヵ
｝

ヲ
責
大
合
戦
候
処
二
、
貞
久
者
籠
城
之
内
ニ
テ
病
宛
被
致
候
、

其
時
分
よ
り
尾
山
飛
騨
城
主
也

寄
訂
作
陽
誌
』
三

貞

久

初

号
ーー
下
野
守
一、
後
改
ー一
上
野
介
一
（
中
略
）
、
天
文

十
七
年
九
月
十
六
日
貞
久
病
死
、
法
名
正
法
院
殿
月
江
良

円
（
後
略
）

三
浦
貞
久
感
状
写

＿p
也貞

久
判

冒
訂
作
腸
邑

三

柴

田

塚

在
l一
岩
井
谷
村
一
、
柴
田
助
丞
者
於
i

一本
村
浅
井
軋
一

与
――
三
浦
美
濃
庁
相
戦
而
死
、
柴
田
及
其
党
六
人
之
墓
也

0
年
末
詳
で
あ
る
が
、
前
掲
文
帯
と
の
関
辿
か
ら
し
ば
ら
く
こ
こ
に

収
め
る
。

作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
高
田
郷
大
料
城

『
ftr訂
作
賜
誌

三

蔀
)

大
料
城
山
東
面
属
二
本
江
村
i

、
山
西
面
属
神
代
村
一、
失

作
陽
誌

作
陽
誌

作
陽
誌

真
島
郡
占
跡
部
井
原
郷
t

頁
島
郡
山
川
部
芙
廿
庄
麗
城

具
島
郡
山
川
部
高
田
庄
大
総
山
城
三
浦
氏
卜
三
世
家

系
三
浦
忠
近

窟
訂
翡
屈
―

-

i

忠
近
号
二
美
濃
守
l‘
居
1

麗
城
一
、
天
文
年
中
与
ーー
尼
子
晴

が

相

戦
、
軍
敗
自
殺

翌
訂
作
腸
痣
一

三

麓

城

在
-

i

麓
村
一、
天
文
年
中
城
主
三
浦
美
濃
守
忠
近
、
与

二
尼
子
修
理
太
夫
晴
久
一戦
而
不
レ克
、
城
下
有
二腹
切
石
＿‘

相
伝
、
忠
近
坐
レ
此
自
裁
焉
、
人
若
触
レ
石
、
則
必
患
『
心

腹

―、
鯰
此
邑
人
立
祠
配
二享
県
社
一、
今
無

-i祟
咎
一

牟0
年
末
詳
で
あ
る
が
前
掲
文
芯
と
の
関
連
か
ら
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収

め
る
。
肱
城
は
真
庭
氏
美
甘
に
所
在
す
る
山
城
で
、
腹
切
石
も
河

田
地
区
に
移
転
さ
れ
現
什
す
る
。

寄
訂
作
陽
誌
』

三

駒
徳
丸
天
文
十
八
年
三
月
廿
日
早
世
、
歳
七
歳
、
法
名
源

秀
童
子

天
文
＿
八
年
(
-
五
四
九
）

三
浦
貞
久
の
子
駒
徳
丸
没
す
る

作
陽
誌

真
島
郡
寺
院
部
金
原
山
妙
円
寺

高
田
城
下
の
妙
円
寺
が
再
興
さ
れ
る
と
い
う

二城
王
姓
多
、
山
高
百
八
間
、
半
腹
古
道
僅
通
、
山
上
乏

レ
水
、
山
南
少
下
名
一一
伯
者
軋
、
居
民
言
、
伯
州
尼
子
兵

阿
此
、
又
大
料
い
西
有—i備
後
峨
一 、

備
後
兵
屯
哀
大
料

山
一、
塵
信
一古
墳
ー、
嘗
痙
城
生
地
也

『
新
訂
作
陽
話
』

三

陣
山

在

一高
田
川
酉
、
此
山
北
組
村
、
東
横
部
村
、
南

云
t
)

本
江
村
、
尼
子
兵
方
レ
攻
二
高
田
城
一、
陣
二
干
此

1
i、
上

有
二
屯
跡
一

〇
尼
子
氏
の
在
陣
は
こ
の
時
か
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

研
riT作
腸
誌
』

三

金
原
山
妙
円
寺
者
在
高
田
村
一、
去
レ府
七
里
、
天
文
十
七

年
戊
申
法
性
院
日
能
再
興
焉
、
開
基
不
レ
詳
突

作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
高
田
庄

家
系
三
浦
貞
久
子
駒
徳
丸

大
総
山
城

三
浦
氏
十
三
世

作
陽
誌

箕
島
郡
山
川
部
高
田
郷
陣
山
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作
陽
誌

嘉
訂
作
協
誌
』

大
庭
郡
神
社
部
河
内
庄

王
了
権
現
社

天
文
＿
＿
二
年
（
一
五
四
四
）

尼
子
国
久
父
子
等
、
高
田
城
等
を
攻
め
る
と
い
う

安
西
軍
策

巻
第
二

尼
子
紀
伊
守
陥
美
作
之
諸
撒
半

『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
七
冊
通
記
煩

突
文
十
三
年
）

同
年
十
月
初
旬
、
尼
子
紀
伊
守

・
嫡
子
式
部
大
輔

・
次
男
左

衛
門
大
夫
、
備
作
ノ
城
々
陥
ン
ト
請
、
睛
久
則
河
添
美
作
守
・

森
脇
長
門
守
二
人
ヲ
相
加
五
千
余
騎
、
備
後
ノ
国
へ
打
越
小

早
川
正
平
力
城
ヲ
囲
、
正
平
於
邸
巣
川
、
為

一
揆
雖
被
害
、

家
人
等
嫡
子
又
鶴
丸
ヲ
敢
立
城
堅
固
二
守
ケ
ル
、
責
手
モ
攻

ア
ク
ミ
ケ
ル
カ
差
捨
テ
通
リ
、
頓
テ
奴
田
表
へ
陣
替
｀
ソ
高
野

山
久
代
力
人
質
ヲ
捕
、
同
十

一
月
美
作
ノ
国
へ
打
越
、
浦
上

カ
勢
ヲ
入
置
タ
ル
高
田

・
篠
吹

・
伊
王
山
等
三
ヶ
城
ヲ
陥
、

出
雲
へ
帰
陣
シ
タ
リ

天
文
一
四
年

(
-
五
四
五
）

三
浦
貞
久
、
中
蔵
山
円
融
寺
を
再
興
す
る
。
ま
た
王
子
権
現

社
に
社
田
を
寄
付
す
る
と
い
う

作
陽
誌

大
庭
郡
寺
院
部

喜

宗

中

蔵

山

円

漿嘉
訂
翡
竺
．
一

当
寺
者
在
二
上
河
内
村
一、
去
レ
府
四
里
半
、
与
二
王
子
権
現
社

l

共
永
慧
伊
建
也
、
初
号
別
宮
号
、
天
文
十
四
年
春

三
浦
下
野
守
貞
久
再
典
焉
事
在
一棟
膀
＿

鍛
冶
屋
敷

檀
那
村
付
帳

肥
塚
家
文
下
“

王
子
権
現
社
在
正
河
内
西
谷
村
i

、
相
伝
、
円
融
院
駆
寓
、

国
司
依
勅
勧
詰
熊
野
社
於
河
内
庄一、
所
レ
謂
本
｛
晶•新

宮
い
下
叫
f•
那
智
戸He
上
河

是
也

、

天
文
年
中
三
浦
貞
久
寄
二

附
社
田
へ

到
宇
喜
多
黄
閂
而
没
絶
突

こ
の
頃
か

播
磨
広
峰
社
の
檀
那
に
高
田
城
下
の
下
市
場
・
旦
の
住
人
が

見
え
る

一
西
ミ
ま
さ
か
内
た
か
た

し
も
い
ち
は
こ
も
う
殿

た
ん
こ
ん
や

孫
―
二
郎

0
本
帳
は
術
脳
国
広
峰
御
師
に
よ
る
天
文
中
期
前
後
の
棺
逐
緻
「
し

も
い
ち
は
」
（下市場）
、
「た
ん
」
（
且
）
は
そ
れ
ぞ
れ
麻
田
城
下

東
方
の
氾
濫
原
微
裔
地
と
詞
城
南
麓
の
舌
状
台
地
ヒ
に
追
称
地
が

あ
る
。
後
者
か
ら
は、

n坂
方
面
に
伸
び
る
城
下
町
の
最
親
が
窺

わ
れ
る
。

刀
工
忠
光
が
高
田
城
下
の
旦
に
居
住
し
、
三
浦
氏
の
武
器
を

鍛
造
す
る
と
い
う

作
陽
誌

真
几
郡
占
跡
部
麻
出
庄
鍛
冶
尾
敷

冠
路
市
丈
一

三

『
新
訂
作
腸
邑

一――

在
――
同
村
一、
嘗
治
工
忠
光
者
居
レ此
、
鋳
三
浦

作
陽
誌

真
島
冊
甘
楠
建
部
庄
八
幡
呂

扉
訂
作
麗
竺
ニ

八
幡
宮
庭
見
明
戸
肛
、
祭
神
―
二
座
、
当
社
及
金
山
権
現

覧
明
戸
之
氏
神
也
梁
膀
日
、
見
明
戸
村
八
幡
宮
建
立
、

文
明
五
年
四
月
十
九
日
、
本
願
平
助
守
、
又
曰
、
奉
建
立

八
幡
宮
天
文
十
五
年
十
月
六
日
初
、
同
十

一
月
士
二
日

成
就
、
代
官
舟
津
新
左
衛
門
尉
国
之

0
新
左
衛
門
附
の
実
名

「国
之
」
は
三
補
貞
国
の
偏
諒
に
よ
る
か
。

需
訂
作
陽
誌
』一「

大
雲
寺
者
在
宝
向
田
村
一、
去
レ
府
七
里
、
開
基
為
立
叙
伝
＿‘

至
畜
住
玄
立
工
ハ
代

Q
庄
広
で
は
天
文
卜
五
年

(

i

五
四
六
）
の
開
山
と
さ
れ
る
。

天
文
一
六
年

（
＿
五
四
七
）

整
自
兵
衛
尉
、
備
中
国
砦
部
で
討
死
す
る
。
三
浦
貞
久
、
牧

幸
松
に
そ
の
跡
職
を
安
堵
す
る

作
陽
誌

真
島
郡
寺
院

部

衷
宗

大
雲
寺

高
田
城
下
に
大
雲
寺
が
開
山
さ
れ
る
と
い
う

天
文
一
五
年

（
＿
五
四
六
）

代
官
舟
津
国
之
、
見
明
戸
村
八
幡
宮
を
再
建
す
る

家
兵
器
ー、
銘
鍋
亘
忠
光
一者
也
、
旦
者
地
名
、
在
二
勝
山

麓
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下
河
内
牧
家
文
因

『
久
世
町
史
一
密
杜
編
第
一
巻

石
井
次
郎
左
衛
門
・
同
与
三
郎

・
同
太
刀

・
同
助
五
郎

・
松

岡
藤
次

此
者
共
面
々
佗
言
仕
候
間
如
前
々
返
付
候
、
然

而
松
岡
次
兵
衛
一
人
事
者
面
々
為
与
力
可
引
廻
侯
、

此
上
候

て
違
乱
仕
候
者
我
々
者
存
間
敷
候
条
、
面
々
可
相
計
候
者
也
、

初
頂
為
後
日
如
件

天
文
六

七
月
朔
日

慇
官
兵
衛
尉
殿

天
文
九
年
(
-
五
四
0
)

三
浦
次
郎
、
岩
屋
城
に
拠
り
山
下
で
合
戦
す
る

陶
隆
房
・
同
隆
満

・
青
景
隆
著
連
署
書
状

（切紙力）

『
久
世
町
史
』
衰
料
編
第
一
巻

（
対
祇
ウ
ハ

g

「

連

署

三

浦

上

野

介

殿

雙

垣

所

隆

房

」

急
度
申
候
、
播
州
与
其
国
確
執
之
儀
、
不
可
然
候
之
間
、
至

彼
国
者
以
観
音
寺
被
申
椿
候
、
互
御
存
分
雖
在
之
、
此
硼
事
、

有
御
堪
忍
、
被
和
融
候
者
‘
肝
要
之
通
以
直
札
、
始
中
終

二
浦
貞
久
赦
免
状
写

面
）貞

久
判

（忠
）

末
本
名
之
事
諸
役
免
許
扶
持
仕
候
、
弥
0
節
奉
公
肝
要

U
ご
釈
名
）

ロ
ロ
ロ
也
、
仇
ttI状
如
件

天
文
六

七
月
朔
日

牧
菅
兵
衛
尉
殿

＿i

創
）貞

久
判

被
申
候
、
対
庄

．
―-
＿村
茂
可
有
助
言
之
由
、
令
申
候
、
随
而

去
比
村
上
左
京
進
令
敵
同
意
、
既
一
城
取
誘
、
雲
州
衆
相
共

雖
出
張
、
既
時
取
懸
、
被
追
崩
之
由
侯
、
御
勝
利
無
比
類
候
、

諸
牢
人
事
弥
御
誘
不
可
有
御
油
断
候
、
不
及
申
候
、
彼
是

委
細
申
含
万
勝
寺
候
、
恐
々
謹
言

全
＾
文
九
年
ヵ）

六
月
八
日ru久

）

三
浦
上
野
介
殿御

宿
所

0
次
掲
文
書
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

「
大
館
常
興
日
記
」
の
天
文
九
年
二
月
二
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、

喜
左
齋
（
晴
政
ヵ
）
か
ら
の
正
月
二
上
ハ
且
砂
翡
に
「
分

国
事
、
尼
子
方
へ
御
口
入
之
趣
」
云
々
と
報
じ
て
い
た
と
あ
る
。

赤
松
晴
政
書
状

（
切
紙
）
石
見
牧
家
文
書

『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
五
巻
特
輯
号
ニ

-
H祇
ウ
ハ
r
3)

蕊
吝
3

「

「天
文
九
」

三

浦

次

郎

殿

睛

政

」

去
士
二
日
、
於
岩
屋
山
下
被
及
合
戦
、
始
南
条
治
部
数
夕
名
欧

討
取
由
候
、
誠
肝
要
候
、
春
以
来
堅
固
被
相
践
、
粉
骨
不
及

是
非
候
、
初
牧
右
衛
門
尉
、
四
郎
討
死
仕
候
由
候
、
従
最
前

馳
走
仕
候
処
、
如
此
候
、
不
便
候
、
妾
自
是
別
雨
可
令
申
候
、

辰
京
“
)

弥
調
略
可
然
侯
、
尚
浦
上
可
申
候
、
恐
々
謹
言

6

が
松
）

十

一

月

廿

七

日

睛

政

（

花

押

）

三
浦
次
郎
殿

否
絵
）隆

著
（
花
押
）

面）
隆
満
（
花
押
）

函）
隆
房
（
花
押
）

下
河
内
牧
家
文
書

『
久
川
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

赤
野
郷
之
事
、
諸
給
人

・
社
家

・
寺
庵
差
除
、
諸
役
免
許
―
―

扶
持
仕
候
、
以
此
旨
弥
忠
節
奉
公
可
仕
事
簡
要
也
、
初
而
状

如
件

天
文
拾
年

七
月
一
日

牧
菅
兵
衛
尉
殿

二
浦
貞
久
知
行
宛
行
状
写

（
三
~
叩｝

貞
久
判

三
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
赤
野
郷
の
内
を
宛
行
う

岩
屋
寺
快
円
日
記

岩
屈
守
旧
蔵

天
文
一

0
年
(
-
五
四
一

）

三
浦
氏
等
、
美
作
国
へ
出
勢
し
た
尼
子
氏
に
敗
北
す
る

『
出
実
尼
子
史
料
集
』
上
巻

一
観
音
堂
ノ
厨
子
唐
様
、
天
文
拾
年
雷
五
月
三
日
―
―
指
図

始
候
、
番
匠
同
京
ノ
神
左
衛
門
尉
公
方
様
之
頭
領
ナ
リ
、

同
助
兵
衛
酎

・
当
所
大
工
井
本
六
郎
左
衛
門
尉
井
都
万
井

九
郎
兵
衛
、
惣
而
番
匠
衆
十
人
、
又
塗
師
藤
九
郎
、
仏
壇

厨
子
塗
候
、
院
舌
快
円
敬
白
、
此
翻
、
作
州
篠
尾
中
村
殿

｛月
）

没
落
、
追
討
八
百
人
、
築
田
ノ
城
三
浦
殿
落
去
、
大
勢
被

（

む

郎

）

元

搾

＄

云詮
久）

討
畢
、
ア
サ
井
ノ
エ
キ
殿
大
勢
被
肘
畢
、
尼
子
民
部
様
、

如
此
御
高
名
、
固
亀
井
殿

・
河
本
殿
ナ
リ
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東
寺公

文
殿

御
宿
所

（
は
夷
切

H
)

「
（
墨
引
）
．

去
八
月
晦
日
之
御
状
、
同
十
七
日
二
到
来
、
拝
見
申
候
、

俯
御
請
取
下
給
候
、
目
出
存
候
、
路
次
物
念
候
へ
共
、

（

昂

旱

）

（

色

か
さ
は
や
中
間
五
郎
二
郎
と
申
あ
き
人
、
只
今
罷
上
侯
間
、

御
公
用
―
―
漆
指
中
桶
六
ツ
弐
十
貫
文
之
分
二
上
申
候
‘
-
―
-

ッ
名
去
年
分
、

＿ニ
ッ
者
当
年
分
―
―
御
請
取
を
給
候
者
目
出
可

（湛｝

畏
入
候
、
宗
見
之
儀
無
是
非
候
、
彼
跡
つ
き
之
事
、
委
細

心
得
申
候

一
当
年
息
胃
早
々
上
申
候
処
、
い
ま
た
無
沙
汰
申
候
、
去

年
分
も
路
次
物
怠
面
い
ま
た
不
上
申
候
、
曲
事
迷
惑
仕

候
、
此
者
舟
便
宜
急
候
問
、
重
fm以
好
便
進
之
、
不
可
有

岡
山
1
1
1
$
0
家
わ
け
因
材

新
見
国
経
書
状

（
切
紙
）
東
寺
百
合
文
弔
ロ
ヤ
函
ニ
ニ
JL

U
訊

A
)国

経
（
花
押
）

一
上
方
之
儀
、
色
々
雑
説
申
候
へ
共
、
御
寺
家
無
事
二
御
座

鱈
呻
申
候
、
千
万
目
出
存
候
、
御
気
遣
奉
察
候

一
当
国
事
ニ
ツ
わ
か
り
候
て
只
今
取
相
可
為
必
定
候
、
如

何
一
一
可
成
行
候
哉
、
子
細
重
而
可
申
入
候
、
無
事
ー一
て
御

公
用
等
奔
走
申
度
候
、
御
祈
念
奉
頼
候
、
呉
々
以
誓
文
如

申
候
、
於
心
中
柳
不
存
如
在
候
、
此
趣
可
然
様
、
上
々
へ

慧
披
露
候
者
可
畏
入
候
、
将
又
、
若
狭
殿
別
昏
可
令
申

候
へ
共
、
無
指
儀
候
間
不
申
候
、
御
言
伝
之
由
、
能
々

申
度
候
、
恐
々
謹
言

全
＾
て
二
年
）

六
月
廿
三
日

新
見
備
中
守

国
経
」

無
沙
汰
候

一
京
都
大
乱
候
処
、
御
寺
中
無
何
事
無
御
座
候
、
目
出
珍
重

候
一
孫
三
郎
子
共
か
た
へ
、
御
意
之
趣
申
聞
候
、
畏
入
候
之
由

申
候
、
重
川
以
書
状
、
可
申
之
由
申
候

一
年
預
様
へ
も
御
報
申
上
候
、
可
預
御
意
得
候

一
国
之
事
今
ま
て
者
無
事
候
、
雖
然
大
略
可
為
物
念
候
、
重

柑
可
申
候

一
尼
子
方
為
合
力
、
作
州
表
へ
干
今
番
衆
立
置
候
、
大
儀
不

及
申
候

一
尼
子
方
者
備
後
山
内
へ
出
陣
候
、
干
今
在
陣
候
へ
く
候
、

年
内
開
陳
あ
る
へ
く
候
哉
威
勢
無
申
計
侯
、
恐
々
謹
―
l-
l

h
m
a
)
 

十

一
月

十

日

国

経

（

花

押

）

東
寺公

文
殿

御
返
報

0
次
の
新
見
国
経
洪
サ
紺
祇
（
切
紙
、
さ
函
·
1
•
1
0
)
は
本
文
占
の

封
紙
）
ヒ
部
欠
゜

0
"祇
ウ
ワ
9リ
）

「

応
き『

天
文
二
癸
巳
十
二
月

E) 

□

日

到

来

』

嘉
公
文
殿

御
宿
所

三
浦
貞
久
知
行
宛
行
状
写

天
文
三
年

(
-五一＿
＿四）

三
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
赤
野
郷
の
内
な
ど
を
宛
行
う

ド
河
内
牧
家
又
淋

『
久
世
町
史
』
壺

料

編

第
ぶ
な

赤
野
郷
前
々
良
程
之
時
之
給
人
悉
相
除
候
て
、
其
相
残
分

面
々
為
給
所
遣
候
、
全
知
行
可
仕
者
也
、
但
奉
行
代
官
職
之

替
地
也
、
例
状
如
件

天
文
三
年

七
月
廿

一
日

牧
菅
兵
衛
尉
殿

下
河
内
牧
家
文
苦

『
久
世
町
史
』
賓

杜

編

第
一
巻

開
田

・
法
界
寺
分
之
事
、
無
相
違
扶
持
仕
候
間
、
全
可
致
知

行
者
也
、
初
而
後
日
之
た
め
如
件
、

天文――
-

八
月
六
日

慇
官
兵
衛
尉
殿

天
文
六
年
(
-
五
三
七
）

=
＿
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
真
島
庄
の
内
を
宛
行
う
。
ま
た

石
井

・
松
岡
両
氏
に
所
領
を
返
付
す
る

下
河
内
牧
家
文
芯

『
久
枇
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

一心ヵ｝

今
度
馳
午
之
相
届
候
段
忠
儀
候
、
其
付
而
於
真
島
庄
遣
候
、

二
浦
貞
久
知
行
宛
行
状
写

三
浦
貞
久
知
行
宛
行
状
写

l

一咀貞
久
判

一
籍
)
)貞

久
判
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新
見
国
経
、
美
作
国
で
の
戦
い
が
継
続
中
と
報
じ
る

今
度
遣
在
所
之
事

（
井

祁

）

か
や
ヘ

美
甘
新
庄

｛直）竹
辺
本
庄

・
新
庄

徳
山

や
な
瀬
ニ
ロ

恐
々
謹
言

享
禄
五
年

七
月
廿
六
日

宇
山
殿

新
見
国
経
書
状

（切紙）

東
寺
百
合
文
害
ヤ
函
二
ニ―

需
山
県
史
一
家
わ
け
史
料

（

前

欠

）

―

難
調
候
、
其
分
可
被
仰
付
候
、
呉
々
漆
桶
者
‘
少
も
先
規

二
不
可
有
相
違
候
、
御
不
審
有
間
敷
候
、
聯
外
者
不
可
申

候
一
当
年
此
方
虫
損
過
分
―
―
申
侯
、
国
中
之
儀
侯
間
不
可
有

其
隠
候
、
我
等
も
迷
惑
此
事
候

（
笑

止

）

一
作
州
取
相
、
干
今
無
一
途
候
而
、
細
々
無
便
宜
候
、
せ
う
し

二
て
候
、
少
歓
楽
気
候
間
、
如
何
＿
一
申
候
哉
、
年
預
様
へ

0

尼
子
）経

久
（
花
押
）

尼
子
経
久
宛
行
状

（
切
紙
）
長
府
毛
利
家
堀
整
各
菌

『
出
雲
尼
子
史
料
集
』
上
巻

尼
子
経
久
、
宇
山
氏
に
茅
部
・
美
甘
新
庄
等
を
宛
行
う

二
浦
貞
久
知
行
宛
行
状
写

一堕貞
久
判

三
浦
ヵ
孫
五
郎
代
官
職
補
任
状

（
折
紙
）
美
作
田
尾
文
苫

『
久
世
町
史
』
賓
料
編
第

i

巻

月
田
郷
代
官
職
之
事
申
付
詑
、
於
公
事
等
ハ
速
可
有
取
沙
汰

者
也
、
初
状
如
件

天
文
元

全
湖
ヵ
｝

十

月

廿

一

日

孫

五

郎

（

花

押

）

中
尾
四
郎
兵
衛
殿

0
発
給
者
の
孫
五
郎
は
花
押
か
ら
後
の
三
浦
貞
久
と
考
え
ら
れ
る
。

天
文
二
年
(
-
五
＝
＿
三
）

三
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
永
富
保
等
の
諸
役
を
免
除
す
る

下
河
内
牧
家
文
害

『
久
世
町
史
』
資
料
編
第
一
巻

面
々
給
所
氷
富
保
之
内
助
近
名
、
同
開
田

・
法
界
寺
分
両
所

諸
役
免
許
二

円
末
代
扶
持
仕
候
者
也

天
文
二

正
月
士
二
日

牧
藤
兵
衛
尉
殿

三
浦
ヵ
孫
五
郎
、
中
尾
氏
に
月
田
郷
代
官
職
吝
ぷ
叩
じ
る

者
、
可
然
様
御
取
合
可
畏
入
候
、
恐
々
謹
言

英

文

元

巴

合

見

）

九

月

廿

三

日

国

経

（

花

押

）

東
寺公

文
殿

御
返
報

（澪
冥
切
州
｝

「（墨引）
＇

尚
々
当
年
、
千
今
無
音
申
候
、
更
以
非
如
在
之
儀
候
、

｛
笑
止
）

慈
雲
定
可
被
寄
年
罷
候
万
せ
う
し
存
候
、
目
出
重
而

可
申
承
侯

当
年
者
不
得
幸
便
、
子
今
無
音
申
、
背
本
音
涯
棒
i
‘
雖
事

旧
候
、
御
鹿
重
畳
目
出
存
候
、初
二
十
疋
任
嘉
例
令
進
候
、

誠
表
祝
儀
計
候
、
去
年
漆
小
桶
二
進
入
侯
、
公
文
所
殿
へ

も
二
十
疋
井
漆
二
桶
令
進
之
候
、
可
然
様
御
届
所
仰
候

但
漆
指
中

一
御
公
用
三
十
貫
文
只
今
寺
納
申
候
、
御
年
貢
方
之

九
桶
に
て

昏
．
漆
其
外
少
々
用
意
仕
侯
へ
共
、
通
路
大
事
之
由
申
候

間、

一
度
二
者
不
上
申
、
重
而
以
好
便
、
可
寺
納
申
候
、

(
C)
 

去
春
よ
り
御
公
用
可
上
申
心
中
―
―
て
色
々
短
足
仕
候
へ
共
、

京
都

・
堺

・
摂
州
其
外
海
上
何
方
も
物
念
、
諸
商
人
不
上

下
仕
候
間
、
乍
存
知
罷
過
候
、
此
申
事
、
大
師
も
照
覧

候
へ
、
非
虚
言
候
、
当
国
も
弥
可
為
取
相
候
、
就
作
州
之

儀
、
自
尼
子
方
合
力
之
儀
被
申
候
、
去
年
五
月
よ
り
今
ニ

い
た
り
、
子
共
番
替
一
一高
田
表
―
―
立
置
、
大
儀
不
及
申
候
、

伯
州
東
半
国
与
作
州
一
国
申
合
、
尼
子
方
ー
一
敵
と
成
候
、

当
国
も
人
―
―
よ
り
敵
一
味
候
、
然
共
又
、
尼
子
方
理
運
二

成
行
候
、
先
以
可
御
心
安
候

需
山
県
史
ご
家
わ
け
史
料

新
見
国
経
書
状
（
切

感

懇

守
百
合
文
占
ヤ
函
ニ
―
五

尼
子
詮
久
、
新
見
氏
等
に
高
田
城
の
在
番
を
命
じ
る

菅

0
同
家
文
害
の
児
本
で
は
、
本
文
は
「俯
而
為
後
日
如
件
」
と
続
く
。
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雇
奉
娯

c"E5カ
）

美
作
国
久
世
保
事
、
先
年
三
浦
依
有
申
子
細
、
一
旦
雖
被
成

奉
書
、
公
用
之
儀
、
不
及
其
沙
汰
、

一
向
無
音
之
条
、
任

怠
月
代
政
〉

0t111氏
世
）

慈
照
院
殿
井
法
住
院
殿
御
判
以
下
度
々
御
成
敗
之
旨
、
如

元
被
返
付
之
乾
者
‘
早
守
先
例
、
可
被
全
領
知
之
由
、
所
被

仰
下
也
、
仇
執
達
如
件

L
に
旧
衣
政
）

大
永
六
年
十
二
月
士
ハ
日
散
位
（
花
押
影
）

（E
松
田
盛
舟
）

右
衛
門
尉
（
花
押
影
）

こ
の
頃
か

三
浦
貞
国
子
息
貞
久
の
疾
病
平
癒
に
あ
た
り
熊
野
―二
所
権

現
社
に
社
領
を
寄
進
す
る
と
い
う

作
陽
誌

兵
島
郡
廿
贔
爵
1

熊
野
――

-9研訂作
罹
』

三

熊
野
三
所
権
現
社
在
三
高
田
村
＿‘
（
中
略
）
古
昔
社
領
若

干
、
嘗
三
浦
下
野
守
貞
久
病
二
痘
癒
一、
命
且
レ
危
、
父
貞

国
憂
レ
之
、
致
ーニ
懇
祈
於
l

当
社
一
、
感
瑞
多
端
終
得
レ
脱
―

（晴
A
)

一
色
七
郎
殿

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
写

木
村
家
蔵
一
鯰
略
息
裔

需
闘
査
研
究
』
屑
号

っ

aIll“}

三
浦
殿

之
由
、
被
仰
出
候
也
、
例
執
達
如
件

太
氷
六

十
二
月
十
六
日

（松
lil)亮

致
（
花
押
影
）

gm) 
盛
秀
（
花
押
影
）

草
加
部
八
幡
宮
銅
鰐
口
銘

真
庭
郡
久
世
町
大
字
染
加
部
八
幡
宮

所
在

享
禄
二
年
(
-
五
二
九
）

金
田
弘
久
、
真
島
郡
草
加
部
村
八
幡
宮
に
鰐
口
を
寄
進
す
る

寄
IJllH尖
迫
石
史
』

(
3
 

（
表
）
草
加
部
八
幡
｛
危
御
宝
前
願
主
金
田
加
加
弘
久
卯
年

で↑）

（
裏
）
享
禄
二
己
卯
年
九
月
吉
日
大
公
五
郎
左
衛
門

享
禄
五
年
・
天
文
元
年
(
-
五
三
二
）

尼
子
経
久
、
美
作
国
へ
と
進
攻
し
高
田
城
を
攻
撃
の
予
定
と

い
う

新
見
国
経
書
状

（切紙）

東
寺
百
合
文
芥
さ
函
一五
四

．
需
咄
山
県
史
』
家
わ
け
史
料

尚
々
御
公
物
、
今
少
も
可
奔
走
申
心
中
候
処
、
作
州
三

浦
方
へ
尼
子
方
四
五
日
中
可
取
懸
候
合
力
之
儀
被
申
候
、

さ
様
之
事
二
、
殊
外
短
足
―
―
て
無
其
儀
候
、
於
心
中
聯

不
存
如
在
候
、
此
趣
可
然
様
皆
々
へ
御
申
奉
頼
存
候
、

京
都
無
為
之
由
承
候
間
、
目
出
存
候

以
好
便
一
筆
令
申
候
、
初
去
三
月
十
日
比
候
哉
、
風
早
中
間

五
郎
次
郎
罷
上
候
間
以
書
状
申
入
候
、
其
時
御
公
用
以
番
・

｛

連

凡

一

漆
‘
―
二
十
貰
文
之
分
進
納
申
候
、
船
便
宜
候
ハ
て
、
つ
ら
し
ま

辺
ー
ー
逗
留
仕
候
つ
る
由
伝
説
二
申
候
、
何
比
京
着
候
つ
る
哉
、

延
引
候
て
無
御
心
元
存
候
、
只
今
為
御
公
用
、
漆
指
中
桶
三
・

苦
厄
、
此
時
加
二社
領
百
石

゜
2
 

作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
翻
田
庄
大
総
山
城
三
涌
氏
十
三
世

家
系

三
浦
貞
因

東
寺公

文
殿
御
宿
所

（新

u~）国
経
（
花
押
）

中
折
紙
三
十
束
・小
番
二
束
、
十
五
貫
文
之
分
二
寺
納
申
候
、

慈
雲
庵
可
被
届
申
候
、
臣
下
二
郎
三
郎
と
申
す
者
―
―
荷
物
者

渡
侯
、
若
慈
雲
庵
他
行
な
と
の
事
候
者
‘
薬
屋
道
正
四
郎
左

衛
門
尉
＿
一
荷
物
可
渡
之
由
申
付
候
間
、
可
有
御
尋
候
、
此
外

納
紙
国
節
料
十
束
五
帖
、
納
漆
指
中

一
桶
、
只
今
同
渡
候
、

可
有
御
請
取
候
、
一
升
桶
者
い
ま
た
無
用
意
二
て
侯
間
、
重

ffl
可
上
申
候
、
恐
々
謹
言

｛
卒
拉
五
年
）

五
月
十
四
日

三
浦
貞
国
没
し
、
＝
＿
浦
貞
久
が
家
督
を
継
ぐ
と
い
う

窟
訂
作
腸
誌
l

i

ニ

貞

国

号

二
駿
河
守
一、
天
文
元
年
七
月
九
日
卒
、
法
名
治
慈

光
寺
殿
伯
々
良
聖

翡
高
田
城
主
覚
書

工
展
文
嗚『

久
肌
町
史
』
壺
料
編
第
一
巻

元亨

U
)

同
二
年
よ
り
天
文
十
三
年
迄
三
浦
貞
久
城
王
也
、
右
貞
久
ハ

テ

（

多

治

況

）

（

竺

貞
国
之
子
息
也
、
二
男
ハ
ヲ
キ
国
ト
テ
タ
ジ
メ
殿
ム
コ
―
―ナ

リ
、
則
タ
ジ
メ
ヲ
御
取
候

0
「お
き
国
」
は
「
作
陽
誌
」
に
「
興
旧
次
郎
、
続
丹
治
家
」
と

あ
る
。



三
浦
ヵ
忠
広
書
状

飯
尾
文
寧
9

『
吉
備
地
ガ
文
化
研
究
』
第
十
七
号

将
又
乏
少
之
至
候
へ
共
、
鮎
之
す
し
五
十
、
江
州
様
へ

令
進
覧
候
、

可
被
御
心
得
候
、
御

□

へ
舟
進
入
候
、
誠

左
道
侯
へ
共
、
路
次
大
儀
候
条
、
非
本
意
候
、
猶
条
々

弥
右
衛
門
方
可
被
申
候
、
万
事
御
心
得
、
奉
憑
候
外
無

他
候

御
公
用
之
事
、
当
年
分
千
疋
京
進
申
候
、
加
増
之
事
承
知

仰
候
、
連
々
如
申
入
候
、
在
所
未
帰
作
候
、
来
年
よ
り
少
々

嘉

増

、
可
京
納
候
於
御
孟
唸
、
御
上
使
可
給
侯
、

千
要
者
心
中
無
如
在
候

一
若
代
分
之
内
小
中
・
長
谷
之
事
、
自
去
年
人
お
入
、
只
今

(111
益

）

さ
う
ろ
ん
半
候
、
彼
方
申
事
―
―
ハ
若
代
村
之
内
た
る
上
者
‘

飯
尾
殿
御
知
行
い
わ
れ
す
候
、
殊
若
代
村
、
去
年
よ
り
中

村
新
兵
衛
と
申
者
、
本
領
侯
と
て
中
村
知
行
仕
候
、
就
其

G

包
頷
）

「

十
月
六
日

飯
尾
近
江
守
殿

御
宿
所

二
浦
貞
国
書
状

飯
尾
文
害

-I
Afl} 貞

国
（
花
押
）

飯
尾
近
江
守
殿

御
返
報

j

古
呂
々
毘
村
当
公
用
千
疋
分
、差
上
候
、
但
さ
い
ふ
に
て
候
、

相
残
分
、
追
々
可
申
付
候
、
尚
同
名
事
者
可
申
候
、
恐
々
謹

言

『
占
備
贋
文
化
研
究
』
第
十
七
号

三
浦
次
郎貞

国

F
河
内
牧
家
文
心

『
久
世
町
史
』
賓
料
編
第
一
巻

飯
尾
近
江
守
殿

御

返

報

」

古
呂
々
毘
村
当
公
用
千
疋
、
運
進
申
候
、
但
割
符
候
、
以
此

旨
皆
済
申
候
、
尚
固
名
事
者
可
申
候
、
恐
々
謹
言

家

正

士

二

年

）

（

三

逆

十

二

月

十

七

日

貞

国

（

花

押

）

飯
尾
近
江
守
殿

御
宿
所

大
永
六
年

(
-
五
二
六）

牧
国
信
焼
失
し
た
判
物
の
証
明
を
受
け
る

氏
名
未
詳
某
紛
失
状
写

、"
→ a ,~ 二

浦
貞
国
書
状

飯
尾
文
害

『
吉
伽
地
方
文
化
研
究
』
第
十
七
砂

三
浦
次
郎員

此
方
も
お
さ
へ
し
候
、
古
呂
々
比
村
井
若
代
村
御
知
行
之

由
、
承
及
候
条
、
い
つ
の
時
代
よ
り
小
中
名

・
長
谷
名
計

（
下
宙
）

御
知
行
候
哉
、
ふ
し
ん
千
万
候
、
不
存
子
細
候
へ
共
、
御

も
ん
た
う
二
な
り
候
は
A

、
若
代
村
一
向
―
―
御
手
―
―
可
入

h

)

 

侯
敗
、
あ
は
れ
御
起
し
よ
う
の
案
文
下
給
候
者
、
御
理
運

二
可
申
達
候
、
何
も
近
度
便
宜
二
御
奉
書
可
成
候
、
奉
期

候
恐
々
謹
言

で
金
十
三
年
)

十
二
月
十
日

野
村
彦
三
郎
殿御

宿
所

―
―
浦
力
）

忠
広
（
花
押
）

咸
邸
蛉
兄

一
高
田
庄
牧
村
宗
重
名
四
分

一
之
事

一
神
代
け
こ
屋
分
之
事

一
波
別
之
内
東
分
之
事

一
美
甘
新
肯
之
内
下
今
井
名
之
事

一
関
郷
之
内
切
符
之
事

(i"）
 

一
久
世
惣
領
分
之
内
切
0
銭
五
貫
文
之
事

（

内

）

但

久

世

保

椒

原

一
牧
村
宗
重
名
上
総
之

□

田
弐
反
之
事
弐
貫
文
之
替
地
也

<
“
)
 

一
井
原
郷
之
内
魚
住
分
之
事

一
萱
部
村
之
内
社
田
名
之
事

以
上

右
此
条
数
代
々
之
判
形
之
事
、
大
永
六
年
丙
戌
八
月
廿
六
日

二
檀
上
宝
持
坊
二
預
置
候
処
二
火
事
二
而
此
支
証
悉
焼
失
候

（
引
力
）

間
、
重
rrn牧
藤
左
衛
門
殿
国
信
仁
判
形
宛
行
詫
、
以
此
旨
無

相
違
末
代
可
致
知
行
者
也
、
仇
前
状
如
件

太
氷
六
年

丙
戌
九
月
廿
六
日

Q
膝
左
衛
刑
店
の
実
名
「
国
信
」
は
三
浦
貞
国
の
偏
緯
に
よ
る
か
。

室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
写

木
村
家
蔵

一
色
家
古
文
密

同
山
県
史
研
究
』
創
刊
号

一
色
七
郎
晴
具
申
作
州
久
世
保
事
、
先
年
依
有
被
望
申
之
子

細
、
一
旦
雖
被
成
奉
書
、
公
用
儀
不
及
其
沙
汰

一
向
無
音

之
条
任
慈
照
院
殿
井
法
住
院
殿
御
判
以
下
度
々
御
成
敗

之
旨
、
被
返
付
晴
具
屹
、
早
可
被
去
渡
之
、
更
不
可
有
遅
怠

二
浦
氏
、
幕
府
に
久
世
保
代
官
職
を
召
し
上
げ
ら
れ
る
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三
浦
貞
国
書
状

飯
尾
吝
じ
』

三
浦
貞
国
書
状

飯
尾
文
帯

-aぷ〉「
永
正
士
ニ

飯
尾
近
江
守
殿

御

宿

所

」

尚
々
此
在
所
事
、
近
年
二
翌
無
正
妹
儀
候
、
悉
百
姓

等
遂
逐
電
候
、然
者
在
所
不
作
候
、
殊
更
境
目
事
候
間
、

毎
度
不
思
議
な
る
事
共
出
来
候
、
条
々
申
通
、
於
御
同

心
省
‘
可
為
本
望
候
、
此
上
者
更
々
無
別
儀
候
、
次
大

切
候
報
給
侯
、

一
段
為
心
究
候

御
知
行
分
古
呂
々
比
村
之
事
承
候
、
此
在
所
之
事
、
親
之
者

時
よ
り
至
干
今
、
久
抱
置
候
処
、
昨
今
可
被
召
放
之
由
承
候
、

迷
惑
候
、
雖
然
前
之
公
用
牧
大
膳
亮
無
沙
汰
之
由
承
候
、
驚

入
之
間
、
加
相
折
檻
侯
、
所
詮
此
在
所
之
事
、
従
当
年
我
等

二
預
給
候
者
‘
涯
分
可
申
付
侯
、
然
者
公
用
之
俄
、
弐
千
疋

分
可
差
上
候
、
以
此
旨
可
申
付
候
、
将
又
若
代
村
事
承
候
、

彼
在
所
事
者
、
赤
松
被
官
谷
太
郎
左
衛
門
尉
と
申
者
、
干
今

知
行
仕
候
、
此
者
方
之
儀
者
‘
一
向
不
存
候
、
尚
使
僧
へ
申

条
、
濶
筆
候
、
恐
々
謹
言

卯
月
廿
一
日

飯
尾
近
江
守
殿御

返
報

-u
週貞

国
（
花
押
）

『
吉
備
地
力
文
化
研
究
』
第
卜
七
号

三
浦
次
郎貞

国

永
正
＿
三
年
(
-
五
ニ
ハ
）

三
浦
貞
国
、
古
呂
々
比
村
公
用
吝
進
納
す
る

東
寺
百
合
文
凸
ゆ
函
六
七

薗
山
県
忍
家
わ
け
翡

新
見
蔵
人

墨

寸

公

文

殿

御

宿

所

末

国

経

」

尚
々
、
此
方
之
儀
去
年
中
、
去
春
よ
り
無
為
侯
間

御
公
用
等
無
沙
汰
曲
事
之
由
、
年
預
さ
ま
よ
り
叉
三
郎

入
道
か
た
へ
被
仰
侯
、
如
何
様
之
仁
肱
、
さ
様
候
、
聯

外
申
候
哉
、
去
七
月
ま
で
ハ
、
領
家
、
宮
田
近
所
候
、

相
城
申
付
、
日
夜
国
方
与
取
相
候
、
其
段
者
三
浦
方
調

法
候
て
、
多
治
部
徳
光
以
下
と
ハ
和
与
仕
侯
へ
と
も
、

干
今
国
方
衆
競
望
之
子
細
共
候
て
、
取
相
事
候
、
其
か

く
れ
あ
る
ま
し
く
候
、
少
も
い
つ
は
り
ハ
申
ま
し
く
候

｛
釘
ボ
ウ
ハ

b
)

「 新
見
国
経
書
状

（抄枇）

二
浦
貞
国
力
、
備
中
新
見
荘
の
内
紛
を
仲
裁
す
る

二
浦
｝貞

国
（
花
押
）

『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
第
卜
七
号

就
御
知
行
分
古
呂
々
比
村
儀
、
重
而
被
成
御
奉
書
候
、
迷
惑

仕
候
、
其
謂
者
、
近
年
此
在
所
之
事
、

一
向
二
無
正
鉢
、
茅

所
罷
成
候
、
雖
然
涯
分
申
付
、
如
形
京
進
候
‘
成
尚
以
加
増

仕
、
御
同
名
大
和
守
殿
如
時
弐
千
疋
分
、
従
当
年
、
為
我
等

厳
重
京
着
可
申
候
、
於
御
同
心
む
無
御
等
閑
給
而
‘
本
望

た
る
へ
く
候
、
殊
若
代
村
事
、
守
護
へ
知
行
仕
候
間
、
先
規

之
儀
者
‘
可
有
相
違
候
、
於
子
細
者
、
此
使
僧
申
候
、
恐
々

謹
言

六
月
十
日

飯
尾
近
江
守
殿

御
返
報

二
浦
貞
国
、
古
呂
々
比
村
公
用
キ
進
納
す
る

去
二
日
此
方
之
儀
付
而
態
注
進
申
候
、
定
参
着
候
哉
、
国
方

よ
り
知
行
所
々
へ
色
々
申
事
候
間
、
子
今
取
相
分
候
、然
共
、

領
家
方
者
不
作
之
在
所
数
夕
盆
咲
へ
共
、
自
国
方
、
只
今
手
を

入
候
儀
な
く
候
、
先
日
書
状
二
委
申
候
間
、
不
能
巨
細
候
、

羹
御
公
用
、
弐
拾
貫
文
ハ
藷
指
中
五
桶
、
壱
舛
桶
三
ツ
、

此
便
宜
―
―
寺
納
申
候
、
去
年
之
儀
未
進
過
分
ー
一
可
被
思
食

候
へ
共
、
国
方
へ
可
押
領
仕
候
段
、
以
色
々
武
略
、
相
拘
候

事
候
、
去
年
之
事
者
‘
弟
候
三
郎
討
死
候
式
候
間
、
妥
元
一

向
無
正
肱
成
行
候
、
吉
一
日
之
書
状
二
委
如
申
侯
、
非
如
在

候
事
候
間
、
只
今
上
申
分
者
、
当
毛
之
御
請
取
二
、
可
被
懸

御
意
候
、
更
我
等
寄
事
於
さ
右
、
非
申
儀
候
、
＿
二
職
衆
さ
へ

干
今
不
帰
宅
仕
候
妹
候
間
可
有
御
察
候
、
将
又
、
御
年
貢

之
漆
指
直
而
可
上
申
候
、
先
御
公
用
分
之
儀
、
京
都
二
只
今
、

漆
大
切
之
由
、
宗
見
被
申
下
候
間
、
早
々
寺
納
申
度
候
而
急

候
間
、
此
分
候
、
可
然
様
御
取
合
候
て
、
御
申
奉
憑
候
、
妥

元
・
国
方
競
候
ま
A

、
寺
杜
本
所
領
大
略
押
領
仕
候
へ
共
、

我
等
事
、
伯
州
堺
目
之
儀
候
間
、
伯
州

・
雲
州
衆
申
合
、
只

今
ま
て
王
国
方
へ
不
相
随
、
取
相
候
て
、
御
領
無
相
違
候
、

お
ほ
し
め
し
わ
け
ら
れ
候
者
可
畏
入
候
由
、
御
申
肝
要
候
、

毎
事
重
而
可
令
申
侯
、
恐
々
謹
言

呆
正
1
1一
一
年
）
几

十
月
十
七
日

東
寺公

文
殿

御
宿
所

W
E兒
｝国

経
（
花
押
）
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蔭
涼
軒
日
録

延
徳
三
年

(

i

四
九

i

)

五
月
廿
四
日
条

聞
補
続
史
料
大
成
霞
器
軒
日
録
』
四

g
周

堕

盲

塁

）

直

應

門

使

者

来

云
、
三
浦
兵
庫
助
息
周
謙
喝
食
、
当
寺

参
暇
事
、
自
レ
里
可
レ
白
二
相
公
l

云
云
、
若
有
i

御
尋
一者
御
返

答

9
預

御

意

雙
、
建
仁
宝
徳
院
佐
蔵
主
弟
子
也
、
与
レ

（

佐

祓

主

）

豆

兵

庫

助

）

佐
孤
負
而
出
ー一
彼
会
下
ー、
其
父
以
レ
之
付
二
嘱
余
l

、
故
云
レ

爾
云
々
、
愚
返
答
云
、
就
i

袖
曼
可
レ
得
真
意
得
一云
々

0
喝
食
と
は
禅
宗
の
小
俯
で
未
だ
半
俗
半
他
の
状
態

3

延
徳
三
年

(
-
四
九
i

)

五
月
廿
九
日
条

督
訊
史
料
大
成
震
唸
硲
消
録
』
四

自
疏
之
御
銘
如
ピ
匡
、
伊
勢
次
郎

臼
因
謹

早
旦
剃
頭
謁
1

一相
府
、

岳光↑）

左
衛
門
白
次
、
葉
公
日
、
建
仁
喝
食
三
浦
兵
庫
助
息
事
、
可

レ
預
御
音
｀
竺
、
松
木
殿
被
レ
白
レ
之
云
々

延徳―
二年

(
-
四
九
一
）
七
月
廿
七
H
条

増
袖
続
史
料
大
成
『
蔭
涼
軒
日
録
』
四

直

功

叔

以
l

館
威
主
云
、
周
謙
喝
食
事
彦
龍
小
師
也
、
付

箪

予

玉

、
撫
育
之
＿者
為
蒼
後
之
栄
一、
以
レ故
明
日
可

レ
念
掛
搭
l

、
自
然
之
儀
可
預
二
意
得
ー云
々
、
以
前
内
々
葉

室
公
被
レ白
子
細
可
レ有
レ
之
云
々
、
予
返
答
云
、
彼
御
喝
食

事
彦
龍
存
生
之
時
内
々
承
レ
之
、
葉
公
亦
凡
及
二此
事
一、
松

木
殿
被
レ
白
子
細
可
有
レ
之
云
々

明
応
元
、
二
年
(
-
四
九
二
、
三
）

僧
心
月
梵
初
、
三
浦
の
化
生
寺
に
あ
り
と
い
う

蔭
涼
軒
日
録

蔭
涼
軒
日
録

作
陽
誌

大
庭
郡
山
川
部
大
庭
郷
篠
向
城

需
訂
作
陽
話
一

三

（中
略
）
、
文
亀
年
中
、
三
浦
駿
河
守
貞
、
在
云
晶

篠
向
城

蔭
涼
軒
日
録

明
応
元
年
(
-
四
九
二
）
＋
1
月
六
H
条

増
補
続
史
料
大
成
震
陪
麻
廿
録
』
五

a収
凩
慎
）

7
心
月

ft初
）

及
一，
薄
暮
へ
茂
叔
自
云
思
林
＿帰
、
心
月
崇
寿
院
事
尤
本
望

由
、
院
‘
孟
懲
白
、
依
稔
命
一
近
日
在
二
作
州
三
浦
之
化
生
寺

一、

年
肉
無
一余
日
一、
定
年
明
者
早
々
可
レ
有
l

上
洛
一、
其
間

御
誕
生
疏
等
事
者
可
レ
弁
云
々

〇
恵
林
院
・
崇
寿
院
は
い
ず
れ
も
相
困
寺
の
塔
碩
で
、
本
条
は
崇
寿

屋
の
選
定
に
関
連
す
る
記
事
。

蔭
涼
軒
日
録

明
応
二
年

（
一
四
九
―
二
）
正
月
廿
五
H
条

増
補
続
史
料
人
成
冥
器
硲
廿
録
』
五

直

作
州
化
生
賣
返
章
、
茂
叔
持
足
来
、
崇
寿
塔
主
辞
レ

之文
亀
元
年
(
-
五

oI

)

 

三
浦
貞
連
、
高
田
城
主
に
な
る
と
い
う

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
ItId『久

l
l
t
忍
斑
杜
編

01
／
佃
駁
苫
I
リ
カ
)

文
亀
元
年
よ
り
永
正
六
年
迄
ハ
、

文
亀
年
間
(
-
五
〇
＿

s-―-）

三
浦
貞
連
、
篠
向
城
の
山
名
右
近
亮
キ
討
つ
と
い
う

第
一
巻

作
州
高
田
城
主
覚
書

下
岩
牧
文
苫『

久
世
町
史
』
賓
料
編
第
一
巻

0
マ`
h
)

三
浦
貞
国
卜
云
人
、
太
氷
七
年
過
享
禄
二
年
迄
之
城
王
也

貞

連

号

＿一
駿
河
守

寺
殿
徳
岩
良
賢

研
訂
作
腸
邑
三

（
中
略
）
、
永
正
六
年
卒
、
法
名
｛
再
謹

作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
高
田
庄
大
総
山
城
．
1
浦
氏
十
二
枇

家
系

＝
浦
貞
連

永
正
六
年
(
-
五
0
九）

三
浦
貞
連
没
し
、
貞
国
が
家
督
を
継
ぐ
と
い
う

宝
月
房
勧
進
帳
写

作
陽
誌
真
島
郡
寺
院
部
貞
言
宗
神
村

山
神
林
寺

三
浦
貞
蓮
、
荒
廃
し
た
神
林
寺
の
堂
｛
子
箪
逗
営
す
る
と
い
う

田
城
一、
兵
威
潮
熾
毎
与
二
山
名
右
近
亮
ー相
之
尚
餓
レ
時
、

（
マ
｝
）

右
近
亮
居
篠
向
一、
遂
為
レ
所
破
而
死
、
貞
連
遺
福
田

・

金
田
算
、
代
而
守
需

□

[-い[-

需
訂
作
罹
』

三

応
仁
丁
亥
歳
、
郡
内
凶
悪
之
族
、
於
二
仏
閣
一有
干
文
之
角
i

、

其
後
衆
僧
微
力
、
難
芦
炉
修
造
ー、
然
処
文
亀
之
比
、
高
田

讐
平
朝
臣
三
浦
駿
河
守
貞
連
付
-

l

沙
閂
、
投
財
産
一、
御

堂
造
営
速
成
也
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文
安
五
年
（
＿
四
四
八
）

こ
の
年
の
奉
公
衆
御
番
帳
に
三
浦
近
江
守
が
見
え
る

墓
府
御
喜『

大
日
本
古
文
杵
』
家
わ
け
第
ニ
ト

一

五
番

在
国
衆

三
浦
近
江
守

〇

需
叶
凸
類
従
』
巻
第
五
百
卜
＿
に
「
文
安
年
中
御
爵
帳
」
と
し
て

醤

の

轟

嘉

め

る

。

こ
の
頃
か

三
浦
貞
俊
｀
真
島
郡
柴
原
村
に
あ
り
と
い
う

呉
島
郡
古
跡
部
屈
田
庄

出
羽
屋
敷

寄
訂
作
島
と

三

出
羽
屋
敷
在
-

i

柴
原
村
一、
或
名
二
殿
屋
敷
i

、
三
浦
出
羽
守

貞
俊
旧
宅
也
、
同
所
有
頁
俊
墓
一、
居
民
彼
岸
中
元
祭
レ

之
作
陽
誌

家
系

三
浦
貞
俊

貞
俊

真
島
郡
山
川
部

古
四
田
庄

大
総
山
城

一二
冊
氏
士
二
枇

寄
訂
作
欝
U
-―0

初
号
＿一孫
次
郎
一、
後
改
P
出
羽
守
一

0
屈
家
系
に
は
、
貞
俊
を
三
浦
貞
明
の
弟
‘
貞
連
の
叔
父
と
す
る
。

年
末
詳
で
あ
る
が
し
ば
ら
く
こ
こ
に
収
め
る
。

作
陽
誌

砲
川
家
文
占
之

東
山
殿
様
祗
候
人
数

三
浦
兵
庫
介

（
中
略
）

三
浦
駿
河
守
貞
連

ca
m
") 

三
浦
鶴
寿

五
番

（
前
略
）

罹
心
類
従
』
巻
第
上
百
卜

長
享
元
年
九
月
十
二
日
常
徳
院
殿
様
江
州
御
動
座
当
時
在
陣

衆
着
到

{
H訪ー

同
前

一
矢
部
上
島
掃
部
助
定
時

・ー

八

廿

五

今

号

三
浦
三
郎
方
は

、
文
正
元
借
用
百
四
十
余
貫
文
事
、

於
質
券
地
作
州
三
鴨
四
分
＝
百
即
押
置
之
、
至
借
銭
者
子

今
無
沙
汰
云
々

文
明
＿
九
年

・
長
享
元
年

(
-
四
八
七
）

三
浦
貞
連
等
、
将
軍
足
利
義
尚
の
六
角
征
伐
に
伴
い
近
江
へ

出
陣
す
る

政
所
賦
銘
引
付

文
明
十
万
年
（

？
四
八
三
）

『
室
町
幣
府
引
付
史
料
集
成
』

L

文
明

一
五
年
（
＿
四
八
三
）

三
浦
兵
庫
助
、
借
銭
を
返
済
せ
ず
抵
当
の
所
領
も
押
領
す
る

長
享
＝
＿
年
（
＿
四
八
九
）

=
＿
浦
貞
蓮
、
相
国
寺
で
聴
聞
す

蔭
涼
軒
日
録

長
享
二
年

(
-
四
八
ム
九
月
四

u条

増
補
続
史
料
大
成
完
ぼ
涼
軒
日
録
』

＝一

湯
郷
公
文
職
代
官
事
、
自
二
結
城
趣
後
守
方
一、
以
三

c
貞
遼ー

浦
駿
河
守
吹
i

嘘
之
一、
雖
レ
然
目
-

l

此
方
l

先
約
之
由
、
寺
家

返
答
云
々

蔭
涼
軒
日
録

長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
九
月
＋

i

日
条

増
補
続
史
料
大
成

R
禁
岱
廿
録
』

三

就
咋
州
建
部
見
明
渡
代
｛
且
職
事
＿、
寺
家
返
事
之
趣
書
ニ

k”
運）

茸

、

遣
二
三
浦
駿
河
守
方

、
渡
乏
兆
蔵
主
l‘

蓋
駿
河
守

返
章
也

蔭
涼
軒
日
録

長
玄
'-―i

年

(
-
四
八
九
）
四
月
士
二
日
条

増
補
続
史
料
大
成
謬
器
硲
廿
録
』

三

鹿
苑
半
斎
々
会
、
大
館
左
衛
門
佐
殿

・
赤
松
出
羽
守
殿

・
小

（ご`
）

つ
屯喪―

笠
原
備
前
入
道
殿
・
岩

山

守

・
三
浦
駿
河
守
、
其
外
数

輩
、
在
縁
半
斎
聴
聞

延
徳
三
年
(
-
四
九
一

）

三
浦
兵
庫
助
息
の
喝
食
｀
相
国
寺
に
帰
寺
す
る

長
享
二
年
(
-
四
八
八
）

=
＿
浦
貞
蓮
近
隣
荘
園
の
代
官
職
を
要
望
す
る
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作
陽
誌

爽
島
郡
寺
院
部
禅
宗
玉
雲
山
化
生
寺窟

訂
作
陽
邑

――
―

玉
雲
山
化
生
寺
者
在
二高
田
村
l‘
去
レ
府
七
里
、
三
浦
下
野

守
貞
宗
創
草
、
貞
宗
n
戸
化
生
寺
殿
長
林
道
祐
大
居
士
-‘

-88駁）

勧
請
、
源
翁
心
和
尚
一、
為
ii開
山
祖
一

作
陽
誌

真
島
郡
寺
院
部

禅
宗

屯
裳
111化
生
寺冒

訂
作
陽
邑

三

鎮
守
玉
雲
権
現
、
玉
雲
者
世
所
レ
謂
玉
藻
也
、
或
号
二高
田

明
神
一
（
中
略
）
、
相
伝
、
義
明
射
l殺
妖
狐
＿‘
而
来
狐
精

毎
為
レ祟

以

レ
故
其
家
世
祠
レ
之
、
源
翁
授
レ戒
、
後
妖
初

止
、
貞
宗
城
勝
山
、
建
祠
山
上
へ
為
二
高
田
鎮
守
一、
城

廃
亡
後
、
移
乏
化
生
寺
境
内
一

0
本
社
は
現
在
の
玉
雲
大
権
現
（
真
庭
市
勝
山
）
。

作
陽
誌

真
島
郡
押
甜
叩

舌回
ITI庄
明
見
権
界
社窟

訂
作
陽
誌
』
三

明
見
権
現
社
在
1

一如
意
山
麓
一、
為

一城
郭
鎮
護
之
神
ー、
神

誓

為

、

社

内

直

鎧

一
領
一、
三
浦
貞
宗
舶
之
、
境
内

三
百
十
歩
、
社
林
二
段

0
本
社
は
現
在
の
速
日
神
社
（
真
庭
市
勝
山
）
。

作
陽
誌

真
島
郡
神
社
部
高
田
庄
八
幡
出

研
訂
作
協
誌
』
―

-

i

八

幡

宮

在
iー草
加
部
村
一、
此
村
氏
神
也
、
故
宮
地
在
1

-

―晶

田
村
常
平
一、
相
伝
、
三
浦
貞
宗
従
i一駿
河
国
蜘
i

二
請
一之
、

神
紋
一
手
矢

（中
略
）
、
祭
祀
九
月
十
九
日
、
境
内
九
十
六

歩
馬
場
長
百
三
十
間
、
横
二
間
社
林
六
段

0
本
八
幡
宮
は
現
在
の
草
加
部
八
幅
神
社
（
真
庭
市
怜
加
部
）
。

応
永
年
間
(
-
三
九
四
S
―
四
二
七
）
か

三
浦
貞
宗
、
死
去
す
る
と
い
う

作
陽
誌

真
品
郡
山
川
部
科
III庄

家
系
＝
涌
貞
宗

大
総
山
城

三
涌
氏
十
三
世

扉
訂
作
陽
誌
』

一．一

三
浦
貞
宗
号
二
下
野
守
ー、
領
作
州
・
備
中
之
内
一、
最
飯

二禅
拮
、
少
参
面
諸
徳
一、
後
与
二
実
峯
一往
来
、
建
随

慶
寺

・
化
生
寺
一、
応
永
年
中
卒
、
法
名
化
生
寺
殿
長
林

道
祐
大
居
士
、
墳
墓
在
――
高
田
東
北
横
部
村
i‘
居
民
到
レ

今
春
秋
二
時
備
薔
花
燈
燭
へ

患
寵
疾
歯
病
一者
毎
祈
レ

此
多
レ
験

作
陽
誌

真
品
郡
占
跡
部
商
IfI庄

．．
 

＿浦
氏
幽

扇
訂
作
賜
誌
』

三

三
浦
氏
墓
在
横
部
村
―‘
而
処
大
者
三
浦
下
野
守
貞
宗
、

小
者
三
浦
武
蔵
守
兼
連
居
民
春
秋
二
時
祭
レ
之
、
詳
し

見
ー
ー
山
川
部
大
総
山
城
下
一、
附
多
小
山
一
者
山
北
属
祖

村
一
、
山
南
属
横
部
村
一、
上
有
古
墳
一、
亦
為
二
三
浦
家

ー、
今
無
識
者
一突

作

陽

誌

真
島
郡
山
川
部
ぷ
回
田
庄
大
総
山
城

三
浦
氏
上
二
世

家
系

三
捕
兼
辿

寄
訂
作
協
誌
』

一―
―

五
番

三
浦
遠
江
守

行
連
号
遠
江
守
一、
法
名
徳
斐
覚
清

範
連
芳
遠
江
守
l、
法
名
氷
源
寺
殿
博
愛
良
仁

政

盛

号

ー一
下
野
守
一、
法
名
玉
峯
宗
秀

持

理

号

ー一
遠
江
守
一、
法
名
宝
泉
寺
殿
泰
嶽
顕
崇

貞
明
号
遠
江
守
一、
法
名
聴
松
殿
戦
曳
宗
勝

永
享
年
間

(
-
四
二
九
5
四＿

）

こ
の
頃
の
奉
公
衆
御
番
帳
に
一
＿
＿
浦
遠
江
守
が
見
え
る

永
享
以
来
御
番
帳

扉
芯
類
従
』
糸
第
五
百
十
一

箭
訂
作
罹
』

作
陽
誌

真
島
郡
山
川
部
岱
田
庄
大
総
山
城
―

-

i

補
氏
上

i-llt

家
系

二
浦
貞
宗
以
降
の
歴
代

書

号

気

喜

、

横

屑

阿

父

亨

墓

〇
化
生
寺
（
真
庭
巾
勝
山
）
の
境
内
に
建
つ
貞
宗
の
供
義
塔
銘
に
は

切
徳
―1
年
三
月
十
七
日
に
没
し
た
と
あ
る
c

「
作
陽
誌
」
が
採
録
す

る
よ
う
に
、
三
浦
貞
宗
が
美
作
国
高
田
荘
に
所
縁
の
あ
っ
た
こ
と
、

貞
宗
に
行
連
と
い
う
子
息
の
あ
っ
た
こ
と
ぱ
間
違
い
な
い
が
、
同

時
代
史
料
と
任
地
の
伝
承
上
の
麒
齢
は
、
今
後
検
討
を
要
す
る
。
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明
院
殿
へ
行
幸
ナ
ル
、
摂
禄
大
臣
諸
家
ノ
卿
相
、
周
章
騒
デ

馳
参
ル
、宮
中
ノ
官
女
上
達
部
、
徒
歩
ニ
テ
逃
フ
タ
メ
ケ
バ
、

八
座
・

七
弁
•
五位
・

六
位
◆

大
吏
・

外
記
、
悉
階
下
庭
上

二
立
連
禁
中
変
化
ノ
有
様
ハ
目
モ
不
レ被
レ
当
事
共
也
、
暦

応
以
来
ハ
天
下
武
家
二
帰
シ
、
世
上
モ
少
穏
ナ
リ
シ
ニ
、
去

年
楠
正
行
乱
ヲ
起
セ
シ
カ
共
討
死
セ
シ
カ
バ
、
弥
無
為
ノ
世

二
成
ヌ
ト
喜
合
処
二
、
俄
二
此
乱
出
来
ヌ
レ
バ
、
兎
ニ
モ
角

ニ
モ
治
マ
ラ
ヌ
世
ノ
中
卜
歎
カ
ヌ
者
コ
ソ
無
カ
リ
ケ
レ
、
将

軍
モ
左
兵
衛
督
モ
、
師
直

・
師
泰
縦
押
寄
卜
云
共
、
防
載
二

及
ン
事
返
テ
恥
犀
ナ
ル
ベ
シ
、
兵
門
前
二
防
バ
、
御
腹
召
ル

ベ
シ
ト
テ
、
小
具
足
許
ニ
テ
閑
リ
返
テ
御
座
ケ
リ
、
師
直

・

師
泰
、
義
勢
ハ
是
マ
デ
ナ
レ
共
、
サ
ス
ガ
押
寄
ル
事
ハ
ナ
ク
、

徒
二
時
ヲ
ゾ
移
｀
ソ
ケ
ル

〇
傍
注
等
は

R
位
製
忽
以
市
史
』
古
代
・中
世
IIに
準
拠
し
た
。

文
和
＝
＿
年
(
-
三
五
四
）

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
美
作
国
西
高
田
荘
内
の
寺
領
に
替
え
、

土
佐
国
吾
川
山
荘
内
の
私
領
を
土
佐
吸
江
庵
へ
寄
進
す
る

三
浦
道
祐
寄
進
状
案

吸
江
寺
文
几
〗

雹
罹
須
賀
市
史
』
古
代

・中
IJln

0
5
1
1書
）

「クニ
油
下
野
ム
迫
殿
道
祐
寄
進
状
案
文
」

土
佐
国
吾
川
山
庄
内
上
谷
川
村
事

(W
紺
“
"
示
）

右
所
領
者
、
道
祐
重
代
相
伝
之
私
領
也
、
而
為
美
作
国
西
高

u
g
h
}
 

田
床
内
甘
浪
村
並
安
名
替
、
限
氷
代
令
寄
進
也
、
二
親
菩
提

及
道
祐
没
後
追
善
、
不
退
転
之
様
御
計
候
者
悦
存
候
、
但
此

内
任
先
年
寄
附
、
拾
貫
文
奉
寄
進
吸
江
庵
者
也
、
若
於
違
此

貞
治
四
年
(
-
三
六
五
）

三
浦
行
連
、
幕
府
か
ら
越
後
国
奥
山
荘
金
山
郷
・
堰
沢
条
地

頭
職
キ
沙
汰
付
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る

室
町
幕
府
引
付
頭
人
斯
波
義
高
奉
書

三
訓
和
田
文
北
11

眉
須
奴
市
史
』
古
代
・
中
世
＂

三
浦
遠
江
前
司
行
連
代
道
玄
申
、
越
後
国
奥
山
庄
内
金
山

副
"
{

郷

・
同
堰
沢
条
地
頭
職
事
、
道
玄
訴
状
占

如
此
、
子
細
見

状
、
寄
事
於
世
上
擾
乱
、
堰
沢
孫
次
郎
去
観
応
巳
来
非
ハ
品
汀

妨
云
々
、
事
実
者
甚
不
可
然
、
早
止
波
妨
、
沙
汰
付
下
地
於

道
玄
、
可
被
全
向
後
所
務
之
状
、
依
仰
執
達
如
件

貞
治
四
年
十
月
十
四
日
左
近
将
監
（
花
押
）

一
忍
毀
-

上
杉
民
部
大
輔
入
道
殿

貞
治
七
年
・
応
安
元
年
(
-
三
六
八
）

三
浦
道
誠
（
行
連
）
、
幕
府
か
ら
越
後
国
奥
山
荘
金
山
郷
・
塩

沢
条
地
頭
職
を
沙
汰
付
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る

室
町
幕
府
引
付
頭
人
山
名
氏
冬
奉
書

一ー
浦
和
印
文
1
1
1

眉

須

只

嵐

古

代

・中
世
Il

存
也

三
浦
遠
江
入
道
々
誠
代
志
道
申
、
越
後
国
奥
山
庄
内
金
山

郷

・
同
塩
沢
条
地
頭
職
事
、
重
訴
状

・
具
書
如
此
、
度
々
被

文
和
―
-
＿年
二
月
晦
日

妙
苑
首
座
御
庵
ヘ

旨
子
孫
者
、
可
為
不
孝
之
仁
候
、
為
後
証
之
状
如
件

三
浦
下
野
守

道

祐

判

実
峰
良
秀
禅
師
語
録

巻
之
下
開
示

冨
翡
洞
宗
禅
語
録
全
害
中
枇
邑
第
二
巻

仰
之
処
塩
沢
孫
次
郎
井
金
沢
称
名
寺
雑
掌
濫
妨
末
休
云
々
、

招
重
科
欺
、
不
日
止
彼
妨
、
沙
汰
居
下
地
於
志
道
、
可
被
執

進
請
取
、
使
節
不
可
有
緩
怠
之
状
、
依
仰
執
達
如
件

屡

元

年

十

一
月
廿
四
E

中
務
大
輔
（
轟
）

三塁）

上
杉
左
近
将
監
殿

永
徳
年
中
(
-
三
八
一

s＿二）

三
浦
貞
宗
、
実
峰
良
秀
に
帰
依
す
る
と
い
う

作
陽
誌

大
庭
郡
寺
院
部

禅

宗

桔
林
山
瑞
崇
寺扉

蒻
眉
』

―― •

当
寺
者
在
二
上
河
肉
下
村
ー、
去
レ
府
五
里
半
、
瑞
景
元
作
二

随
農
、
或
号
「
桔
寺
一、
実
峰
良
秀
和
尚
開
基
、
曹
洞
派

下
名
刹
也
、
実
峰
者
関
東
人
、
嗣
法
峨
山
I‘
往
＿＿来
於
―

美
作

・
備
中
間
而
道
風
大
被
二
追
遁
ー、
永
徳
年
中
三
浦

下
野
守
貞
晶
IIIIIIパ

帰

一峰
徳
望
常
参
訪
傾
心
宗
門
遂

剃
落
号
長
林
道
祐
[
[・

□

パ汀

示
道
祐
居
士

一
人
徳
祐
、

一
物
翡
、
変
大
地
為
黄
金
攪
長
河
為
醇
酪

大
用
現
前
、
諸
塵
廊
落
、
妙
円
一
片
、
内
外
空
索
、
絞
潔
老

兎
秋
容
、
清
涼
霊
犀
夜
塊
、
正
慈
磨
時
、
汝
如
何
摸
索
去
、

悲
思
量
処
識
情
難
測

0
以
下
、
災
作
国
に
お
け
る
貞
宗
所
緑
の
寺
礼
所
仏
を
掲
出
す
る
。
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券
第
ニ
卜
七
御
所
囲
事日

本
ト
11典
文
学
大
系
『
太
平
記
』

三

去
程
二
洛
中
ニ
ハ
、
只
今
可
レ
有
――
合
戦
．ト
テ
周
章
立
テ
、

貞
和
五
年
八
月
十
二
日
ノ
宵
ヨ
リ
数
万
騎
ノ
兵
上
下
へ
馳
違

フ
、
馬
ノ
足
音
草
摺
ノ
音
、
鳴
休
隙
モ
無
リ
ケ
リ
、

C
は
＂直

g

先
三
条
殿
へ
参
リ
ケ
ル
人
々
ニ
ハ
、
吉
良
左
京
大
夫
満
義

・

0
5
)
 

同
上
総
三
郎
満
貞
・石
堂
中
務
大
輔
頼
房
・
伺
左
馬
頭
頼
直
・

石
橋
左
衛
門
佐
和
毅

・
子
息
治
部
大
輔
宣
義

・
尾
張
修
理
大

（駈
芭

夫
高
経
・子
息
民
部
少
輔
氏
経
・
舎
弟
左
近
大
夫
将
監
氏
頼
・

荒
河
三
河
守
銑
詮
頼
•

細
川
刑
部
大
輔
頼
春
・

同
兵
部
大
輔

太
平
記

田
、
而
時
如
請
文
出
現
之
後
変
先
言
之
条
、
失
陳
謝
之
故

且
可
注
申
寺
家
知
行
分
限
之
由
、
於
内
談
之
座
、
仰

（
隈
笠
”
)

喜‘雑
掌
之
処
元
弘
已
前
僅

一
両
年
之
所
務
也
、
彼
代
官
発
観
房

向
背
寺
家
詑
、
不
知
其
故
実
、
動
乱
已
後
者
、
亦
佐
々
木
加

地
近
江
前
司
濫
妨
之
間
、
不
寄
付
所
務
、
仇
地
下
事
、
敢
無

(g 

才
学
云
々
、
会
尺
又
以
下
審
、
不
知
行
之
条
勿
論
欺
、
凡
道

是‘

祐
所
進
公
験
与
寺
家
所
帯
寄
附
状
、
更
難
対
揚
八
然
則
於

（稟）

当
郷
者
、
奇
捐
寺
家
競
望
、
任
御
下
文
、
道
祐

一
円
知
行
不

可
有
相
違
焉
、
次
寺
家
所
進
平
氏
状
真
偽
事
、
道
祐
雖
申
子

細
、
彼
状
不
及
許
容
之
状
、
見
先
段
、
此
上
乱
明
無
用
也
、

初
不
及
沙
汰
芙
者
、
下
知
如
件

貞
和
二
年
七
月
十
九
日

貞
和
五
年
（
＿
三
四
九
）

三
浦
行
連
、
足
利
尊
氏
の
屋
敷
吝
囲
ん
だ
高
師
直
の
も
と
に

参
じ
る

顕
氏

・
畠
山
大
巌
少
輔
直
宗

・
上
杉
伊
豆
守
重
能

・
同
左
馬

助
朝
房
・
同
弾
正
少
弼
朝
貞

•

長
井
大
膳
大
夫
広
秀
・
和
田

越
前
守
宣
茂
・
高
土
佐
守
師
秋
・
千
秋
三
河
左
衛
門
大
夫
惟

範

・
大
高
伊
予
守
重
成
・
宍
戸
安
芸
守
朝
重

・
ニ
階
堂
美
濃

守
行
通

・
佐
々
木
豊
前
次
郎
左
衛
門
尉
顕
消

・
里
見
蔵
人
義

宗
．
勝
田
能
登
守
助
消
・
狩
野
下
野
三
郎

・
苑
田
美
作
守

・

波
多
野
下
野
守

・
同
因
幡
守

・
補
津
小
次
郎

・
和
久
四
郎
左

（
安
昭
）

衛

．
斉
藤
左
衛
門
大
夫
利
康

・
飯
尾
修
理
進
入
道

・
須

｛
睛
久
•
)

賀
壱
岐
守
清
秀
・秋
山
新
蔵
人
朝
政
・島
津
四
郎
左
衛
門
尉

名{〉

是
等
ヲ
宗
ト
ノ
兵
ト
シ
テ
都
合
其
勢
七
千
余
騎
、
轄
門
ヲ
固

（芭

テ
拍
タ
リ
、
執
事
師
直
ノ
屋
形
へ
馳
加
ル
人
々
ニ
ハ
、
山
名

伊
豆
守
時
氏

・

今
川
五
郎
入
道
心
省
・
同
駿
河
守
頼
貞

•

吉

良
左
近
大
夫
将
監
貞
経
・
大
島
讃
岐
守
盛
真

・
仁
木
左
京
大

夫
頼
章

・
舎
弟
越
後
守
義
長

・
同
弾
正
少
弼
頼
勝
・
桃
井
修

理
亮
義
盛

・
畠
山
宮
内
少
輔
国
頼
・
細
河
相
模
守
清
氏

・
土

岐
刑
部
大
輔
頼
康
・
同
明
智
次
郎
頼
兼
・
同
新
蔵
人
頼
雄
・

佐
々
木
佐
渡
判
｛目
秀
綱
・
同
四
郎
左
衛
門
尉
秀
定
・
同
近
江

四
郎
氏
綱
•

佐
々
木
大
夫
判
官
氏
頼・舎
弟
四
郎
左
衛
門
尉

直
綱

・
同
五
郎
左
衛
門
尉
定
詮

・
同
大
原
判
官
時
親
・
千
葉

介
貞
胤

・
宇
都
宮
三
河
入
道
・
武
田
伊
豆
前
司
信
氏

・
小
笠

原
兵
庫
助
政
長

・
逸
見
八
郎
信
茂

・
大
内
民
部
大
輔

・
結
城

6
）̂

（

飲

広

）

6

た
長
）

小
大
郎

・

梶
原
河
内
守
•

佐
竹
掃
部
助
師
義・
同
和
泉
守
·

品

g

三
浦
遠
江
守
行
連

・
同
駿
河
次
郎
左
衛
門
・
大
友
豊
前
太
郎

頼
時

・

土
肥
美
濃
守
裔
真•
土
屋
備
前
守
範
遠·
安
保
肥
前

守
忠
真
・
小
田
伊
賀
守
•

田
中
下
総
三
郎・
伴
野
出
羽
守
長

（

基

綱

）

岱

師

ゆ

）

房

・
木
村
長
門
四
郎

・
小
幡
左
衛
門
尉

・
曾
我
左
衛
門
尉

・

海
老
名
尾
張
六
郎
季
直

・
大
平
出
羽
守
義
尚

・
粟
飯
原
下
総

守
清
胤

・
ニ
階
堂
山
城
―
―
一郎
行
元

・
中
条
備
前
守
秀
長

・
伊

百

綿

）

｛

助

定

）

勢
勘
解
由
左
衛
門
・設
楽
五
郎
兵
衛
尉
・宇
佐
美
三
河
三
郎
・

蕊

g

清
久
左
衛
門
次
郎

・
富
永
孫
四
郎

・
寺
尾
新
蔵
人

・
厚
東
駿

河
守
・富
樫
介
ヲ
始
ト
シ
テ
、
多
田
院
御
家
人
・常
陸
平
氏
・

甲
斐
源
氏
・高
家
ノ

一
族
ハ
申
二
不
レ
及
、
畿
内
近
国
ノ
兵
、

芳
志
恩
顧
ノ
輩
、
我
モ
ー
＼
卜
馳
寄
間
、
其
勢
無
レ
程
五
万

余
騎
、

一
条
大
路
・
今
出
河

・
転
法
輪

・
柳
ガ
辻

・
出
雲
路

河
原
二
至
ル
マ
デ
、
無
透
即
打
込
タ
ル

将
軍
是
二
競
カ
セ
給
ヒ
、
三
条
殿
へ
使
ヲ
以
テ
被
レ
仰
ケ
ル

｛応）

ハ、

「師
直

・
師
泰
過
分
ノ
奢
俊
身
二
余
テ
忽
主
従
ノ
礼
ヲ

乱
ル
、
末
代
卜
乍
レ
云
事
常
篇
二
絶
タ
リ
、
此
上
ハ
如
何
様

其
へ
寄
ル
事
モ
可
レ有
、
急
是
へ
御
渡
候
へ
、

一
所
ニ
テ
安

（
足
利
紅
た
）

否
ヲ
定
メ
ン
」
卜
被
レ
仰
ケ
レ
バ
、
左
兵
衛
督
馳
集
タ
ル
兵

共
ヲ
召
具
シ
テ
、
将
軍
ノ
御
所
、
近
衛
東
洞
院
ヘ
ゾ
御
坐
ケ

ル
、
此
事
ノ
様
ヲ
見
、
不
レ
叶
ト
ヤ
思
ケ
ン
、
初
馳
集
タ
ル

兵
共
、
五
騎
＋
騎
落
失
テ
師
直
ノ
手
ニ
ゾ
加
リ
ケ
ル
、
サ
レ

バ
宗
徒
ノ
御
一
族
、
近
習
ノ
輩
無
レ
弐
忠
ヲ
存
ス
ル
兵
僅
二

千
騎
ニ
モ
不
レ
足
ケ
リ
、
明
レ
バ
八
月
十
三
日
ノ
卯
刻
二
、

｛巴

武
蔵
守
師
直
・子
息
武
蔵
五
郎
師
夏
、
雲
霞
ノ
兵
ヲ
相
卒
テ
、

法
成
寺
河
原
二
打
出
テ
、
二
手
一
一
ム
ズ
ト
押
分
テ
、
将
軍
ノ

念
g
)

御
所
ノ
東
北
ヲ
十
重
二
十
重
二
囲
ミ
テ
、
三
度
時
ヲ
ゾ
揚
タ

リ
ケ
ル
、
越
後
守
師
泰
ハ
七
千
余
騎
ヲ
引
分
テ
、
西
南
ノ
小

路
ヲ
立
切
、
据
手
ニ
コ
ソ
廻
ケ
レ
、
四
方
ヨ
リ
火
ヲ
懸
テ
焼

責
ニ
ス
ベ
シ
ト
聞
ヘ
シ
カ
バ
、
兵
火
ノ
余
姻
匡
レ
遁
ト
テ
、

其
辺
近
卿
相
雲
客
ノ
亭
、
長
講
堂

・
三
宝
院
へ
賓
財
雑
具
ヲ

運
ビ
、
僧
俗
男
女
東
西
二
逃
迷
フ
、
内
裏
モ
近
ケ
レ
バ
、
軍

勢
事
二
触
テ
狼
藉
ヲ
モ
可
レ
致
ト
テ
、
俄
二
龍
駕
ヲ
被
レ
促
持
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足
利
直
義
裁
許
状
案

貞
和
二
年
（
＿
三
四
六
）

三
浦
道
祐

（貞
宗
）
、
武
蔵
国
称
名
寺
雑
掌
と
越
後
奥
山
荘
内

金
山
郷
を
争
う

（

浦

云

只

宗

）

（

行

遵

ヵ

三
津
下
野
入
道
息

随
兵

随
兵

（
足
利
滋
R
)

御
判

二
浦
和
IIl文
凸

員
須
質
市
史
』

古
代
・中
世

"3

（中略）

（中略）

天
龍
寺
供
養
日
記

結
城
文
書

『
新
横
須
袈
市
史
』

古
代
・
中
世

"i

（前略）

六

（中略）

R
"ぎ）

三
浦
遠
江
守
右
敷

随
兵

（中略）

後
陣
以
右
為
上

三
浦
遠
江
守
行
連

天
龍
寺
供
養
供
奉
人
交
名
写
東
北
大
学
日
本
忠
研
究
室
保
管
文
害

贋

喜

市

史

』

古

代

・
中
世

"i

（前略）

巳
上
杉
原
左
祈
蒋
監

""") 
「同
前」

三
浦
下
野
前
司
貞
宗
法
師
い
い
代
頼
円
与
武
州
金
沢
称
名

寺
雑
掌
持
円
相
論
、
越
後
国
奥
山
庄
内
金
山
郷
事

右
、
就
両
方
解
状
、
召
決
内
談
之
座
乾
、
相
論
之
趣
雖
区
、

所
詮
当
郷
者
、
為
元
弘
没
収
之
地
、
道
祐
拝
領
之
処
、
称
本

状

寺
領
、
雑
軍
掠
給
安
堵
之
条
、
令
依
違
之
由
、
頼
円
依
訴
申

之
、
於

一
方
内
氣
臼

昇

有
其
沙
汰
、
声
渡
禅
津
方
之
間
、

所
乱
決
也
、
妥
彼
地
者
、
本
主
由
井
尼
是
心
所
領
也
、
相
副

前
中
務
権
大

輔
時
如
芸
、

永
仁
元
年
八
月
廿
九
日
下
知
状
、
譲
補
養
女
平
氏

之
間
、
同
二
年
＋
一
月
廿
日
充
給
安
堵
御
下
文
知

越

後

道
人
、

恵
日
女
千

行
之
条
、
両
方
無
論
、
而
去
建
武
四
年
六
月
十
九
日
道
祐
拝

領
恩
賞
之
随
一
也
、雑
掌
押
領
無
謂
之
由
、
頼
円
訴
申
之
処
、

就
元
徳
三
年
九
月
六
日
平
氏
寄
進
状
、
寺
家
知
行
之
間
、
建

武
三
年
十
二
月

一
日
為
信
深
入
道
行
珍
奉
行
、
充
給
安
堵
之

上、

依
道
祐
之
訴
、
於
禅
津
方
有
其
沙
汰
、
於
寺
家
者
、
重

賜
施
行
、
至
道
祐
者
、
可
充
給
其
替
之
由
、
同
四
年
十

一
月

十
八
日
裁
断
屹
、
今
更
不
可
依
違
之
旨
、
雑
掌
陳
之
、
先
伺

申
子
細
之
処
、
可
勘
申
之
旨
、
今
年
六
月
十
九
日
評
議
乾
、

凡
当
郷
者
、
時
如
亡
妻
平
氏
所
領
之
条
勿
論
、
縦
雖
為
別
相

伝
之
地
、
又
先
立
時
如
雖
早
世
、

一
類
難
差
別
、
元
弘
没
収

無
異
儀
、
寺
家
本
知
行
之
条
、
敢
無
公
験
、
為
当
寺
領
之
由
、

被
載
建
武
｛
客
窄
之
条
、
令
依
違
之
由
、
頼
円
所
申
非
無
子
細
噂

俯
先
沙
汰
之
次
第
仰
行
珍
、
召
出
建
武
三
年
記
・
詑
、
如
状

者
、
尋
問
長
井
大
膳
権
大
夫
広
秀
、
佐
野
四
郎
左
衛
門
尉
資

清
等
之
処
、
寺
家
所
申
無
相
違
之
旨
、
棒
請
文
之
由
、
所
見

a-

也
、
為
没
収
之
地
者
、
難
依
証
人
申
詞
頂

如
同
記
六
者
、

或
被
付
勅
裁
之
地
於
南
禅
寺
、
或
被
寄
江
間
尼
浄
元
寄
附

之
汎

□

昇

い
、
於
開
碑
寺
い
[
↓
之

由

所

見

也

於

勅

裁
之
地
者
、
各
別
御
沙
汰
也
、

至
浄
元
寄
附
之
地
者
、
為
庄

始
‘

三

内
寺
領
之
上
、
新
給
人
承
諾
之
由
所
見
也
、
不
足
比
蘊
．

次
成
敗
御
免
之
仁
等
分
、
被
許
寄
附
之
条
、
後
年
別
儀
之
大

法
也
、
於
没
収
之
地
者
、
就
後
｛
琢
女
子
行
跡
、
新
法
已
前
之

安
堵
不
足
信
用
5
次
同
四
年
施
行
者
、
被
遵
行
先
日
安
堵

之
由
所
見
也
、
難
称
裁
断
之
上
、
理
非
者
不
依
安
堵
之
条
、

定
例
也
、
初
同
前
[

次
如
本
所
雑
掌
所
帯
正
慶
元
年
御
下

知
状
井
時
如
同
年
請
文
等
者
、
本
主
平
氏
者
、
元
徳
二
年
死

去
之
条
顕
然
也
、
同
三
年
九
月
六
日
寄
附
状
、
謀
作
之
条
勿

論
且
当
郷
時
如
相
伝
之
条
、
証
跡
既
分
明
也
、
寺
領
不
実

之
条
、
不
及
御
不
審
之
由
、
道
祐
申
之
処
、
彼
状
者
、
榎
下

左
近
大
夫
淑
連
法
師
銘
封
也
、
当
時
現
存
之
間
、
有
疑
殆
之

e
北
条
＂
顆〉

上
、
平
氏
者
同
三
年
十

一
月
廿
四
日
死
去
、
崇
顕
已
下
親
類

（
決
｝

禁
忌
之
日
限
無
其
隠
、
宜
被
乱
尺
之
由
、
雑
掌
陳
之
、
如
下

知
状
者
、

当
郷
年
四
十
四
貫
文
也
、
而
地
頭
[

[
^

□

[
、
元

徳
二
三
両
年
対
捧
云
々
、
如
時
如
請
文
者
、
於
元
徳
二
年
分

全）

者
、
本
王
存
主
之
時
、
致
弁
帯
返
抄
詑
至
同
三
年
時
如
分

者
、
可
令
究
済
候
、
残
分
者
、
懸
面
々
領
王
、
可
訴
申
云
々
、

云
時
如
判
形
、
云
淑
連
銘
封
、
無
指
謀
難
之
間
、
於
本
主
死

去
年
限
者
、
聯
雖
有
了
見
、
至
下
地
者
、
寺
家
不
知
行
之
条

明
白
也
、
道
祐
所
難
有
其
謂
照
[[
而
寺
領
者
、
自
元
非

一

円
、
有
各
別
分
領
之
条
、
見
寄
附
状
、
寺
家
雑
掌
誤
不
弁
申

惣
別
分
限
賊
之
由
、
雑
掌
雖
遁
申
之
、
如
寄
附
状
者
、
人
々

消
患
4

候
事
者
、
不
違
可
有
御
計
侯
云
々
、
為

一
円
寄
附
之

地
、
本
盃
警
之
輩
活
計
、
可
為
寺
恩
之
由
所
見
也
、
隧
而

寇）

寺
家
雑
掌
、
自
建
武
主
今
致
一
郷
補
任
訴
訟
詑
敢
不
立
除
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寄
叫
坪
狽
賀
市
史
』
古
代

・中
世
lJ

睛
曳
地
遂
行

（
中
略
）

以
竹

(
9念
的
き

国
師
取
納
芝
土
於
平
籠
造
之
、
出
堂
前
東
向
、
持
置
之
給
、

是
則
為
表
開
山
之
儀
也

冤
利
直
茂

次
将
軍
如
前
次
武
衛
固
叫

其
後
一
荷
両
人
運
送
之
区
弟
歪
回

僧
衆
分

一
荷
臨
川
長
老
い
[
[

等
持
院
晶
f
o
[

一
荷
端
照
塔
主
JJ‘ョ

妙

了

都

寺

俗
家
分

og-

一
荷
塾
威
守
師
直
白
直
垂

匝
注
）

一
荷
婦
部
頭
親
秀

（細Jll)

一
荷

阿
波
守
和
氏

釜
讃
〉

一
荷
南
遠
江
守6

"
色

一
荷
三
浦
下
野
入
道

一
荷
対
馬
守
行
重

｛
府
応
四
年
）

同
年
七
月
十
三
日

天
龍
寺
造
営
記
録

暦
応
寺

備
後
国
三
谷
西
条
地
頭
嘩
事

右
、
為
当
寺
造
営
料
所
、

奉
寄
如
件

（三
”
}

暦
応
四
年
四
月
廿

一
日

｛
足
利
毘
）

嬰
納
言
源
朝
臣
御
判

暦
応
四
年
（
ニ
ニ
四

一
）

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
暦
応
寺
の
地
曳
に
加
わ
り
一
荷
を
運
ぶ

（邑

越
後
守
師
泰

（二

m袋）

信
濃
入
道
行
珍

w'）
-
＊
応
｝

伊
与
権
守
重
成

（高）

大
和
権
守
重
茂a芭

宇
都
宮
遠
江
入
道

引
田
妙
玄

（
後
略
）

室
町
幕
府
執
事
高
師
直
奉
書

三
涌
和
出
文
書

眉
須
賀
市
史
』
古
代
・中
祉
II

越
後
国
奥
山
庄
内
堰
沢
条
事
、
任
去
年
十
二
月
廿
六
日
御
下

貪
を

文
、
可
被
沙
汰
付
三
浦
下
野
入
道
々
祐
代
官
之
状
、
依
仰
執

達
如
件康

沓
一
年
正
月
廿
九
日

上
杉
民
部
大
輔
殿

0

高
師
既
｝

武
蔵
守
（
花
押
）

悔
老
名

一

荷

尾

張

権

守

栗

飯

原

刑

部

右

衛

門

尉

清

胤

其
後
培
本
座
被
行
御
時
之
後
開
山
以
下
真
俗
共
以
御
出

真
如
寺
仁
和
寺
、
上
棟
云
々

康
永
二
、
三
年
(
-
三
四
三
、
四
）

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
足
利
尊
氏
か
ら
戦
功
吝
誉

i

さ
れ
る

足
利
尊
氏
下
文

三
浦
和
田
文
害眉

須

い

市

史

』

喜

・中
世
ll

臼
貨
占
）

「康
氷
二
年
十
二
月
廿
六
日
」

0

足
利
ロ
き

（
花
押
）

-n毎

下

三

浦

下

野

守

法

師

ill[

可
令
早
領
知
越
前
国
粟
田
島
、
越
後
国
奥
山
庄
内
関
郷

・

鍬
江
村

・
堰
沢
条

・
金
山
郷
等
事

右
以
人
、
為
勲
功
之
叢
所
充
行
也
者
、
守
先
例
、
可
致
沙
汰

之
状
如
件

康
氷
二
年
士

一月
廿
六
日

芦＂遵

六
三
浦
遠
江
守

（
中
略
）

右

（
中
略
）

随
兵

師
守
記

康
氷
四
年
八
月
二
十
九
日
条

9
也

古

代

・中
世
II

（
前
略
）

（
中
略
）

後
陣
随
兵

（
中
略
）

（
行
遵

三
浦
遠
江
守

（
中
略
）

（
障
脱
ヵ
）

後

園
太
暦

康
水
四
年
八
月
二
十
九
日
条

＇
城
炉
楓
市
史
』
古
代

・中
惟

n

（
前
略
）

襲

守

護

代

長

屡

屡

彼

状

＝
＿翡
田
文
害

9裔

邑

乳

・中
世
Il

越
後
国
奥
山
庄
内
堰
沢
条
地
頭
職
事
、
任
被
仰
下
之
旨
、
沙

(
d宗）

汰
付
千
三
浦
下
野
入
道
々
祐
代
候
屹
、
初
渡
状
如
件

B
9
9
)
 

（
花
押
）

康

永

三

年

五

月

二

日

景

忠

康
氷
四
年

・
貞
和
元
年
(
-
三
四
五
）

三
浦
道
祐

（貞
宗
）
の
息
行
連
、
天
龍
寺
供
養
に
奉
供
す
る

三
浦
遠
江
守
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室
町
幕
府
禅
律
方
頭
人
奉
書
案

金
沢
文
庫
保
管
称
名
寺
文
苦

寄
員
退
占
代
・中世
0

眉

甕

市

史

』

古
代
ふ
孟
骨
u

G111カ
）

去
月
十
九
日
以
妙
義
令
進
金
口
之
正
文
四
通
候
、
定
参
着
候

(
g
l
R
)
 

敗
、
此
法
師
末
下
向
候
、
又
吟
月
九
日
文
一
房
令
上
洛
候
便

宜
、
進
愚
状
候
、
上
洛
之
間
0

委
細
令
申
候
了
、
此
腫
物
い

か
に
も
し
て
、
年
内
療
治
候
、
明
春
ハ
可
思
立
之
旨
相
存
候
、

存
京
等
之
資
縁
可
被
懸
御
意
有
御
案
候
0

又
金
山
よ
り
も

阻
比
を
体
日
去
年
以
外
汰
力
忠
尽
候
．
巾
快
行
、
伐
、
斧
中
及
況
さ

i
色

近
日
令
音
信
候
、
如
其
状
申
候
者
、
三
浦
下
野
入
道
可
打
入

当
郷
之
由
、
[
]
荒
説
候
と
歎
申
候
つ
る
に
、
[

]当

時
京
都
沙
汰
之
体
、
申
下
候
了
、
付
其
候
者
」

暦
応
二
年
（
＿
三
＿二九）

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
越
後
国
奥
山
荘
内
金
山
郷
で
の
代
官
の

濫
暴
キ
停
止
さ
れ
る

氏
名
未
詳
某
書
状

金
沢
文
血
保
管
称
名
寺
文
書
随
時
意
抄
別

教
行
布
紙
背
文
書

ハ
御
本
衆
等
召
文
に
て
候
[
]
候
、
是
ハ
御
本
訴
に

て
候
ヘ
ハ
、
悦
入
候
へ
と
も
、
但
始
終
[
]
に
し
て
、

u”) 
鶴
執
候
て
ハ
、

一
旦
二
可
被
捨
取
八
院
[
]
彼
等
地

に
て
候

下
孟
勢
輩
0

ヽ
、
当
方
ハ
無
案
内
の
他
国
[

]
只
仰
上

冴
て

裁
許
、
如
此
令
申
候
と
て
、
毎
度
以
強
訴
□

□

難
道
行

候
、
其
上
守
護
一
味
に
て
、
先
度
末
道
行
[

]
百
姓
等

二
い
た
り
候
ま
て
も
、
皆
／
＼
引
級
所
存
之
[

]
い
つ

も
不
可
甲
斐
／
＼
候
、
所
詮
御
和
談
の
道
候
ハ
ヽ
」

0
四
位

8
r、)

「
同
奉
行
雅
民
」

金
沢
称
名
寺
雑
掌
光
信
申
、
越
後
国
奥
山
庄
内
金
山
郷
地
頭

職
事
、
重
訴
状
↓
具
如
此
、
子
細
見
状
、
所
詮
使
節
緩
怠
云
、々

所
存
何
様
事
哉
甚
無
其
謂
、
早
大
見
肥
後
彦
五
郎
相
共
停

n"を

止
三
浦
下
野
入
道
々
祐
代
官
濫
妨
、
沙
汰
付
当
郷
於
寺
家
雑

掌
載
起
請
之
詞
、
可
被
申
左
右
之
状
、
依
仰
執
達
如
件

（
藉
呪
＂
筍
-

暦

応

二

年

＋

月

廿

日

散

位

在

判

一
炊
網
）

佐
々
木
加
治
近
江
権
守
殿

二
方
文
章
同
前
」

暦
応
三
年
(
-
=＿四
0
)

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
暦
応
寺
木
作
始
の
儀
に
つ
き
行
事
所
の

警
固
を
務
め
る

需
揺
賃
屈
と
点
・中llt"

わ
打
を

同
三
年
四
月
廿

一
日
天
睛
、
木
作
始

0^
組
上

g)

名
g
閉｝

当
日
早
旦
、
院
司
邦
雅
朝
臣
来
臨
、
先
於
亀
山
殿
中
門
相
待

西
卜
‘

儀
式
、
兼
引
屏
鰻
於
―
-
＿門
之
地
、
午
刻
着
此
席
召
工

北
面

宗
重
於
屏
慢
之
外
、
可
始
木
作
之
由
命

先
仏
殿
木
作
始

□

い

亡
、
エ
自
東
参
向
之
後
、
経
木
襄
方

西
、
至
木
末
北
、
着
笏
取
鉄
尺
墨
壺
、
長
先
持
之
授
引
頭
、

＂
立
始
鉄
尺
‘

C
辺

m)

々
々
取
之
授
大
工
、
定
寸
方
之
点
、
左
手
持
墨
壺
i収

加

'
Y

経
木
面
東
‘
至
木
本
面
‘
如
上
定
寸
方
出
墨
縄
[
頭
パ
‘
次
取

斧
長
与
之
、
三
度
削
木
面
後
抜
笏
侯
木
面
束
、
次
引
頭
四

人
次
第
削
之
、
長
八
人

同
前

塩

式

如

先

、

科

木

一

支

、

骰

渡

東

酉

、

木

面

北

也

次
僧
堂
木
作
炉

天
龍
寺
造
営
記
録

次
塵
幾
戸

[□

ぃ

喜

堂

同

前

轟

翡

次
山
門
rnJ前
木
面
阿
前

見
物
維
素
成
市
、
僧
衆
群
衆
[
[
心
経
物
以
内
r
k
i
l
:

貞
応
元
‘

末
刻
事
了
、
院
司
退
出
、
任
長
講
堂
木
作
始
＼

旧

記

｝
ャ
五

有
其
沙
汰
云
々

院
司播

磨
守
邦
雅
朝
臣
釆
甲

主
典
代
東
市
正
景
有

庁
官
左
兵
衛
尉
康
経

巴
上
於
寺
家
不
及
有
心
之
沙
汰

召
次
則
清
泰
清
云
々
、
任
所
望
酒
肴
料
百
疋
下
行

工
司

大
工
宗
重
躯
宙

引
頭
四
人
衣
冠

長
八
人
犯
汲

已
上
士
二
人
出
現
、
列
立
随
役
、
酒
肴
料
銭
三
千
疋
内
々

下
行
、
此
外
不
与
俸
禄
、
依
未
歴
功
労
也

勅
願
之
先
例
云
々
、
連
翡
出
仕
事
、
雖
申
子
細
、
不
能
許

容
、
子
細
同
前

武
家
奉
行
人
不
及
出
仕
、
院
司
参
会
之
礼
無
骨
之
故
也
、
但

聾
行
事
所
惣
匪
地
‘
加
警
固
引
大
幕
、
三
人
参
候
[
出
向

初
面
如
）

外
加
‘

(
U宗｝―

三
浦
下
野
入
道
白
井
八
郎
左
衛
門
尉
宗
明
円
忠

等
也

今
日
故
先
被
寄
寺
領
一
所
備
後
国
―二谷
西
条
也

岳
“
)

武
州
奉
円
忠
成
草
師
英
清
書

書

-10 -
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「
御
奉
凸
案
金
山
郷
事
」

名
t

訪
大
津

m円
忠
）

御
奉
苫
案
奉
行
諏
大

金
沢
称
名
寺
雑
掌
光
信
申
、
越
後
国
奥
山
庄
内
金
山
郷
事
、

（
日
き

重
解
状
如
此
、
子
細
見
状
、
三
浦
下
野
入
道
道
祐
帯
後
日
御

下
文
、
雖
申
子
細
、
依
為
寺
領
、
可
充
賜
其
替
之
旨
御
沙
汰

畢
、
早
任
先
日
安
堵
状
、
止
方
々
違
乱
、
可
沙
汰
付
下
地
於

雑
掌
、
遵
行
之
後
亦
有
濫
妨
之
訴
者
、
重
雖
不
破
仰
下
、
毎

度
加
対
治
、
全
寺
家
知
行
、
載
起
請
之
詞
、

可
注
申
子
細
、

使
節
緩
怠
者
、
可
有
其
科
之
状
、
依
仰
執
達
如
件

る

111川
和
氏
）

建
武
四
年
十
二
月
五

日

阿

波

守

在

判

品
き

高
越
後
守
殿

眉
須
賀
市
史
』
古
代

・中
世

rr

盆
9
)

私
を
存
候
へ
、
又
そ
う
へ
の
儀
候
ハ
す
候
、
在
候
は

涵
・
）

す
口
と
も
、
き
ら
／
＼
し
か
ら
す
侯
ヘ
ハ
、
御
心
本
な

座

＜
候
、
も
し
又
人
／
＼
も
御
0

候
ヘ
ハ
、
別
人
に
も
仰

付
候
て
、
当
郷
衆
を
も
お
ほ
せ
付
候
へ
か
し
と
存
候
、

愚
身
は
[

]
所
詮
御
意
に
て
候
へ
く
候

氏
名
未
詳
其
書
状

金
沢
文
廂
保
管
称
名
寺
文
苫
湛
稿
戒
八
十

一
紙
背
文
曲

寺
文
書

建
武
四
年
（
＿
三
＿
二
七
）

凧
狽
沢
市
史
』
占
代

・
巾
世
ll

室
町
幕
府
引
付
頭
人
細
川
和
氏
奉
書
案

金
択
文
廂
保
管
称
名

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
越
後
国
奥
山
荘
内
金
山
郷
を
拝
領
す
る

も
武
蔵
称
名
寺
と
の
相
論
に
敗
れ
る

当
郷
を
ハ
人
の
給
ハ
り
て
候
な
ん
と
申
合
候
、
心

[
]

-
成

-

aき

ー
是

等

荻

n)

三
肺
下
野
入
道
・和
田
黒
JI―一人
・加
地
近
江
守
も
[
]

内
々
所
望
申
普
聞
に
て
候
ヘ
ハ
、
相
構
／
＼
真
如
[
]

両
使
の
渡
状
を
も
御
上
候
て
、
能
や
う
に
御
は
か
[
]

何
事
も
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
こ
と
に
て
候
へ
と
も
、
御

用
口
候
へ
く
候
、
こ
れ
に
も
当
時
当
郷
を
寺
家
二
知
行

仕
候
ハ

ヽ
、
な
に
さ
ま
近
江
守
寺
家
へ
渡
侯
ハ
ヽ
、
打

入
[

]
打
落
一
旦
押
領
之
事
、
内
々
巧
候
よ
し
、
普
聞

口
是
も
心
苦
候
、
但
愚
身
ハ
惣
ハ
御
寺
僧
衆
の
御
口
」

「
当
郷
之
狼
藉
の
仁
[
]
百
万
[
]
に
て
も
候
へ
[
]
を

。

き
候
て
、
事
0
体
を
も
う
口
り
、
打
死
を
も
仕
て
世
体

（
確
憐
）

な
ん
き
に
候
間
、
餓
死
仕
候
へ
き
に
て
口
、
寺
の
た
め

人
き
4
も
は
A

か
り
入
候
ヘ
ハ
、
仏
具
お
口
罷
上
候
て
、

御
寺
に
て
餓
死
仕
候
へ
く
候

近
江
守
方
よ
り
物
を
か
い
候
使
者
、
口
さ
う
／
＼
し
か

ら
□

御
寺
下
部
、
町
買
よ
く
し
つ
へ
く
候
ハ
ん
仁
二
、

此
使
口
添
候
て
、
日
記
二
ま
か
せ
て
か
ハ
せ
て
給
は
り

嘩
紅
し
申
口

一

義
憲
房
方
よ
り
罷
下
候
し
時
、
茶
を
給
ハ
り
て
候
し
間、

后

祇

ヵ

）

（

マ

マ

）

ロ
□

六
室
と
茶
を
二
種
、
近
江
守
二
は
た
こ
ふ
る
い
に

仕
□

お
り
ふ
し
諸
群
勢
打
緊
て
候
し
中
に
て
、
茶
[
]

此
六
室
四
室
を
立
て
候
へ
、
近
江
守
を
は
し
め
て
諸
人

お
も
し
ろ
か
り
申
候
、
其
付
候
て

ハ
、
御
寺
の
事
[

]

候
し
つ
い
て
に
、
凡
当
御
代
二
無
双
之
事
に
お
[

]
め

さ
れ
候
て
、
将
軍
も
大
事
と
仰
候
様
、
長
老
の
御
口
凡

（ま｝

御
行
住
坐
臥
体
、
御
行
学
の
あ
り
さ
口
、

一
日
一
夜
諸

人
中
に
て
、
物
物
申
て
候
[

]さ
て
ハ
天
下
無
双
御
寺

に
て
候
也
、
さ
て
こ
そ
御
大
事

□

ロ
ロ
ロ
給
候
ら
ん
な

ん
と
申
合
候
」

「、
妾
以
御
辛
労
御
痛
敷
事
候
、
御
延
引
畏
入
候
[

]
事
も

后
応
五

g

承
及
候
者
、
法
勝
寺
三
月
廿
日
為
類
火
口
令
炎
上
候
了
、

哀）

仏
法
衰
微
、
返
々
残
猿
御
事
侯
‘

□

[
]
眼
露
候
者
也
、

修
如
ど

且
被
聞
食
候
何
二
、
御
周
章
仰
[

]愚
身
も
御
上
洛
の

御
迎
と
も
候
ハ
す
、
又
当
所
事
と
も
[

]
不
可
尽
候
之

間
、
已
去
月
末
可
令
参
上
之
[

]地
下
の
様
も
打
捨
候

て
も
、
跡
事
不
可
有
正
体
[
]
令
夏
ハ
罷
留
候
、
大
方

（事）

申
当
郷
万
方
沙
汰
口
[
]百
姓
等
訴
訟
事
、
何
の
僧
御

下
向
候
と
も
、
懸

□

[
]曲
申
談
度
存
候
、
返
々
御
為

貴
寺
、
始
終
落
居
心
[

（遠
9
)

一
当
郷
去
年
御
年
貢
用

□

事
、
先
日
又
三
郎
[
]
如
申
入

候
、
百
貫
文
ハ
光
接
寺
筑
前
殿
許
令
[

]候
、
所
残
十

一
貫
八
百
余
侯
し
を
亨
疇
へ

□

[
]
」

「
可
進
上
之
候
、
次
去
年
貢
結
解
状
、
御
寺
へ
可
進
[
]

筑
前
房
方
へ
令
調
進
之
候
き
、
定
参
着
[

]御
不
審
候

ハ
ヽ
、
委
細
示
給
候
者
畏
入
候

々

智
土
師
去
年
貢
事
、
廿
六
貫
文
進
候
云
々
、
先
に
も
如

二

申
入
候
、雑
掌
料
足
の
文
、
相
擬
候
き
、

[
]
京
都
相
残

｛先）

候
も
、
令
受
用
候
ハ
、
可
為
何
程
候
哉
、

口
啓
案
内
候

（
マ
ご

き
、
自
国
よ
り
結
解
状
定
令
進
上
[

」

「
又
彼
代
｛
且
之
禅
門
状
と
て
、
愚
身
方
へ
光
接
[
]
被
下

侯
寺
家
へ
も
令
進
覧
よ
か
し
と
国
[
]
候
程
二
令
進

覧
之
候
、
為
得
御
意
候

近
日
京
都
雑
掌
方
よ
り
申
た
ひ
て
候
ハ
、
八

□

重
再
成

候
云
々
、
今
度
ハ
張
本
衆
等
召
文
に
て
候
[
]
候
、
是
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収
録
に
あ
た
っ
て
は
、
既
刊
の
刊
行
物
か
ら
収
集
し
た
史
料
を
中

心
に
し
た

た
だ
し
未
刊
で
あ
っ
て
も
妥
ヤ
ー
と
息
わ
れ
る
も
の
は
新

た
に
絣
刻
・収
録
し
た
。
な
お
束
大
史
料
面
品
屯
煎
裕
臼
村
の
検
索
・

利
川
に
あ
た
っ
て
は
多
く
を
同
史
料
福
岱
所
公
聞
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
拠
っ
て
い
る
．

q

史
料
は
原
則
的
に
史
料
名
を
付
し
て
年
代
顛
に
配
列
し
、

t件
筋

に
綱
文
を
付
し
、
適
宜
解
汲
を
加
え
た
。

．
史
将
の
体
裁
ぱ
で
き
る
だ
け
原
文
淋
等
を
参
照
し
そ
の
心
分
囲
気
の

柑
税
に
努
め
た
が
、
改
行
は
い
ち
い
ち
指
摘
せ
千
、
文
凸
の
年
月
H
.

菜
川
の
位
’
社
な
ど
も
概
ね
統

．
し
た

2

．
籍
委
の
字
体
は
、
厭
則
と
し
て
常
川
漢
字
を
川
い
、
異
休
字

・

略
字
・

俗
字
•

あ
て
字
に
つ
い
て
は
一
部
を
使
用
し
た
。
ま
た
変
体

か
な
は
平
か
な
に
改
め
た
が
、
格
助
詞
の
う
ち
次
の
文
字
は
原
文
ポ
り

の
休
故
に
こ
だ
わ
ら
ず
括
T
を
小
さ
く
し
て
使
Jllし
た

者
（
は
）
江
（
へ
）
二
（
に
）
茂
（
も
）
与
（
と
）

而

（

て

）

而

巳

（

の

み

）

越
（
を
）

史
料
tiの
句
砒
点
は
引
用
史
料
集
の
体
妓
に
こ
だ
わ
ら
ず
全
て
訊
叫

点
（
、
）
に
統

一
し
、
適
宜
並
列
点
（

．
）
を
付
し
た
。

限．

r.fは
原
又
KII
又
は
引
川
火
料
集
の
休
故
を
凶
沿
t
し
た

3

忍
ト

・
品
記
は
右
M
に
正
字
を
（
）
で
示
し
、
紅
味
不
明
の

場
合
に
は
（
マ
マ
）
を
付
し
、
疑
念
が
残
る
場
合
に
は
（
力
）
を
加
え

た
＞
脱
字
は
（
脱
）
、
術
字
は
（
術
）
と
注
"ltLし
た
。

例

本
史
料
北
は
、
中
枇
か
ら
近
惟
前
半
期
に
ギ
る
他
山
城
関
係
史
料

を
収
録
し
た

凡

高
田
城
関
係
史
料
集

朱
い
の
箇
所
及
び
災
じ
り
・奥
t
1
1

・端
湘
り
後
下
・付
紙
（
張
紙
を

ĝ)ま
た
内
状
の
奥
封
・端
浪
封
の
ウ
ハ
K
ぃ
な
ど
は
「

」
を
付
し
、

そ
の
旨
右
M
に
（
）
で
注
出
し
な

一

繁
に
化
押

・
押
印
が
あ
る
楊
合
に
は
（
花
押
）
（
花
押
影
）
（
朱

〔
塁
印
）
で
表
現
し
た
。
i

虫
ゞ
印

・
判
・
花
押
と
記
し
て
い
る
場

＾
仕
そ
の
ま
ま
印
・
判
・
化
押
な
ど
と
し
た
≪

一
前
近
代
の
社
会
で
は
、
身
分
制
に
も
と
づ
く
文
配
が
行
わ
れ
、
杜

会
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
厳
し
い
弟
別
が
什
在
し
て
い
た
そ
の

た
め
叫
時
の
史
料
小
に
ば
烙
別
的
な
川
晶
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
本
史
科
集
で
は
、
先
別
や
被
泣
別
民
の
生
活
の
実
態
に
つ
い

て
、
科
学
的
な
脱
史
認
識
を
進
め
、
淡
別
を
恨
絶
十
る

i

凶
心
か
ら
、

そ
れ
ら
を
厭
史
料
の
ま
ま
民
け
た
但
し
沿
別
の
助
長
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
固
付
名
洞
な
ど
に
つ
い
て
は
[

]
で
示
し
、
あ
る
い
ぱ
、

心
叔
を
尼
し
搾
え
た
場
合
も
あ
る

i

本
史
科
集
の
編
比
は
、
森
俊
弘
が
相
中
ー
し
た

a

ぷ
し
た

翡
の
則
鮮
を
助
け
る
た
め
｀
紺
征
れ
が
付
し
た
按
文
に
は
0
を

付
し
、
地
名

・
人
名

・
り＂り

・
点
句
の
品
明
は
（

カ
）
で
注
品
し
た
。

]で

）
、
或
い
は

収
録
に
あ
た
っ
て
は
つ
と
め
て
厭
本
ま
た
は
び
'
然
を
参
照
し
た
。

本
文
に
あ
る
抹
叩
lHMIEぱ
、
特
に
必
災
と
す
る
楊
＾
11

に
ば
、
原
則

と
し
て
左
側
に
：＇
で
ぷ
し
訂
正
文
字
が
あ
る
場
合
に
は
、
右
側
に
出

し
た
D

抹
梢
な
ど
で
文
字
が
判
砒
で
き
な
い
場
＾
且
~
■
で
ぷ
し
た，

虫

・
破
息
ず
に
つ
い
て
文
字
の
判
砒
し
雉
い
箇
所
で
、
字
数
の

わ
か
る
も
の
は
ロ
ロ
ロ
で
示
し
、
わ
か
ら
な
い
も
の
は
[

二
0
一
四）

主
要
参
考
文
献

久
世
町
史

gい
幅
杓
＾
＇
品
『
俗
開
町
丈
界
は
第
巻
編

青

倫

誓
ll
奢
以
会
二

8四
（
掲
蒻
料
の
多
く

ほ
本
代
り
に
依
拠
し
て
い
る
谷
木
に
詳
細
参
芳
文
献

i

邸
を
比
叔

し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）

低
木
炎
雄
祖

R
i涼
軒
H
録
索
引

7
臨
川
内
店

一
jL
八
jL

幅

rn皿
冷
レ
『
＇
，
尤
咀
恩

lrl人
．
揆
』
じ

IIl弘
文
館
．

JL几
lL

似
籠
治
「
前
HI村
徳
＾
治
過
t

『
飯
尼
文
沿
』
所
収
の
災
作
．
浦
氏

関
係
文

g
l
(『10
肱
皿
地
方
文
化
研
究
と
一
七
―

IC
X
)
D
)

横

代

市

紺

冒

引

双

辿

肉

掛

船

古

代

・中
枇
＂
詞
di
-
―

8七

辰
fH芳
雄
「
中
間
地
域
に
お
け
ゑ
吸
国
期
荘
園
の
展
開
と
そ
の
慈
味

庫
f
領
罰
閾
軋
宜
祈
兄
旧
し
期
を
巾
例
に
ー

J

(ffl 

山
朝
日
研
究
紀
要
』
―
1

·0

二
~
、
の
ち
『
｛
恙
町
・

戦
国
期

備
小
川
新
兄
北
の
研
究
』

I
J本
史
史
料
研
究
会
企
画
部

．
．
 o．
 

：
に
収
録
）

森
俊
弘
「
岡
山
城
と
そ
の
城
下
町
の
形
成
過
程
」
（
寄
四
山
地
方
史

研
究
』

一

;
ハ

ニ
0
0几）

詞
「
中
近
枇
移
行
期
“
苅
氏
に
凋
す
る
通
史
的
・
げ
説
を
め
ぐ

っ
て
」
（
『
品
取
地
域
史
研
究
』

一
五

二
0
1
1二）

団
「
中
近
ー
し
移
行
期
の
娯
掛
庄
氏
と
そ
の

一
門
衆

J

(
『
介
放

の
附
史
』

て
四

※
上
た
、
関
辿
祀
ト
や
史
料
の
検
索

・参
照
に
あ
た
り
、
東
＂
↑
＾
学

史
料
編
知
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
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北

至
美

甘

冒

1]
ー

ー

至
久

世

／ 

J. 
500m 

図
2

高
田

城
下

地
割

図
（
大
正
期
頃
。
各
種
資
料
に
基
づ
き
作
成
）



な
お
、
近
世
後
期
、
明
和
元
年
（

一
七
六
四
）
に
三
浦
明
次
が
三
河
か
ら
入
部
し

て
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
悉
皆
的
調
査
に
至
ら
ず
、
紙
幅
の
関
係
も
あ

っ
て
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。

ち
な
み
に
、
三
浦
家
で
は
、
ま
ず
城
下
に
長
屋
を
建
築
し
て
藩
士
を
入
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
翌
々
三
年
に
は
、
出
丸
（
勝
山
）
山
頂
に
太
鼓
櫓
を
、
翌
四
年
に
は
、
城

山
（
如
意
山
）
の
西
麓
に
大
手
門
を
築
き
、
同
七
年
に
は
、
藩
庁
の
御
殿
を
完
成
さ

せ
て
い
る
。

そ
の
後
も
、
領
民
か
ら
の
御
用
銀
な
ど
に
よ
り
、
城
山
中
腹
の

「小
屋
ケ
壇
郭
」

に
土
塀
を
築
造
し
、
安
政
四
年
(
-
八
五
七
）
頃
か
ら
は
、
領
民
に
よ
る
多
数
の
「
御

城
築
御
手
伝
人
足
」
差
上
に
よ
り
、
何
ら
か
の
造
成
工
事
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は

例
え
ば
兵
錬
場
（
調
練
場
。
現
二
の
丸
グ
ラ
ウ
ン
ド
）
の
掘
削
の
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。こ

の
兵
錬
場
は
、
入
部
当
時
の
築
城
計
画
を
示
す
絵
図
に
、

「
二
之
丸
」
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
は
山
上
の
城
郭
整
備
は
ほ
と
ん
ど
実
現

し
て
い
な
い
。
廃
城
直
前
の
明
治
初
年
の
時
点
で
、
城
内
の
施
設
と
し
て
は
、
小
屋

ヶ
壇
郭
の
土
塀
、
兵
錬
場
の
小
屋
、
出
丸
の
守
辰
場
（
太
鼓
櫓
）
程
度
が
あ
る
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。

X 

X 

x
 

x
 

山
城
と
し
て
の
高
田
城
は
、
こ
の
期
間
に
含
ま
れ
る
正
保
二
年
（
ニ
ハ
四
五
）

ま

で
に
廃
城
と
な
り
「
古
城
」
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
廃

城
年
次
や
具
体
的
な
措
置
は
、
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
江
戸
幕
府
か
ら
元
和
の
一
国
一
城
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

森
氏
が
履
行
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

確
実
な
と
こ
ろ
で
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
の
平
地
居
館
の
破
却
が
数
例

知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
山
城
破
却
の
事
例
ま
で
は
確
認
で
き
な
い
。
今
後
の
博
捜
に

よ
る
関
係
史
料
の
発
見
に
期
待
し
た
い
。

※
参
考
と
し
て
高
田
城
下
の
地
割
固
を
掲
載
し
て
お
く
。

二

0
0
0
 

主
要
参
考
文
献

森
本
清
丸

．
勝
山
町
史
編
集
委
員
会
編
『
勝
山
町
史
』
前

・
後
編

九
七
四
、
八
二

牧

祥

三

『
美
作
地
侍
戦
国
史
考
ー
岡
山
県

・
美
作

・
真
庭
郡
牧
一
族
の
史
料
に

拠
り
つ
つ
ー
』

私
家
版
一
九
八
七

角
田
誠
編
『
播
磨
利
神
城
』
城
郭
談
話
会
一
九
九
一
―-

長
谷
川
博
史
『
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

な
ど

勝
山
町
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に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
別
の
年
代
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
「隠
岐
守
」
が
美
作
西

郡
の
社
役
を
安
堵
し
た
史
料
も
存
在
す
る
。

隠
岐
守
の
子
孫
は
、
岡
山
藩
士
と
な
っ
た
。
同
家
の
家
伝
に
よ
れ
ば
、
隠
岐
守
は
、

大
坂
の
陣
で
籠
城
し
て
戦
死
し
た
と
さ
れ
る
。
嫡
子
の
藤
内
は
、
秀
家
に
奉
公
し
、

知
行
千
石
等
を
与
え
ら
れ
て
嵩
田
城
を
預
り
、
「
城
代
」
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
秀
家

没
後
は
牢
人
し
て
、
備
前
国
の
上
道
郡
浦
間
村
（
岡
山
市
東
区
浦
間
）
に
居
住
し
た

と
伝
え
て
い
る
。
事
跡
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
服
部
氏
と
高
田
城
と
の
関
係

は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
勘
助
と
隠
岐
守
は
、
お
そ
ら
く
岡
一
人
物
で
、
播
磨
利
神
城
か
ら
高

田
城
に
転
じ
、
隠
岐
守
の
受
領
名
を
称
し
た
と
み
ら
れ
る
。
時
期
的
に
は
、
天
正
十

六
年
(
-
五
八
八
）
の
岡
山
築
城
開
始
を
契
機
と
し
て
、
翌
十
七
年
に
実
施
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
、
領
国
内
の
破
城
、
支
城
整
備
に
関
連
し
た
措
置
で
あ
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

そ
の
後
の
高
田
城

宇
喜
多
氏
皿
期
（
岡
市
丞
・
不
破
内
匠
ヵ
・
小
瀬
中
務
）

岡
山
藩
士
服
部
氏
の
家
伝
か
ら
は
、
慶
長
五
年
（
一
六

0
0
)
の
宇
喜
多
家
没
落

ま
で
、
同
氏
が
「
城
代
」
を
続
け
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、
文
禄
末
年

に
原
形
が
成
立
し
た
宇
喜
多
家
の
分
限
帳
に
も
、
隠
岐
守
父
子
の
名
前
は
見
え
ず
、

以
降
は
不
明
の
点
が
多
い
。

高
田
城
の
所
在
す
る
高
田
村
は
、
文
禄
四
年
(
-
五
九
五
）
以
前
か
ら
岡
市
丞
と

い
う
人
物
が
給
人
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
慶
長
―
二
年
(
-
五
九
八
）
九
月
に
、
市
丞
の
異
父
兄
で
宇
喜
多
家
重
臣

の
戸
川
達
安
が
、
当
主
の
秀
家
か
ら
「
山
内

・
高
田
近
辺
」
五
一

0
0
石
を
預
け
置

か
れ
、
市
丞
も
同
年
に
「
高
田
城
領
」
と
し
て
一

0
0
0
石
を
加
増
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
所
領
の
預
け
置
き
や
、
城
領
の
加
増
は
、
時
期
的
に
、
同
年
八
月
の
豊

臣
秀
吉
死
去
に
伴
う
領
国
防
備
の
一
環
と
考
え
ら
れ
、
高
田
城
に
も
何
ら
か
の
改
修

が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

戸
川
達
安
は
、
同
五
年
初
頭
に
起
こ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
宇
喜
多
騒
動
」
を
経
て
、

他
家
へ
蟄
居
と
な
っ
た
。
同
年
八
月
、
関
ヶ
原
合
戦
に
先
立
ち
、
宇
喜
多
秀
家
は
、

領
国
内
の
城
に
籠
め
た
在
番
に
対
し
て
、
人
質
の
差
出
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
内
に

「
高
田
中
務
」
と
し
て
小
瀬
中
務
正
に
よ
る
高
田
在
番
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
正
保
期
（
一
六
四
四

S
七
）
前
後
に
成
立
し
た
「
美
作
国
中
古
城
之

覚
」
（
以
下
、
「
古
城
之
覚
」
）
に
は
、
天
正
年
中
か
ら
宇
喜
多
氏
の
家
臣
「
不
破
内
匠
」

が
高
田
城
を
抱
え
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
に
拠
る
も
の
が
な
く
不
明
で
あ
る
。

小
早
川
氏
（
木
下
斎
之
助
）

宇
喜
多
氏
没
落
後
の
高
田
城
に
つ
い
て
「
古
城
之
覚
」
は
、
慶
長
六
年
（
一
六

0

-
）
か
ら
小
早
）
秀
秋
の
陪
臣
、
木
下
斎
之
助
が
城
を
抱
え
た
と
す
る
。
「
作
陽
誌
」

は
小
早
川
氏
の
支
配
期
に
「
服
部
隠
岐
守

・
同
勘
介

・
木
下
斎
之
助
等
」
が
城
を
守

っ
た
と
あ
る
が
、
前
二
者
は
先
に
み
た
と
お
り
誤
り
で
あ
る
。

秀
秋
は
、
同
七
年
十
月
に
急
死
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
支
配
は
二
年
で
終
わ
っ
た
。

森
氏
I
期
（
各
務
元
峯
）

慶
長
八
年
(
-
六

0
-―
-
）
二
月
、
美
作
国
は
、
森
忠
政
に
与
え
ら
れ
た
。
「
古
城
之

覚
」
は
、
同
八
年
か
ら
、
各
務
四
郎
兵
衛
が
城
を
抱
え
た
と
す
る
。

四
郎
兵
衛
の
実
名
は
、
元
峯
。
津
山
藩
森
家
の
執
権
で
、
高
田
城
下
に
多
く
の
家

臣
「
高
田
侍
」
を
抱
え
支
城
支
配
を
行
っ
た
が
、
同
十
三
年
に
起
こ
っ
た
家
中
騒
動

の
責
任
を
取
っ
て
切
腹
し
た
。

森
氏
Il
期
（
大
塚
氏
）

「
古
城
之
覚
」
は
、
慶
長
十
四
年
（
一
六

0
九
）
春
以
降
は
、
大
塚
丹
後
と
そ
の

子
孫
五
代
が
、
相
次
い
で
城
を
抱
え
た
と
す
る
。

大
塚
氏
は
森
家
の
重
臣
で
、
各
務
元
峯
没
後
の
同
＋
＝
一
年
冬
に
執
権
と
な
り
、
慶

安
二
年
（
一
六
四
九
）
夏
ま
で
大
塚
（
森
）
丹
後
某
、
主
膳
三
俊
、
丹
後
氏
次
の
三

代
が
同
職
に
あ
っ
た
。
以
降
、
内
膳
某
、
監
物
氏
重
、
左
門
可
明
と
続
き
、
可
明
は
、

延
宝
＝
一
年
(
-
六
七
五
）
に
森
家
を
致
仕
し
、
退
去
し
て
い
る
。
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に
一
番
所
」
が
あ
り
、
兵
根
が
備
蓄
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
別

に
、
当
事
者
で
あ
る
、
香
川
家
の
子
孫
が
記
し
た
軍
記
物
語

「安
西
軍
策
」
に
は
、

「兵
検
蔵
」
と
日
」
が
見
え
る
。
さ
ら
に
、
同
書
を
増
補
し
た
「
陰
徳
記
」
に
は
、

加
え
て

「三
ノ
曲
輪
ノ
懸
出
ノ
雪
隠
」
と
、
「
塀
」「
棚
（
柵
か
）
」
の
伴
う
「
矢
倉
l

が
現
れ
る
。
管
見
で
城
内
施
設
の
具
体
的
な
記
事
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

三
浦
貞
広

m期
オ
五
郎
、
次
郎
、
能
登
守
。

「覚
書
」
は
、
難
を
逃
れ
た

「牧
」
が
、
当
時
備
中
に
あ
っ
た
三
浦
貞
広
を
擁
立

し
、
元
亀
元
年
(
-
五
七

0
)
七
月
に
篠
向
城
を
攻
略
。
十
月
に
高
田
城
を
攻
撃
し

「
大
合
戦
―
と
な
り
、
城
を
取
っ
て
貞
広
を
入
城
さ
せ
た
と
す
る
。
貞
広
の
不
在
理

由
は
不
明
で
あ
る
。

毛
利
勢
の
籠
城
す
る
な
か
、
備
前
の
浦
上
宗
景
か
ら
の
加
勢
を
受
け
、
十
月
五
日

に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
の
戦
い
は
、
同
時
代
史
料
な
ど
か
ら
、
永
禄
十
二
年
で
あ
る

こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
「
覚
書
」
と
一
年
の
ず
れ
が
あ
る
。

以
降
、
「
覚
書
」
は
、
貞
広
が

「七
年
程
」
城
主
の
後
、
備
前
の
宇
喜
多
直
家
が
「
芸

州
衆
＿
へ
高
田
城
を
渡
す
よ
う
調
停
、
十
月
に
楢
崎
氏
へ
城
を
引
き
渡
し
た
と
す
る
。

同
時
代
史
料
で
は
、
三
浦
氏
は
、
天
正
二
年
(
-
五
七
四
）
二
月
に
端
を
発
す
る

浦
上
宗
景
と
宇
喜
多
直
家
の
対
立
に
あ
た
り
、
宗
景
に
与
し
て
い
る
(°

そ
の
結
果
、

同
氏
は
、
同
年
末
か
ら
翌
―二
年
早
々
に
か
け
て
宇
喜
多
勢
、
次
い
で
毛
利
勢
の
攻
撃

を
受
け
た
。

つ
い
に
九
月
十
一
日
に
高
田
城
は
落
去
し
、
貞
広
は
直
家
の
仲
介
で
下

城
し
た
。

ち
な
み
に
、
長
く
通
説
と
な
っ
て
い
た
、
高
田
城
が
天
正
四
年
に
落
城
し
た
と
す

る
説
の
年
次
は
、
「
覚
書
」
に
由
来
す
る
元
亀
元
年
か
ら
起
算
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
起
点
が
永
禄
十
二
年
と
な
れ
ば
天
正
一二
年
落
城
と
な
り
、
同
時
代
史
料

か
ら
の
推
定
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
一
年
の
ず
れ
は
、
お
そ
ら
く
「
覚

璽
の
筆
者
牧
藤
助
が
、
自
身
の
年
齢
を
元
に
事
件
の
年
次
を
逆
算
し
た
過
程
で
生

じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

毛
利
氏
II
期
（
楢
崎
元
兼
）

以
降
、
同
城
は
、
毛
利
方
の
拠
点
と
し
て
し
ば
ら
く
推
移
す
る
。
牧
氏
は
、
宇
喜

多
氏
に
従
い
商
田
城
を
離
れ
た
た
め
、
「
覚
書
」
の
記
事
は
、
楢
崎
氏
の
在
城
を
わ
ず

か
に
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

た
だ
し
、
天
正
七
年
(
-
五
七
九
）
以
降
の
宇
喜
多
氏
と
毛
利
氏
の
対
立
に
あ
た

っ
て
は
、
毛
剌
輝
元
、
吉
川
元
春
、
小
早
川
隆
景
を
は
じ
め
と
し
た
諸
将
が
入
城
し
、

高
田
城
を
拠
点
に
、
美
作
平
定
に
当
た
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
同
十
年
の
和
睦
の
の
ち
、
翌
十

一
年
に
始
ま
る
毛
利

・
宇
喜
多
領
の
国
分

け
交
渉
に
あ
た
っ
て
ぱ
、
商
田
城
も
引
き
渡
し
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

宇
喜
多
氏
1
期
（
牧

一
党）

「
覚
書
」
は
、
「
直
家
」
が
楢
崎
元
兼
に
、
高
田
城
を
牧
氏
に
渡
せ
と
命
じ
、
牧
氏

は
天
正
十
―
-
＿
年
(
-
五
八
五
）
三
月
に
入
城
し
た
と
す
る
。
な
お
、
巻
末
に
は
、
牧

さ
よ
う
み
’
よ
f
9

家
信
を
は
じ
め
と
し
た
、
在
番
者
の
交
名
を
載
せ
る
。

直
家
を
主
体
と
す
る
の
は
、
同
十
年
正
月
ま
で
に
没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

な
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
牧
氏
の
入
城
の
年
次
は
、
先
の
例
に
従
え
ば
、
前
年
の

同
十
二
年
三
月
と
な
る
。
こ
れ
は
、
国
分
け
交
渉
の
一
応
の
決
着
に
添
う
、
妥
当
な

年
次
と
い
え
る
。

な
お
、
「
覚
書
」
に
は
、
三
浦
貞
広
の
頃
の
状
況
と
い
う
交
名
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、

双
方
を
比
較
す
る
と
、
高
田
城
に
お
け
る
城
郭
利
用
の
規
模
縮
小
が
窺
わ
れ
る
。

宇
喜
多
氏
II
期

（服
部
勘
助
ズ
JI
〕
・
隠
岐
守
）

ひ
と
な
お
L

怠
見
書
」
は
、
そ
の
後
、
宇
喜
多
秀
家
の
時
代
に
行
わ
れ
た
「
人
直
」
に
よ
っ
て
、

「
八
鳥
勘
助
」
が
高
田
城
主
に
命
じ
ら
れ
た
と
し
、
こ
こ
で
「
覚
書
」
の
本
文
ぱ
濶

筆
さ
れ
て
い
る
。
「
八
鳥
勘
助
」
は
別
に
、
「
服
部
勘
介
」
と
し
て
、
宇
喜
多
氏
が
播

磨
の
佐
用
郡
を
領
国
に
編
入
す
る
に
伴
い
、
利
神
城
（
兵
庫
県
佐
用
町
）
で
在
番
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
と
は
別
に
、
「
高
田
城
主
服
部
隠
岐
と
申
仁
」
が
、
篠
掏
城
主
江
原
親
次
の

家
臣
、
中
島
本
政
に
脇
指
を
与
え
た
と
す
る
史
料
が
あ
る
。
ま
た
、
後
年
の
付
年
号
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市
勝
山
）
に
、
同
氏
不
入
と
宇
山
氏
守
護
を
祈
願
し
、
玉
雲
権
現
（
玉
藻
前

・
九
尾

狐
）
の
影
像
を
像
立
し
た
と
す
る
。

こ
う
し
た
宇
山
氏
の
活
動
の
背
景
に
は
、
天
文
二
十
三
年
(
-
五
五
四
）
＋

一
月

に
新
宮
党
が
粛
清
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
、
太
河
原

・
三
浦
氏
の
没
落
が
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
弘
治
三
年
に
は
、
美
甘
八
幡
宮
（
同
市
美
甘
）
、
高
田
荘
内
の
草
加
部

八
幡
宮
（
同
市
草
加
部
）
で
、
久
兼
の
一
門
宇
山
誠
明
に
よ
る
寺
社
造
立
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
地
支
配
は
誠
明
が
司
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

三
浦
貞
勝

孫
九
郎
、
遠
江
守
。

「
党
書
」
は
、
永
禄
二
年

(
-
五
五
七
）

＝
一
月
、
貞
勝
が
宇
山
氏
を
攻
撃
し
「
大

合
戦
」
の
末
、
高
田
城
か
ら
立
ち
退
か
せ
て
城
主
と
な
っ
た
と
記
す
。
そ
し
て
功
績

の
あ
っ
た
牧
右
衛
門
尉
に
河
内
の
受
領
名
を
名
乗
ら
せ
た
。
し
か
し
同
八
年
十
二
月

に
家
臣
の
金
田
氏
が
翻
心
、
備
中
三
村
氏
と
謀
っ
て
貞
勝
に
切
腹
さ
せ
た
と
す
る
。

二
十
二
歳
、
称
名
院
殿
真
月
宗
金
。

「系
図
」
で
は
、
貞
広
の
前
に
配
列
す
る
が
、
「
覚
書
」
は
、
特
に
兄
弟
の
順
を
明

記
せ
ず
、
貞
広
を
特
に
「
貞
久
御
子
」
と
記
す
。
状
況
的
に
は
、
貞
広

・
貞
勝
の
順

で
あ
る
。
ま
た
、
貞
勝
の
没
年
月
日
は
、
別
に
地
元
で
伝
え
ら
れ
る
、
永
禄
七
年
十

―
一
月
十
五
日
の
可
能
性
が
高
く
、

一
年
の
ず
れ
が
あ
る
。

こ
の
前
後
を
通
じ
て
、
貞
広
は
、
出
雲
尼
子
氏
の
も
と
に
あ
り
、
家
臣
の
牧
尚
春

も
尼
子
方
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
貞
勝
は
、
金
田
弘
久
や

・
尚

春
の
弟
と
伝
わ
る
牧
河
内
ら
、
家
中
の
反
尼
子
派
勢
力
に
擁
立
さ
れ
た
存
在
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

「党
書
」
は
、
牧
河
内

•

藤
助
父
子
の
視
点
か
ら
記
さ
れ
て

い
る
ら
し
い
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
浦
貞
守
・
貞
広
II
期

貞
守
は
、
「
系
図
」
で
は
、
「
貞
盛
」
と
し
て
貞
久
の
末
弟
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
「
覚
書
」
に
は
、
貞
久
の
兄
弟
は
、
「
お
き
国
」
と
「
貞
尚
」
の
二
人

と
し
、
貞
守
を
貞
勝

・
貞
広
の
「
祖
父
」
と
す
る
。
生
母
の
父
か
。

貞
勝
切
腹
の
際
に
、
「牧

一
と
う
」
は
、
貞
守
を
擁
立
、
永
禄
九
年
(
-
五
六
四
）

「二
丸」
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近
世
初
頭
の
成
立
と
み
ら
れ
る

「覚
書
」
に
よ
る
と
、
一
品
田
城
は
、
文
亀
元
年
（
一

五
0
1
)
、
十
六
世
紀
初
頭
の
三
浦
貞
連
の
居
城
に
始
ま
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
認
識
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
を
契
機
と
し
た
、
戦
国
期
へ
の
突
入
と
軌
を
一
に
し
、

中
世
山
城
を
め
ぐ
る
普
遍
的
な
傾
向
と
も
一
致
す
る
。

三
浦
貞
連

駿
河
守
。

「
覚
書
」
は
、
文
亀
元
年
か
ら
永
正
六
年

(
-
五

0
九
）
ま
で
の
城
主
と
す
る
。

貞
連
以
前
に
も
、
室
町
幕
府
奉
公
衆
と
し
て
、
三
浦
遠
江
守

・
近
江
守
の
名
前
が
見

え
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
行
動
を
確
認
で
き
る
の
は
、
貞
連
か
ら
で
あ
る
。

断
片
的
な
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
当
主
の
貞
連
は
、
奉
公
衆
と
し
て
在
京
、
足

利
将
軍
家
に
近
侍
す
る
と
と
も
に
、
美
作
内
の
御
料
所
の
代
官
職
獲
得
に
奔
走
。
荒

廃
し
た
神
林
寺
（
真
庭
市
神
）
を
再
建
し
、
篠
向
城
（
同
市
三
崎

・
大
庭
）
に
拠
る

山
名
右
近
亮
と
戦
っ
た
と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、
本
拠
の
高
田
荘
（
同
市
勝
山
一
帯
）
を
中
心
に
、
「
作
州
―
-
＿鴨，
一
（
同
市
美

甘
l

帯
）
な
ど
周
辺
へ
と
拡
大
し
て
い
た
所
領
は
、
一
門
の
三
浦
兵
庫
助
が
経
営
に

当
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
宝
瞳
寺
殿
徳
岩
良
賢
゜

三
浦
貞
国

次
郎
、
駿
河
守
。

「
覚
書
」
は
、
大
永
七
年
(
-
五
二
六
）
か
ら
享
禄
二
年
(
-
五
二
九
）
ま
で
の

城
主
と
す
る
。
大
永
は
永
正
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

永
正
十
三
年
に
は
、
隣
国
備
中
の
紛
争
を
仲
裁
。
ま
た
、
「
親
」
（
貞
連
か
）
か
ら

継
承
し
た
と
い
う
古
呂
々
比
村
（
同
市
古
呂
々
尾
）
の
代
官
と
し
て
、
未
納
し
て
い

た
家
臣
を
処
罰
し
、
年
貢
銭
を
納
入
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
、
大
永
六
年
に
は
、
幕

府
か
ら
与
え
ら
れ
た
久
世
保
（
同
市
久
世
一
帯
）
の
年
貢
を
滞
納
し
た
と
し
て
、
こ

れ
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
貞
連
と
同
様
に
、
平
時
は
在
京
し
、
現
地
で
は
、

高
田
城
史
を
た
ど
る
ー
「
作
州
高
田
城
主
覚
書
」
を
縦
軸
に
1

根
本
史
料
の

「党
書
」
を
縦
軸
に
、
諸
史
料
に
よ
っ
て
高
田
城
史
の
通
覧
を
試
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

門
の
三
浦
忠
広
が
経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

享
禄
五
年
（
天
文
元
年
。
一
五
三
二
）
五
月
、
出
雲
尼
子
氏
が
美
作
国
へ
侵
攻
、

備
中
国
の
新
見
氏
を
高
田
城
に
在
番
さ
せ
た
。
貞
国
は
、
そ
の
最
中
、
同
元
年
七
月

九
日
没
。
慈
光
寺
殿
伯
々
良
聖
。

「覚
書
」
と
年
忌
史
料
で
は
三
年
の
ず
れ
が
生
じ
て

い
る
。

三
浦
貞
久

孫
五
郎
ヵ
、
次
郎
ヵ
、

下
野
守
、
上
野
介
。

「
覚
書
」
は
、
享
禄
三
年
（
ニ
エ
三
〇
）
か
ら
天
文
十
＿
―
-
年
(
-
五
四
四
）
ま
で

の
城
主
と
す
る
。

父
貞
国
の
没
後
ま
も
な
く
孫
五
郎
の
通
称
で
文
書
を
発
給
。
以
降
細
か
な
推
移
は

不
明
な
も
の
の
、
出
雲
尼
子
氏
に
対
立
的
な
姿
勢
を
と
る
。

「
覚
書
」
は
、
同
士
二
年
八
月
に
出
雲
の
宇
山
氏
が
出
勢
、
「
大
合
戦
」
と
な
っ
た

と
こ
ろ
、
城
主
の
貞
久
が
高
田
城
で
の
籠
城
中
に
病
死
し
た
と
い
う
。

尼
子
氏
が
美
作
に
侵
攻
し
た
享
禄
五
年
の
時
点
で
、
宇
山
氏
は
、
茅
部
（
真
庭
市

蒜
山
東
茅
部
・

西
茅
部
•

本
茅
部
付
近
）
、
美
甘
新
庄
（
新
庄
村
付
近
）

•
竹
部
本
庄
・

新
庄
（
同
市
見
明
戸
な
ど
旧
湯
原
町
西
部
一
帯
）
、
徳
山
（
同
市
蒜
山
上
徳
山

・
下
徳

山
）
な
ど
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
三
浦
氏
と
宇
山
氏
の
戦
い

は
、
所
領
境
を
接
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

天
文
十
七
年
九
月
十
六
日
没
、
正
法
院
殿
月
江
良
円
。「
覚
宅
」
と
年
忌
史
料
で
は

四
年
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。

＝
＿
浦
貞
広
1
期

オ
（
道
祖
）
五
郎
。

「
覚
書
」
は
、
貞
久
の
「
御
子
と
す
る
。
貞
久
の
没
後
、
天
文
二
十
年
(
-
五

五
一
）
の
頃
か
、
貞
久
の
弟
太
河
原
貞
尚
を
通
じ
て
、
遺
児
オ
五
郎
（
貞
広
）
に
本

領
が
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
貞
尚
は
当
時
、
尼
子
氏
に
属
し
、
新
宮
党
の
一
門
と
な
っ

て
い
た
。
従
っ
て
、
以
降
の
三
浦
氏
当
主
は
、
こ
の
貞
広
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

尼
子
氏
（
宇
山
久
兼
）

飛
騨
守
。

尼
子
氏
の
家
臣
。
「
覚
書
」
は
、
貞
久
病
死
の
頃
か
ら
高
田
城
の
城
主
と
な
っ
た
と

記
す
。
そ
し
て
、
弘
治
二
年
(
-
五
五
七
）
に
は
、
三
浦
家
菩
提
寺
の
化
生
寺
（
同
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文
献
史
料
で
み
る
高
田
城
と
城
主
の
推
移

高
田
城
（
真
庭
市
勝
山
）
は
、
主
に
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
機
能
し
た
、

美
作
西
部
有
数
の
山
城
で
あ
る
。

元
禄
四
年
（
一
六
九

一
）
に
成
立
し
た
地
誌
「
作
陽
誌
」
は
、

「大
総
山
」
と
し
て

立
項
、
「
本
城
」
を
如
意
山
、
山
へ
は
―
二

0
間
、
周
り
一
六
町
、
そ
の
南
は
「
二
廓
」

で
勝
山
と
い
い
、
合
わ
せ
て

「大
総
山
城
」
と
称
し
た
と
記
す
。

如
意
山
と
は
、
手
許
か
ら
奥
に
立
ち
上
が
る
山
容
を
仏
具
の
如
意
に
な
ぞ
ら
え
、

ま
た
大
総
山
も
そ
の

「粒
」
さ
な
山
容
を
形
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
後
者
は
、

現
在
も
地
域
で
用
い
ら
れ
て
い
る
雅
名
、
「
顆
山
」
の
由
来
と
考
え
ら
れ
る
。

同
書
は
、
高
田
城
を
本
拠
に
近
隣
を
支
配
し
た
、
高
田
三
浦
氏
（
以
下
、

三
浦
氏
）

の
始
祖
と
さ
れ
る
貞
宗
に
つ
い
て
、
関
東
か
ら
近
藤

・
石
井

・
宇
野

・
白
石
の
四
氏

を
伴
い
来
住
し
た
と
記
す
。
そ
し
て
、

一
四
世
紀
後
半
を
中
心
に
活
動
、
高
田
城
を

築
き
、
諸
寺
社
を
開
い
た
と
す
る
。
現
在
、
貞
宗
が
高
田
荘
の
地
頭
と
し
て
入
部
し
、

高
田
城
の
初
代
城
主
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
貞
宗
像
は
、
固
時
代
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
活
動
年
代
と

一
世

代
近
く
ず
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
ま
ま
史
実
と
す
る

の
は
難
し
く
、
今
後
の
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
貞
宗
以
降
の
三
浦
氏
、
そ
し
て
高
田
城
を
め
ぐ
る
通
説
に
対
し
て
も
、

同
様
と
い
え
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
高
田
城
や
、
三
浦
氏
の
叙
述
で
参
照
さ
れ
て
き
た
基
本
史
料
と

し
て
、

「三
浦
氏
十
三
世
家
系
」
（
以
下
「
家
系
」
）
が
あ
る
。

「
三
浦
氏
十
三
世
家
系
」
と
そ
の
依
拠
史
料

禾
杯

俊
（
真
庭
市
教
育
委
員
会

弘

「
家
系
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
三
浦
氏
の
始
祖
と
さ
れ
る
貞
宗
か
ら
、
最
終

的
に
高
田
城
か
ら
退
い
た
貞
広
ま
で
を
対
象
と
し
た
、
十
三
代
の
系
図
史
料
で
あ
る
。

三
浦
氏
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
同
時
代
史
料
を
元
に

再
検
討
が
行
わ
れ
、
尼
子
氏
を
は
じ
め
、
諸
近
隣
勢
力
と
の
関
係
な
ど
に
新
た
な
知

見
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
氏
の
系
譜
関
係
や
、
動
向
の
具
体
的
な
叙
述
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は

り
、
「
家
系
」
を
原
典
に
派
生
し
た
、
通
説
を
参
照
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
が
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
通
説
の
根
本
的
な
見
直
し
に
は
、
そ
の
測
源
で
あ
る
「
家
系
」
そ
の
も

の
の
検
討

・
解
明
も
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る

C

「
系
図
」
の
成
立
に
つ
い
て
、

「作
陽
誌
」
の
前
文
に
は
、

「今
摘
二
諸
家
記
一、
採

二
士
民
饂
‘
贅

i

録
干
此

ー」
と
あ
り
、
同
書
の
編
者
江
村
宗
晋
（
春
軒
）
が
、

「諸

家
記
」
と
「
士
民
説
」
を
も
と
に
編
慕
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
「
諸
家
記
」
に
つ
い
て
は
、
特
に

「牧
氏
家
譜
」
及
び
家
譜
と
同
一
と

み
ら
れ
る
、

「本
州
牧
氏
家
有
l

一
冊
子
ー」
（
以
下

「家
譜
」
）
と
、
「
社
村
美
甘
氏
家

蔵
」
の
史
料
二
点
を
具
体
的
に
掲
げ
て
い
る
。

「家
譜
」
は
、
近
世
初
頭
の
成
立
と
み
ら
れ
る
覚
書
、
「
作
州
高
田
城
主
覚
書
」
（下

岩
牧
家
文
書
。
以
下

「覚
書
」
）
と
の
対
応
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
。
筆
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
内
容
か
ら
、
三
浦
氏
の
旧
臣
牧
河
内
の
長
男
で
、
社
村
（
真
庭
市
社
）
に
帰
農

し
た
、
牧
藤
助
と
み
ら
れ
る
。
「
系
図
」
と
比
較
し
て
も
、
両
者
の
参
照
関
係
は
明
ら

か
で
、

「梵
書
」
に
由
来
す
る
年
次
や
、
系
譜
の
混
乱
、
破
損
を
原
因
と
す
る
誤
読
も

あ
る
。

次
に
、

「家
系
」
か
ら

「覚
書
」
由
来
の
要
素
を
除
く
と
、
実
名
・
通
称

・
官
途
名

・

没
年
月
日

・
戒
名

・
没
年
齢
の
ま
と
ま
り
が
現
れ
る
。
三
浦
貞
連
よ
り
前
代
の
人
物

は
、
ほ
ぼ
こ
う
し
た
情
報
の
み
で
、
別
に
年
忌
史
料
な
ど
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
を

示
す
。
残
る
三
浦
忠
近
や
、
舟
津
氏
に
嫁
し
た
女
子
、
桃
寿
丸
ら
の
情
報
が
、
「
諸
家

記
」
、
あ
る
い
は
「
士
民
説
」
、
書
上
や
聞
き
取
り
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
。

「
系
図
」
に
つ
い
て
は
、
概
ね
以
上
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
性
質
に
鑑
み
、
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大
塚
氏
の
歴
代

大
塚
丹
後
守
死
去
し
、
一
高
田
城
下
に
葬
ら
れ
る

同

一
七
年
（
＿
六
―
二
）

森
忠
政
、
大
塚
丹
後
守
を
森
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

69 

同

一
四
年

（
一
六

0
九
）

森
忠
政
、
森
（
大
塚
）
丹
後
守
に
面
田
村
等
を
加
増
す
る

69 

参
考
史
料

具
品
郡
山
川
部
砧
川
庄

高
田
城
番
の
各
務
元
峯
が
闘
死
す
る

同

一
三
年
（
一
六

0
八）

化
生
寺
境
内
に
三
之
丸

．
勝
山
本
丸
の
地
名
が
見
え
る

森
忠
政
、
化
生
寺
に
寺
領
を
寄
進
す
る

R
禄
元
年
（
一
六
八
八
）

同

九

年

（

＿

六

0
四）

嵩
田
村
の
免
定
に
古
城
山
番
が
見
え
る

森
忠
政
、
各
務
元
峯
を
高
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

68 

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）

同

八

年

（

＿

六

0
=
＿）

西
部
五
左
衛
門
、
化
生
寺
の
寺
領
を
安
堵
す
る

小
早
川
秀
秋
、
木
下
斎
之
助
を
高
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

8
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大
塚
可
明
、
森
家
を
退
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す
る

作
州
高
田
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主
覚
書

二
作
陽
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73 

延
宝
三
年
（
一

六
七
五
）

同

七

年

（

一

六

0
二）

大
塚
守
周
、
高
田
城
下
の
熊
野
大
権
現
社
を
修
覆
す
る

小
早
川
秀
秋
、
化
生
寺
に
寺
領
を
寄
進
す
る

明
暦
元
年

（
一
六
五
五
）

68 

正
保
の
国
絵
図
に
古
城

．
勝
山
が
見
え
る

。
7
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• 

同

六
年

（
一
六

0
I

)

 

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）

宇
喜
多
秀
家
、
高
田
城
番
小
瀬
中
務
正
等
に
人
質
の
供
出
を
命
じ
る

67 

美
作
国
内
の
諸
城
館
が
破
却
さ
れ
る

゜
7
 

．．．．．．．
．．
．
 

同

五

年

（

ニ

ハ

0
0
)

同

＿
五
年
（
一
六
＿
二
八
）

宇
喜
多
秀
家
、
不
破
内
匠
を
高
田
城
番
に
命
じ
る
と
い
う

67 

大
塚
三
俊
、
商
田
城
下
の
熊
野
大
権
現
社
を
妬
替
す
る

こ
の
頃
か

寛
永
七
年

（
一
六
＝

1
0
)
 

宇
喜
多
秀
家
、
戸
川
達
安
に
高
田
周
辺
の
地
を
預
け
置
く

66 

古
向
田
町
が
焼
失
し
、
街
道
が
付
げ
替
え
ら
れ
る

慶
長
三
年
(
-
五
九
八
）

元
和
六
年

（一

六
二

0
)

71 71 70 

゜
7
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同
九
年
(
-
五
八
一

）

宇
喜
多
秀
家
、
高
田
村
の
給
人
岡
市
丞
に
替
地
を
与
え
る

宇
喜
多
秀
家
、
高
田
商
人
の
岡
山
城
下
移
住
に
あ
た
り
措
罹
を
命
じ
る

65 

58 

同

58 

65 

毛
利
輝
元
、

58 

小
早
川
隆
最
、
三
村
元
親
の
高
田
方
へ
の
逃
走
に
備
え
る

牧
尚
春
、
小
早
川
隆
景
の
捕
虜
と
な
る
も
許
さ
れ
る
と
い
う

三
浦
貞
広
、
宇
喜
多
直
家
の
仲
裁
で
古
向
田
城
を
毛
利
氏
に
明
け
渡
す

五
年
(
-
五
七
七
）

七
年
(
-
五
七
九
）

吉
川
元
春
と
小
早
川
隆
景
、
高
田
表
の
漉
に
つ
き
連
絡
を
受
け
る

51 3
 

5
 

••••••••••••

..•••

••••••••••••

••••••• 

吉
JI
元
春
、

二
月
三
日
に
一
晶
田
へ
陣
替
し
た
と
報
じ
る

小
早
川
隆
景
、
ま
も
な
く
の
高
田
着
陣
を
報
じ
る

一
両
日
中
の
裔
田
陣
替
を
報
じ
る

7
 

••••••••

..
•••••••••

•••••••••

••
••• 

5
 

毛
利
輝
元
、
高
田
城
か
ら
山
見
に
出
陣
、
高
仙
築
城
を
命
ず

毛
利
輝
元
、
要
時
に
は
高
田
へ
連
絡
す
る
よ
う
枡
形
城
将
に
指
示
す
る

岡
本
秀
広

・
牧
左
馬
助
、
高
田
近
辺
の
通
路
で
鷲
見
氏
を
討
ち
取
る
。
ま
た
宇
喜

羽
柴
秀
吉
と
毛
利
氏
の
和
睦
交
渉
の
過
程
で
、
高
田
城
な
ど
美
作
国
内
諸
城
の
引

楢
崎
元
兼
、
高
田
城
下
の
熊
野
大
権
現
社
を
造
修
す
る

文
禄
―
二
年
(
-
五
九
四
）

四
年
(
-
五
九
五
）

吉
川
元
春
、
九
月
十
九
日
に
高
田
着
陣
と
い
う

高
田
城
主
服
部
隠
岐
、
中
島
本
政
に
脇
指
を
与
え
る

65 

55 

宇
喜
多
秀
家
、
服
部
陸
岐
守
を
高
田
城
に
置
く
と
い
う

65 

53 

同

一
七
年
(
-
五
八
九
）
頃
か

吉
川
元
春
、
近
日
中
に
嵩
田
陣
替
と
報
じ
る

牧
家
信
、
勇
山
寺
領
を
安
堵
す
る

4
 

••••••••••

•••
•••
••••••••••••••••.•.••••••••••••• 

6
 

吉
川
元
春
、
一
両
日
中
に
高
田
表
へ
陣
替
と
報
じ
る

53 

同

一
四
年
(
-
五
八
六
）

同
八
年
（
一
五
八

0
)

三
浦
貞
勝
の
子
桃
寿
丸
、
京
都
で
圧
死
す
る
と
い
う

64 

52 

宇
喜
多
氏
、
楢
綺
元
兼
が
退
去
し
た
高
田
城
に
牧

一
党
を
置
く

63 

鈴
木
氏
が
宇
喜
多
方
に
属
し
、
高
田

・
松
山
間
を
封
鎖
す
る

52 

羽
柴
秀
吉
、
高
田
城
の
毛
利
氏
保
有
を
許
容
せ
ず

62 

同

同

＿
二
年

(
-
五
八
四）

高
田
城
に
忍
び
が
付
く
と
い
う

62 

同

渡
し
が
話
し
合
わ
れ
る

，
 

5
 

•••••
•••••••••••

.••••••••
•••••••••••

••• 

•• 

楢
崎
ヵ
元
兼
、
備
中
植
木
氏
を
頼
み
同
名
蔵
人
を
討
つ
と
い
う

50 

備
前
伊
賀
氏
の
侵
攻
し
た
地
に
高
田
が
見
え
る

50 

輻
原
元
俊
、
草
苅
氏
へ
の
対
応
の
た
め
高
田
表
に
赴
く

59 

こ
の
頃
か

同

―
一
年

（＿

五
八
＝
＿
）

三
浦
貞
広
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
高
田
下
城
時
の
気
遣
い
を
謝
す

50 

高
田
表
で
羽
柴
秀
吉
の
使
者
が
深
と
な
る

，
 

5
 

．．．．．
．．．
．．．．
．．
．．
．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

同

四

年

(
-
五
七
六
）

同

1
0
年
(
-
五
八
二
）

50 

牧
左
馬
助
、
高
田
神
代
で
楢
崎
元
兼
の
家
臣
を
討
ち
取
る

59 

49 

多
直
家
、
左
馬
助
と
市
三
郎
兵
衛
に
命
じ
寺
畑
城
を
夜
討
さ
せ
る

59 

48 



元
亀
二
年
(
-
五
七
一
）

牧
尚
春
、
豊
後
大
友
氏
に
硯
を
送
る

牧
氏
等
、
真
木
山
城
を
夜
酎
ち
し
て
伊
賀
勢
を
逐
う

47 

山
中
幸
盛
、
美
作
境
出
勢
に
つ
い
て
三
浦
氏
に
誓
紙
を
送
る

47 

同

37 

浦
上
宗
景
、
織
田
信
長
の
上
洛
と
備
前
表
へ
の
加
勢
を
報
じ
る

46 

牧
菅
兵
衛
駒
等
、
宇
喜
多
勢
の
陣
所
多
田
山
を
夜
討
す
る

46 

三
浦
貞
広
、
高
田
城
に
入
る
と
い
う

45 

る

同
三
浦
貞
広
等
、
豊
後
大
友
氏
に
備
作
情
勢
を
報
じ
る

44 

牧
尚
春
、
合
戦
に
先
立
ち
美
廿
氏
よ
り
異
心
な
き
旨
の
誓
紙
を
受
け
る

三
浦
貞
広
、
闊
所
と
し
た
金
田

・
舟
津
氏
等
の
所
領
を
松
井
氏
等
に
宛
行
う

牧
尚
春
、
太
河
原
貞
尚
の
所
領
書
立
に
加
判
し
美
甘
氏
に
与
え
る

三
浦
衆
等
、

小
早
川
勢
に
討
た
れ
る
。
三
浦
貞
広
の
祖
父
貞
守
（
盛
）
も
自
刃
す

•••••••

••....••••••••••

••••
•.
•••••
••••••••

•••
•...•••••.

.••••••

•••••••

•• 

3
 "J-

牧
菅
兵
衛
尉
、
金
田
氏
等
の
敵
対
に
随
身
せ
ず
。
三
浦
貞
広
、
こ
れ
を
四
し
所
領

を
宛
行
う
と
す
る

•••••••••

•••••••••••••

••••••••

•••
•••••• 

,:, 
••
•••
••••••

•••••••

• 

4
 

3
 

美
作
牢
人
衆
、
尼
子
氏
を
支
援
し
て
蜂
起
、
浦
上
宗
景
の
合
力
で
高
田
城
を
攻
め

•••
••
••••• 

,
 
．．．
．．．．．．．． ,•…

·:';…·:

' ••••
••
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•• 
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:・・:
・:', 
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4
 

3
 

一
三
年
・
元
亀
元
年
（
＿
五
七

0
) •• 

，．,.，.'・:;
:'・
:
・
:
・
:
；
:
・
:
 
••••••

•••••• 

7
 

3
 

豊
後
の
大
友
宗
麟
、
牧
尚
春
に
尼
子

・
浦
上
両
氏
と
の
談
合
が
重
要
と
す
る

:
・
:
；
…
・
・
・
:
・
:
 ．．．．．．．
．．．．．．．．．．．．．．
．．．
．．．
 

7
 

3
 

=
＿
年
（
＿
五
七
五
）

備
中
謡
葉
城
主
一

i

一
村
元
範
、
落
城
に
際
し
三
浦
貞
広
を
頼
ら
ん
と
す
る

を
宛
行
わ
れ
る

浦
上
宗
景
と
宇
喜
多
直
家
の
対
立
に
あ
た
り
、
三
浦
貞
広
は
宗
景
に
与
同
し
所
領

:
・
・
;
・
:
・
:
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
．．．．．
．．．
．．
．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．．
．
 3
 

4
 

同

―
二
年
（
＿
五
六
九
）

天
正
二
年
（
＿
五
七
四
）

長
就
連

・
香
川
光
景
、
注
連
大
夫
に
高
田
領
の
社
役
を
安
堵
す
る

34 

山
中
幸
盛
、
豊
後
大
友
氏
に
商
田
城
の
堅
固
を
報
じ
、
煙
硝
を
乞
う

43 

る
と
い
う

43 

岡
本
氏
秀
、
牧
尚
春
の
質
問
に
答
え
る

同

＿
年
(
-
五
六
八
）

等
は
こ
れ
に
協
力
す
る
と
い
う

33 

嵩
田
衆
が
目
木
村
の
神
森
、
次
い
で
篠
向
城
下
で
岩
屋
衆
と
戦
う

同

1
0
年

(

-
五
六
七
）

三
浦
貞
広
、
山
内
表
な
ど
諸
境
目
に
出
陣
す
る

尼
子
義
久
、
高
田
衆
の
寺
社
建
立
に
私
領
内
の
段
銭
を
免
除
す
る

33 32 

三
浦
貞
広
、
浦
上
宗
景
の
計
ら
い
で
所
領
支
配
を
継
続
し
、
斎
藤
親
実
か
ら
配
慮

:
··:
··
:·……•

, 
．．．．．
．．．
 
'・:
・: 

••
••
•••
••••
•••••••••••

••••••••• 

2
 

3
 

の
誓
約
を
受
け
る

・:・・: ．．．．
．．．．．．．．．．．
．．．．．．．． 
;：

2
 

3
 

31 31 

山
中
幸
盛
、

牧
尚
春
、
豊
後
大
友
氏
に
硯
を
贈
り
、
煙
硝

．
鈍
金
の
進
呈
を
受
け
る

同
牧
尚
春
、
豊
後
大
友
氏
へ
太
刀

・
馬
・

硯
を
送
り
近
況
を
報
じ
る

39 

昨
年
よ
り
美
作
国
に
滞
在
の
亀
井
（
山
中
）
幸
盛
、
今
は
但
馬
国
に
あ
り
と
い
う

同
浦
上
宗
景
、
三
浦
貞
広
の
知
行
所
段
銭
に
つ
き
牧
尚
春
の
裁
判
に
よ
る
進
納
を
定8

 

•••••

••
••••

•••••••••••••••••• 

• ••••••

••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

•• 

3
 

＝
一
年
（
＿
五
七
二
）

•.•
•••••••••••••••••••••

••
•••••• 

：・:・:・
:
・
:
・
:
・
:
・
…
・
:
・
:
；
…
…
…
・
:
 
•••••

••••• 

9
 

3
 

四
年
・
天
正
元
年
(
-
五
七
三
）

め
る

・:・
:
・
…
…
 •••••

•••
•• ;…

••
9 
..... 
8
 

3
 

尼
子
勝
久
を
奉
じ
因
幡
で
毛
利
方
の
城
を
攻
略
、

牧
尚
春
、
豊
後
大
友
氏
か
ら
書
状
を
受
け
る

日
野
衆

・
牧
尚
春

••••••

•.••
•• 

,； 
．．
．．．．．． 
,:・…・:・:・:・・・:'．

2
 

4
 

•.••••.........•••

• 
,：'・:・
,
 

.....•

•••••••. 

2
 

4
 



同 同

ニ
四
年
・
弘
治
元
年
(
-
五
五
五
）
か

同

九

年

(
-
五
六
六
）

尼
子
睛
久
、
三
浦
才
五
郎
（
貞
広
）

の
知
行
を
安
堵
す
る

26 

三
浦
氏
、
浦
上
宗
景
に
よ
る
三
星
表
攻
撃
の
軍
勢
催
促
に
応
じ
る

太
河
原
貞
尚
、
美
作
に
出
勢
し
た
尼
子
睛
久
の
先
駆
け
を
務
め
る

26 

三
浦
貞
広
、
高
田
城
を
回
復
す
る
と
い
う

三
浦
貞
久
の
子
駒
徳
丸
、
没
す
る

二
0
年
(
-
五
五
＿

）

5
 

•••
•••
••••••.•••••••

•••••
•••••••

••••
.•••••••

•••
• 

2
 

牧
尚
春
、
久
米
南
条
郡
原
田
に
あ
り
。
尼
子
義
久
こ
れ
を
謝
し
所
領
の
宛
行
を
約

゜
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

u
 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

3
 

ー3
 

••••

.•
••
•••••••••••••••••
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••• 

同

束
す
る

同

一
八
年
(
-
五
四
九
）

三
浦
氏
の
家
臣
、
舟
津
与
三
兵
衛
が
識
言
に
よ
り
自
刃
す
る
と
い
う

高
田
城
下
の
妙
円
寺
が
再
興
さ
れ
る
と
い
う

5
 

••••
•••
••• 

；
・
:
・:
 ．．．
．．
．．．
．．．．．．．．． 

2
 

同
八
年
(
-
五
六
五
）

三
浦
貞
久
、
尼
子
氏
と
の
対
峙
中
に
病
死
し
、
高
田
城
も
落
去
す
る
と
い
う

25 

迎
え
ら
れ
そ
の
室
と
な
る
と
い
う

同

一
七
年
（
＿
五
四
八
）

播
磨
広
峰
社
の
檀
那
に
高
田
城
下
の
下
市
場

・
旦
の
住
人
が
見
え
る

刀
工
忠
光
が
高
田
城
下
の
旦
に
居
住
し
、
三
浦
氏
の
武
器
を
鍛
造
す
る
と
い
う

244
 

:・・:・:・:・
:
・
:
・
:
・
:
・
:
・
・
:
 ．．．
．
 2
 

牧
菅
兵
衛
尉
、
備
中
国
砦
部
で
酎
死
す
る
。
三
浦
貞
久
、
牧
幸
松
に
そ
の
跡
職
を4
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.
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.
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......
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宇
山
誠
明
、
中
尾
四
郎
兵
衛
へ
美
作
西
六
郡
の
商
人
問
に
命
じ
る
こ
と
を
約
束
し
、

通
路
の
確
保
を
命
じ
る

7
 

2
 

．．．．．．．．．．．
．．．．
．．．．
．．．
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尼
子
義
久
、
倉
敷
江
見
氏
を
通
じ
、
高
田
衆
の
働
き
次
第
で
三
浦
道
祖
五
郎
（
オ8

 
2
 

•••
••••
••••
••.••
••
••
••••••••

•••••••• 

三
浦
貞
勝
、
家
臣
の
離
反
で
自
害
す
る
。
貞
勝
の
室
は
そ
の
後
、
宇
喜
多
直
家
に8

 
2
 

•••
••••
•••••••

•••••••

•••••••••••

•••
••
••••••• 

安
堵
す
る

五
郎
、
貞
広
）
の
帰
国
を
認
め
る
と
す
る

同

＿
六
年
(
-
五
四
七
）

同
七
年
(
-
五
六
四
）

高
田
城
下
に
大
雲
寺
が
開
山
さ
れ
る
と
い
う

代
官
舟
津
国
之
、
見
明
戸
村
八
幡
宮
を
再
建
す
る

同

一
五
年
(
-
五
四
六
）

同

六
年
（
＿
五
六
三
）

三
村
家
親
、
西
美
作
へ
侵
入
し
真
島
郡
月
田
口
で
交
戦
す
る

永
禄
四
年
(
-
五
六
＿
）

こ
の
頃
か

る
と
い
う

＿
四
年
（
＿
五
四
五
）

24 

金
田
弘
久
が
戦
死
す
る
と
い
う

三
浦
貞
久
、
中
蔵
山
円
融
寺
を
再
興
す
る
。
ま
た
王
子
権
現
社
に
社
田
を
寄
付
す4
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牧
右
衛
阿
尉
等
、
三
浦
貞
勝
を
擁
立
し
商
田
城
を
攻
め
奪
回
す
る
。
ま
た
こ
の
時7
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同
四
年
・
永
禄
元
年
（
＿
五
五
八
）
か

宇
山
誠
明
、
西
美
作
の
諸
社
で
造
立
等
を
行
う

尼
子
国
久
父
子
等
、
高
田
城
等
を
攻
め
る
と
い
う

一
三
年
(
-
五
四
四
）
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弘
治
三
年

（
＿
五
五
七
）

宇
山
久
兼
、
化
生
寺
に
玉
雲
権
現
の
像
立
を
行
う
と
い
う
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こ
の
頃
か

三
浦
氏
、

幕
府
に
久
世
保
代
官
職
を
召
し
上
げ
ら
れ
る

19 

二
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
赤
野
郷
の
内
を
宛
行
う

三
浦
氏
等
、
美
作
国
へ
出
勢
し
た
尼
子
氏
に
敗
北
す
る

23 23 

牧
国
信
、
焼
失
し
た
判
物
の
証
明
を
受
け
る
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同

1
0
年

（
＿
五
四
＿

）

大
永
六
年
（
＿
五
二
六
）

三
浦
次
郎
、
岩
屋
城
に
拠
り
山
下
で
合
戦
す
る

三
浦
貞
国
、
古
呂
々
比
村
公
用
を
進
納
す
る

8
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同

三
浦
貞
国
ヵ
、
備
中
新
見
荘
の
内
紛
を
仲
裁
す
る

18 

三
浦
貞
国
、
古
呂
々
比
村
公
用
を
進
納
す
る

8
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三
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
真
島
庄
の
内
を
宛
行
う
。
ま
た
石
井

・
松
岡
両
氏
に

所
領
を
返
付
す
る

九
年

（
一
五
四

0
)
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同

一
三
年

(
-
五
一
六
）

同

六
年

（
＿
五
三
七
）

三
浦
貞
連
没
し
、
貞
国
が
家
督
を
継
ぐ
と
い
う

三
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
赤
野
郷
の
内
な
ど
を
宛
行
う

22 

永
正
六
年

(
-
五

0
九
）

同

二
浦
貞
蓮
、
荒
廃
し
た
神
林
寺
の
堂
宇
を
造
営
す
る
と
い
う

17 

三
浦
貞
連
、

篠
向
城
の
山
名
右
近
亮
を
討

つ
と
い
う

17 

三
浦
貞
久
、
牧
菅
兵
衛
尉
に
永
富
保
等
の
諸
役
を
免
除
す
る

21 

三
浦
貞
連
、
高
田
城
主
に
な
る
と
い
う

三
浦
ヵ
孫
五
郎
、
中
尾
氏
に
月
田
郷
代
官
職
を
命
じ
る

21 

三
浦
貞
蓮
、
近
隣
荘
園
の
代
官
職
を
要
望
す
る

三
浦
貞
蓮
、
相
国
寺
で
聴
聞
す

延
徳
三
年
（
＿
四
九

一
）

明
応
元
、
二
年
(
-
四
九
二
、
三
）

文
亀
元
年

(
-
五

O
I

)
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亀
年
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三
浦
貞
国
、

子
息
貞
久
の
疾
病
平
癒
に
あ
た
り
熊
野
三
所
権
現
社
に
社
領
を
寄
進

゜
2
 

•••••••••

...
•••
•••••••••

••
••••••••••••••••

•••••

••••
••••
••
••••••••

••• 

享
禄
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年
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五
二
九
）

五
年
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天
文
元
年
(
-
五――ーニ）

天
文
二
年

(
-
五
三
三
）

尼
子
詮
久
、
新
見
氏
等
に
高
田
城
の
在
番
を
命
じ
る
…
…
・
・
:
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三
年

（
＿
五
三
四
）

新
見
国
経
、
美
作
国
で
の
戦
い
が
継
続
中
と
報
じ
る

僧
心
月
梵
初
、
三
浦
の
化
生
寺
に
あ
り
と
い
う

尼
子
経
久
、
宇
山
氏
に
茅
部

・
美
甘
新
庄
等
を
宛
行
う

三
浦
貞
国
没
し
、
貞
久
が
家
督
を
継
ぐ
と
い
う
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二
浦
兵
廊
助
息
の
喝
食
、
相
国
寺
に
帰
寺
す
る

尼
子
経
久
、
美
作
国
へ
と
進
攻
し
庇
田
城
を
攻
撃
の
予
定
と
い
う

金
田
弘
久
、
真
島
郡
草
加
部
村
八
幡
宮
に
鰐
口
を
寄
進
ナ
る

同

二
年
(
-
四
八
九
）

す
る
と
い
う

長
享
二
年

（
＿
四
八
八
）

同

21 21 20 20 



同

二
浦
行
連
、
足
利
尊
氏
の
屋
敷
を
囲
ん
だ
高
師
直
の
も
と
に
参
じ
る

13 

同

＿
九
年
・
長
享
元
年

(
-
四
八
七
）

文
明
＿
五
年
（
＿
四
八
三
）

貞
和
二
年
（
ニ
ニ
四
六
）

二
浦
貞
俊
、
真
島
郡
柴
原
村
に
あ
り
と
い
う

四
年
・
貞
和
元
年

(
-
=
＿
四
五
）

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
武
蔵
称
名
寺
雑
掌
と
越
後
国
奥
山
荘
内
金
山
郷
を
争
う

：・

12

五
年
(
-
三
四
九
）

文
和
三
年
(
-
三
五
四
）

こ
の
頃
か

6
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三
浦
兵
庫
助
、
借
銭
を
返
済
せ
ず
抵
当
の
所
領
も
押
領
す
る

三
浦
貞
連
等
、
将
軍
足
利
義
尚
の
六
角
征
伐
に
伴
い
近
江
へ
出
陣
す
る

二
浦
道
祐
（
貞
宗
）
の
息
行
連
、
天
龍
寺
供
養
に
奉
供
す
る

11 

同

こ
の
年
の
奉
公
衆
御
番
康
に
三
浦
近
江
守
が
見
え
る

二
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
足
利
蒋
氏
か
ら
戦
功
を
賞
さ
れ
る

11 

文
安
五
年

(
-
四
四
八
）

康
永
二
、
三
年
（
＿
三
四

四）

こ
の
頃
の
奉
公
衆
御
番
帳
に
三
浦
遠
江
守
が
見
え
る

二
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
暦
応
寺
の
地
曳
に
加
わ
り
一
荷
を
運
ぶ

11 

同

三
浦
貞
宗
、
死
去
す
る
と
い
う

同

応
永
年
間

(
-
三
九
四
5
一
四
二
七
）
か

文
献
史
料
で
み
る
高
田
城
と
城
主
の
推
移

高
田
城
関
係
史
料
集

建
武
四
年
（
＿
三
三
七
）

暦
応
二
年
(
-
三
三
九
）
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三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
越
後
国
奥
山
荘
内
金
山
郷
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蔵
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名
寺
と
の
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三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
越
後
奥
山
荘
内
金
山
郷
で
の
濫
暴
を
停
止
さ
れ
る

三
年
（
＿
三
四

0
)

三
浦
道
祐
（
貞
宗
）
、
暦
応
寺
木
作
始
の
儀
に
つ
き
行
事
所
の
警
固
を
務
め
る

・・
・
10

四
年
(
-
三
四
＿
）

三
浦
貞
宗
以
降
の
歴
代
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三
浦
貞
宗
、
実
峰
良
秀
に
帰
依
す
る
と
い
う

永
徳
年
中

(
-
三
八
一

S
三
）

相
論
に
敗
れ
る

汰
付
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る

三
浦
道
誠
（
行
連
）
、
幕
府
か
ら
越
後
国
奥
山
荘
内
金
山
郷

・
塩
沢
条
地
頭
職
を
沙

同
七
年
・
応
安
元
年

(
-
三
六
八
）

凡
例

三
浦
行
連
、
藉
府
か
ら
越
後
国
奥
山
荘
内
金
山
郷

・
堰
沢
条
地
頭
職
を
沙
汰
付
け

る
よ
う
命
じ
ら
れ
る

貞
治
四
年
（
＿
三
六
五
）
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